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１．議事日程
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日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和３年第２回定例会付託議案第１号

名寄市空家等の適正管理に関する条

例の制定について（市民福祉常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 デジタル庁設置法及びデ

ジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定につ

いて

日程第６ 議案第２号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正につ

いて

議案第３号 名寄市家庭的保育事業等
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日程第９ 議案第６号 令和３年度名寄市一般会

計補正予算（第４号）

日程第10 議案第７号 令和３年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第８号 令和３年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第９号 令和３年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第１０号 令和３年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 令和２年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１２号 令和２年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

議案第１３号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について

議案第１４号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて
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て
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１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和３年第２回定例会付託議案第１号

名寄市空家等の適正管理に関する条

例の制定について（市民福祉常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 デジタル庁設置法及びデ

令和３年８月３１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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ジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定につ

いて

日程第６ 議案第２号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正につ

いて

議案第３号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市過疎地域持続的発

展市町村計画について

日程第９ 議案第６号 令和３年度名寄市一般会

計補正予算（第４号）

日程第10 議案第７号 令和３年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第８号 令和３年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第９号 令和３年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第１０号 令和３年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 令和２年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１２号 令和２年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

議案第１３号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について

議案第１４号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて

議案第１５号 令和２年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て

議案第１６号 令和２年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について

議案第１７号 令和２年度名寄市病院

事業会計決算の認定について

議案第１８号 令和２年度名寄市水道

事業会計決算の認定について

議案第１９号 令和２年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について

日程第15 議案第２０号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒
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１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和３年

第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１２番 高 野 美枝子 議員

１７番 黒 井 徹 議員

を指名をいたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２７日まで

の２８日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

７日までの２８日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 令和３年第

２回定例会付託議案第１号 名寄市空家等の適正

管理に関する条例の制定についてを議題といたし

ます。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、高野美枝子委員長。

〇市民福祉常任委員長（高野美枝子議員） 議長

より御指名をいただきましたので、市民福祉常任

委員会へ付託されました令和３年第２回定例会付

託議案第１号 名寄市空家等の適正管理に関する

条例の制定についての審査経過及び結果について

御報告いたします。

委員会は、６月２８日、７月７日の２回にわた

り担当職員の出席を求め、慎重に審査を行いまし

た。

６月２８日の委員会では、付託されました議案

第１号の審査に当たり提案内容の説明を受けた後、

質疑を行いました。名寄市空家等の適正管理に関

する条例の制定について、空き家等の管理に関す

る意識の向上や近隣の建物、歩行者などを保護す

るとともに、生活環境の維持や改善を図ることを

目的とする。空き家等の維持管理は、基本は所有

者が責任を持って行うべきであるが、建材の飛散

や壁の崩壊など市民へ危害を及ぼす切迫性が高い

空き家については市が危険を回避するために必要

最小限の措置を講ずることができる。また、措置

に要した費用を所有者から徴収する仕組みをつく

り、空き家対策に取り組んでいきたいとの説明を

受けました。

主な質疑では、委員から第８条の助言または指

導に関して、助言または指導の文言が入っている

が、指導の考え方は。また、指導における具体的

な対応について一定のルール決めが必要ではの質

問に対し、助言は今までどおり適正管理への助言

と考えている。指導については、指導書により強

く改善を求めていきたい。どの段階から指導にす

るかは、個別ごとに慎重に対応していきたい。ま

た、これからの運用に向けて一定のルール決めは

必要であり、再度固めていく。今回提案されてい

る空家等の適正管理に関する条例とさきに条例が

制定されている名寄市空家等対策協議会との位置

づけと特定空家との関連性はの質問に対し、協議

会には今回の条例提案についてコロナの影響によ

り書面で意見を聞いている。特定空家については

法に基づき指導、勧告、命令、代執行というプロ

セスが必要であり、協議会に諮っていくべきと考

えている。今回の条例提案は、よりスピード感を

求められるケースを想定し、行政である程度意思

判断をしていきたいと考える。過料を設定しなか

った理由はの質問に対し、今回の条例は助言、指

導という手段を明確にしている。過料を設けなか

令和３年８月３１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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った理由はあくまでも話合いを前提に対応し、急

いで実施するときは期限を決めて請求を行い、そ

れが支払われない場合は督促などを行っていくな

どの答弁がありました。第７条の立入調査等に関

しては、専門的な知識を有する者、その他必要な

者を同行させ意見を求めるとあるが、協議会との

関連性はの質問に対し、立入調査は必要最小限の

人数で行うものとしている。専門的な知識を有す

る者とは建築課の職員、または専門的な業者であ

り、協議会には結果を報告するとの答弁がありま

した。第２条の定義に関しては、市民等という文

言を入れたほうがよいのでは。また、特定空家が

明文化されていないが、立入調査との関連性はの

質問に対し、第２条の定義に最初は市民等を入れ

て検討したが、整理をする中で一般的な市民等の

観点で分かると思い、入れなかった。また、今回

の特定空家の定義がないのは、特定空家にしない

場合でもスピード感を持った対応をしていきたい

との考えである。協議会はこの条例に無関係では

ないため、報告などは行っていく。また、固定資

産の台帳の登録内容と所有者等が違う場合もあり、

所有者等が不明な場合の対応も想定しているとの

答弁がありました。第５条の管理不全状態にある

空き家等の情報提供に関しては、この見出しにし

た理由は。また、見出しは市民の役割となるので

はないか。加えて、市民等という表記は具体的に

どの辺りまで想定しているのかの質問に対し、こ

の見出しとした理由はより分かりやすくするため。

また、市民等は市内に居住、滞在、また通勤、通

学に加えて市外から来た方にも幅広く情報提供を

いただくことと定義しているとの答弁がありまし

た。第９条、緊急安全措置の第３項に関して及び

第１０条の関係機関の要請に関しては、第９条第

３項に緊急安全措置を行うという文言が必要では。

また、第１０条の関係機関の要請で誰に対し要請

を行うかの文言が必要では。また、関係機関への

必要な措置とは何を想定しているのかの質問に対

し、第１０条の誰に対して要請を行うのかという

文言については関係機関という部分で伝わると考

えているとの答弁がありました。

次回の委員会では第９条第３項の「緊急安全措

置に要した費用」を「緊急安全措置を行うことに

要した費用」に、また第１０条の「関係機関と連

携し」を「関係機関に対し」に改めるべきではな

いかとの質問に対して改めて説明を受けることを

確認し、終了しました。

７月７日の委員会では、第９条第３項の緊急安

全措置に要した費用の表現について、現状の条文

の表現で危機を回避するために最小限の措置に必

要となった費用を当該空き家等の所有者等から徴

収することができるとの意味が伝わるものと考え

ている。また、第１０条の関係機関と連携しの表

現についても現状の条文の表現で警察やその他の

関係機関に対する必要な措置の要請を行うことが

できるとの意味が伝わるものと考えているとの追

加説明を受け、質疑に入りました。

主な質疑では、委員から各条項の文言、具体的

な考え方や対応に関して、第９条は理解するが、

第１０条に関しては誰に対して要請するのか条文

から読み取れないの質問に対し、条文の警察、そ

の他関係機関と連携し、必要な措置を要請すると

記載しており、これで意味が通じると考えている。

第７条の第２項で専門的な知識を有する者、その

他必要な者を同行させ意見を求めることができる

とあり、その基準を規則、要綱などで定めていく

と思うが、その考え方はの質問に対し、規則につ

いては提案された意見も参考に検討していく。第

４条の所有者等について、空き家等が管理不全な

状態にならない適正な維持管理に向けて適正な周

知方法が必要ではの質問に対し、周知については

今まで行ってきたが、非常に大切なことなので、

さらに周知をしていきたい。第７条の立入調査に

ついて、所有者が地元にない場合や持ち主から拒

否をされた場合の対応はの質問に対し、立入調査

については所有者等の同意を得られない場合でも

必要性がある場合には基本的に実施したい。市民
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の安全を確保するため屋内を除く敷地内の調査を

基本的に行うとの答弁を受け、質疑を終結し、委

員間協議を行いました。

委員間協議では、第１０条における必要な措置

を行う場合の要請先の明記と市民等の文言につい

ての協議が行われました。第１０条については、

関係機関と連携して行う措置についての説明を受

けた際に誰に対して要請を行うということは理解

ができた。第２条については、市民等の説明を受

けて理解できたので、この条文だけで問題ないの

では。また、第５条の市民等については、この表

現で市民等の範囲に対する説明を受けて、ある程

度理解できた。また、名寄市自治基本条例の中で

市民の定義がされているので、それを指すもので

あると理解してよいのではなどの意見が出されま

した。しかし、規則、要綱等はこれから定めるの

で、第１０条に関しては関係機関への要請の考え

方について、条例では国の制度及び他市の条例を

参考にしており、協議会との関連性も含めて運用

に当たり、規則の中に明示してほしい。第２条及

び第５条を含め全体に関して、市民に分かりやす

い規則にしてほしいとの意見が出されました。

その後、採決の結果、全会一致により原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

以上をもちまして令和３年第２回定例会付託議

案第１号 名寄市空家等の適正管理に関する条例

の制定についての審査の経過と結果の御報告させ

ていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより委員長報告に

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、令和３年第２回定例会付託議案第１号

は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１３分

再開 午前１０時１４分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和３年第３回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた令和２年度の各会

計決算について申し上げます。

一般会計については、形式収支で４億２，２７

６万８千円の黒字となり、翌年度に繰り越しすべ

き一般財源４，２５６万５千円を差し引いた実質

収支は、３億８，０２０万３千円となりました。

ここから、名寄市基金条例に基づき、財政調整基

金へ２億円を積み立て、残り１億８，０２０万３

千円を令和３年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で１，１７

４万７千円、介護の保険事業勘定で８，５３６万

５千円、それぞれ黒字となりました。

そのほかの特別会計については、一般会計繰入

金で調整を行い、収支同額となっています。

次に、基金について申し上げます。

それぞれ基金の設置目的に沿った経費の財源と

して、合計７億３，７２５万２千円を取り崩しま

したが、財政調整基金、減債基金などに、合計８

億５，６１８万３千円を積み立てたことから基金

残高は９７億７，０４５万１千円で、前年度末に

比べて、１億１，８９３万１千円の増額となりま

した。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、広報・広聴事業について申し上げます。

多様な媒体による広報の推進を図るため、７月
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１日より民放放送のデータ放送から、本市の行政

情報を取得できるサービス「地デジ広報」を開始

しました。市民自らが情報を取得できる環境の構

築により、一人でも多くの方へ情報が届くよう努

めてまいります。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

名寄市男女共同参画推進委員会の取組として、

７月２９日に名寄商工会議所定例議員会の場にお

いて、男女共同参画とジェンダー平等に関する講

演会が行われました。

今後も委員会との連携による、積極的な啓発活

動を行ってまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

ロシア連邦ドーリンスク市との交流事業につい

ては、友好都市提携３０周年を記念し、６月２９

日に大学公園内の「友好の広場」モニュメント・

時計塔のリペイント事業を行い、近い将来の再会

と交流の深化を願いました。

台湾との交流事業については、名寄日台親善協

会から台湾産パイナップルの寄贈をいただきまし

た。パイナップルは、市内保育所や幼稚園の給食、

名寄市立大学の学生食堂などで提供させていただ

き、食を通じて台湾を身近に感じてもらう機会と

なりました。

次に、移住・定住について申し上げます。

「名寄市移住促進協議会」では、８月２日から

移住体験ツアー１件の受入を行いました。農業に

も関心を持たれていることから関係部署と連携し

た対応を行い、本市への移住及び就農を検討して

いただけるよう努めてまいります。

また、協議会をはじめ地域の方々に御協力をい

ただき、本市の暮らしの魅力を発信するプロモー

ション動画の制作を進めており、夏・冬の撮影を

経て、年度内の完成を目指しています。

そのほかの事業については、新型コロナウイル

ス感染症の状況をみながら手法を検討し、移住・

定住の推進、関係人口の創出に向けて、関係機関

と連携して取り組んでまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

新型コロナワクチン接種については、８月１８

日現在の満１２歳以上の記録住民２４，３４２人

に対し、１回目の接種を終えている方が１５，２

３９人、２回目の接種を終えている方が１１，５

５５人であり、１２歳以上の市民の６２．６パー

セントが１回目の接種を終えている状況です。中

でも国が７月末を接種終了の目標としていた６５

歳以上の高齢者向け接種については、９割を超え

る接種率であり、希望された方は２回の接種を終

えているところです。また、８月からは、６４歳

以下の市民の方への接種も始まっています。

今後も、市内医療機関の御協力をいただきなが

ら、希望されるすべての市民の方への接種を速や

かに進めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院の第１四半期における患者取扱状

況については、入院患者数は延べ２万２，５４４

人で、前年比１，１４０人、率にして５．３パー

セントの増加、また、外来患者数は、延べ５万３，

６８７人で前年比３，２８３人、率にして６．５

パーセントの増加となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１３億７，６８６万円で前年比８，

３３４万円、率にして６．４パーセントの増加、

また、外来収益は６億５，４８９万円で前年比４，

４６９万円、率にして７．３パーセントの増加と

なっています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、２

０億３，１７５万円となり、前年比１億２，８０

３万円、率にして６．７パーセントの増加となっ

ています。

患者数や医業収益は、新型コロナウイルス感染

症の発生状況により変動しますが、第２種感染症

指定医療機関として、引き続き、国や道の要請に

基づき、ワクチン接種も含めた感染症対策に取り

組んでまいります。

令和３年８月３１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

高齢者への相談対応については、新型コロナウ

イルス感染防止対策として、電話相談を中心に心

身の状況や生活実態の把握、必要な支援への利用

につなげてきましたが、新規相談や支援を継続し

ている高齢者に対しては、訪問による面談対応も

行っているところです。

また、７月からは、フレイル予防として、自宅

で取り組める運動を動画で紹介する「レッツ楽ト

レ！シリーズ」を開始しました。

今後も感染予防対策を継続し、高齢者の皆様が

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう

取組を進めてまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、税制改正に伴い、基礎控除額を３３万

円から４３万円に改正したほか、低所得世帯に対

する軽減判定基準についても改正を行いました。

当初賦課の状況は、加入者数が５，２５３人で、

前年度比９４人の減、世帯数は３，４６４世帯で、

前年度比１７世帯の増となっています。

軽減の対象は、７割が１，１６７世帯、５割が

５８７世帯、２割が４５３世帯となり、全体では

国保加入世帯の６３．７パーセントにあたる２，

２０７世帯となりました。

今後も医療費の適正化など加入者の負担軽減に

つながる取組を進め、市民の皆様が安心できる医

療保険制度を確立するため、事業の円滑な運営に

努めてまいります。

次に、消防行政について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災出動件数

は８件で、前年と比較して５件の増となりました

が、火災による負傷者は発生していません。火災

種別では、建物火災６件、車両火災１件、そのほ

か１件となっています。

救急出動件数は５４７件で、前年と比較して４

６件の増、事故種別では、急病３７４件、一般負

傷７２件、転院搬送４９件、交通事故３１件、そ

のほか２１件となっています。

救助件数は１９件で、前年と比較して９件の増、

交通事故によるもの６件、そのほか１３件となっ

ています。

火災予防については、春の火災予防運動におい

て「商業施設での広報活動」などのほか、新たな

取組として「協力事業所と連携した車両による防

火パレード」を行い、より多くの市民へ火災予防

を呼びかけました。

また、住宅防火対策については、日本消防機器

協会が実施する「住警器等配布モデル事業」の決

定を受け、住宅用火災警報器１００個や防火製品

が贈呈されました。住宅用火災警報器は、名寄市

町内会連合会、名寄市消防設備協会及び消防団と

連携し、９月から随時、６５歳以上の単身者世帯

などに設置する予定です。

今後も、住宅用火災警報器設置・維持管理対策

実施計画に基づき設置率の向上と適切な維持管理

に取り組んでまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年度の防災訓練については、７月２１日に名

寄市広域防災訓練「ＷＩＴ―ａなよろ（課題を見

つける物資輸送訓練）」と「名寄市防災訓練」を

同日に並行して実施しました。

名寄市広域防災訓練では、上川北部８自治体と

陸上自衛隊及びヤマト運輸株式会社などの協力に

より、避難者への物資支援を本市の物流拠点から、

陸上自衛隊の車両で各自治体の１次集積所に輸送

し、引き続きヤマト運輸株式会社の車両にて、そ

れぞれの避難所に物資を配送する官民一体となっ

た訓練を実施し、物資輸送における課題の発見と

支援物資の配送要領などについて理解を深めまし

た。

また、名寄市防災訓練では、住民参加型の避難

訓練として風連地区３町内会の協力により、コロ

ナ禍における水害を想定して実施しました。

参加者自らが避難に関する課題を確認すること

や、名寄河川事務所からマイタイムラインの作成
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について学び、自助・共助力の向上が推進される

とともに、災害時の避難所運営への理解が深まり

ました。

さらに、陸上自衛隊の炊き出しの試食や、名寄

消防署の装備品展示なども行い、防災意識の高揚

が図られました。

引き続き、関係機関と連携した防災活動を推進

するほか、市民の防災・減災意識の向上と啓発を

図ってまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

７月１３日から１０日間、「夏の全国交通安全

運動」として、関係団体や地域住民の御協力をい

ただきながら、街頭啓発や早朝パトロール、パト

ライト作戦などを実施しました。

また、関係機関との連携により、７月１１日に

は飲酒運転の根絶、８月１日にはバイク安全運転

についての啓発活動を、道の駅「もち米の里☆な

よろ」において実施しました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗団地旧住宅の解体工事を６月に、風舞団地

の長寿命化改善工事と緑丘第１団地５号棟改修工

事の実施設計委託業務は７月に、それぞれ着手し

ています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、風連南２丁目線老朽管更新工事ほか

２路線が完成しており、道道西風連名寄線老朽管

更新工事を８月中旬に着工しました。

また、第２期拡張事業である陸上自衛隊名寄駐

屯地への配水管新設整備工事については、８月に

完成しました。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、名寄下

水終末処理場管理棟建築施設更新工事と、昨年度

から実施している雨水ポンプ設備の２台目のポン

プ更新工事に着手しています。

公共桝取替工事については、７月下旬に５０カ

所の取替が完了しています。また、公共下水道ス

トックマネジメント計画に基づく管渠更生工事は、

７月に着工し、総延長５０メートルの整備を進め

ています。

個別排水処理事業については、農村部において

５基の合併浄化槽の整備を進めています。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る南３丁目通は８月に完成しています。徳田１８

線緑丘連絡線は５月に、豊栄西１２条仲通は８月

に着工しています。また、新規路線の北３丁目通

と南１０丁目右仲通については、１０月に入札を

予定しています。

本市単独費により整備を進めている南１丁目通

の改良舗装工事は８月に着工しています。

次に、橋梁の整備について申し上げます。

名寄市橋梁長寿命化修繕計画に基づき整備を進

めている智南４号橋と八千代橋の修繕工事、東橋

をはじめとした５４橋の近接目視点検及び見晴２

号橋と相生橋の実施設計は７月に着手しています。

また、ラカン沢５号橋の修繕工事については９

月に入札を予定しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

令和４年春のダイヤ改正に合わせた、宗谷本線

東風連駅移設・名寄高校駅設置に伴い、利用者の

大半を占める名寄高校通学生の利便性の向上及び

新たな利用者の確保による利用促進を図るため、

８月６日にＪＲ北海道島田修社長に対し、「快速

列車の停車」並びに「登下校や部活動等の時間に

合わせたダイヤ編成」について要望書を提出しま

した。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、ちえぶん地区をはじめ、

道営事業２地区において、本年度すべての工事発

注が終了し、整地工や暗渠排水及び排水路の整備

など、順調に進捗しています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

８月１５日現在の状況は、水稲では、もち米・
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うるち米ともに平年より早く進んでいます。

畑作物では、秋小麦・春小麦は、収穫量は平年

並みですが品質は細麦によりやや不良となり、現

在調製作業を行っています。大豆については、全

体的に生育は平年並みで推移していますが、播種

時期によるばらつきがあり一部で遅れが見られ、

スイートコーンや南瓜などで、高温少雨による影

響を受けて生育不良が発生しています。

また、収穫を終えたアスパラガスについては、

ＪＡへの出荷量は昨年と同水準でしたが、高規格

品の割合が高く価格も高めで推移しました。

畜産では、母子里牧場の電気牧柵設置工事につ

いて７月２日に工事着手をし、９月末の完成を予

定しており、哺育・育成センターと連携した育成

環境の充実を図ってまいります。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

農地の流動化では、地域において中心経営体へ

の農地集積を図るため、各地域での協議結果を基

に「人・農地プラン」の見直しを行いました。今

後も計画的な農地集積に向け、情報の提供など農

業委員会の協力を得ながら、取組を推進してまい

ります。

外国人技能実習生の代替人材の確保状況では、

農業者が個別で確保に取り組むとともに、ＪＡに

おいて人材派遣事業者を紹介し今後の収穫期に合

わせた取組が進められています。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。

８月１７日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度の４５７頭に対し５１頭少ない４０６頭、アラ

イグマは３５５頭に対し１９０頭少ない１６５頭

の捕獲を行ってきたところです。引き続き関係団

体と連携し捕獲活動など、農業被害防止に取り組

んでまいります。

次に、ヒグマ対策について申し上げます。

本年度のヒグマ出没情報は、８月１８日時点で、

目撃が２６件、痕跡が２８件で合計５４件の出没

報告を受けており、昨年の出没総数より１７件多

い出没状況となっています。引き続きホームペー

ジなどによる出没状況の提供はもとより、一層の

注意喚起など、関係団体と連携し、被害防止対策

に取り組んでまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

「名寄市ずっと住まいる応援事業」については、

市民の住宅改修ニーズに応える制度として好評を

得て、７月３０日に本年度予算額３千万円に達し、

交付申請の受付を終了しました。申請件数は、前

年の総件数より１３件少ない１６１件でした。

新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済

対策では、本年５月に要綱の一部を改正し、融資

要件の緩和などを行った「新型コロナウイルス感

染症対策緊急資金」については、７月末時点で１

７件の申請があり、融資額で１億１，９５０万円、

預託額で５，９７５万円となっています。

国の緊急事態宣言及び北海道の営業時間短縮の

要請などが発出される中、売上が減少した事業者

を支援する「名寄市地元企業サポート給付金」に

ついては、６月１８日から申請受付を開始し、７

月末時点の給付件数は１９１件、給付額は５，５

６８万円となっています。

また、地域経済の回復を図るため、市民などの

消費喚起を促進するプレミアム付き商品券事業に

ついて、実施時期や販売方法などを経済団体と連

携しながら検討しているところです。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況、

国や道の施策、市の経済状況を注視しながら必要

な対策を講じてまいります。

昨年２月に名寄市中小企業振興審議会に諮問し

た「名寄市商工業振興基本計画（仮称）」につい

ては、６月２５日に「名寄市はばたく中小企業基

本計画」（案）を答申いただくと同時に、条例化

を強く希望するという付帯意見をいただきました。

本市としましては、この付帯意見を重く受け止め、

８月３日から９月３日まで条例化に向けてパブリ

ックコメントを実施しているところであり、終了

後速やかに、名寄市中小企業振興条例の全文改正



－11－

令和３年８月３１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

を提案させていただく予定でありますので、御審

議よろしくお願いいたします。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る雇用対策については、ハローワーク名寄におい

て、工場稼働停止後に地元に残るため転職を希望

する方への支援として、７月８日から求人の確保

などの取組を始めました。対策本部としては、地

元で再就職を希望する工場従業員の皆様、そして

求人する地元事業者におかれましては、是非、ハ

ローワーク名寄に御相談いただきたいと思ってお

ります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の雇用情

勢について、求職者に対し求人数が上回る状況が

継続しています。

また、若年層の持続的な雇用の確保がより一層

重要となっていることから、７月２１日、名寄公

共職業安定所長、上川総合振興局長、上川教育局

長と本市の４者で名寄商工会議所に対し、来春の

新規学卒者の積極的な求人や円滑な採用を求める

要請行動を行ったところです。

引き続き、関係機関と連携し、新型コロナウイ

ルス感染症が雇用情勢に与える影響にも注視しつ

つ、雇用の安定と就職活動の支援に努めてまいり

ます。

次に、観光の振興について申し上げます。

次期観光振興計画の策定に向け、６月に市民、

外部専門家、庁内関係職員からなる策定委員会を

設置・開催し、７月には市民アンケートを実施し

ました。また、８月１９日には外部専門家が来名

され、第２回策定委員会において、市民アンケー

トの結果などを踏まえ活発な議論を行ったところ

です。

７月１２日に地域おこし協力隊・地域振興支援

員として森和季さんを任用しました。森さんはな

よろ観光まちづくり協会を拠点に地域の観光情報

の取得や体験型観光商品の企画・販売・運営など

に携わっていただき、将来的にはオールラウンド

な観光ガイドとして、本市の資源を生かした観光

誘致に取り組んでいただけることを期待していま

す。

ひまわり観光については、道立サンピラーパー

クのひまわり畑において、ひまわりボランティア

として市民の皆様に協力をいただき、除草作業や

環境整備を行いました。また、８月１日から２２

日の間には、消毒や検温、ソーシャルディスタン

スの確保など十分な感染症対策を講じながら「な

よろひまわりまつり」を開催し、３０万円相当の

特産品が賞品となった「ひまわりスタンプラリ

ー」や「ひまわりのラッピングプレゼント」など

を実施しました。

「てっし名寄まつり」は代替の特別企画として、

小学生以下の子どもを対象に、おもちゃ花火の配

布及びうちわイラストコンテストを行い、８月１

日には、２０時からサプライズで打ち上げ花火を

実施し、夏の夜空に打ち上がる花火の大輪を鑑賞

していただきました。

ふうれん望湖台自然公園では、７月１７日にヒ

グマの目撃・出没情報があったことから、速やか

に巡回強化等対策を行いましたが、状況の改善が

認められず、お客様の安全を第一に検討した結果、

７月２１日以降、本年度の施設利用を休止しまし

た。

なよろ温泉サンピラーについては、平成３０年

度に実施した基本設計を基に、温浴施設を先行的

に改修するための実施設計を、施設を管理運営す

る名寄振興公社の意見を聞きながら、進めている

ところです。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

確かな学力を育てる教育の推進については、５

月２７日に本市の小学校６年生１８９人と中学校

３年生２２１人が令和３年度全国学力・学習状況

調査に参加しました。同調査の結果はまだ提供さ

れていないことから、各学校において採点した結

果を踏まえ、２学期以降の子どもの教育指導の改
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善策を講じる取組を進めています。

また、名寄市学校教育情報化推進委員会と名寄

市教育改善プロジェクト委員会の教育指導の充実

に関する研究グループが連携し、ＧＩＧＡスクー

ル構想に位置付けられている端末の操作などに係

る研修や名寄南小学校を会場に、ＩＣＴを活用し

た指導方法などの改善を図る研修を行いました。

今後は、ＩＣＴを効果的に活用した授業研究な

どを通じて、主体的・対話的で深い学びの実現に

資する授業改善を推進してまいります。

豊かな心を育てる教育の推進については、７月

２１日に名寄中学校において、いじめの根絶に向

けた名寄市小中高いじめ防止サミットを開催しま

した。

同サミットでは、いじめを許さない意識と態度

を育むため、全小中学校、高等学校の児童会・生

徒会の代表者が一堂に会し、「いじめ防止宣言」

と自校の計画と照らし合わせながら、各学校のい

じめ根絶にむけた活動計画の良さや工夫している

点などについて話し合いました。

また、今回、新型コロナウイルス感染症に係る

いじめや偏見・差別をなくすため、「名寄市小中

高コロナいじめゼロ宣言」を採択しました。この

宣言についてはポスターにして市内の各学校や公

共施設などに掲示し、地域全体でいじめ防止に向

けた取組に役立てています。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小・中学校において、「全

国体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施しま

した。

今後は、各学校及び教育改善プロジェクト委員

会が、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の結果を分析し、児童生徒の体力や運動能力など

のより一層の向上を図るため、２学期以降の体育

指導を充実させる取組に生かしてまいります。

特別支援教育の推進については、６月４日に名

寄市特別支援連携協議会第１回専門委員会議を書

面にて開催し、本年度の取組について協議しまし

た。また、６月２４日に第１回名寄市特別支援教

育コーディネーター研修会を開催し、困り感を抱

えている児童生徒に対する適切な支援のあり方に

ついての研究を深めました。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、５月３１日に名寄市教育改善プロジェ

クト委員会の教育研究（研修）の充実に関する研

究グループが第１回スクールリーダー研修会を開

催しました。とりわけ、児童生徒が自分のよさに

気付き、将来の夢や目標の実現に向かって学び続

けることができるよう、キャリアパスポートを活

用した指導方法や指導内容のあり方などについて

研修を深めました。

信頼される学校づくりの推進については、７月

１４日に市内すべてのコミュニティ・スクールに

配置した地域コーディネーターの研修会を実施し

ました。研修会では、地域コーディネーターの役

割や実務などについて理解を深めました。今後は、

統括地域コーディネーターと各地域コーディネー

ターが連携し、地域と学校が協働して子どもたち

の成長を支えていく地域学校協働活動の一層の充

実に努めてまいります。

小中一貫教育については、５月１３日に「第１

回智恵文小中一貫教育合同会議」が開催され、系

統性・連続性を強化したカリキュラムの編成につ

いて協議が行われました。また、６月８日に「風

連地区第１回小中一貫教育推進委員会」が開催さ

れ、統一した学校評価や共通した学校いじめ防止

基本方針に係る協議が行われました。

また、６月２５日に「第１回名寄市小中一貫教

育校合同連絡会議」を開催し、智恵文地区と風連

地区における小中一貫教育の推進体制や推進状況

などに係る意見交流を行うなど、コミュニティ・

スクールを基盤とした小中一貫教育の充実を図る

取組を進めています。

学校における働き方改革の推進では、６月１６

日に名寄市教育改善プロジェクト委員会の教育経

営の充実に関する研究グループにおいて、各学校
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の働き方改革の取組状況などについて協議し、実

感を伴う働き方改革の取組の一層の充実を図って

います。

智恵文義務教育学校の施設整備については、現

在、来年度からの改築、改修工事に向けた実施設

計業務を行っています。

また、名寄中学校、名寄東中学校の施設整備に

ついては、校舎などの耐力度調査を行っており、

この後、耐震化などの施設整備に向けた検討を進

めてまいります。

学校給食については、これまでも地元産の新鮮

な野菜などを積極的に使用しており、８月には地

元産「メロン」などの特産品や旬の食べ物を提供

し、児童生徒の好評を得ています。

今後も、給食センターの衛生管理や食材の安全

確認を徹底し、安心安全な学校給食の提供に取り

組んでまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

名寄市内高等学校魅力化推進委員会では、名寄

高校と名寄産業高校が統合再編する新設校が魅力

ある高校となるよう協議を行っているところです。

名寄高校、名寄産業高校の先生方で構成されてい

る統合推進委員会とも十分に連携し、市内の高校

の未来を考える取組を進めてまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学への理解を深め、進路決定の参考

としていただくオープンキャンパスを７月３日と

８月１日に実施しました。７月３日に実施した１

回目のオープンキャンパスは新型コロナウイルス

感染症対策からオンラインにより行い、動画配信

に高校生１２５人、オンライン個別面談に２５人

の参加がありました。

８月１日に実施した２回目のオープンキャンパ

スは、来場型で午前の部、午後の部に分けて行い

高校生２０６人、保護者１５０人の参加がありま

した。

各学科教員による模擬授業や学生との交流、保

護者には「なよろを観る」バスツアーにて、在学

生の生活スポットや実習先など各所を巡り、本学

及び本市の魅力を伝えました。

また、６月２９日から学生・教職員及び家族、

学内で働く関係者、先行接種者の合計１，２００

人を対象とした職域接種を３号館体育館にて開始

しました。学内の医師免許を有する教員、看護師

免許を有する教員、名寄市立総合病院からも医師

派遣の協力を得て実施してきています。

２回目の接種を８月１３日に終え、８月中旬か

ら感染対策を十分講じながらサークル活動を再開

し、９月の後期授業からは、可能な限り対面授業

を増やすなど活気に満ちた学生生活を送れるよう

取組を進めてまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

市民文化センターの休館により中断していた名

寄ピヤシリ大学の活動は、７月６日、道民カレッ

ジと連携した公開講座の開催から再開しています。

６月２１日から２３日には、市民講座「みそ・

こんにゃく作り教室」を開催しました。１０人の

参加者は米麹からのみそ作りを学びました。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

夏休みの企画として、「一日司書体験」「夏休

みの工作」など、子ども向けの行事を開催したほ

か、北海道教育庁などが行う「本を読んでファイ

ターズを応援しよう」キャンペーンに参加し、読

書への関心を高めました。

「名寄市子どもの読書活動推進計画」について

は、本年度が第３次計画の最終年度にあたること

から、第４次計画の策定作業を進めるため、７月

２１日に庁内策定委員会を立ち上げました。

さらに、８月１８日には「市民ワーキンググル

ープ」を組織し、これまでの子どもの読書活動に

関する検証と今後の取組について検討しました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

６月２２日から幼稚園児や保育園児を招いて、

七夕の短冊の飾りつけイベントを行いました。プ
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ラネタリウムでは、七夕にまつわる星々の投影や

「名寄本よみ聞かせ会」の御協力により、紙芝居

の読み聞かせを行い、子どもたちに楽しんでもら

いました。

また、８月１２日と１３日には、ペルセウス座

流星群観望会を開催しました。

天候に恵まれて、９７人の来館者が流れ星を楽

しみました。また、インターネット中継には１３

万アクセスがありました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

７月１８日に、家庭教育学級合同研修会「Ｂｅ

ａｎ’ｓ ピアノ＆エレクトーンコンサート―お

んがくであそぼう―」を開催しました。会場のス

ポーツセンターでは１４組３９人、オンライン配

信では３組７人の親子が、音楽や歌を通じて親子

のコミュニケーションを深めました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、水捌けが悪く

利用に支障を来していた市営のテニスコートのグ

リーンサンドコートの暗渠整備工事を行い、競技

環境の改善を図りました。

スポーツ振興事業については、Ｎスポーツコミ

ッションが主催する第２期ジュニアスポーツアカ

デミーが７月８日に開校されました。今期は、北

海道味の素株式会社からスポーツ栄養に関するサ

ポートを受けるなど、内容の充実が図られていま

す。

阿部雅司校長のもとで、小学生を中心とした１

１人のアカデミー生は、スポーツに関する知識を

高めながら来年２月まで活動を行います。

また、スポーツによる市民の健康づくりについ

ては、昨年に引き続き「健康」と「食」をテーマ

にしたイベント「街なかウォーキング」の定期開

催を計画しており、第１回目は７月２２日に開催

されました。新たな取組として、なよろ観光まち

づくり協会との共催による「街なかサイクリン

グ」も同時に開催し、幅広い世代の市民が運動と

地元食材を使用したお弁当を楽しみながら健康づ

くりに取り組みました。

スポーツ大会の開催については、２年振りとな

る「サンピラー国体記念サマージャンプ大会」が

開催され、大会当日のみならず、直前合宿から多

くの選手・コーチが本市を訪れました。

また、合宿推進事業の課題となっていた夏期の

スポーツ合宿については、名寄地区サッカー協会、

名寄高校サッカー部、名寄旅館組合の御協力をい

ただきながら、夏休み期間中に「２０２１高校サ

ッカーフェスティバルｉｎなよろ」を開催しまし

た。

市内外から５校の参加があり、今後は参加者か

らの意見も伺いながら検証を行い、次年度以降、

合宿誘致の拡大につなげてまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

６月２６日から２７日にかけて、子ども会育成

連合会と共催のリーダー養成事業「わくわく！体

験交流会」が開催されました。参加した児童生徒

１５人は、大雪青少年交流の家で高校生シニアリ

ーダーのサポートのもと、ウォークラリーなどの

アウトドア活動を体験しました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２６日に名寄警察署の協力を得て、北海道

青少年健全育成条例に基づく立入調査を実施し、

青少年に対して有害となる図書・ＤＶＤ・刃物な

どの販売状況の確認やカラオケボックスにおける

青少年深夜入場禁止の指導を行いました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

７月５日に、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールにおいて、なよろ舞台芸術劇場実行委員会主

催による本年度最初の公演「Ｔ―ＳＱＵＡＲＥ

北海道サーキット２０２１」が開催されました。

新型コロナウイルス感染症対策による座席数の制

限はありましたが、来場者はプロの音楽に触れ、

感動を共有しました。

次に、北国博物館について申し上げます。
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７月２２日から８月２４日の期間中、特別展

「カブトムシとクワガタムシ」を開催し、多くの

子どもたちや家族で見学する姿が見られました。

また、夏休み体験講座として、８月６日に「名

寄川水質調査」を開催しました。水生生物の観察

を通じ、郷土の自然を伝える機会を提供しました。

最後に、固定資産税・都市計画税の課税誤りに

ついて申し上げます。

市内１事業所の増築部分の構造について、鉄骨

造と判定すべきところを鉄筋コンクリート造とし

た錯誤による課税誤りがございました。

本件につきましては、地方税法、名寄市税条例

及び名寄市固定資産税過誤納金返還支払要綱の規

定により「帰責事由が全面的に市に属するもの」

となることから、納税者の不利益を救済するため

に、過大徴収となっていた平成１２年度から２１

年間分の還付金、還付加算金など、合わせて１，

０４７万２，８０８円を返還することを御報告申

し上げます。

当該事業者様には、御迷惑をおかけしておりま

すことを心より深くお詫び申し上げます。また、

市民の皆様の信頼を損ねる形になりましたことに

重ねてお詫び申し上げます。

本事案を重く受け止め、本定例会で、自身の責

任の所在を明らかにさせていただきたいと思いま

す。

今後は、再発防止に向け、適正な事務処理に努

めてまいりますので、御理解をいただきますよう

お願い申し上げます。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１号

デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 デジタル庁

設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の

形成を図るための関係法律の整備に関する法律が

令和３年９月１日に施行され、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律が改正をされることに伴い関係する条例３

本を一括して改正をするため、本条例を制定しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正

について、議案第３号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
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改正について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について、議

案第３号 名寄市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について、

一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、国が定める特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準及び家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

これら条例の一部改正をしようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第２号

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２号外１件の一括採決を行いま

す。

議案第２号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号外１件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市病院

事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市病院事業、名寄市立総合病院及

び名寄東病院の年末年始の休診日について、地域

住民の利便性の向上や関係機関との連携を高める

ことを目的に国、道や多くの企業などの休日と同

じく１２月２９日から翌年の１月３日までの６日

間に変更するため、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市過疎地域持続的発展市町村計画について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市過疎

地域持続的発展市町村計画について、提案の理由

を申し上げます。
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本年４月１日施行の過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法に基づく本市における過疎

対策を推進するための計画について今般北海道と

の協議を経てまとまりましたので、同法第８条第

１項の規定に基づき市議会の議決を求めるもので

ございます。

なお、計画の概要につきましては、総合政策部

長より説明をさせますので、よろしく御審議くだ

さいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を石橋総合政

策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） それでは、私か

ら本計画の概要について申し上げます。

過疎対策につきましては、平成１２年度から令

和２年度までの２１年間にわたって過疎地域自立

促進特別措置法に基づき実施されてきたところで

すが、このたびは過疎地域の自立に向けて持続的

発展を実現することが重要であるとの認識に立っ

た上で、過疎地域が地域の実情に応じて実施する

施策に対し特別措置を講じるため、新たに過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定

されました。本計画は、新たな過疎法に基づき令

和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間

として策定するもので、本計画に登載された事業

については財政上の優遇措置が講じられるいわゆ

る過疎債、こちらを活用できることから、本市の

最上位計画である総合計画に登載されている事業

や今後のまちづくりに資する事業など幅広く掲載

しているところであります。また、過疎対策の実

効性を高めるために目標値の設定と達成状況の評

価に関する事項、こちらの記載を盛り込むことと

されたことから、総合計画及び総合戦略に登載し

ている成果指標から過疎地域の持続的発展に資す

る成果指標を選定し、目標値として掲載したとこ

ろであります。

なお、総合計画、総合戦略につきましては令和

４年度までの計画であることから、今後策定予定

の総合計画後期基本計画に登載された成果指標を

過疎計画の目標値として変更することを予定して

おります。

本計画の内容につきましては１、基本的な事項

から１３、その他地域の持続的発展に関し必要な

事項までの１３項目で構成しており、さきの議員

協議会において御説明をさせていただきました内

容から北海道との協議やパブリックコメントを経

まして、一部文言修正を行った内容となってござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第６号

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第４号）

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 令和３年度

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ１億５９１万９，０００円を追加し、
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予算総額を２２０億９，４９７万３，０００円に

しようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして賦課徴収費１，０４７万３，

０００円の追加は、固定資産税、都市計画税にお

いて建物構造の登録錯誤により過誤納が生じてい

ることが判明したことから、地方税法並びに名寄

市税条例、名寄市固定資産税過誤納金返還金支払

要綱に基づく償還金を追加しようとするものでご

ざいます。

４款衛生費におきまして予防費２，４０１万円

の追加は、新型コロナウイルスワクチン接種に際

しワクチン接種に従事をする医師、看護師等の派

遣委託料、事務員の時間外手当等の経費を追加し

ようとするものでありまして、財源についても同

額を国庫補助金にて予算計上しております。

１０款教育費におきまして文化財保護費１，７

６０万円の追加は、当市の指定文化財である名寄

教会会堂半地下階の改修工事に対し、名寄市文化

財保護条例の規定に基づき経費の一部を補助しよ

うとするものでありまして、財源については道補

助金にて８８０万円の予算を計上しております。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加などに伴う特定財源を計上したほか、収支の調

整を前年度繰越金で実施をしようとするものでご

ざいます。

次に、第２表、債務負担行為補正では、ふうれ

ん地域交流センター南側にＪＡ道北なよろが整備

をした駐車場の整備費の一部を負担することによ

り、イベント開催時等における駐車場不足に対応

しようとするものでございます。

第３表、地方債補正は、臨時財政対策債につい

て限度額を変更しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それでは、議案第６

号、３ページ、２款総務費、２項徴税費、補正額

１，０４７万３，０００円について、これ１０ペ

ージ及び１１ページの総務費の２項徴税費、１目

賦課徴収費に関してであります。これ先ほど報告

の中の最後で、行政報告の最後で加藤市長が触れ

られておりました市内店舗の課税徴収の誤りにつ

いて２１年間で約１，０００万円固定資産税の課

税徴収に誤りがあったということでの利息分含む

返金と理解しておりますが、こうなった、この課

税誤りに至った原因と発覚の経過についてお伺い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 本件の課税誤りの原

因につきましては、登記では鉄筋コンクリート造

と表記をされておりまして、北海道の評価通知書

では鉄骨造と表記に違いがある状況となっており

ます。この場合、課税を行う際には北海道の評価

通知書に基づきまして鉄骨造と課税するのが、登

録するのが適正となっておりますが、今回は登記

簿に基づいて誤って登録したことが原因となって

おります。

また、２１年間これまで発覚しなかった原因に

つきましては、家屋評価では途中で用途や課税面

積が変わることはございますが、構造が変更され

るというのは登記事項に変更が生じた場合に限ら

れておりまして、ほとんどが当初賦課のまま据え

置かれているといった状況になっております。今

回発覚しましたのは、今年の７月に当該事業所の

税理士法人のほうから固定資産評価審査申出書の

提出を受けまして、調査を行いましたところ、誤

りが判明した状況となっております。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今部長の御答弁で鉄

筋コンクリート造りのものが鉄骨造りであったと

いうことや、それから固定資産課税評価審査申出

書、これが送付されたというようなことで発覚に

至ったという内容について理解をいたしました。
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それで、２１年前の当時の市の担当者のミスで

ありますけれども、この課税徴収の誤りが判明し

て、やはり市民の信頼が揺らぐことにつながって

いくというようなことで、同じようなケースがほ

かにもないのかどうか。特にこの問題を受けて、

例えばサンプル的に抽出して何か確認をすること

だとかできないものかどうかという疑心暗鬼の点

も残るわけであります。それで、再発防止に向け

た今後の対策について周知されたことや、あるい

は話し合われたことなどがあれば、お伺いしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今回の事例を踏まえ

まして、同じような客体１６０体について再調査

を行っております。その中では、同様の税額変更

に当たる事案はないということを確認しておりま

す。また、今後の再発防止という点につきまして

は、現在は家屋評価システムが導入されておりま

して、北海道からの通知書をもって課税情報の入

力を行うこととしておりますので、登記と異なる

場合には道税事務所などに確認を行いまして、入

力、決定をしております。また、内部マニュアル

は作成しておりますが、今回のことを踏まえまし

て新たに台帳登録の考え方というのを明文化し、

見解の統一を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。

それぞれ再調査などもやられているということ

でありますが、最後になりますけれども、こうし

た固定資産税の徴収ミスというのはほかの自治体

にも起きていることでありまして、例えば直近で

近隣の自治体でも路線価の入力ミスによるものに

ついてもこれは報道されておりました。これは、

業務は担当者が一人で行っていたことなどが新聞

報道で明らかになっているわけであります。それ

で、これまで総務省では課税事務の検証、固定資

産評価委員及び補助員の専門知識及び能力の向上、

納税者への情報開示の推進、固定資産評価委員会

の組織運営の中立性の確保などの対策を取るよう

に過去の総務省通達の中で示しているところであ

りますが、釈迦に説法のきらいはあるわけであり

ますが、この原則的なところからぜひ誤りのない

ように担当のところでも点検をいただきたいとい

うことを述べまして、終わります。

〇議長（東 千春議員） 川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ただいまの２款総務

費、賦課徴収費の市税還付に関してお尋ねをした

いと思います。

今御説明がありました。この２１年間そのまま

見過ごしてしまったというところがやはり市民の

方からも声が出ているところであります。それで、

今御説明がありましたけれども、例えばその途中

で点検する機会はなかったのかなというふうな思

いがあります。というのは、例えば課税台帳の保

管、１０年というふうに言われています。その後

廃棄すると言われていますけれども、当市におい

てはどのようにされているのか、それをお聞きを

したいと思います。こういった一区切りがついた

ときの点検も必要だったのではないかなというふ

うに思いますし、今佐久間議員からもありました

ように、過大徴収の事例というのは他市でもある

というふうに報道もされています。そのときに当

市ではどうなのかというチェックをしてみる、そ

ういった機会もあったのではないかというふうに

私は考えるのですが、その点についてどのように

お考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） チェックする機会が

なかったのかという御質問をいただきました。先

ほど申し上げましたように、なかなか、今回は特

に構造の部分ということで間違いがあったという

ことで、課税面積ですとか用途の関係ですと確認

をする機会というのがございますけれども、構造

についてはどうしても初めに登録してしまったの

がそのまま残ってしまい、確認の機会がなかった

という部分では大変申し訳なく思っております。
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また、資料につきましては、私どものほうでは名

寄市のほうで条例に基づき返還要綱を持っており

まして、これまでの説明にもございましたように、

帰責事由が市にある場合については全額返還する

という部分がございますことから、長期にわたっ

て保存はさせていただいております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今ちょっと最後のほ

うが聞き取りにくかったのですけれども、課税台

帳は長期にわたって保存はしていないというふう

におっしゃったのですか。保管が１０年というこ

ととその後廃棄というふうに、いろいろ調べたら

そういうふうにはなっていて、当市がどうなって

いるのかちょっと確認できなかったのですが、そ

の点をもう一回お聞きをしたいというふうに思う

のです。

それで、２１年間、この要綱でいうと市側が全

面的にというときには２０年という期間も超えて

いいのだというふうな書き方をされていました。

この部分について市民の方の中にも例えば、今回

は事業所さんということもありまして、税理士さ

ん等がいらっしゃっていて、詳しい方がいて分か

ったのかもしれない。ただ、個人であったらばど

うだったのかというような、そんな不安の声もあ

ります。なかなか資料を保管しておけないという

のもあります。そういった部分でのお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 先ほどの資料の関係

につきましては、本市の返還支払い要綱に基づき

まして全額返還するということになっております

ので、資料は保管しております。

また、今回事業所について２０年以上にわたる

返還という部分になりましたけれども、これが一

般の方がというケースにつきましては全く同じ考

え方となっておりますので、御理解お願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 保管しているという

ふうに確認させていただきました。ということは、

例えば個人の方が調べてもらいたい、どうなのだ

ろうかと不安に思ったときには調べていただくこ

とが可能というふうに受け止めていいのだという

ふうに私は思ったのですけれども、それでいいの

かどうか最後にお答えをいただきたいと思います。

先ほど佐久間議員の質疑の中でもありました市長

からの報告の中でも、今後適正な事務処理に努め

ていくというふうにおっしゃっていただきました。

本当にここ数年来やはり信頼を損なうことが度々

あった中でありますので、今後の対応を強く求め

て、終わりたいと思います。お答えください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 知る機会といいます

か、市民の方のほうに毎年納税通知書をお送りし

ておりまして、その中には課税明細書が入ってお

ります。金額ですとか構造ですとか年数ですとか、

そういった情報が全て入っておりまして、その後

に縦覧期間ということでその内容に不満、不服で

すとか不審な部分がある場合にはこちらのほうに、

担当のほうに御連絡いただいたり、お話しいただ

ければ、私どものほうで確認をさせていただくよ

うな流れになっておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第７

号 令和３年度名寄市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 令和３年度

名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ５６０万円を追加し、予算総額を２億２，

０７５万５，０００円にしようとするものであり

ます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費におきまして一般管理事業費４６０万円の追加

は、新型コロナウイルスワクチン接種に際し医師、

看護師への報酬、ワクチン接種に係る往診等の業

務に使用する車両の更新費用を追加しようとする

ものでございます。

２款医業費におきまして医療用消耗機材整備事

業費１００万円の追加は、ワクチン接種に係る診

療材料等の購入費用を追加しようとするものでご

ざいます。

次に、歳入について申し上げます。１款診療収

入におきましてワクチン接種業務委託金を計上し、

４款繰入金にて収支の調整を図ろうとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第８

号 令和３年度名寄市介護保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 令和３年度

名寄市介護保険特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ１，５１６万４，０００円を追加し、

予算総額を２７億１，５３７万８，０００円に、

サービス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出そ

れぞれ３８１万２，０００円を追加し、予算総額

を３億７，６００万８，０００円にしようとする

ものでございます。

補正の内容を保健事業勘定の歳出から申し上げ

ます。６款諸支出金におきまして令和２年度介護

給付負担金等の精算に伴う返還金などとして１，

５１６万４，０００円を追加し、歳入では９款繰

越金におきまして１，５１６万４，０００円を追

加し、収支の調整を図ろうとするものでございま

す。

続きまして、サービス事業勘定・名寄について

歳出から申し上げます。清峰園におけるＩＣＴ導

入事業実施に伴い、２款事業費におきまして委託

料を３８１万２，０００円追加をし、財源につき

ましては同額を一般会計繰入金にて予算を計上し

ようとするものでございます。
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よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 議案第９

号 令和３年度名寄市食肉センター事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 令和３年度

名寄市食肉センター事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ２，０６２万

５，０００円を追加し、予算総額を８，４１４万

２，０００円にしようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費におきまして食肉センター管理事務費２，０６

２万５，０００円の追加は、設備の老朽化と近年

体格の大型化が進んでいる牛への対応のためスタ

ンニングボックスを更新しようとするもので、財

源につきましては一般会計繰入金を計上しており

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は可決することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

０号 令和３年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 令和３年

度名寄市病院事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策

として必要な医療機器等について老朽化等に伴い

更新を行うものでございます。

１款病院事業収益では、医業外収益におきまし

て新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

事業により補助金で１億５，４６３万５，０００

円を追加しようとするものでございます。

２款病院事業費用では、医業費用におきまして

防護具等の調達により材料費を１，０５９万３，

０００円、感染症対策費用として経費で３８６万

９，０００円を追加しようとするものでございま

す。

３款資本的収入におきまして企業債で７，２４

０万円、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
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交付金事業により道補助金で１億３，８１４万６，

０００円を追加しようとするものでございます。

４款資本的支出において血管撮影装置の更新等

により資産購入費で１億７，１１４万７，０００

円、施設費で１，２６３万１，０００円を追加し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

１号 令和２年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１２号 令和２年度名寄市国民健康

保険特別会計決算の認定について、議案第１３号

令和２年度名寄市介護保険特別会計決算の認定

について、議案第１４号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定について、議案

第１５号 令和２年度名寄市後期高齢者医療特別

会計決算の認定について、議案第１６号 令和２

年度名寄市立大学特別会計決算の認定について、

議案第１７号 令和２年度名寄市病院事業会計決

算の認定について、議案第１８号 令和２年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、議案第１

９号 令和２年度名寄市下水道事業会計決算の認

定について、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号から議案第

１９号までの令和２年度名寄市一般会計決算、各

特別会計決算、病院事業会計決算、水道事業会計

決算及び下水道事業会計決算の認定について、一

括して提案の理由を申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１１号か

ら議案第１６号までは令和３年５月３１日、議案

第１７号から議案第１９号は令和３年３月３１日

をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いまし

たので、地方自治法第２３３条第３項及び地方公

営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定

に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第１１号外８件は、本会議質疑を省略し、

全議員をもって構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号外８件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査をすることに決定いたしま

した。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３７分

再開 午前１１時４４分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告いたします。
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決算審査特別委員会委員長に山崎真由美議員、

副委員長に今村芳彦議員、以上であります。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第２

０号 特別職の職員の給与の特例に関する条例の

制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 特別職の

職員の給与の特例に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、市内企業において平成１１年度に増築

をされた家屋について建物構造の判定の錯誤によ

り過誤納金を返還することとなりました。今後に

おきましては再発防止に向けて適正な事務処理に

努めていくとともに、本事案を重く受け止め、執

行責任者として私の給料月額の減額措置を提案す

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１日から９月１４

日までの１４日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１日から９月１４日までの１

４日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午前１１時４６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 黒 井 徹
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開議 令和３年９月１５日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 村 幸 栄 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） ここで、８月３１日の

本会議における私の発言を訂正いたします。

議案第７号、８号、９号で原案のとおり決定す

ることに異議がないかをお諮りするところを承認

することに異議がないかとお諮りするとともに、

議案第７号、８号で原案のとおり可決されました

と宣告するところを承認することに決定いたしま

したと宣告しましたので、それぞれ訂正をさせて

いただきます。申し訳ございませんでした。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

総合計画（第２次）中期基本計画の達成度と今

後の展開について外２件を、佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） おはようございます。

議長から御指名いただきましたので、通告順に従

い、大項目３点について質問いたします。

まず、大項目の１、総合計画（第２次）中期基

本計画の達成度と今後の展開についてお伺いいた

します。小項目１、ＫＰＩ指標における特徴と事

業費について。総合計画では、ＫＰＩ、成果指標

を定めるとともに、数値目標の検証で進捗管理が

行われており、２０１９年から２０２２年までの

中期基本計画についてもそれぞれ取りまとめられ

ております。そこで、中間点検から見えた中期基

本計画のＫＰＩ指標についてどのように総括され

ているか特徴点について伺うとともに、事業費に

ついて概算予算として約２５０億７，６００万円

余の財政計画を立てているわけですが、予測どお

りに進んでいるかどうかについてお伺いいたしま

す。

小項目２、コロナの影響等による総合計画見直

しの方向性について。新型コロナ感染症という危

機事案の発生により、様々な分野における影響や

世界的な人や物の流れが制限されるなど、経済、

社会情勢の変化や新たな課題への対応などが求め

られてきています。本市の総合計画（第２次）も

コロナ以前の２０１７年に策定され、中期基本計

画もコロナの影響が顕著になる前に策定されてい

ることから、名寄市総合計画（第２次）について

修正や追加する施策などの考え方、見直しの方向

性について伺います。

次に、大項目２の高校の魅力化推進に関わる地

域構想の現状について、小項目１、魅力化推進委

員会と統合推進委員会の議論状況について。魅力

化推進委員会と統合推進委員会の議論状況につい

てどのような議論がなされているか、また議論内

容はどのような形で道教委に反映されるのか。高

校統合で、新設校では普通科４、情報技術科１と

なり、単位制が導入される予定と伺っております

が、全日制普通科単位制は既に確定されているの

かどうか。例えば総合学科や普通科フィールド制

などの選択肢はないのかどうかお知らせください。

小項目２、既存周辺施設、名農キャンパス、圃

場、緑丘遊水地を生かした環境整備について。高

校の魅力を高めるには、どんな教育目標を持って

学校運営が行われているのかと併せ、学ぶ施設や

周辺の環境整備もどのように充実しているかなど、

その魅力をアピールしていくことも重要な視点で

はないかと考えるところであります。名寄高校駅

もそのポイントの一つだと思いますが、今後２校

が集約され１校となり、手狭になることを考えた

ときに、酪農科学科が活用していた名農キャンパ
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ス、圃場について新設校カリキュラムでの特別講

義や実習等での活用や１７線から１８線の線路沿

いに続く緑丘遊水地を環境整備し、通常時におい

て市民も利用できる運動広場とするなどの考えは

ないかどうか伺います。

次に、小項目３、名寄高校キャンパスの今後の

増改築計画について。新設校となり、令和５年開

校予定の名寄高校キャンパスの今後の増改築計画

について、スケジュール感など知り得る範疇でお

知らせいただきたいと思います。

大項目３、脱炭素社会を目指す本市の姿勢につ

いて、小項目１、国の動き、北海道の動きと本市

としての考え方について。この夏の猛暑や全国で

発生する集中豪雨による水害など、温暖化、異常

気象の加速などを受けて、脱炭素社会に向けた国

の動き、北海道の動きも本格化してきています。

本市においても第３次名寄市地球温暖化防止実行

計画、平成２９年から令和３年を策定し、名寄市

の事務事業に係るＣＯ２排出量削減に向けて努力さ

れているところでありますが、国の動きや北海道

の動きをどのように見ていられるか。また、脱炭

素社会を目指して本市としての取り組む姿勢につ

いてお伺いいたします。

小項目２、再生可能エネルギーへの転換をどの

ように構築するか。北海道は、北海道水素社会実

現戦略ビジョンを２０１６年に策定し、令和２年

１２月には水素サプライチェーン構築ロードマッ

プ（改訂版）を新たに示し、ゼロカーボン北海道

の実現を目指すとしています。具体的には市町村

と連携して、水素利用機器の導入促進、地域特性

を生かした水素利用の展開を図るとし、家庭用燃

料電池、エネファームについて２０３０年、道内

における全世帯の１割程度の普及を目指すことと

しています。また、国においては、環境省が地域

脱炭素ロードマップを策定し、絵姿、目標として

政府及び自治体の建築物及び土地では、２０３０

年には設置可能な建築物等の約５０％に太陽光発

電設備が導入され、２０４０年には１００％導入

されていることを目指すとしています。再生可能

エネルギーへの転換を本市ではどのように構築す

るか。事業所や一般家庭への普及啓発、転換支援

制度の創設など、国や北海道の数値目標に合わせ

て年次ごとにどのように取り組んでいくか所見に

ついてお伺いし、以上壇上からの質問といたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。佐久間議員からは大項目で３点にわたりご

質問いただきました。大項目の１及び３について

は私から、大項目２については教育部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、総合計画（第２次）中期基

本計画の達成度と今後の展望について、小項目１、

ＫＰＩ指標における特徴と事業費について申し上

げます。２０１９年度から２０２２年度までを計

画期間とする名寄市総合計画（第２次）中期基本

計画から重点プロジェクトに加えて全ての主要施

策に成果指標、ＫＰＩとして数値目標を定め、検

証による進捗管理を行うことが可能となる実効性

のある計画としております。中期基本計画が折り

返しを迎えたことから、成果指標、ＫＰＩについ

て取りまとめを行い、結果について名寄市総合計

画審議会で報告を行い、中間検証をいただいたと

ころです。重点プロジェクトの達成率は５３．８

％、主要施策を合わせた全体の達成率は３１．４

％となっております。コロナ禍において経済元気

化プロジェクトに関係するものを中心に令和２年

度で未達成となったものもありますが、多くの事

業が目標年度を令和４年度としており、これまで

着実に事業が進捗しているものもあること、さら

にコロナ終息後の達成に向けた準備を進めている

ものも多くあることなどから、引き続き成果指標、

ＫＰＩの達成に向けた取組を進めてまいりたいと

考えております。

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画の事業

費については、基本構想に掲げる将来像の具現化



－28－

に向けて各主要施策ごとに展開する個別事業を実

施計画事業として積み上げたものであり、毎年度

ローリングにより進捗状況などを確認するととも

に、行政評価による検証を行い、必要な見直しを

しております。その結果、名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画策定当初は事業費を計上してい

なかった市立保育所整備事業や畜産クラスター事

業などの事業実施、新規事業として名寄高校駅設

置事業や市税等キャッシュレス決済、コンビニ収

納導入事業などを新たに登載したことから、昨年

度ローリング後の事業費は策定当初から３６億円

余り事業費が増加しておりますが、国、北海道の

交付金などを活用することで一般財源の圧縮も同

時に図っているところです。また、総合計画実施

計画事業を実施する上で財源の裏づけが必要不可

欠となることから、毎年度総合計画ローリングと

併せて中期財政計画も見直しを行うことで、計画

の実効性を高めており、引き続き総合計画の適正

な進捗管理に努めてまいります。

次に、小項目２、コロナの影響等による総合計

画見直しの方向性について申し上げます。本市の

総合計画は、市政全般にわたる総合的な振興、発

展を目的とするものであり、目指すべき将来像や

目標などを定める１０年間の基本構想、その実現

に向けた取組の方向性や具体的な施策、重点プロ

ジェクトをまとめた４年間の基本計画、施策を具

現化するために取り組む個別事業まとめた毎年度

見直しを行う実施計画の３層構造で構成しており

ます。新型コロナウイルス感染症の影響が基本構

想で定めた将来像の具現化に向けた事業の進捗に

も影響を及ぼしていることは認識しておりますが、

実施計画の枠組みの中で毎年度実施している行政

評価やローリングによりＰＤＣＡサイクルを回し、

必要な見直しを図るとともに、国の地方創生臨時

交付金を活用した事業を新たに実施計画事業に登

載するなど、コロナ対策及びコロナ終息後を見据

えた取組も併せて進めてきております。このこと

から、実施計画の中で対応を図り、事業について

は予算審議をいただきながら進めてまいりたいと

考えております。

次に、大項目３、脱炭素社会を目指す本市の姿

勢について、小項目１、国の動き、北海道の動き

と本市としての考え方、小項目２、再生可能エネ

ルギーへの転換をどのように構築するかについて

一括して申し上げます。２０１５年１２月に合意

されたパリ協定において、産業革命からの平均気

温上昇幅を２度未満とし、１．５度に抑えるよう

努力するとの目標が示され、日本においては昨年

１０月に２０５０年カーボンニュートラル、脱炭

素社会の実現を目指すことを宣言し、同年１２月

に経済と環境の好循環をつくるグリーン成長戦略

を策定、加えて本年４月に２０３０年の温室効果

ガス排出削減目標を２０１３年度比４６％減少と

新たな中間目標を掲げ、地域脱炭素ロードマップ

を策定し、地方自治体のエネルギー転移を推進す

る考えを示しています。また、北海道においては、

昨年３月に気候変動問題に長期的な視点で取り組

むため、２０５０年までに温室効果ガス排出量の

実質ゼロを目指す、このことを表明し、本年３月

に北海道地球温暖化対策推進計画（第３次）、北

海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画

（第Ⅲ期）を策定、さらに８月、ゼロカーボン推

進局を新設し、ゼロカーボン北海道の実現に向け

て体制の強化を図っております。

本市においては、名寄市総合計画（第２次）の

基本目標Ⅲ、自然と調和した環境にやさしく快適

で安全なまちづくりにおいて主要施策に環境との

共生を掲げ、複雑化、多様化する環境問題に対応

するため、総合的に施策を推進することとしてお

ります。平成２４年度に新エネルギーの導入、省

エネルギーの推進により二酸化炭素の排出量の削

減を図る名寄市新エネルギー・省エネルギービジ

ョン、平成２６年度には低炭素で持続可能なコン

パクトなまちづくりを目指す低炭素まちづくり計

画、平成２９年度には公共施設における温室効果

ガスの排出量の削減に取り組む、第３次名寄市地
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球温暖化防止実行計画（事務事業編）を策定して

おります。地球温暖化防止実行計画につきまして

は、今年度までの計画期間となるため、改定作業

を進めているところです。

再生可能エネルギーの普及推進には、市民一人

一人が地球温暖化問題やエネルギー問題を自らの

地域の問題として認識することが必要であること

から、市内イベントなどにおいて燃料電池自動車

普及啓発展示ブースを開設するなど、一般市民に

向け普及啓発を行ってきたところであります。

現在王子マテリア名寄工場の撤退に伴う敷地の

利活用として、対策本部において再生可能エネル

ギー、物流、防災拠点化、ＩoＴデーターセンター

の３本柱の具現化に向け努力をしております。今

後王子敷地での再生可能エネルギーの事業などが

具現化した際には国や北海道と協調し、本市にお

いても豊かな自然や地域環境を生かした再生可能

エネルギーの導入など、グリーン成長戦略や２０

５０年カーボンニュートラルに向けた施策により、

地域や産業の活性化につなげる取組を検討してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目２、

高校の魅力化推進に関わる地域構想の現状につい

て、小項目１、魅力化推進委員会と統合推進委員

会の議論状況について申し上げます。

名寄高校と名寄産業高校が再編統合する新設校

は、設置者が北海道教育委員会であるため、再編

統合に向けた様々な事項については、名寄高校と

名寄産業高校の先生方で構成される統合推進委員

会で検討を行い、その結果を踏まえて道教委が新

設校の設置を行うこととなっております。本市に

おいては、この間市内高校の今後の在り方につい

て在り方検討会議の中で十分に協議、検討いただ

き、現在は名寄市内高等学校魅力化推進委員会に

て市内高校のより一層の魅力化向上を目指す取組

を行ってきているところです。

こうした本市の取組や新設校づくりを進めてい

く上で、学校と地域の連携、協働が必要であるた

め、統合推進委員会において両高校の生徒及び魅

力化推進委員会との合同拡大会議が企画されまし

た。８月４日に開催された第１回目の合同拡大会

議では、名寄市唯一の高校となる新設校のコンセ

プトについてグループごとにキーワードを出し合

うなどの意見交換を行い、次の合同会議でこのキ

ーワードについて掘り下げていく予定となってお

ります。

合同拡大会議は、この後年内に数回開催予定で

あり、その検討結果や内容を統合推進委員会でま

とめ、道教委へ報告することになりますが、道教

委においても統合推進委員会のみならず、地域や

高校生の意見も反映された検討結果であることを

十分に踏まえ、新設校の設置に向け取り組んでい

ただけるものと考えております。

また、新設校の学科は、普通科４学級、情報技

術科１学級とすること及び生徒の多様な興味、関

心や進路希望等に応じた主体的な学習が可能とな

るよう両学科に単位制を導入することについては

確定事項であり、総合学科や普通科フィールド制

の選択肢はないものとなります。

次に、小項目２、既存周辺施設を生かした環境

整備について申し上げます。再編統合される新設

校においては、名寄高校駅の整備による利便性の

向上や現名寄高校に施設が集約されることでキャ

ンパス間の移動がなくなり、教職員や生徒間の一

体感が増すこと、さらには開校後になりますが、

実習棟が現名寄高校敷地内に整備されることから、

こうした施設や周辺環境の充実は魅力をアピール

できる要因の一つとして考えられます。一方で名

寄産業高校酪農科学科が活用されている名農キャ

ンパスや圃場については、酪農科学科の廃止に伴

い、新設校においては活用の見込みがないものと

想定されます。また、豊栄川上流遊水地につきま

しては、施設管理者は北海道であること、また本

遊水地は市街地の浸水被害防止を目的とすること
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から、教育部はもとより庁内の他部においても現

状活用する見込みはございませんので、御理解願

います。

次に、小項目３、名寄高校キャンパスの今後の

増改築計画について申し上げます。新設校に関わ

る今後の増改築計画については、本年度から来年

度にかけて実習棟増築などの設計業務を行い、令

和４年度に地盤調査の実施、そして令和５年度か

ら実習棟増築工事や外構工事を実施する予定であ

ると道教委のほうから伺っております。

以上私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれ御答弁いた

だきましたから、順を追ってそれぞれ再質問をし

たいと思います。

まず、総合計画の関係でありますが、先ほどお

答えいただいたわけですけれども、達成した４４

事業の事業費の関係について再度お伺いしたいわ

けですが、先ほどの御答弁の中では新規事業を含

めて３６億円の増加だという御報告だったと思い

ます。また、新規事業については、それぞれ国や

道の補助金など圧縮をし、適正な進捗管理状態に

あるという御答弁だったと思うのですが、特に私

心配しているのは、達成した４４事業費の中で特

に原材料費等については、これは現下の状況の中

で発注控えなどもあり、それほど高騰は見られて

いないわけでありますが、ただ人件費等について

調べてみますと、労務単価、計画当初の平成２９

年比ですけれども、これは国交省調査で全国平均

で９．８％高騰していると、こういう状態になっ

ております。それとまた、原油価格も近年値上が

りしておりまして、こうした中で達成した事業費

について今後ますます予算の範疇で収まらなくな

っていくきらいはないか、懸念はないのかという

ことであります。

それで、残り１００事業ほど今後計画がされて

いるわけでありますけれども、先ほどの御報告の

中の３６億円の中の内訳でありますけれども、オ

ーバーしたものの内訳、新規事業に係る部分だと

かそういうのは余分にかかるというのは分かりま

すけれども、そのほかの増加要因について少し分

かりやすく御説明いただければ大変ありがたいと

思うのですが、それで今後の１００の事業につい

て計画どおり進捗できるかどうか、この見通しに

ついてどのように検討されているかお伺いしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、労務単価

とか、それから燃料単価とか、変動性のある固定

的な経費ではない部分の変動についての対応です

けれども、御指摘のとおり、それは例えばこれか

ら値上がりしたりとかと、季節的なものもあろう

かと思いますけれども、そういった部分で年間を

通して御承認いただいた予算の中でどうしても用

意できないような、その予算に収まらない場合に

はその都度補正予算という形でお諮りさせていた

だくという形になりますので、総合計画のローリ

ングの中での事業費への大きな影響というのは、

毎年度の見直しの中で、そのタイミングで必要が

あれば増額して今後の見通しを立てていくという

ことになりますので、そこについてはそのような

動きでこれまでもきているのかなというふうに考

えております。

それから、ローリングのないような今回の新規

の増加分ということでお問合せですけれども、こ

れも今終えたばかりで、これから精査をさせてい

ただいて、例年どおり４定前に、去年は１１月３

０日に議員協議会の中で資料を整理させていただ

いて、お示しをさせていただいておりますので、

いま一度ちょっとお時間をいただきたいというこ

とになっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 増加分については、

今後の精査ということで理解しました。また随時
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出していただければと思っております。

名寄市は、本市はこれまで一定額の基金を残し

て積み立てて、特に老朽化の高い施設について予

算計上して備えてきたというふうに思っておりま

すから、この辺りの基金として残してきたお金は

一定程度準備をしていても、それぞれ原材料費の

高騰だとか労務単価の高騰だとか、当初予算の中

で果たしてそれが実現できていくのかどうかとい

う、それぞれ総合計画も財政予算つけております

から、その辺りの心配事も少しあったものですか

ら、改めてお聞きをした話であります。

それで、今回ＫＰＩ指標についてそれぞれやら

れた中で総括されていると思うのですが、特にコ

ロナの影響を受けているＫＰＩ事業について４０

事業ということで、結構の大きな影響を受けてい

るわけでありますが、かいつまんでこの影響の傾

向についてお知らせいただきたいと思っておりま

す。それとあわせて、考えられている代替事業な

どについて、対策などについてそれぞれお話しさ

れているところがありましたらお聞きをしたい、

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、ＫＰＩに

関するコロナの影響を受けている事業ということ

ですけれども、おおむねイベント系、それから入

り込みの数とか観光系にまつわるもの、それから

スポーツ合宿受入れ人数であるとか、あと地域の

皆様方の活動によって支援させていただいている

まちづくり推進の補助金の交付件数であるとか、

それからセミナー系、やはりイベント系がなかな

か開催できずにいたといったことで、ここについ

ては数字が達成の域まではいかなかったといった

ようなものの積み上げが主なものとなっておりま

す。

その対策ということで何かというお話でしたけ

れども、現状やはり今このような状況でしっかり

と感染の予防というか、この対策期間の中でしっ

かりとここは我慢するときということで、この後

元の活動を皆さん方にしっかりと提供していき、

そしてイベントもできるように体制を整えられる

ようになりましたら、また元の生活に戻していけ

ればというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今部長のほうからも

ありましたけれども、特にイベント系での入り込

み数だとかそれが減っているだとか、あるいは観

光におけるところの影響、様々お話ありました。

今我慢のときであるということもあったわけであ

りますけれども、次の再質問に移りたいと思うの

ですけれども、それぞれ影響の出ているところと

いうのはお知らせいただきました。それで、コロ

ナの影響等による総合計画の見直しの方向性とい

うことで先ほどお伺いしたわけですけれども、い

っときの我慢であれば、これは我慢も例えば市民

のあたりも通用すると思うのですけれども、特に

今公共施設なんかも緊急事態宣言を受けて屋内施

設については出入りを閉じているということで、

かなり市民のところで鬱屈とした不満が蓄積され

ていると。やっぱり外に出て体を動かさないとい

らいらも募ると、もちろん屋外の施設については

開放しているわけでありますけれども。

それで、コロナの影響等による総合計画見直し

の方向性ということで私お尋ねしたのは、北海道

の中でもコロナの影響における見直しについて着

手しているところがありますので、本市としても

総合計画について先ほど述べましたようにそれぞ

れコロナが顕在化する以前のところの計画で、も

ちろん部長のおっしゃるようなローリングだとか、

毎年毎年の見直しというところは分かるのです。

しかしながら、特にこれだけの危機事案の発生で、

様々な事業に影響が及んでいること、課題の顕在

化、あるいは世界的な人的な、あるいは物流など

に対する抑制ということで、コロナが我慢してす

ぐ終わるものだったら別なのですが、私もワクチ

ン２回打って少し安心しましたけれども、しかし
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ながら次々と心配事があると。新たなデルタ株だ

とか、そういったものの発生などもあって、終息

の見通しがやっぱり今のところ立たないみたいな

形、もちろん重症化リスクは少しずつなくなって

いるわけですけれども。そこら辺の心配事もある

ものですから、それとあわせて別にコロナで改め

て発見された地方のよさみたいなものもまた出て

きていると思うのです。例えば過密、密は駄目だ

ということで強く言われておりますけれども、過

疎過ぎるのは駄目ですけれども、まばらなのはよ

いことだと、過疎の疎はいいことだというような

こと。それから、寒さなども、今年の熱波と言わ

れるような猛暑の中で、改めて寒いということも

これまた貴重なところもありますよねということ

で、その地方の優位性なども改めて見直されてい

るところなどもありますから、こんなところも追

加、あるいは補正、追加、補強、修正ここら辺に

ついて盛り込んでみてはどうかなというふうに思

っているわけですが、特に災害対応の課題なんか

もまた一方で出ておりますし、そこら辺について

もう一度御答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、総合計画

の見直しのお話をもう一度私なりに整理をしてお

答えさせていただければと思います。

実は、総合計画を修正していないわけではなく

て、総合計画というのは、冒頭御説明したとおり、

３層構造によって構成されております。その中で、

１０年間の基本構想、４年間の基本計画、これは

重点プロジェクトも含めて基本計画ですけれども、

ここまでは御議決をいただく内容になっています。

３層目の実施計画、この部分がいわゆる個別事業、

それからローリング等の対象案件になってくる事

業の積み上げですけれども、ここまでがいわゆる

総合計画で、御議決いただくのは、１層目、２層

目までは御議決いただいて、長期的な本市が目指

す方向性というのを皆さんで共有しているといっ

た構成になっておりまして、この３層目について

は毎年見直しを行い、今回については感染症の関

係については国からも臨時的に地方創生交付金で

支援されております。こういった急遽対応しなけ

ればならない部分については、その都度補正予算

という形で御説明をさせていただきながら進めさ

せていただいておりますし、毎年のローリング、

それから行政評価を経て市民の皆さん方からの、

委員の皆様方から評価をいただきながら、ＰＤＣ

Ａを回しながら進めているということですので、

この３層目の中で対応をさせていただきたいとい

うことで、改めてもう一度御説明をさせていただ

きました。

それから、現状のこの感染症の中でも地方なら

ではの強みといいますか、密のなさであったり、

その寒さ、暑くないといった強さという部分につ

いて御提案いただきましたけれども、議員おっし

ゃるとおり、それはある意味我々のこの地域の強

みであったり、今見直されているところなのかな

と思っておりますので、これはしっかりといろい

ろな施策、例えば移住であったり、プロモーショ

ンであったり、いろいろな強みとしてしっかりと

伝えていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） ただいまの部長の答

弁で、いわゆる３層構造の中の３層目、実施計画

の中で随時それらの見直しを図っていくというこ

とでありますから理解しました。ぜひ新たな課題

に対する対策なども十分加味して盛り込んで、市

民に広く周知をしながら、計画を進めていただけ

ればというふうに思います。

それでは次に、高校の魅力化推進に関わる地域

構想の現状についてお伺いいたします。先ほどの

部長の答弁であらかた理解をしたわけであります

が、これまでの御答弁の中で、今回でなくてもっ

とさきの答弁の中で、高校の在り方というのはこ

れは道教委の専権事項であるということ、しかし

ながら進学については特進コースや、就職では農
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業、工業の専門基礎知識を学べるコースを選択で

きる環境を道教委に要望するという答弁をいただ

いておりました。それで、総合学科や普通科フィ

ールド制などの選択肢はないのかどうか、これを

伺ったのはこれまでの一連の答弁の中でそのよう

にお答えをいただいていたからであります。そこ

で、先ほど来御報告ありました統合推進委員会、

それから名寄市魅力化推進委員会の第１回拡大会

議の御報告もございました。それで、この統合推

進委員会の意見というのは、今後どこまで尊重さ

れるのか、意見反映されるのか。道から示された

提示内容、例えば全日制普通科単位制、これは確

定ですよと。それから、４間口、情報技術科単位

制、これは１間口を持ちますよと。校舎は名寄高

校を使用して、工業棟は増築予定ですよという、

これらの提示内容、ここに要望が入り込める隙間

はあるのかどうなのか。あるいは、現地高校のい

わゆる裁量範囲について、こういうことだったら

盛り込まれますよと、采配可能ですよということ

がありましたらお知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） まず、お尋ねいただ

きました先ほどもお話しさせてもらいました普通

科４、情報技術１、それから単位制になること、

名寄高校にキャンパスが集約されること、これに

つきましては確定事項でございまして、ここに入

る隙間といいましょうか、意見は申し上げること

はもうできないものだと認識しているところでご

ざいますし、そのように理解していただければと

思っているところでございます。ここはもう確定

事項なので、意見が反映されることはないかなと

いうふうに思っているところでございます。

それから、合同拡大会議の議論でございますけ

れども、合同拡大会議の趣旨でございますが、こ

こは地域と連携して歩む魅力ある高校づくりを今

目指しているということから、統合推進委員会の

ほうで両高校の生徒と魅力化推進委員会が一丸と

なって新設校の理念や在り方を検討している最中

でございます。まずは８月４日に第１回目開催い

たしまして、本当であれば今月やる予定だったの

ですけれども、コロナの影響でちょっと延期とい

うことでまだされてはおりませんけれども、そう

した議論を通じて新設校のコンセプトを固めてい

きたいというところでございます。ここについて

は、地域の意見や高校生の意見、さらには両先生

方の意見等々が反映されて新たな高校づくりを目

指していくものですから、そういったところにつ

きましては北海道教育委員会のほうもそういった

意見を十分考慮していただきながら、新設校の設

置に向けては御努力いただけるものなのかなとい

うふうには今認識しているところでございます。

我々もそういった議論を通じながら、魅力化のほ

うでも支援について検討すべきことがあれば支援

のほうを名寄市としても考えていきたい、いけれ

ばなというふうに思っているところでございます

ので、御理解のほうよろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今の御答弁で改めて

確定されたことだとか、それからどの辺りのとこ

ろが今後の議論の中で生かせることなのかという

ことについてあらかた分かりました。

先ほど御答弁の中で、名寄高校の新設校の工事

の関係について触れられておりましたけれども、

少し書き取れなかったところもあるのですけれど

も、今年から来年にかけて設計などがやられて、

令和４年度に地盤調査、５年度で外構工事とかと

いうような形で伺ったのですが、これでよろしい

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） そのとおりでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。少し

ずつ高校の環境も統合に向けて準備がされるとい

うことでありますから、学生たちが有意義な、よ

い環境の中で学習できることを期待するものであ



－34－

令和３年９月１５日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

ります。

それで、先ほど遊水地の関係、これは道所管で

ありますけれども、特に市がこれは遊水地という

のは利用を希望しない限り、道の管理でもありま

して、何らかの活用を考えないと、これは平常時

というのは草が生い茂って、大変景観も悪くなる

のではないかと、環境も悪くなるのではないかと

いうことで考えております。今１８線のところの

道路も整備されて、ほぼ完成と。歩道をどういう

ふうにするかというところについては現地見させ

ていただきましたけれども、特に計画されており

ます名寄高校駅、名寄の冠がつくわけであります、

ＪＲの乗降場。そこを過ぎてすぐに雑草地が広が

ると、遊水地が１線区間にわたってありますから、

目に飛び込んでくるのは草が生い茂ったような、

遊水地が生い茂っているものが目に飛び込んでく

るというのはいかがなものか。それと、野生動物

の侵入経路になってしまうことも考えられるわけ

であります。そこで、市民の集える、軽い運動が

できるような健康公園、グリーンパーク、私帯広

にも過去に行ってまいりましたけれども、すばら

しい緑の芝生の中で、あの当時は日本一長いベン

チが設備されておりまして、ただそれだけなので

すが、大変市民の皆さんも、それから子供たちも

伸びやかにその中で過ごしている。こういうのい

いな、このまちにあったら非常に映えるのではな

いかというようなことなどもありますから、特に

お年寄りもパークゴルフ元気な人はやるのですけ

れども、そうでない方は散歩したり、あるいは体

を少し動かせるような軽い運動をするというよう

なこともありますから、ぜひ憩いの場となるよう

な活用法について考えていただいて、あわせて道

のほうに、何でもかんでも要望ということにもな

らぬのかもしれませんが、しかしこの環境をよく

するということで要望いただければありがたいな

と思っておりますけれども、ぜひその辺りについ

てもう一度お答えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） いろいろなアイデア

をいただいたかというふうに思っております。し

かしながら、さきの答弁でもお答えさせていただ

きましたとおり、豊栄川の遊水地につきましては

この間の市街地の浸水状況を含めて考えていくと、

やはり遊水地という目的から今のところ名寄市に

おいては庁内の中でも活用の見込みがないという

ようなことで今きていますので、北海道について

もこの辺については今のところは要望はしていく

段階ではないのかなというふうに思っています。

先ほど公園の整備等々についてもお話しいただ

きました。私のほうから答弁するということはな

かなかできないのですけれども、遊水地の近くに

は街区公園の徳田ふれあい公園というのもござい

ますし、パークゴルフでありますと名寄公園とい

うところもございますので、そちらのほうを市民

の皆さんにも御活用いただければというふうに思

っております。

また、北海道のほうからも今のところ遊水地以

外の活用というところも計画はされていないとい

うふうにも伺っていますし、早急な許可もなかな

か難しいというようなお話も伺っているところで

ございます。さらには、維持管理につきましても

草刈りをしっかり予定しているというような話も

伺っておりますので、そういった面からいきまし

て、我々の段階ではあそこの遊水地については活

用の見込みがないということで考えておりますの

で、御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 道のほうももちろん

財政の状態もありますから、無理なことばかりは

言えないと思っております。しかしながら、一方

で市民がどういうふうに健康な状態で、そして子

供たちも伸びやかに過ごせるか、生徒も近くにそ

ういった施設があれば、また新たな価値も生み出

すというふうに思っておりますから、何かの機会

がありましたらそんなことも頭に入れていただき

たいというふうに思っております。
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それで、次の質問に移りますが、地元高校につ

いて、特にこの間市民の皆さんからいただくのは

地域を牽引していく若い力、地域が求める人材が

どのように育成されて、地域に残って活躍しても

らえるか。このことが非常に市民の皆さんの関心

事になっております。それで、今まで２つの高校

で機能分担していたものが１校の中で担っていく

ことになるわけで、何もかにも詰め込むというの

は無理であるということは十分理解するわけであ

ります。しかしながら、短い期間の中ではありま

すけれども、しっかり生徒や市民の声を聞いてい

ただいて、新設校の中に取り込めるものは取り込

んでいただけるように、引き続き様々なルートか

ら意見反映に努めていただきたいというふうに思

います。

時間の関係もありますから、教育の関係につい

て以上にしたいと思います。

それで、脱炭素社会を目指す本市の姿勢につい

て再質問したいと思います。それで、本市では実

績として去年の１１月ですか、天文台によりまし

て夜光雲の観測による大気と温暖化の関係性など

について、これは明治大学の鈴木教授などにお願

いしまして、オンラインの講習会ということで取

り組まれております。それから、あとはクールビ

ズ、ウオームビズ、消費燃料の節約など努力もさ

れておりますが、しかしながら全体的に事業主体

の責務の取組の範疇で終わっていないか。一事業

として、名寄の市役所も一事業主だということで、

その範疇で終わっているようにも映るということ

であります。

それで、ちょっと過去のものをひもといて調べ

てみたわけですが、２０１２年、９年前の議会の

答弁では新エネルギーや再生可能エネルギーの推

進を含めて中長期的なビジョンの作成を進めて、

市独自の方針や導入対策のため庁内に横断的な組

織を立ち上げて、一体的な制度の創設に向け協議

を進めるという大変力強い前向きな答弁が記録さ

れておりました。しかしながら、その後立ち止ま

っているように見えるのですけれども、この辺り

の御見解を伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今過去の発言か

らの進捗という内容だったと思います。当時のお

話は、予測でしかありませんけれども、エネルギ

ーとしては注目を集めていたのだと思われます。

そして、今何が起きているかというと、世界的な

課題としてパリ協定というところで、国としての

責務をここは世界的に約束をしてきたということ

ですから、これは今現在日本、国を挙げてカーボ

ンニュートラルに取り組むといったことで、国策

としてこれから大きく動こうとしているというこ

とで、議員の最初の御質問の中でも新たなワード、

水素であったりとか、いろいろな今展開がされて

いるところなのだと思います。現状我々も後ろ盾

というか、国、それから法律も含めてこのタイミ

ングで改正をされて、これから新たな仕切りの中

で、ルールの中で、法律の中でこの事業、この考

え方が大きく国内で動こうとしているタイミング

ですので、しっかりとそこの動きについていくと

いうように対応していかなければならないという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 残り時間もなくなっ

たので、ここで市長に伺いたいと思います。政府

で出している環境白書によりますと、２０５０年

に温室効果ガス、またはＣＯ２の排出量実質ゼロに

することを目指すということを表明した地方自治

体ゼロカーボンシティーと、そういう位置づけを

しておりまして、２０２１年４月１日時点で全国

３５６の地方自治体がこのゼロカーボンシティー

宣言をし、人口総計で１億９５７万人に至ってお

ります。道内ちょっと見てみましたら、札幌市を

はじめ釧路市、石狩市、稚内市、あとその他の町

村のところで７つぐらいですか。直近のところで

はまだ増えてきているのでないかなと思うのです
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が、それでエネルギー源の転換は、これは国や企

業にだけ求められている取組ではないと思ってお

ります。温暖化による環境への影響をじかに受け

るのは、地方、地域であるという認識は不可欠で

はないかと。とりわけ基幹産業を農業としている

この名寄のことを心配、影響を心配しているわけ

でありまして、それで先ほど部長のほうからもち

ょっとあったのですが、今環境省のほうではゼロ

カーボンシティーを目指す地方公共団体に対して、

情報基盤整備計画等策定支援、設備等導入を一体

的に支援するというようなことになっております。

この支援があるからやるということでなくて、何

よりも次世代を担っていく子供たちの未来を閉ざ

さないためにも本市もゼロカーボンシティーを目

指し、取組を進めていくということで考えている

わけですが、市長の御見解をお伺いして、私の質

問を終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 石橋部長のほうからも答

弁させていただきましたが、昨年、日本でも２０

５０年にゼロカーボンを目指していくという大き

な指針が示されまして、今年度に入ってもその具

体的な戦略について、あるいは法律の改正等も行

われているということであります。名寄市におい

ても王子さんの跡地に３つの柱の一つとして再生

可能エネルギーを推進をしていく事業を展開して

ほしいというような要望もさせていただいている

ところでありまして、我々としてもこの契機に一

つのまちづくりの大きな指針として、環境に優し

い、あるいは環境を生かした、さらには再生可能

エネルギーを推進していくということをぜひ推し

進めていかなければならないというふうに考えて

いるところであります。

今事務事業の計画を策定しているということで

ありますけれども、再生可能エネルギー等の方向

性がより具体的になってきた段階においてゼロカ

ーボンシティーの宣言、さらには具体的な行動計

画をもう少し地域でどうしたら進めていけるのか、

さらには具体的な再生可能エネルギーのこの地域

としての、市としてのポテンシャル等も調査をし

ていく、そのことによって具体的な計画をつくっ

ていくということも近いうちにやらなければなら

ないというふうに考えているところでありまして、

市としてもこうしたところを積極的に推し進めて

いくことで環境に優しいまちづくりへの推進、さ

らには地域の環境を生かしたさらなる地域の成長

を促していくような政策を推進していきたいとい

うふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

持続的なまちづくりに向けて外１件を、東川孝

義議員。

〇１５番（東川孝義議員） 議長より指名をいた

だきましたので、通告に従い、大項目２点につい

て順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、持続的なまちづくりについて

伺います。少子高齢化や価値観の多様性により、

行政への住民のニーズは多様化、高度化しており

ます。一方、生産年齢人口は減少傾向にあり、行

政だけでは対応できない課題が増えてきているの

が現状ではないでしょうか。それに加え、コロナ

禍以降の人々の暮らしは非対面、非接触の生活様

式に一変しており、住民コミュニティーの希薄化

はさらに進行する心配があります。また、日本の

高齢化率は確実な上昇を続けており、２０１３年

には４人に１人を上回る程度であったのが２０５

０年には４割に達すると予測されております。高

齢化社会に対応したまちづくりを含めて、持続的

なまちづくりが急務であると考えます。

そこで、小項目の１番目、市民主体のまちづく

りに向けて伺います。名寄市の総合計画をはじめ

とした各種施策の計画策定から具体的な推進に向

けては、市民一人一人がその施策に参画し、幸せ

を実感し、住み続けたいと思えるまちづくりを進

めることが重要であると思います。その基本とな

るのは、地域コミュニティー活動であると考えま
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す。名寄市総合計画（第２次）中期計画では、全

ての主要施策に成果指標を定めておりますが、町

内会ネットワーク事業参加数が５６町内会から２

０２２年度には７２町内会への目標を定めており

ます。現在の参加数においてお伺いをいたします。

また、市内の小学校区域を基本として、校区エ

リアの町内会を中心に組織をされております地域

連絡協議会の具体的な活動状況についてもお伺い

をいたします。

次に、小項目の２番目、市民と行政のパートナ

ーシップ構築に向けて伺います。地方分権が進む

中、地域の実情に合ったまちづくりを進めていく

ためには、地域や身の回りの問題解決に向けて、

地域住民の自己決定権を拡充していくことが必要

であります。そのためには行政への市民参加を拡

大して、市民と行政のパートナーシップの下で協

働のまちづくりを進めていかなくてはなりません。

総合計画の基本目標Ⅰに、市民と行政との協働に

よるまちづくりが掲げられており、市政に関する

情報を市民と行政が共有し、行政への市民参加を

積極的に推進していくことが重要であると思いま

すが、市政に関する市民との情報の共有化の具体

的な対応についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、自主的な市民活動の拡

充に向けて伺います。名寄市自治基本条例は、平

成２２年４月より施行され、１０年後の令和元年

に条例が市民の意識や社会状況に適合しているか

どうかの検討が行われました。その結果、現行の

条文は適切に表現されており、不備は見当たらな

いという結論でありました。しかし、市民アンケ

ート調査結果などから、名寄市自治基本条例の認

知度が低いとの指摘があり、その中で市民の権利、

役割、市民の責務についての市民周知の具体的な

手法についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、王子マテリア株式会社

名寄工場跡地活用について伺います。小項目の１

番目、名寄工場生産品集約による地域への影響に

ついて伺います。２０１９年１０月４日に段ボー

ル原紙生産体制再構築に伴う名寄工場生産品集約

に関する内容が発表されたときは、生産停止は２

年後でありました。早いもので今月の１０日午前

８時に２号マシンが停機し、苫小牧工場への移設

作業が進められており、１２月には３号マシンが

停機となります。２年前に発表されて以降、名寄

市としては存続を求める要望活動をはじめとして、

名寄工場生産品集約の再考を求める署名活動を行

うも要望はかなわず、１２月には名寄工場の生産

停止を迎える状況となっております。生産品集約

発表当初は、名寄市はもとより上川管内で関連す

る企業の影響額について調査をされておりました

が、その当時と現状ではどのようになっているの

かお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、関連会社を含めた従業

員の動向について伺います。名寄工場生産品集約

に伴う従業員は、原則として国内の工場へ配置転

換されるということで、具体的な面接を含めて対

応されたと聞いております。しかし、面接におけ

る自分の希望との食い違い、またいろいろな事情

でどうしても名寄を離れることができない従業員

の方もいると聞いております。このような方への

対応として、今年５月より名寄市における相談窓

口を設置されておりますが、関連会社の従業員を

含めた動向を併せてどのように把握をされている

のかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、跡地利用に関する考え

方についてお伺いをいたします。名寄工場の敷地

は２２万１，０００平米、東西約５１０メートル、

南北約４３５メートルであり、名寄市内への南玄

関口に広大な敷地があります。跡地利用について

は、大きく３つの考え方が示されております。１

点目に、木質バイオマス発電を軸とした再生可能

エネルギー、２点目として防災、物流拠点整備、

３点目はＩoＴデータセンター整備事業の検討がさ

れていると認識をしております。工場操業中は、

なかなか具体的な議論は難しいと思いますが、マ

シン停機を間近に控え、建屋等の解体を含めて、
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どのような進捗になっているのかお伺いをいたし

ます。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 東川議員から大

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項

目１及び大項目２の小項目３については私から、

大項目２の小項目１及び２につきましては産業振

興室長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

まず初めに、大項目１、持続的なまちづくりに

向けて、小項目１、市民主体のまちづくりに向け

て申し上げます。本市におきましては、市民主体

のまちづくりを推進するため、まちづくりの基本

ルール明記した名寄市自治基本条例を制定し、市

民と行政との情報共有や市民参加などを通じた協

働のまちづくりを進めるとともに、市政運営の最

上位計画であります名寄市総合計画及び分野ごと

の各種計画に基づき、まちに誇りや愛着を持ち、

住み続けたいと思える持続可能なまちづくりに向

けた取組を進めているところです。名寄市総合計

画（第２次）中期基本計画におきましては、計画

の実効性を高めるため成果指標を定めております

が、町内会ネットワーク事業につきましては社会

福祉協議会が実施主体となり、訪問、声かけ活動

を基本活動に、生きがいづくり活動や除雪ボラン

ティア活動、世代間交流事業、地域支え合い事業

などの取組が町内会ごとに進められております。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

もありましたが、５２町内会で取組を進めていた

だいているところです。

また、小学校区を基本に組織され、町内会の枠

を超えた活動や地域課題の解決に向けた取組を行

っている地域連絡協議会につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受け、令和元年度の

１４件と比較すると事業実施数は１０件となり、

４件減少しているところです。しかしながら、コ

ロナ禍におきましても知恵を出し合い、工夫しな

がら環境整備活動や学校の花壇整備活動、防災訓

練、タイムカプセル事業など、地域住民が安心し

て暮らせる住みよいまちづくりに資する活動に取

り組まれているところです。

次に、小項目２、市民と行政のパートナーシッ

プ構築に向けて申し上げます。本市における情報

共有につきましては、自治基本条例第７条におい

て、まちづくりに関する様々な情報などは市民に

対して十分に提供され、説明されていなければな

らなく、また市民が知る権利及び学ぶ権利を有す

ること、市はその権利を尊重しなければならない

と規定されております。市民が主体的にまちづく

りに参加するためには、市政に関する情報を市民

と行政が共有することが重要であることから、本

市ではこの規定に基づき、広報紙やホームページ、

ＳＮＳ等による情報提供や市長室開放事業、出前

トーク、市民説明会、さらには名寄市町内会連合

会主催の町内会長と行政との懇談会やまちづくり

懇談会などの場を通じた情報共有など、様々な方

法による情報の提供と共有に努めているところで

す。

また、市民からの要望に応えて、市職員が暮ら

しの情報などをお届けする出前トークやまちづく

り懇談会については、市民参加と情報共有が図れ

る機会となっておりまして、市民と行政のパート

ナーシップの構築がさらに醸成されるよう取り組

むとともに、協働のまちづくりの理念の下、今後

も努力してまいります。

次に、小項目３、自主的な市民活動の拡充に向

けて申し上げます。自治基本条例につきましては、

第３５条の規定に基づき、平成２２年４月１日の

施行から１０年目を迎えた令和元年度に施行後２

回目となる見直しを検討を行いました。見直し検

討に当たって、学識経験者や市内団体、公募の委

員から成る名寄市自治基本条例検討委員会を設置

し、市民アンケート調査や広報紙への連載企画に

よる市民周知を図りながら、市民の意識や社会状

況の変化などを考慮して見直し検討を行ったとこ
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ろです。

検討結果がまとめられた名寄市自治基本条例に

関する意見書においては、条例の見直しは必要な

いとされたものの、市民アンケート調査の結果な

どから条例の認知度が低いこと、また市民参加が

少ない現状から条例の市民周知と市民参加の機会

創出が求められました。本市におきましては、意

見書の提出を受け、広報紙やホームページなどに

よる条例の市民周知や自治基本条例の理念を知る

とともに、市民主体のまちづくりの機運を高める

ことを目的としたセミナーなどの開催を検討して

いるところであります。このことに加えて、市民

が主体的にまちづくりに参加する際の基本的な考

え方である市民の権利と役割なども周知を図り、

自治基本条例の理念を浸透させ、市民主体のまち

づくりを推進してまいりたいと考えております。

次に、大項目２、王子マテリア株式会社名寄工

場跡地活用について、小項目３、跡地利用に関す

る考え方について申し上げます。跡地利用につき

ましては、王子マテリア名寄工場の停機が公表さ

れ、対応策として初めに打ち出しました３本柱、

再生可能エネルギー、物流、防災拠点化、データ

センターを中心にこれまで具現化へ向けて努力し

てまいりました。この間、具現化へ向け王子側に

も御尽力いただき、再生可能エネルギー事業につ

いては事業化へ向けて検討いただいているという

ところであります。そのほかの事業につきまして

は、物流の拠点化を中心に取組を進めているとこ

ろでありまして、北海道開発局が主催する生産空

間維持の取組である名寄周辺モデル地域圏域検討

会における物流ワーキングチームでの取組や、名

寄商工会議所が設立した道北圏域ロジスティック

ス総合研究協議会と併せて各関係機関や企業の御

協力もいただきながら、成果につなげるべく取組

を進めているところであります。

名寄工場建屋等の解体につきましては、解体す

る意向を確認しており、着手時期については来年

度に入ってからと想定しているところであります。

名寄工場の稼働状況は、１２月に完全停機とな

りますが、機械移設に伴い生産ができない期間に

対応するため倉庫には在庫を抱えており、事務作

業や出荷調整など対応する職員が残り、整理がつ

き次第異動するということになっております。今

後も地方創生に資する取組などを模索し、工場敷

地について有効な活用を提案できるよう、引き続

き努力してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目の

２、王子マテリア株式会社名寄工場跡地活用につ

いて、小項目１、名寄工場生産品集約による地域

への影響について申し上げます。

令和元年１０月、王子マテリア株式会社が生産

品集約を発表した直後に実施した調査では、王子

マテリア名寄工場との直接取引、関連会社等との

取引などを含め、上川管内で約２７億円、名寄市

内で約１８億円と推計したところでございます。

その後、名寄商工会議所、風連商工会、ハローワ

ーク名寄、名寄労働基準監督署、北海道と本市で

構成する対策本部では、工場従業員や取引企業に

関する様々な情報収集をする中で、工場の稼働が

続いている状況においては、総額として引き続き

同規模の取引があることが推計されております。

しかし、工場稼働停止後の影響につきましては、

売上高に占める割合が大きい企業ほどその後の対

応に苦慮している状況などを把握しており、地域

経済への影響を最小限にとどめるために何が必要

か検討を進めているところでございます。

次に、小項目の２、関連会社を含めた従業員の

動向について申し上げます。対策本部では、本年

５月に市役所産業振興課、名寄商工会議所、風連

商工会の３か所に総合相談窓口を設置し、工場稼

働停止に伴い、工場従業員のほか取引企業など関

係する市民の皆様から様々な御相談をお受けし、

相談内容に応じた適切な相談先を紹介するなどの

対応をすることとしております。その後、本年７
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月には対策本部で連携した取組として、ハローワ

ーク名寄において工場稼働停止後に地元に残るた

め転職を希望する工場従業員の皆さんへの支援と

して、求人の確保等の取組を始めたところでござ

います。ハローワーク名寄のこうした取組に加え、

対策本部で連携した工場従業員や取引企業に関す

る様々な情報収集を通して、地元に残るため転職

を希望する工場従業員の皆さんの人数などの把握

に努めているところであり、そうした方々に実際

に地元に残っていただくために何が必要か検討を

進めているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 確認も含めて、改め

て再質問させていただきたいというふうに思いま

す。

項目の１番目、持続的なまちづくりに向けてと

いうことで町内会ネットワーク事業、ちょっと答

弁の数値が、たしか２０１６年のスタートが５６

町内会というふうに資料で私確認したのですけれ

ども、先ほど部長から２０２０年度で５２という

ふうな答弁をいただいたと思うのですが、この辺

私の聞き違いかもしれませんので、改めて確認を

させていただきたいというふうに思います。

２０２２年度は７２、全町内会というふうな目

標を立てられております。実際先ほど御答弁でも

ありましたように、これは基本的には社会福祉協

議会でそれぞれの個々の取組を進めておられると

いうふうにはこれは理解をしております。いずれ

にしても、全町内会をまとめていくというのは非

常に大切なことですし、容易なことでもないのか

なというふうな考えも持っております。この取組

に関して、これはどちらかというと所管部署とし

て今後どういうふうに進めていかれようとされて

いるのか、あるいはアドバイスだとかという、今

現状考えている範囲でお答えをいただければなと

いうふうに思います。

それからあと、地域連絡協議会、市内の小学校

区域を基本に校区エリア、それぞれの町内会の会

長を中心に組織をされて、先ほど当然コロナ禍の

中では防災訓練、花壇作りなどやれるところは進

めていますよというふうなお話も伺いました。恐

らく今名寄市の場合は７つの地域連絡協議会とい

うふうに理解をしているのですけれども、これは

名寄地区が５、智恵文地区１、風連地区１という

ふうに思っておりますけれども、平成２９年の基

準値が１１件、目標数値が１４件、先ほども御説

明ありましたように当然昨年からのコロナ禍の中

で地域連絡協議会の活動も非常に厳しいというふ

うなものは一方では理解もしながら、令和２年度

どういうふうな実績になっているのか、分かれば

これもお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、私のほう

から地域ネットワーク事業の関係だと思いますけ

れども、町内会の件数につきましては、再度確認

をしてお知らせさせてもらいたいというふうに思

っております。

各町内会がその地域において町内会会員なり、

町内会入っていない方も含めて、地域がそれぞれ

生きがいを持って生活できる、そういったことに

関しまして様々な活動をしてもらう、そういった

事業を支援することであります。そういった意味

では各町内会で様々な事業を展開していただいて、

コロナ禍の中ではなかなかそういった活動ができ

ない状況があるという話も聞いております。昨年

もいろいろ苦慮してやっていただいて、最低限そ

の地域で例えば独り暮らしだったり、高齢者世帯

のところの見守りだったり、安否確認、そういっ

たことを最低限やるようなことで、どういったこ

とをやろうかということで苦慮して、今年も各町

内会で試行錯誤で取組を進めているところであり

ます。町内会活動がなかなか加入率が低下したり、

役員が高齢化ということで、いろんな課題が出さ

れている中で、こういった町内会ネットワーク事

業を通じ、地域がもう一回一体となってといいま
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すか、いろんな方が気軽に参加して、その地域を

盛り上げていくということが大変重要だというふ

うに思っています。これまでの活動もきちんと評

価しながら、あるいは改善しながら、そういった

ことにつながるような活動をいかに進めていくか

というのは今後も常に検証しながら、行政評価の

中でもしっかりそれぞれの各部署からも御意見を

いただきながら、改善に努めながら、有効な事業

として推進してまいりたいというふうに考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 具体的な取組、

令和２年度のというお問合せですけれども、申し

訳ありません。詳しい細かいデータ今持ち合わせ

ておりませんので、後ほどお届けさせていただけ

ればと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今小川部長のほうか

ら御答弁もありました。非常にこういうコロナ禍

の厳しい状況の中で社協は社協なりに、例えば昨

年のたしか１２月からだと思うのですけれども、

本当は今年の３月いっぱいということだったこん

にちはレターだとかマスクの配布だとか、各町内

会でかなり多くの方も利用されているというふう

なお話も伺って、実際自分も町内でも利用させて

いただいております。ぜひ目標年度全部は難しい

のかもしれない。できるだけこれに近い目標の中

でネットワーク事業に参加できるような、また後

ろから、側面からの応援もお願いをしたいという

ふうに思います。

今小川部長のほうからもちょっとお話がござい

ました。中期計画の市民主体のまちづくり推進、

主な成果指標の一つに町内会の加入率、これが成

果指標が定められております。７２町内会の加入

率、２０１７年は７７．９７％、目標値の２０２

２年度７８．５、５年間で０．５２％、令和２年

度どういうふうな実態になっているのか確認をし

たいのと名寄市職員の町内会加入率、これはどの

ような数字になっているのか併せてお伺いをした

いというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１１時３０分

再開 午前１１時３１分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） お尋ねがありま

した令和２年度の加入率ですけれども、７４．６

５％という数字になっております。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 職員の町内会加入率

のお尋ねあったと思いますが、平成２５年の数字

で申し訳ございませんが、そのときの数字で８１．

８％の加入率となっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今の数字なのですけ

れども、令和２年度７４．６５、２０１７年の基

準値が７７．９８ということは、むしろ下がって

きているのかなというふうに受け止めます。改め

て再度まだこの後じっくり確認をさせていただき

たいと。

職員の加入率が平成２５年ということで非常に

古いデータだと思うのですけれども、８１．８％

ということで今御答弁をいただきました。先般の

議員協議会において第２次名寄市行財政改革推進

基本計画の令和２年度版の報告をいただきました。

その中で、市民参加によるまちづくりの推進項目

の主な事業の取組において、転入者に向けた町内

会加入の働きかけを実施するとともに、職員に対

しても町内会活動の積極的な参加を呼びかけたと

ありますけれども、具体的な職員に呼びかけた内

容についてお聞きしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 行革の実施計画の評
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価の部分で、町内会活動の積極的な参加を呼びか

けたという部分でございます。町内会活動につき

ましては、強制はできないところでございますけ

れども、名寄市の自治基本条例の中で市民自らの

意思によりまして、主体的にまちづくりに参画す

るということをされております。当然職員につき

ましても一市民として町内会活動に積極的に参加

すべきという部分については考えるところでござ

いまして、庁議ですとか課長会議ですとか、あと

新規採用職員の研修会、そういう様々な場所にお

いて町内会への加入ですとか、あと町内会活動へ

の参加について呼びかけたというところでござい

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 申し訳ありませ

ん。先ほどの町内会ネットワーク事業の町内会の

実施している数ですけれども、平成２８年度が５

６町内会で、令和２年度が５２町内会ということ

で、答弁では最近の数字を言わせてもらいました。

コロナ禍でちょっと減少していますが、一方ＫＰ

Ｉでは今後も伸ばしていこうというふうに思って

いますので、議員おっしゃられるとおり、今後こ

れを利用する町内会を増やすように担当としても

努力してまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今の小川部長の部分

は理解をさせていただきました。

町内会の加入率、総務部長のほうから強制はで

きない、一市民としてそれは積極的にと。庁議だ

とか課長会議、あるいは新人の研修会等でお話を

しているというふうに御答弁がございました。先

ほど壇上でもちょっと私お話をさせていただいた

ように、やはりまちづくりの原点というのは町内

会、いわゆる地域コミュニティー活動ではないの

かなというふうに思います。まずは、その町内会

に加入をして、町内会会員との意見交換により正

式な聞き取り、先ほどいろんな出前トークだとか

まちづくり懇談会、それは十分にやっていただい

ているのは理解をします。そうはいいながら、改

まってそこでお話をするのではなくて、町内会に

加入をして、いろんな事業に参加をして、その中

で自然にお話ができる、あるいはその町内会の役

員としてそこに入ることによって情報も入れる、

あるいは情報も伝えることができるというふうな、

常に肌で、身近な感覚でお話ができるというのが

必要でないのかなと。先ほど答弁ありました名寄

市職員の町内会加入率８１．８でしたっけ、平成

２５年。それで、これの基本計画、成果指標を出

す前に冒頭にＰＤＣＡでそれぞれ検証していると

いうふうな形になっておりますけれども、改めて

この町内会加入率について、チェックとアクショ

ンを踏まえてどのような積極的な参加を呼びかけ

たのか、もう一度お伺いをしたいというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 職員についてでござ

いますけれども、先ほども申し上げましたが、様

々な会議を通して参加を呼びかけた。あと、加入

も併せて呼びかけ、基本的には加入がまず大前提

ということでありますので、加入について呼びか

けておりますし、例えば新規採用職員ですとかど

この町内会か分からないだとか、そういう部分で

ありましたら担当の総合政策課の担当のほうに声

かけをすればその場所も分かるだとか、そういう

ふうな形で参加を、加入を促しているというとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 冒頭でもあったよう

に、この町内会の加入、強制はできない、一市民

として関わっていくというふうなその部分は十分

理解をしながらも、やはり行政に関わっていると

いう意味合いの中ではもうちょっと具体的なチェ

ックだとかアクションが必要なのかなという気が
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いたしますので、その辺は今後のいろんな課題の

中でまた取組を進めていただきたいというふうに

思います。

あと、地域連絡協議会、非常にコロナ禍の中で

厳しいというのは十分理解をしています、活動に

ついても。ただ、それぞれの各町内会非常に役員

の成り手不足だとか、あるいは高齢化だとかとい

うふうなことによって、単位町内会だけで運営し

ていくのも一方では厳しいというふうなお話を聞

いている町内会もございます。ぜひ地域連絡協議

会、この活動が活発に進められていくように、こ

れは基本的には連合町内会というふうな形にもな

ろうかと思うのですけれども、この辺の活動推進

に向けて適切な指導だとか助言、これをお願いを

しておきたいというふうに思います。

次に、市民と行政のパートナーシップ構築に向

けて改めてお伺いをしたいというふうに思います。

市民と行政のパートナーシップ、先ほど答弁にも

ありました。いろんな形での情報提供をしている

というふうなことで、その内容については十分理

解をさせていただいております。当然いろんな主

要な施策については、専門委員会あるいはパブリ

ックコメント等、意思決定を反映をしているとい

うふうにも理解をしております。そこで、パート

ナーシップ構築を含めて市民参加の拡大という視

点で、市民だけではなくて、あるいは市民と企業

の活力、この辺を生かしたまちづくりも一方では

必要でないのかなというふうに思いますけれども、

この点についての考え方について改めてお伺いを

いたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 市民はもとより

企業等も含めての活力というお話ですけれども、

議員おっしゃるとおり、企業の活力をうまく活用

させていただきながら、いろいろなエネルギーに

変えていくといったことは非常に重要でありまし

て、そんなことも含めて現状今包括連携協定など

結ばさせていただきながら、いろいろな方面での

御協力をいただきながら進んでいる現状にござい

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 民間の企業も含めて

そうですけれども、大学や何かも企業という位置

づけで見るかどうかは別としても、いろんな形で

今進められているというふうに思いますので、そ

の辺のさらに強化を進めていただければなという

ふうに思います。

先ほど壇上でもお話をさせていただいたように、

名寄市も高齢化だとか核家族化だとか、一方では

個人の価値観が非常に多様化しているというふう

な、その中にあって町内会を含めて地域を支える

人材が不足をしているというふうな厳しい状況に

なっていて、どうかすると住民同士のつながりが

希薄になってきているというふうなものも見える

ところもあります。地域コミュニティーの機能が

弱まるということは、その地域にとっては様々な

問題が出てくるのではないかというふうに思いま

す。

いずれにしても、名寄市も高齢者をはじめとす

る保健だとか医療、福祉、生涯学習、あるいは多

様で質の高いサービスが求められていることは、

行政だけではなくて、各種の公益法人だとかＮＰ

Ｏだとか、あるいはボランティア、いろんな民間

企業など、これまでも十分進められていると思い

ますけれども、さらに多様な主体の協働によるサ

ービス、ネットワークの形成に向けて、さらなる

要望をしておきたいというふうに思います。

次に、小項目３番目、自主的な市民活動の拡充

に向けてお聞きをいたします。先ほどこの内容に

ついては、セミナーの開催だとかというふうなこ

と、いろんな形で自治基本条例浸透をさせていた

だいているというふうな御答弁をいただきました。

自治基本条例の見直しに向けて、先ほども言いま

した平成３１年４月から令和５年５月まで実施さ

れた自治基本条例アンケート調査で、内容まで知
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っているというのが０．９％、ある程度知ってい

るというのは２１．５％、名前は聞いたことがあ

るというのが３７．３％、全く知らない４０．３

％の結果であります。この結果だけを見ると、７

割強の市民の方がよく理解をされていないという

ことになります。やっぱり市民周知については、

繰り返しの対応が一方では必要なのかなというふ

うにも思います。以前に広報でお知らせを行って

いたというふうに思いますけれども、市内全戸に

配布される広報を使って定期的な情報発信、これ

も一方では必要なのかなというふうに思いますが、

改めてこの辺の考え方についてお聞きをいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 自治基本条例の

市民への浸透ということですけれども、議員から

御指摘いただいたとおり、今までの同じ方策を繰

り返していてもなかなか大きな効果という手応え

という部分は感じられていない現状にありました

ので、今現状担当には広報等もう一度活用させて

いただきながら、ただ文字一辺倒のこういう条例

がありますという周知ではなくて、小学生でもぱ

っと見たときに引きつけられるような、そんな現

行の周知方法をいま一度検討してほしいというこ

とで今指示を出しているところでありますので、

今後しっかりとそういった我々名寄市の強みであ

る広報、これをしっかり活用しながら、いま一度

市民の皆様方に周知徹底をさせていただきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今部長から御答弁あ

ったように、見せる側と見る側の立場というのは

非常に大切だと思いますので、その辺情報の周知

の方法をまた改めて検討をお願いをしたいという

ふうに思います。

先ほどのアンケートの結果の中で、市民の方が

情報をどういうふうな形で入手をしているのかと

いうふうな結果も出ております。その中で、広報

なよろが４７％、町内会の回覧が２０．４％、新

聞１５．７、ホームページ１０．１というふうな

広報なよろでの情報の入手の方がまだ非常に高い

というふうな数字もあります。加えてホームペー

ジも１０％と。今回コロナの接種申込みで名寄市

のラインの友達追加をされた方もかなり多くいる

と思うのです。ぜひ今部長のお話にあったこと、

それも含めていろんなネットワークを使って情報

の周知、これを粘り強くお願いをしたいというふ

うに思います。

持続的なまちづくりということでいろいろやり

取りをさせていただきました。最後に、この件に

ついて加藤市長にお伺いをしたいというふうに思

います。自分は、先ほどよりお話をさせていただ

いているとおり、まちづくりの原点、これは地域

コミュニティー、いわゆる町内活動にあるのかな

というふうに思っております。名寄市総合計画

（第２次）中期基本計画の市民主体のまちづくり

の推進において、これからの行政サービスは行政

だけでは地域の課題にきめ細かく対応することが

難しくなってきていることから、市民と行政がそ

れぞれの役割と責任を分担しつつ、共に手を携え

てまちづくりを担っていくことが必要ですという

ふうに明示がされております。この観点でいろい

ろ今までもやり取りをさせていただいて、進めら

れているというふうに思いますけれども、今まで

進めてきた成果と今後さらに推し進めていく事柄

についてお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員お話しのとおり、町

内会というのは、名寄市においてのコミュニティ

ー組織で最も重要かつ地域に密着した組織であり、

名寄市と行政を進めていく上での重要なパートナ

ーというか、協働のまちづくりにとって大事な存

在でありますし、今もなお様々な活動を共にやら

せていただいているということであります。その

中でも、今回のコロナ禍においてもさきのマスク
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の活動もありましたけれども、民生委員さんを中

心に地域の皆さんがしっかりと地域に目を配って

いただいて、孤立することのないような、あるい

は様々な見守りも展開していただいている。そう

した地域の力も大きく感じているところでありま

す。一方で先ほどから御指摘のとおり、町内会の

中でもなかなか活動が厳しくなっている町内会も

あるというふうにも承知をしておりまして、先般

アンケート調査をさせていただく中で、そうした

現状も踏まえて、より町内会の皆さんがこれから

も活動しやすいように少し町内会の負担を軽減し

ていくようなことも検討し、一部実行もしている

ところでありますけれども、そうした協議も進め

ていく中で、より町内会がしっかりと活動しやす

いようなバックアップを今後とも積極的に行って

いきたいというふうに考えております。

役所庁内の職員の加入につきましても、私とし

ても協働のまちづくりのパートナーであるがゆえ

にいろんなことを町内会にもお願いしているとい

う観点からすると、我々も間違いなくこれは町内

会に入っていかなければならないのだということ

を常日頃あるいは市職員に向けても必ず私の言葉

でお話をするようにしておりまして、今後ともさ

らにそうしたことを進めていくように強力にお話

をしていきたいというふうに思います。加えて先

ほどお話あったとおり地域連絡協議会や、あるい

は今コミュニティ・スクール地域学校協働活動と

いうような、こうした動きも出てきているところ

でありまして、そうした町内会がなかなか担えな

い部分で、よりまた地域に密着した活動をどう整

理をして、その組織を発展させていくのかという

こともこれは横断的に検討していかなければなら

ないと思いますし、先ほどお話のあったとおり、

企業や様々なステークホルダーが地域におります

ので、こうしたみんながこの地域のまちづくりを

主体的に考えて行動していく、そうしたうねりを

ぜひ広げていけるように、行政としてもしっかり

とそうした活動をバックアップをし、サポートし、

また情報発信もしていくことで活力あるまちづく

りにつなげていきたいというふうに考えていると

ころでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 職員の町内会の加入

などへの情報発信、あるいは活動しやすい環境づ

くり、さらに強化を図っていただきたいというふ

うに思います。

次に、大項目２番目、王子マテリアの名寄工場

跡地活用について再度質問をさせていただきます。

地域への影響ということで、先ほど対策本部で情

報収集したところ、２０１９年１０月以降に調査

をした上川管内２７億円、名寄市内１８億円とい

うことで、大きく数字は変わっていないというふ

うなことでこれは理解をさせていただきました。

先月８月１６日ですか、日本製紙の釧路工場、

ここが１００年余り続いた紙生産の歴史に終止符

を打って、釧路市では市内の総生産額の約６％に

影響するという報道がされておりました。王子マ

テリア名寄工場の生産停止に伴って名寄市内の総

生産に対する影響額何％ぐらいなのか、もし試算

をしていればお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 市内の総生産と

いうところでございますが、まず製造業というと

ころでいきますと、昨年にも先ほどの調査と同じ

ように公表させていただきましたが、約１８０億

円程度、あるいは近いところでいくと２００億円

程度の工場出荷額というのがございますが、統計

によりますと名寄市内全産業の、これは国の統計

によりますと、先ほど言った１８０億円、２００

億円という数字が名寄市全産業の１割を超える状

況になっておりました。この製造品出荷額に占め

る紙パルプ工業のウエートというのが８割程度を

占めておりますので、相当程度の大きいいわゆる

出荷額の占める割合になっていると認識しており

ます。
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〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 本当に大きな金額の

生産量が減っていくというのがもう間近に控えて

いると。製造業の中では１８０億円から２００億

円、全産業の中では１割強というふうな御説明を

いただきました。まだ今は稼働しているのですけ

れども、いずれにしても今後停止の後にそれぞれ

のいろんなここに参加をしている、あるいはそこ

に携わっている企業の方への影響も非常に出てく

るのかなというふうに思っております。

その辺はまた最後にちょっとお聞きをしようと

思うのですけれども、従業員の動向についてお話

をお聞きをしたいというふうに思います。名寄工

場の生産が終了するのは、今聞いている範囲内で

は３号マシンが１２月１日というふうなことで伺

っております。異動に関する内示、これはほぼ終

了していると。先ほどもちょっとお話をさせてい

ただいたように、家庭の事情だとかという中から

関連会社を含めてどうしても名寄を離れることが

できないということで退職をされ、名寄市に残る

という道を選択された従業員も相当数いるという

ふうに聞いております。いずれにしても、今まで

の生活基盤を失うということは、非常に厳しい状

況にあるというふうに考えております。

先ほど石橋部長のほうからありましたように、

工場停止後も一度に退職するのではなくて、残務

整理を含めて一定程度の期間業務に携わるという

方もいるというふうに聞いております。先ほど相

談窓口等について御答弁ありました。５月に市役

所産業振興課、名寄商工会議所、風連商工会の３

か所で総合相談窓口の設置をされて、７月に対策

本部でハローワークも含めて求人情報の取組をと

いうふうな御答弁をいただきました。そこで、実

際に退職されるというか、せざるを得ない従業員

の具体的な支援策、この辺がもし検討がされて、

今の段階、内容の具体的なものは別としても、雇

用のようなことが検討がされているのかどうか、

今の時点で考えていることがあればお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今現在の取組につき

ましては、先ほど室長が述べたように対策本部の

中で検討しながら、５月から相談窓口を設け、様

々な相談に応じているということと併せて我々も

情報収集をさせていただいているというような状

況であります。

実際に稼働停止のスケジュールも示されたとい

うことでございますので、私どもとしても地域に

残る意向を持っている方については、一人でも多

く地域に残っていただきたいという考え方をして

おりますので、現在相談窓口に加えてどのような

方法が取れるのかということについて検討させて

いただいているということで御理解いただければ

と思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） その部分については

理解をさせていただきます。

たしか２５年か６年前だというふうに思うので

すけれども、市内の大型店舗の倒産に伴って、市

内経済に非常に大きな影響を与える、あるいは関

連倒産を防止をするだとか関係企業の支援、ある

いはその従業員の生活支援というふうな施策が取

られた経過があるというふうに以前ちょっと資料

で確認をさせていただきました。王子マテリアに

ついては、生産品集約ということで２年前に発表

されて、異動ができない方、あるいはある程度今

具体化をしているというふうなことも実際現実の

問題としてありますけれども、同じような施策は

難しいとは思うのですけれども、以前のときに取

り組まれた施策を含めて考え方ができないのかど

うなのか、改めてこの辺お伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 我々もこの検討に当

たっては、当然に過去の事例なども含めて調査研

究をさせていただいているところであります。今
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例に挙げられたところについては、平成７年の年

末の倒産に伴って、多くの方が職を失ったという

ことになっております。当時の状況を考えますと、

バブルの崩壊後、景気的にはかなり停滞していた

状況だというふうに思いますし、それに伴って当

然有効求人倍率等も低かったと。なかなか次の職

を見つけづらかったということで、当時私まだそ

この職員ではなかったので、明確には断言はでき

ないかもしれません。一部推測あるかもしれませ

んけれども、そういった背景を踏まえて、まずは

職を失った方の生活を守るということもあったで

しょうし、その規模感を考えたときにやはり地域

に対する影響も非常に大きいという、そういう判

断がされ、それがまさに地域の課題、行政課題と

して対策を打たれたのだというふうに私のほうで

は理解をさせていただいているところであります。

今回の王子の関係についてであります。職を失

うというところでは同じでありますので、当然不

安を抱えている方は多いのだろうというふうに思

いますが、私がここで行政がもし支援をするとす

る場合、この政策課題は何なのかということがあ

るのだと思いますけれども、そこの大きなポイン

トは２つあるのかなというふうに思っています。

１つは、人口が減少している中で、今総合戦略の

中で施策を総動員しながら人口の減少に歯止めを

かけようとしている中であります。その中で、２

００名とも言われる従業員の方が場合によっては

名寄から離れるかもしれないという危惧があるわ

けです。２００人というのは決して２００人では

なくて、２００世帯ということになるでしょうし、

関連を含めるともっと膨らむ可能性があると。そ

れと、もう一つは、市内の状況、有効求人倍率が

７月現在だったと思いますけれども、１．６ぐら

いたしかあったはずです。つまり人が極めていな

いと、働く方がいないということです。そういう

中で、まさに働き盛りの生産年齢人口の方が市外

に流出をする、その人口が喪失されるということ

は、地域にとっては非常に大きな痛手になるだろ

うというふうに思っています。当然経済というこ

とだけでなくて、それを取り囲むコミュニティー

も、先ほど質問いただいたコミュニティーもそう

だと思いますし、子供がいれば学校への影響もあ

り、様々な地域への影響があると思いますので、

こういった視点からやはり行政課題としてしっか

り捉える必要があるのではないかという今思いを、

これは私的な部分もあるということを含めて受け

止めていただきたいと思いますが、そういった視

点から行政課題として、行政として何ができるの

か。先ほど室長の答弁にありましたけれども、地

元に残っていただくために何が必要なのかあるい

は検討を進めているところですという答弁をさせ

ていただきましたけれども、行政としてできるこ

とをしっかりと対策本部、あるいは関係の人たち

からもしっかり声を聞いた上で検討させていただ

きたいと思いますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今、今後のことを含

めて御答弁をいただきました。一企業ということ

になると、またいろんなことも出てくるのか、行

政課題として全体の枠組みの中で取組を進めてい

ただくよう改めてお願いをしておきたいというふ

うに思います。

時間がなく、跡地利用について最後お伺いをし

たいというふうに思います。先ほど当初掲げた３

点の方針の中でそれぞれ御説明はあって、王子ホ

ールディングス、ここが再生可能エネルギーにつ

いて事業化に向けて検討がなされている、意向を

確認しているというふうな御答弁をいただきまし

た。建屋等の解体も来年以降というふうな御答弁

もいただきました。この広大な敷地の中で今大き

な３本の目標を立てて、全体のグランドデザイン、

これを描くというのは、相手もあって今の段階で

は非常に厳しいのかなというふうに思いますけれ

ども、いずれにしても１２月１日に生産停止とい

うことの中で跡地利用の３つの柱を基本に進めて
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こられて、もう少しこの３本の中で具体的にお話

をいただける部分があれば、改めてお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 大きく３つの柱

を立ててこの間取り組んでまいりましたけれども、

お話しした以上の具体的なお話というのは今はな

かなか持ち合わせていない現状ではありますが、

エネルギーに関しては、新聞報道でもありました

とおり、王子ホールディングス側から具体的に検

討していただいているといったところで、今後し

っかりとそこが情報として、確約した情報として

皆さん方にお届けできるようになるように我々も

しっかり努力してまいりますし、答弁でもお話し

しましたけれども、物流に関してもこの名寄とい

う地理的優位性がかなり再認識できたと、この間

の取組で再認識できたということで、これから民

間の動きの中でもここが一つの道北の中継地点に

なってくるような動きがこれからどんどん出てく

るのだろうということで、２０２４年の労働基準

法改正に向けてドライバーの規制が厳しくなるそ

のタイミングを見て、ここが物流の拠点地域にな

っていくといったことが何となく全体感からも見

えてきておりますので、この部分についてもしっ

かりと、これは王子跡地に限らず、名寄市のこれ

からの可能性としてしっかり取り組んでまいりた

いなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） なかなか今の時点で

は厳しいというふうな、それも十分理解をいたし

ます。ただ、王子で再生可能エネルギー、これを

ある程度進めていかれるという意向を確認したと

いうことで、ほかの２つの方針にも非常に大きな

プラスの影響があるのかなというふうに思ってお

ります。これを具体化をしていくことによって、

王子マテリアが生産拠点なくなったという後でも

市内経済への影響、これを少しでも緩和もできる

のだというふうにも思いますし、また雇用確保に

もつながっていくのかなというふうにも考えてお

ります。この跡地の立地を生かしたさらなる取組

をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

安全安心なまちづくりについて外１件を、遠藤

隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、安全安心なまちづくりにつ

いて３点、最初に小項目の１、防災対策の充実に

ついてお伺いいたします。近年気候変動の影響に

より、気象災害は激甚化、頻発化し、いつどこで

自然災害が発生してもおかしくない状況にあり、

本市においても想定される豪雨、暴風雨による洪

水をはじめ、地震、土砂災害、豪雪、暴風雪など

様々な自然災害リスクが存在しており、自然災害

リスクへの対応力を高めていくことは重要である

と考えます。本市においては、各種自然災害を想

定した各種訓練等が実施されており、特にコロナ

禍においても昨年度は新型コロナウイルス感染症

を考慮した避難所運営訓練、今年度は上川北部８

市町村が参加する広域防災訓練及び昨年度の新型

コロナウイルス感染症を考慮した避難所運営訓練

を生かした避難訓練、また防災情報システムの導

入、まるごとまちごとハザードマップ事業、防災

担当職員による出前講座等、市民の防災意識向上、

官民連携を含め、地域防災力向上に向けた取組を

されているところですが、地域防災力向上に向け

た将来的な防災対策の充実について本市のお考え

令和３年９月１５日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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をお伺いいたします。

次に、小項目の２、名寄市防災マップの改定に

ついてお伺いいたします。現在本市には、平成２

７年に発行された防災マップと平成３０年発行の

洪水ハザードマップの２つがあり、防災マップは

１００年に１度の大雨を想定した浸水想定で作成

され、水害だけでなく土砂災害、地震や火災、雪

害などの情報が掲載されており、洪水ハザードマ

ップは１，０００年に１度の大雨による浸水想定

をした洪水に特化したものであり、浸水想定は異

なっております。本年５月２０日からは、災害対

策法の改正により避難勧告、避難指示が一本化さ

れ、新たな避難情報に変わりました。また、コロ

ナ禍においては、非常持ち出し品についても変わ

ってきています。本市においては、豪雨、暴風雨

による洪水をはじめ、地震、土砂災害、豪雪、暴

風雪など様々な自然災害リスクが存在しており、

早い時期に各種災害に対応した名寄市防災マップ

の見直しを行い、最新の情報が掲載されたものに

改定すべきと考えますが、本市のお考えをお伺い

いたします。

次に、小項目の３、介護老人福祉施設等におけ

る災害対策についてお伺いいたします。近年全国

的に風水害などの自然災害が多発し、台風や豪雨

による浸水被害等により、介護保険施設等におい

て多くの高齢者が犠牲になっています。立地的に

浸水被害の想定外、また建物の耐震基準が満たさ

れているとしても、災害はいつどこで発生するか

予測できないものであり、本市においても豪雨、

暴風雨をはじめ様々な自然災害リスクが存在して

おり、安定した生活を続けてもらうためにも介護

老人福祉施設等における利用者の安全確保、あら

ゆる非常災害時の体制整備については日頃から整

えることが重要であると考えますが、本市の介護

老人福祉施設等における災害発生時の対策、備蓄

品、避難体制等についてお伺いいたします。

最後に、大項目の２、高齢者福祉の充実につい

て、小項目の１、在宅生活を継続するための支援、

サービスについてお伺いいたします。本市におい

ても高齢化率は増加傾向にあり、高齢独居世帯、

高齢夫婦世帯や認知症、老老介護、介護ニーズが

高い後期高齢者の増加も見込まれており、住み慣

れた地域で安心して生活を続けるための様々な取

組が行われていますが、今後はさらに一人でも多

くの後期高齢者の方が介護認定を受けることなく、

在宅生活を継続することができる支援サービスを

強化していくことが重要であると考えます。

市内の中心部にあり、地域住民の交流の場とし

て長い間親しまれてきた銭湯、日の出湯が２０１

９年８月３１日に５８年の歴史に幕を下ろしてか

ら２年が過ぎ、名寄市の温浴施設もなよろ温泉サ

ンピラーのみとなり、私有車を保有していない高

齢者からは、バス料金が無料でも遠くて時間もか

かり、あまり行こうとは思わないという声を聞き

ます。また、高齢になると、自宅の風呂は近年の

浴槽とは違い浴槽が深いために、清掃にも危険が

あるといいます。特に後期高齢者で独居世帯の方

は、一人で入浴し、万が一入浴中に何かあった場

合、誰にも助けてもらえないのではないかと思い、

怖くて入浴できないというお話も聞きます。温浴

施設を新たに整備するには多くの課題があり、現

実的ではありませんが、既存の施設を活用できれ

ば、それほど難しいことではないと考えます。

そこで、名寄市総合福祉センター内に障がい者

及びその介護者が休館日を除く火曜日、木曜日、

土曜日に午前１１時から午後３時まで１回２１０

円で利用できる浴室がありますが、使用のできる

基準を変え、障害者手帳等がなくても申請するこ

とにより７５歳以上の独居世帯、夫婦世帯の方が

利用できないかと考えるところですが、本市の御

見解をお伺いいたします。

また、コロナ禍において高齢者の方々には町内

会等の活動をはじめ行動に制限を受けており、こ

れからは季節的に２か月ほどで雪も降り、冬期間

に入り、さらに外へ出る機会が減少してくると思

います。人との触れ合い、行動することは、介護
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予防につながる一つの策であり、今後はさらに通

いの場を充実させ、健康維持につなげていく取組

が必要であると考えます。総合福祉センター内に

あるこども発達支援センターこどもらんどは、現

在整備中の南保育所に併設されることにより、現

在使用しているスペースも空き、通いの場として

活用できるのではと考えるところですが、本市の

御見解をお伺いいたします。

また、こども発達支援センターこどもらんどの

スペースを今後どのように活用されるのか、予定

があればお聞かせください。

以上この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 遠藤議員からは大項

目２点にわたり御質問をいただきました。大項目

１の小項目１と２は私から、小項目３と大項目２

はこども・高齢者支援室長からの答弁となります

ので、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、安全安心なまちづくりにつ

いて、小項目１、防災対策の充実についてお答え

いたします。自然災害が激化する中、防災対策に

ついては減災の考え方を基本に、自助及び地域の

共助力の向上を中心とし、地震、風水害、雪害な

ど様々な災害に備えて、防災、減災の取組を進め

てまいりたいと考えております。これまでも住民

の防災意識の向上や避難についての理解を深める

ことなどを目的に防災訓練や防災セミナーを実施

しておりますし、ハザードマップのさらなる普及、

浸透のため、まるごとまちごとハザードマップに

も取り組み、危機意識の醸成と避難場所などの認

知度の向上を図っております。また、防災の専門

的な知識、経験等を有する外部人材として、平成

２１年には非常勤職員として、平成２９年度から

は地域防災マネージャーの要件を満たした正職員

として退職された自衛官を採用し、防災担当部署

に配置して防災対策の充実を図ってきております。

将来的な防災対策の充実についての考え方です

が、様々な自然災害に対応できるように防災、減

災の取組を推進してまいりたいと考えているとこ

ろであり、特に本市におきましては水害のリスク

が高いと考えておりますので、天塩川上流減災対

策協議会での取組方針などに基づき、防災訓練や

防災セミナーなどの継続した取組から防災対策の

充実を図ってまいりたいと考えております。

次に、小項目２、名寄市防災マップの改定につ

いてお答えします。本市では、平成２７年に各自

然災害の情報を掲載するマップとして作成した防

災マップと、その後最大想定規模の浸水想定が公

表されたことに伴い、洪水に特化したマップとし

て平成３０年に作成した洪水ハザードマップの２

つの防災マップを活用しております。御指摘のと

おり、本年５月に災害対策基本法が改正され、避

難情報の見直しが行われたことに対する修正や、

新型コロナウイルス感染症対策を考慮した非常持

ち出し品の新たな記載なども必要となっておりま

す。さらに、昨年には土砂災害警戒区域等の新た

な指定やサンルダムの完成により浸水想定も変更

されております。また、豊栄川上流遊水地の運用

開始に伴い、豊栄川の浸水想定の変更も今後予想

されますので、これら最新の情報を掲載した新し

い防災マップについて令和４年度に作成する方向

で検討を進めているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは大項目１、安全安心なまちづくりについて、

小項目３、介護老人福祉施設等における災害対策

について申し上げます。

介護老人福祉施設等につきましては、自力避難

が困難な方も多く利用されており、災害時には避

難に時間を要することから、利用者の安全を確保

するためには豪雨、地震、洪水、土砂災害等の各

種災害に備えた十分な対策を講じる必要がありま

す。本市におきましては、令和３年３月に策定を

いたしました第８期高齢者保健医療福祉計画・介
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護保険事業計画において、高齢者福祉施策の推進

項目に新たに災害対策を設け、災害の発生に備え

て介護事業所、防災担当部局等が連携し、災害リ

スクや物資の備蓄等の確認を行うこととしており

ます。

現在洪水等の浸水想定区域内、または土砂災害

計画区域に立地している介護保険施設等につきま

しては、社会福祉施設等における非常災害対策計

画の作成及び避難訓練の実施について義務づけら

れております。本市が設置しております特別養護

老人ホーム清峰園においては、洪水時の避難確保

計画を策定し、防災体制、情報収集、伝達、避難

行動、食料などの備蓄品、防災教育及び訓練につ

いて定めております。計画に基づく具体的な取組

につきましては、毎年新採用職員向け研修、災害

発生を想定した災害避難訓練や通報伝達訓練など

を実施し、食料の備蓄につきましては最低３日分

の備蓄と更新管理を行っております。避難場所の

確保では、居室からホールへの移動やベッドの最

高位設定を行うこと、吸水性土のう設置により施

設内への浸水を防ぐといった対応を取ることとし

ており、災害が発生した場合の人命の保護及び円

滑かつ迅速な避難の確保を図ることができるよう

計画に基づいた取組を進めております。

市内の他施設の状況につきましても非常災害対

策計画の策定や避難訓練の実施がされており、市

が定期的に行います事業所への集団指導や実地指

導において非常災害対策計画の更新や避難訓練の

実施状況等について確認を行っております。

今後においても防災担当と連携しながら、介護

事業所に対して避難に関する内容やその実効性に

ついて把握、点検を行い、利用者等の安全の確保

に努めていただくよう助言、周知をしてまいりま

す。

次に、大項目２、高齢者福祉の充実について、

小項目１、在宅生活を継続するための支援、サー

ビスについて申し上げます。総合福祉センターの

浴室につきましては、開設当初より毎週月、水、

金曜日を障がい者のデイサービス事業で使用し、

事業実施のない毎週火、木、土曜日を名寄市総合

福祉センター条例に基づき障がいのある方が利用

しているところでございます。浴室にはデイサー

ビス事業の実施のため昇降機が設置されており、

湯舟が狭いことや浴室が大きくないことからろ過

装置が低能力であること、また保健所へは限定的

な使用目的として申請をしており、公衆浴場登録

をしておりません。なお、平成８年の開設以降、

大規模な改修を行っておりませんので、浴室全体

も当時のままとなっております。このような状況

から、デイサービス事業の継続や障がいのある方

が安心して安全に入浴できる環境を確保するため、

現行の障がいのある方を対象とした利用を継続し

ていくことに御理解をお願いいたします。

次に、こどもらんどが移動した後のスペース活

用について申し上げます。現在新南保育所に併設

予定のこどもらんどは、令和６年４月の開所に併

せ、令和６年３月までに引っ越しをする予定です。

現在使用しております総合福祉センターには、防

音を施した個別観察指導室や多人数で療育を行う

プレールーム、保護者との面談ができる相談室、

就学前児童が利用するトイレ設備など、各種の療

育場面に合わせた部屋が配置されております。

空きスペースの今後の利用方法につきましては、

現段階では決まっておりませんが、現在の特色あ

る各部屋をそのまま活用していくのか、ある程度

まとまった大きさの部屋へ改修を行うことができ

るのかなど、総合福祉センターの設置目的も踏ま

えて検討していきますので、今後も有効活用に向

けた御意見をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ただいま大変御丁寧に、

大変詳しく御答弁をいただきましたけれども、確

認等を含め、何点かお聞きをしたいというふうに

思います。

まず初めに、防災対策の充実についてですが、
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地域防災力向上に向けた将来的な防災対策の充実

における考え方については、将来的に防災、減災

というところの部分でしっかりと理解をさせてい

ただきました。本市は、古くから交通の要衝地と

いうこともあり、都市機能を備え、旭川以北唯一

の救急高度先端医療を担う第三次地方センター病

院や日本最北の陸上自衛隊が駐屯しており、また

北海道縦貫自動車道の延伸に向けた士別剣淵名寄

間の整備も進められていくなど、災害時の救助、

支援、物資の輸送まで広域防災、物流拠点に適し

た条件が整っているということもあり、特に先般

行われた広域防災訓練は、広域防災、物流拠点化

に向けた第一歩になったのではないかなというふ

うに思っております。

御答弁の中に地域防災マネージャーの採用とい

う内容がありましたが、たしか地域防災マネージ

ャー制度は平成２７年度から開始されたと思いま

すが、令和３年３月３１日現在で全国の地方公共

団体の防災関係部局に５７５名ですか、が在職を

しているという状況で、道内においては令和３年

９月１日、６４市町村に７５名とお聞きしました

が、まだまだ少ない状況でありますが、本市にお

いては早い時期から退職自衛官の地域防災マネー

ジャーを採用していただいており、自衛官ＯＢと

してもまずはお礼を申し上げます。私自身自衛官

ＯＢの現役として、地域防災マネージャーの重要

性、必要性、そういった部分についてはしっかり

とＰＲし、多くの方に知ってもらうという役割も

あると思っております。そこで、お聞きしたいの

ですけれども、本市が地域防災マネージャーを採

用されてからこれまでの業務、活動等について、

どのようなことをされてきたのかお聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 地域防災マネージャ

ーにつきましては、先ほども申し上げましたとお

り、平成２９年度から正職員として１名の方採用

させていただきまして、防災担当業務のほか、総

合政策課の業務も兼務しているという状況でござ

います。具体的に申し上げますと、災害時等での

災害対策本部の対応ですとか、平常時におきまし

ては防災訓練の企画、運営、各団体ですとか町内

会への出前講座の実施など防災業務全般に携わっ

ていただいておりまして、これまで培ってきた災

害対応ですとか被災地支援派遣などの経験を生か

せるような配置になっているのではと考えるとこ

ろでございます。特に平成２９年度から３年間取

り組んでおりましたＦＩＧ―ａなよろ課題を見つ

ける避難訓練というものがありますが、これにつ

きましては総務省の防災まちづくり大賞を受賞し

ているところでありますし、滋賀県で行われた全

国の自治体職員を対象とした研修会ありましたが、

そこにも講師として派遣しているというところで

もございます。また、今年度の広域防災訓練、Ｗ

ＩＴ―ａなよろ課題を見つける物資輸送訓練です

か、それにおいても自衛隊さんなども連絡調整し

ていただきながら、上川北部管内における大規模

な訓練を行っているというところでございます。

そのほか兼務であります総合政策課の業務では、

防衛施設周辺の整備事業ですとか、陸上自衛隊名

寄駐屯地の増強促進期成会の事務局にもなってい

ただいておりまして、防衛省や自衛隊などと連携

しながら、要望活動なども行っているところでご

ざいます。本市といたしましては、今後も引き続

き地域防災マネージャーの任用を行いながら、地

域防災力の向上につなげてまいりたいと考えてい

るところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 初めから専門の防災職

員を育成するにはかなりの時間を要します。しか

し、本市の地域防災マネージャーは、長年の自衛

隊勤務で培った防災、危機管理に関する優れた経

験、知識、技能というものを有しており、実際に

大規模災害現場での指揮、活動等の経験もあり、

御答弁の内容からも即戦力となって活躍されてき
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たことが分かります。

先般実施された広域防災訓練に北海道上川総合

振興局から危機対策推進委員会に参加をいただき

ましたけれども、その方も自衛官ＯＢで、真駒内

で連隊長もされた方ですが、お話をする機会があ

り、当時の総監、私も総監部勤務時にお仕えした

方ですが、その方からの勧めがあって現在の職に

就かれたというお話を聞き、北部方面隊としても

地域防災マネージャー制度については、北海道全

体の防災力の向上と連携強化の面からも全道各市

町村への配置を目指していたということを思い出

します。地域防災マネージャーは、自衛官を含め

た誰もがなれるわけではなく、定められた様々な

要件をクリアして、内閣府の証明を受けた方でな

ければなりません。自衛官ＯＢの場合、防災訓練

時や発災時に自衛隊との連携を図ることができる

ことはもちろん、危機管理における首長の判断を

的確に補佐をすることができ、また専門的な知識、

経験を持っていますので、先ほど答弁にもありま

した防災計画の作成、防災訓練の計画及び実施が

でき、採用された時点から即戦力となっていくと

思います。特に自衛隊が駐屯する自治体において

は、様々な面において日頃からの自衛隊との連携

調整等は重要であり、御答弁の内容からも地域防

災マネージャーの役割は重要であるというふうに

思っております。

道内における地域防災マネージャー等の採用の

現状ですけれども、自衛隊が駐屯する自治体では

防災担当とそのほかに自衛隊担当として退職自衛

官を採用している自治体がほとんどであります。

今後は、本市においても防災と自衛隊に関する担

当者を分け、さらなる自衛隊との連携強化を図る

べきではないかと考えるところですが、また今後

のさらなる地域防災力の向上、広域防災、物流拠

点化を形成していくためにも地域防災マネージャ

ーは必要不可欠であり、経年等により欠員となら

ないような措置対策というものは早めに行ってい

く必要があるというふうに考えております。そこ

で、加藤市長にお伺いいたしますけれども、本市

におけるこれまでの、また今後の地域防災マネー

ジャーの重要性、必要性といった観点からの市長

のお考えをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 災害に強いまちづくりと

いうのは、非常に重要かつ基本的な行政の責務で

あるというふうにも考えておりまして、これをし

っかりと推し進め、また進化させていくというこ

とは大変重要であり、また地域防災マネージャー

が防災力の向上に絶大なる力をこれまでも発揮を

していただいているというのは、今議員もお話し

をいただいたとおりであります。命に関わる、あ

るいは喫緊の事案のときに支援をいただく最も信

頼できる組織は自衛隊ということであります。今

の災害対策基本法の中では、市町村は基本的に自

衛隊の派遣は北海道、都道府県を経由して依頼を

するということになっておりますけれども、実際

には現場でしっかりと今何が起こっているのかと

いうのを連携をしながら、いざというときに遅滞

なく、あるいはそごなくしっかりと派遣をしてい

ただくという、そうした連携というのが大変重要

であるというふうに考えております。ゆえに、地

域防災マネージャーを今後とも継続して防災力の

ために市としても採用していく、さらにはでき得

れば名寄駐屯地の組織をよく存じた自衛隊ＯＢの

方が望ましいのではないかというふうに考えてい

るところでございます。加えて、今お話があった

とおり、名寄の現在の防災担当の地域防災マネー

ジャーについては、名寄駐屯地の様々な業務を兼

務をしていただいていて、この間も自衛隊の官舎

の問題や、今水道の接続の問題もありますし、部

隊再編の関係でも任務をやっていただいていると、

こういうことでありまして、ほかの自治体と比べ

てかなり防災以外の業務が過大になっているとい

うことも承知をしているところでありまして、こ

れはしっかりと課題として受け止めて、今後の人

事配置もそうしたことも含めて検討してまいりた
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いというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

今市長の御答弁からも本市における地域防災マネ

ージャーの重要性、必要性という部分については

十分感じさせていただきました。本市にとってよ

りよい形となるようぜひよろしくお願いをいたし

ます。

次に、防災マップの改定の部分ですが、様々な

見直しの部分はあると思いますが、令和４年度か

ら作成されるということで、非常にいい御答弁を

いただきました。ぜひ小中学校の防災教育にも活

用ができ、また高齢者にも見やすく、分かりやす

い防災マップが作成されることを期待しておりま

すので、よろしくお願いをいたします。

次に、介護老人福祉施設等における災害対策に

ついてですが、先ほどの御答弁で各施設への指導、

確認であったり、備蓄品の部分、避難体制、毎年

の研修であったり、訓練であったり、しっかりと

準備対策が取られているというところで理解をさ

せていただきますが、最悪の状況を想定した避難

行動についての部分ですが、先ほどその施設内だ

けでの避難の部分の御答弁だったと思いますが、

垂直避難でも危険を回避できない場合の利用者さ

んに応じた避難場所、例えば病院とか福祉避難所

とか御家族のいる自宅等々があると思うのですけ

れども、そのときの状況にもよりますけれども、

平時から最悪の状況を想定した避難場所について

はある程度決められているのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 避難

確保計画の中での避難先の指定ということで、計

画の策定の中には避難訓練の実施時期であるとか

回数、それから避難先の指定と、それから避難先

までの避難経路ということで、それも定めており

まして、それぞれの施設で公共施設であったり、

グループであればグループ内の病院であったりだ

とか、そういう避難先については全て指定をして

おりまして、実際に二階建ての施設であれば垂直

避難、もしくは避難先の確保ということで２つの

せておりますので、そこについては日頃から計画

の中で定めておりまして、避難訓練においても避

難先への避難ということも含めて行っているとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 安心しました。本市に

近年大きな災害というのは発生していませんけれ

ども、災害はいつどこで発生するか分からないと

いうところで、御答弁の中にもありましたけれど

も、介護老人福祉施設等においては自力避難困難

な方が多く利用されているということを十分に考

慮していただきたいというふうに思います。

また、厚生労働省の防災リーダーとなる職員の

部分については後押しをされているというふうに

思いますが、そういったところを含め、御家族に

も安心していただけるような対策を引き続き利用

者の安全確保を含め、勤務する職員の方々を含め

た安心できる対策、体制の構築をお願いをいたし

ます。

次に、在宅生活を継続するための支援サービス

についてお伺いをいたします。まず、入浴の使用

基準の部分なのですけれども、なかなかスペース

の問題であったり、ろ過装置の問題であったり、

様々な課題があって厳しいというような御答弁を

いただいたというふうに思いますけれども、しか

し本市も高齢化率の増加に伴って高齢の独居世帯、

夫婦世帯も増加して、生活、また入浴等において

不安を抱える方が増えてくるというふうに思って

おります。今の名寄市があるのは、現在高齢者と

なられた方々の御尽力のたまものであり、そうい

った方々に恩返しするというのは当たり前のこと

であり、いつやるのかと言われれば今であると私

は思っております。高齢者の方が住み慣れた地域

で在宅での生活を継続したくても、日常での生活

や交通手段といった足の確保をはじめ、除雪等様
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々な課題に対する不安要素が重なれば、住み慣れ

た地を離れるという選択肢も出てきてしまうとい

うふうに思っております。入浴に関しては、介護

認定を受ければデイサービス等により支援を受け

ることができますが、これからはそうではなく、

やはり後期高齢者となっても一人でも多くの方が

介護認定を受けることなく、健康で在宅生活が継

続できることが重要であり、それらを支援するた

めにも少しずつ改善していくことが必要ではない

のかというふうに考えます。

総合福祉センターの設置目的の中には、高齢者

の健康保持と生きがいを求める施設ということも

あります。確かに総合福祉センターができてから

築２０年以上ですか、が経過しているわけですか

ら、ボイラー等の耐用年数超えをはじめ、浴室内、

そういったろ過装置とか不具合があるのは当然の

ことだと思います。しかし、新たに温浴施設を整

備するわけではありませんから、既存の施設を整

備することによって少しでも対応が可能というふ

うになるのであれば、措置するべきではないかな

と思うところであります。

そこで、確認を含めお伺いいたしますけれども、

今現在の使用人数、福祉サービス事業の実績の一

番最後のページにあるのですけれども、このお風

呂の部分で収容人数が２０名というのは１日のこ

とを指しているのか。また、現在の入浴設備、ボ

イラー等を含め、ろ過装置とか含めて整備すれば、

そういった人数とかって増やすことが可能なのか、

その辺をお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の福祉センタ

ーの浴室の性能というか、そういった御質問でご

ざいます。ろ過機能につきましては、１時間当た

り１０名程度の入浴、お湯のろ過の能力があると

いうことで、総体的には１日２４名程度の入浴は

可能でないかということであります。ただ、現在

年間通して使われているのは、女性でいけば大体

月２００名ぐらい、男性浴室でいけば約１６０名

ぐらいということで、大体そういった能力の限界

に近い人数が利用されている状況にあります。そ

れと、先ほども申し上げましたが、スペースがそ

んなに広いスペースではないということで、障が

い者の方が安心して安全に入るためには今の人数

が大体確保できるところかなというふうに考えて

いますので、あそこの施設を改修すれば、例えば

浴室を広げたり、ろ過装置の機能を高めるという

ことでは抜本的な改修が必要となるということで、

今の現状ではなかなか高齢者の方までの受入れを

するのは厳しい状況にあるというふうに考えて答

弁をさせていただいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） なかなか厳しいという

御答弁をいただきましたけれども、実際そういっ

た７５歳以上の単身世帯の方、また夫婦世帯の方、

申請して何名おられるかなというところもあると

思います。実際先ほど言いましたけれども、月で

いったら男性浴室で１６０名ぐらいですか、女性

浴室で２００名程度ですか。１日平均にしたら何

人になるのですか。この２０名をオーバーしてい

るかどうかというところなのですけれども、ちょ

っとしたろ過装置、多分二十数年たっているわけ

ですから、１時間に１０名程度しか入れないよう

な、多分そういったろ過装置ではないのかなとい

うふうに思っているのですけれども、そういうの

を最新の状態すればもっともっと稼働できるので

はないかなというふうにも思うのです。７５歳以

上の方が全員というわけではないと思います。７

５歳以上の後期高齢者といったら何千人もいます

ので、しかし申請をしてという、本当に不安を感

じているという方というのはやはり不安を感じて

いるわけです。そういうところもう少し考えてい

ただいて、ろ過装置整備したらもう少し増やせる

のではないかなと私考えているのですけれども、

どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。
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〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほどの繰り返

しになりますけれども、ろ過措置もさることなが

らスペース的な部分もあるということで、いろん

な障がいのある方がいますので、その方がある程

度の空間で安心して入れる環境が必要かなという

ふうに思っております。

それと、自立デイサービスもあそこで受け入れ

ていますので、この方は要介護認定とか受けてい

ない方でやっぱり不安のある方とか、そういった

方も受入れしておりまして、月約３０名程度の方

は受入れしているということでありますので、ち

ょっと心身に不安があるとかそういった部分につ

いては、地域包括支援センターのほうに御相談を

いただいて、その人の状態によってそういった自

立のデイサービス事業も活用できるということで

ありますので、そういった方がいましたら市のほ

うに相談をいただければというふうに思っており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

部長から今介護認定を受けていなくても、そうい

った不安があれば利用ができるということで理解

をさせていただきます。ぜひそういう相談があれ

ば、そういうふうに対応していただきたいなとい

うふうに思います。

次に、通いの場の充実の部分についてですけれ

ども、まだまだこどもらんどのスペースの部分に

ついては先の話だと思いますけれども、あのスペ

ース、結構私も次男がお世話になりましたので、

その中は大体覚えております。高齢者の方の通い

の場として使うのだったらまたいいような内容の

施設かなというふうにも感じておりますので、ま

だまだ先の話だと思いますけれども、その辺は考

慮していただいて、検討をお願いをいたします。

次に、保育所の併設後の活用についてはまだ何

も決まっていないということでありましたけれど

も、総合福祉センターというのは災害発生時福祉

避難所としても指定がされていますので、ぜひそ

の辺も考慮されて、平時いろんな使い方があると

思いますので、有効に活用されることを期待して

おりますので、それについてはよろしくお願いを

いたします。

最後になりますけれども、本市のコロナ対策に

おいては、ワクチン接種もスムーズに進んでおり、

またスピード感を持った経済対策も行われ、一日

も早い新型コロナウイルスの終息を願うところで

あります。今後の名寄市の経済及び市民生活の安

定に向けた新たな対策に期待するとともに、日々

の新型コロナウイルス対応に御尽力されている皆

様に感謝を申し上げて質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

防災についてを、清水一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 議長から御指名をいた

だきました。大項目１点、防災について質問させ

ていただきます。

本年７月３日、熱海市は１日からの大雨で大規

模な土石流が発生、１２８棟の住宅が被害を受け、

これまでに２６人の死者と行方不明者１人の犠牲

者を出しました。翌月の８月１１日からは、停滞

した前線の影響で日本各地広範囲に大雨が続き、

１１日から１８日の全国の総雨量は暫定値で２８

万８，６９８ミリとなり、平成３０年７月豪雨を

８万ミリ以上を上回る歴史的、記録的な雨量とな

りました。特に１４日の夕から線状降水帯が次か

ら次へと発生し、長野県から長崎県にまたがる７

県に、翌１５日は千葉県から佐賀県の６県に緊急

安全確保が発令され、死者１２人、重症者２人、

軽症者１４人の人的被害が発生、温暖化の影響か

毎年のように大雨による被害が発生しています。

そのような中、今年の本市は雨も少なく、降水

量は３月から８月中旬まで平年に比して１０２ミ

リ少なく、積算降水量は２１９ミリで平年の６８

％にとどまっており、大雨による災害は無縁と感

ずるところではありますが、災害は忘れたところ
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にやってくるとも言います。だからこそ平時に物

心両面の備えをしておかなければなりません。こ

こで小項目２点にわたり質問します。

小項目１、令和３年度名寄市防災訓練について。

７月２１日、ＷＩＴ―ａなよろ課題を見つける物

資輸送訓練と名寄市防災訓練避難行動を同日に並

行して開催されました。両訓練の成果と課題を改

めてお聞きします。

小項目２、無名川の改修について。平成２２年

７月２９日から３０日の未明にかけて降水量１１

７ミリを記録、豊栄川、真狩川及び無名川が溢水

し、床下４１件、床上５件の内水被害がありまし

た。真狩川の溢水箇所には大型土のうを設置し、

改善されていますが、町中を走る無名川は２１線

手前で直角に曲がり、タヨロマ川の樋門に、タヨ

ロマ川が増水した際は樋門を閉め、樋門近くの排

水機でタヨロマ川に排水しています。排水が追い

つかず増水し、町中の無名川近辺住宅が床下浸水

となった要因と思われます。そこで、２１線から

曲がることなく直進させ、共和のタヨロマ川に水

を流す改修工事をすれば、増水による内水被害は

ないものと思われます。御見解のほどをお聞きし

ます。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 清水議員からは大項

目１点について御質問をいただきました。小項目

１は私から、小項目２は建設水道部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、防災について、小項目１、

令和３年度名寄市防災訓練についてお答えいたし

ます。本年度の名寄市防災訓練につきましては、

７月２１日に名寄市広域防災訓練、ＷＩＴ―ａな

よろ課題を見つける物資輸送訓練と市民参加型の

名寄市防災訓練を同日に並行して実施しました。

初めに、ＷＩＴ―ａなよろ課題を見つける物資輸

送訓練についてですが、上川北部の８自治体と陸

上自衛隊、ヤマト運輸株式会社などの協力により

訓練を実施しました。目的としては、近隣の自治

体と協力して、官民が連携した物資輸送訓練を実

施する中で、それぞれの立場で物資輸送における

課題の発見と支援物資の配送要領等について理解

を深めるとともに、物流網の効率化の推進に寄与

することとしております。

内容については、訓練の前段に参加自治体の首

長と上川総合振興局、ヤマト運輸によるリモート

会議を実施し、ヤマト運輸から平成３０年北海道

胆振東部地震での経験の総括などをお話しいただ

き、物資輸送における課題などの共通認識を深め

ております。想定状況としては、８自治体で水害

が発生し、多くの住民が避難した想定で避難者へ

の物資支援を行っており、名寄市の物流拠点から

自衛隊車両で各自治体の一次集積所に輸送し、引

き続きヤマト運輸の車両にてそれぞれの避難所に

物資を配送しました。成果としては、各自治体で

保有している物資の共有化の必要性や共有した物

資の保管拠点について理解が深まったものと考え

ております。また、物資を効率的に管理するため、

物流拠点及び集積所における支援物資のデータ化

並びに仕分けの重要性を再認識したものとなりま

した。本訓練では、物資の輸送体制を重点として

実施しましたが、災害発生時には物資の要請依頼

や配送完了報告などの連絡体制も必要となります

ので、次回の訓練機会があれば、より実践的な仮

定での訓練が必要になってくるものと考えており

ます。

２つ目の住民参加型の避難訓練についてですが、

今年度は風連地域の３つの町内会に参加いただき、

名寄河川事務所、自衛隊、名寄消防署などの協力

により実施しております。この避難訓練では、実

際に避難行動を行う中から避難における課題の発

見や避難のタイミングなどについて理解を深める

とともに、参加者の気づきによる住民の避難能力

の向上を図ることを目的としております。

内容については、物資輸送訓練と連動したコロ

ナ禍における避難訓練とし、緊急速報メールを活
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用して、警戒レベル３をきっかけに各町内会ごと

に避難行動を実施しました。避難後にはコロナ禍

における避難所運営を体験していただき、名寄河

川事務所からマイタイムラインについて講演いた

だいております。その後、自衛隊の炊き出しの試

食や名寄消防署の装備品展示の見学などを行いま

した。成果としては、参加者から訓練の必要性と

避難の重要性についての建設的な意見が多く出さ

れ、避難行動に対する認識を深められたことと併

せて防災に対する意識が高まったものと考えてお

ります。また、緊急速報メールの活用や避難所運

営訓練などにより職員の能力向上にもつながって

おります。

今後の課題についてですが、本年５月に改正さ

れた避難情報の内容を理解されていない方も複数

いたことが明らかになりましたので、今後の訓練

やセミナー、出前講座などの機会を通じて、避難

情報などについての理解を深めていく必要がある

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） それでは、私か

らは大項目１、防災について、小項目２、無名川

の改修についてお答えいたします。

平成２２年７月に本市は記録的な大雨により豊

栄川、真狩川及び無名川があふれ、名寄地区や風

連市街地を中心とした住宅浸水とともに、郊外に

おいても農地への冠水被害が発生いたしました。

このときに無名川があふれた原因につきましては、

無名川上流の別ルートを流れている真狩川が当時

の大雨により排水処理能力を超え、その処理し切

れなかった排水が無名川へ流入したことが風連市

街地での主な被害の要因と認識しています。その

後災害発生から対応策を検討し、真狩川において

は、議員御指摘のとおり、大型土のうを設置をし、

そのほかにも河川管理道路のかさ上げと鋼矢板設

置工事を実施し、あふれ水の流出を抑制しており、

平成２８年度の同規模の大雨時には真狩川から無

名川へ流入するような状況にはならず、被害は軽

減できたものと思っています。現在真狩川におい

ては、国営かんがい排水事業により真狩川の改修

に向けた地区調査を実施しており、事業が実施さ

れれば真狩川流域ではより被害の軽減が図られる

ことを期待しているところです。

無名川での被害につきましては、無名川の最下

流になるタヨロマ川の合流部で農地の浸水被害が

発生していますが、下流であるタヨロマ川の水位

が上昇し、流入している無名川の流水をのみ切れ

ないことから、無名川の水位が上昇してしまうこ

とによるものと考えています。この合流地点付近

での現在の大雨対策については、水位の上昇によ

り速やかな初動動作が可能となるよう水位警報装

置を設置するとともに、タヨロマ川との合流地点

に設置している既設の排水ポンプ施設に加え、仮

設の排水ポンプを増設し、タヨロマ川への排水を

行い、完全に冠水を防ぐには至りませんけれども、

農地に冠水している時間の短縮に努めているとこ

ろです。また、河道内の堆積物により流れが阻害

されていれば撤去や床ざらいを実施し、排水処理

能力を確保してまいりました。また、開発局にお

いてもタヨロマ川の伐木、さらには本川下流であ

る天塩川の河道掘削を実施し、治水安全度の向上

を図る予定と聞き及んでいます。

議員御提案の２１線手前から曲がることなく直

進させ、共和地区のタヨロマ川に流下させる案に

つきましても、タヨロマ川が増水している間は排

水処理に時間を要することになるため、浸水被害

が下流側へ拡大していくことも危惧されることか

ら、今後も市の維持管理体制を継続いたしまして、

大雨災害による被害を最小限に抑制することに努

めてまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 答弁ありがとうござい

ます。これから再質問として防災全般にわたり再

質問をさせていただきます。
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まず、１つ目、物資輸送訓練についてお聞きし

ます。これは、第一次集積所についてお伺いしま

す。水害時における一次集積所をどこに設置する

かお伺いします。私は、市内高台にある人材開発

センターがよいと思っております。また、道との

調整後、名農キャンパスも候補に挙がると思って

おります。そこで、人材開発センターを市の一次

集積所に指定し、人材開発センターを旧豊西小学

校に移転したらどうかと思いますが、お考えをお

伺いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 水害時における一次

集積所につきまして御提言をいただいたというと

ころでございます。現在の考えといたしましては、

そのときの浸水状況ですとか、輸送する道路の状

況などを踏まえて設置するということとしており

まして、現時点において施設を特定しているとい

うものではないということでございます。ただ、

候補地としましては、御提言にありましたように

人材開発センターも想定しているところでござい

ますし、名農キャンパスにつきましては今現状で

は道の施設でありまして、なかなかコメントしづ

らいところでございますけれども、将来的に市で

活用するということになれば、それは議員おっし

ゃるとおり候補に挙がるのかなというところでご

ざいます。

なお、旧豊西小学校の校舎につきましては、未

耐震であるという部分もありまして、施設を使用

するためには多額の整備費必要としますので、今

後の当該施設を使用する予定はないということで

御理解いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 旧豊西小学校は、未耐

震という問題があるということで御理解いたしま

した。

続きまして、無名川について再質問させていた

だきます。先ほどの答弁で私との認識の違いがあ

り、要因は真狩川の水位ということでありました。

どうか真狩川のほうをしっかり整備していただき

たいと思いますが、御答弁をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 先ほど答弁申し

上げましたけれども、真狩川は現在は土のうを積

んだりとか、農道を兼ねた管理道路をかさ上げを

したりということで対応しているところなのです

けれども、そもそも真狩川につきましては国の農

業のほうで整備をした排水を今河川として維持管

理しているわけですけれども、やはりこの間被害

も続いていたことから、国のほうに相談申し上げ

まして、現在国のほうで、先ほども申し上げまし

たけれども、国営かんがい排水事業ということで、

今調査計画段階なのですけれども、具体的にどの

ような形でというのはまだ全然できていませんけ

れども、下調査入っていただいているので、この

まま事業についても継続して要望していきながら、

事業の早期着手に努めてまいるようお願いをして

まいりたいというふうには考えているところでご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、避難訓練について再質問させてい

ただきます。市の防災訓練の参加者から訓練の必

要性と避難の重要性について建設的な意見が多か

ったとお聞きしました。問題は、今まで市の防災

訓練に参加した町内会が次年度以降その町内会が

独自で避難訓練をすることが大事であります。な

かなかやりません。そこで、私は１つ提案したい

のですが、防災担当職員が直接町内会の中に入っ

て、防災訓練の計画の策定、それから実施に向け

ての助言とか、そういうのも一案かなと私は思う

のでありますが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） これまでも町内会の

方からそういうような防災訓練をしたいという形
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でお話があった場合には、うちの防災担当のほう

で支援だとか御協力させていただきながら、そう

いう訓練に実際に例えば講師で行ったり、そうい

う形で関わってきたこともありますし、また出前

講座なんかも何回もやっていますので、そういう

場合につきましてもうちの担当職員協力させてい

ただいているというところでありますので、議員

の皆様方を通じてでも構いませんので、何かあれ

ばお話しいただければと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） まずは実行動、逃げる

が勝ち、この避難訓練をぜひともやっていただき

たい、推し進めていただきたいと思います。

ここで豊栄川についてお聞きします。豊栄川は、

徳田しらかば橋南側に遊水地工事が令和４年に完

成と聞いておりますが、豊栄橋、あそこに行きま

すと下流は国の河川、上流は道河川であり、明ら

かに上流河川の川床、内のり面に草等が生い茂っ

ており、大雨時に増水の要因となりますので、草

の除去整備が必要と思いますが、お考えは。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 豊栄川は、議員

御承知のとおり、名寄市街地を通ります１級河川

でございます。道道西風連名寄線に架かる豊栄橋

を境に下流側を国、上流側を北海道が管理をして

いるという河川でございます。この豊栄川につき

ましては、国の管轄、北海道さんの管轄ともに定

期的なパトロールの実施や河川の自然環境の保持

のため、水際の草木の植生環境は残しながらでは

ありますけれども、年１回以上の草刈りにより維

持管理をしてございます。また、豊栄橋上流の北

海道管理区間におきましては、御存じのとおり、

平成１４年度から河川改修事業に着手をしている

ところでございます。

御指摘の河床ですとか内側面の草木が生い茂る

状況につきましては、私どもも認識をしてござい

ます。これまでも北海道へ社会資本整備推進会議

をはじめ、状況に応じまして伐木や堆積土砂しゅ

んせつの要望をしてきております。近年では、平

成２８年度から伐木としゅんせつに着手をし、現

在全体延長約３．３キロメートルのうち２．７キ

ロが管理をしていると伺ってございます。残りの

区間につきましても後々着手予定と聞き及んでご

ざいます。今後も市民が安心して生活できるよう、

引き続き北海道のほうには要望してまいりたいと

思ってございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 避難訓練の後、避難所

の設営についてお伺いします。

３密、飛沫感染を防ぐには、段ボール製のベッ

ドを備えた２メートル四方の個室の設置が必要と

思われますが、昨年８月１９日には避難所におけ

るレイアウト配置及び運営能力向上に向けて職員

研修を行っております。今後のコロナを考えます

と、避難所におけるレイアウト配置及び運営能力

向上に向けた職員研修を毎年行う必要があると思

いますが、お考えをお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 避難所絡みの職員研

修につきましては、昨年度このコロナ禍において

なかなか全体的な訓練ができないということも踏

まえまして、昨年実施したというところでありま

して、今年度につきましては大がかりな防災訓練

させていただきました。様々な場面を通じまして、

避難所の在り方なんかも含めまして、訓練とまで

はいかなくても職員に周知してまいりたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） コロナの終息後には、

今のレイアウトの話でありますけれども、町内会

長と行政との懇談会がある前段に避難所の設営等

における研修も企画していただきたいなと私は思

っておりますが、お考えを伺います。
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〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今また御提言をいた

だいたところであります。行政との懇談会でとい

うことでありますが、なかなかあれも時間も結構

タイトなスケジュールでやっている部分もありま

して、そこに限らず何かある機会を通じてやって

いければと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 避難所の対策用の備品

の購入についてでありますけれども、昨年度避難

所のトイレ一式１０台、避難所間仕切り一式２８

セット購入しておりますが、主要装備品の年度ご

との備蓄計画はあるのかお聞きします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 災害時の備蓄計画に

ついてでございます。食料と飲料水につきまして

は、年次計画を立てて購入を予定しているという

ところでありまして、数量につきましては地域防

災計画で目標としている３日間の備蓄として２，

０００人分ということを予定して、毎年購入して

いるというところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） よろしくお願いいたし

ます。備蓄のほうお願いします。

今は避難所の開設の話でしたが、避難所の感染

対策についてお聞きします。避難所開設後に衛生

環境を整えていては、逆に感染が早く広がるおそ

れがあります。マスクなどの衛生用品は持参を基

本とし、またタオルの共用を避けるためにキッチ

ンペーパーを代用品とする避難者向けの対策の提

示が必要と思われますが、このことについての市

民周知につきましてもお聞きします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員おっしゃるとお

り、市民周知大変大切なことだろうと考えており

ます。避難所開設時には感染症対策として必要物

品をこちら側でも用意しようと、そういうことは

考えておりますが、議員のお話のとおり、マスク

などの衛生用品のほか、食料ですとか飲料水など

も含めまして持参していただくことが基本になる

ものかなと考えております。

市民周知につきましては、昨年度広報掲載もし

ておりますし、ホームページでもお知らせしてい

るところであります。また、本年７月号の広報に

おきましても、非常持ち出し品について掲載して

いるというところでありまして、タイミングよく

広報ですとかホームページですとか、あと出前講

座ですとか、そういうこちらから行く機会も含め

まして、感染症対策について継続して周知してい

きたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 市民周知のほうよろし

くお願いいたします。

これ以降防災関連で少し質問させていただきま

す。災害時の作戦室についてお伺いします。発災

前から総務部長、防災担当者が最善な対策を練る

ためには、今の執務室ではなく、喧騒のない別室

が必要と思います。そのためには、別室には電話

回線、ＬＡＮの配線も必要と思いますが、お考え

のほどをお聞きします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 災害時、災害前も含

めまして、議員御存じだと思いますが、そのとき

の執務室につきましては、電話の問合せですとか

情報提供なども含めまして騒然となるというとこ

ろでありまして、議員おっしゃるとおり、別室に

本部が設置されて、そういうところで総務部長な

り、担当が業務をするということが望ましいので

はないかと、それは考えております。ただ、国や

道の例を見ましても、作戦室みたいなところにつ

きましてはパソコンですとかプリンターが常時設

置してあって、災害時以外は活用していないよう

なスペースだと認識しておりまして、現状におい
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て同様の個室を設置することは、なかなか物理的

に難しいのかなと思っております。ただ、現在の

災害時の対応につきましても、防災担当の執務室

にはＬアラートですとか無線ＬＡＮ、パソコン、

テレビなども設置しておりまして、一応設備は整

えているということと、また状況に応じて災害対

策本部は会議室を使用することも可能でありまし

て、会議室なら無線ＬＡＮ設備ですとかも複数の

会議室で今整備しているところでありますし、Ｌ

ＡＮ配線する場合も迅速に対応することが可能と

いうことになっておりますので、御理解いただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 災害が発生したら、本

当に電話等が常時かかってきて、作戦を練る総務

部長は大変でありました。私の経験上であります

けれども、今の対応のほどよろしくお願いします。

あわせて、水害時初動対応について、第４非常

配備についてお伺いします。総務部長にお聞きし

ます。水害時初動対応で部の職員一人一人に当初

の任務について明示しているかお聞きします。あ

わせて、総務課長の当初の任務は何でありますか。

よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 災害時の初動態勢に

つきましては、総務部だけではなくて各部署にお

いて初動態勢一覧、こういうものでございます、

作成して、それぞれ職員の任務分担をしていると

いうところでございます。また、初動態勢作成す

る際には各部署で、部局において各職員とちゃん

と話ししながら調整しておりますので、職員一人

一人に認識しているということと思っています。

また、サイボウズですか、市の情報の部分でこの

データについては格納しておりまして、いつでも

職員は見られるという形にしているというところ

でございますので、一人一人の職員、自分の初動

時の任務については理解しているということで認

識しております。

あと最後に、総務課長の初動の任務についての

御質問であります。ここにも記載しているのです

が、各部の応援要請の調整、災害対策本部の総務

班の班長として、各部の応援要請の調整として他

部局との連絡調整を担っているというところであ

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今の質問で再確認で、

救護部避難所対策班の担当部及び課は、職員一人

一人に当初の任務について明示しているかお聞き

します。担当の部課よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） それぞれの担当

部の所管がどうしているかということなのですが、

健康福祉部におきましては避難所関係の総括であ

るということで、それぞれこども未来課、高齢者

支援課、地域包括支援センターが避難の対策班と

して施設を所管する担当課と連携をしながら対応

しております。保健班保健センターということで

対応して、それぞれ４月には人事異動ありますの

で、先ほど総務部長申し上げましたとおり、４月

には個人名も入れたその担当をきちんと整理して、

それぞれ個々には周知をしながら、そしてまた水

害等につきましては事前に把握できるものありま

すので、その都度周知をして、徹底をしながら速

やかに対応できるような体制を取っているという

ところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 職員には人事異動がご

ざいますので、特に新たに配属された職員にはし

っかりと当初の任務について明示し、また上司の

方はその確認のほどよろしくお願いします。

あと２点お願いします。市の防災訓練で指揮所

訓練についてお聞きします。ここ数年、市の防災

訓練で指揮所訓練を行っていません。発災前、発

災直後、発災後、各結成時の情報の共有とそのと
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き各部は何をしなければいけないかを考え、対策

本部長に具申する訓練が必要と考えますが、次年

度行うかどうかについてお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 指揮所訓練というこ

とで、対策本部の訓練ですとかそういう部分のこ

とだろうと思います。指揮所訓練については、令

和元年から本部訓練は行っていないというところ

です。私もまだ総務課長時代、清水議員の指示の

下、参加したことがございます。重要性は認識し

ているところでございますけれども、申し訳ござ

いません。次年度の防災訓練の内容につきまして

は、今後想定する災害ですとか目的などを設定の

上、内容を検討したいと思っておりますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 検討していただきたい

と思います。

最後に、簡易トイレの購入希望者に市から補助

についてお聞きします。私は、東地区連絡協議会

で防災訓練の訓練主管町内会長として取り組みま

した。災害想定は水害で、訓練終了後町内にいる

北海道防災マスターから高齢者等避難開始が発令

され、速やかに町内の緊急連絡網を活用した後、

役員はまず命を守る行動を最優先した後、行動に

余裕がある場合には安否確認を含めて高齢者宅に

赴き、避難を確認する。その際、何らかの理由で

どうしても避難できない人には、命を守る行動を

取ってくださいとお願いします。最悪垂直避難の

ことも含まれております。そこで私は感じました。

そこで簡易トイレがあればよいなと、そう感じた

のであります。これには条件があります。２階ま

で水がつかない条件がございます。また、本市が

コロナの前、または緊急事態宣言が発令されたと

きに水害があったときに垂直避難もありかなと、

こう思いました。そこで、簡易トイレの購入を希

望する希望者に市から補助を検討していただけな

いかなと、そう思いました。お考えのほどお伺い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 連絡協議会の防災訓

練の内容につきましては、新聞報道等で清水会長

の活躍は認識しているところでございます。承知

しているところでございます。その中でのお話だ

ったと思います。今現状としましては市からの補

助としましては、いろんな場所でもお伝えしてい

るのですが、自主防災組織の支援事業補助金がご

ざいまして、これは補助の割合ですとか限度額も

ございますが、町内会として御活用いただく部分

は可能だと思っていますので、その部分で制度を

活用していただければと思いますので、御理解よ

ろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 制度の件について承知、

たしか６万５，０００円が限度でなかったでしょ

うか。そしたら、１０台、１０個セットしか、う

ちの町内会だったら１０年以上かかります。再検

討をよろしくお願い申し上げ、私の質問を終わり

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

１４時３５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時２１分

再開 午後 ２時３５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

空き家対策について外１件を、三浦勝秀議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告順に従い、順次質問させてい

ただきます。

大項目１、空き家対策について、小項目１、名

寄市における空き家の現状と課題についてお伺い

いたします。近年少子高齢化や地方における人口

減少などの理由により、空き家の増加が社会問題

となっています。管理が行き届いていない空き家
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は、地域に防災上、衛生上、景観上などの観点か

ら様々な悪影響を及ぼします。具体的に地域への

悪影響という側面から見ると、老朽化した家屋が

倒壊したり、雑草が伸びるなどして景観が悪化し

たり、不衛生な環境から悪臭や害虫の発生といっ

た問題が発生する可能性があります。これらのこ

とは、空き家の近隣住民のみならず、市民の一定

数にとっても精神的に大きな不安や苦痛を与えて

いると考えます。また、一方で建物が残っていな

がら解体もされず、利用もされていないことで、

その場にある土地と建物が有効に活用されないと

いう機会損失が発生し、空き家の存続による税収

の減少や立地適正化計画など、様々な施策の非効

率化という問題にもつながると考えます。今後予

想されるさらなる空き家増加に向けて、有効的な

対策が求められます。

そこで、小項目１、本市における空き家の現状

と課題について市としての御見解をお伺いいたし

ます。

次に、小項目２、特定空家への対応についてお

伺いいたします。特定空家とは、２０１５年に施

行された空家対策特別措置法で定められたもので、

継続的に放置すれば倒壊の危険が高く、保安上危

険となる可能性や著しく衛生上有害となる可能性

がある状態、また適切な管理が行われていないた

め景観を損なっている状態に置かれている空き家

を対象としています。空き家が社会問題となって

いる理由の一つとして、建物の老朽化による倒壊

など近隣への危険性が高まることが挙げられます。

築年数が経過し、適切な維持管理がなされていな

い空き家を再利用するには費用負担の大きい修繕

が必要となり、現在のままでの活用が難しいのが

現状です。国土交通省の試算によると、活用可能

な空き家は約１５％にとどまるとのことです。そ

こで、市内の特定空家と認識している件数につい

てお知らせください。また、現状の特定空家の対

策と進捗状況について併せてお伺いいたします。

次に、小項目３、市営住宅の空き家についてお

伺いいたします。公営住宅は、住宅弱者等の支援

に資する目的で活用されているところですが、人

口減少の影響により、今後公営住宅においても空

室の増加が予想されます。今後の取扱いや在り方

についてお考えをお伺いいたします。

次に、大項目２、コロナ禍における地域経済対

策について、小項目１、名寄市内の経済状況につ

いてお伺いいたします。新型コロナウイルス感染

症の影響を鑑み、国や道、市において様々な支援

策を講じていただいておりますが、市内事業者の

皆様からはそれでもなお経営が深刻な状況である

と訴える声をいただいております。本市におきま

しても、医療関係者をはじめとした多くの関係各

位の御尽力によりワクチン接種が進められている

ところであります。感染対策を徹底した上で、社

会経済活動の再開との両立を推進する必要がある

と考えます。そこで、市として市内経済状況をど

のように把握しているのかお伺いいたします。

また、業種別の影響について実態調査とその結

果をどのように捉えているのか併せてお聞かせく

ださい。

また、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が

繰り返し発令されている中、今回８月２７日から

９月３０日まで北海道に発令されました緊急事態

宣言の市内事業者に対しての影響をどのように考

えているかお伺いいたします。

次に、小項目２、ウィズコロナ時代を見据えた

地域経済について。今年になってから当初のウイ

ルスよりはるかに感染力が強いデルタ株が世界中

に広がり、感染拡大の終息をさらに困難にしてい

るところであります。このような状況が長引くと、

ウィズコロナという言葉どおり、終息を目指すよ

りも共存を図るという選択肢の一つとして考えて

いくことも必要になってくると思います。今回の

緊急事態宣言では、地域差はありますが、昨年４

月から５月の初回のように遊園地やカラオケ、ス

ポーツジムなどの遊技施設は営業を休止しておら

ず、食料品以外の多くの店も開いている。実質的
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なウィズコロナ政策にシフトし、様々な分野で感

染を防ぐ新しい生活様式が生まれているところで

あります。このような中、市としてウィズコロナ

時代に向けてどのような支援が望ましいと考える

かお伺いいたします。また、コロナ対策支援メニ

ューについて拡充等の考え方があれば併せてお聞

かせください。

行政と民間事業者が創意と工夫により安心、安

全な経済活動の推進をするため、様々な感染防止

を講じられているところであります。このような

事業者を支援するためにも、双方協力して消費者

等に周知をすることが必要であると考えます。そ

こで、最後に安心、安全な経済活動の推進につい

てお考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 三浦議員からは大項

目で２点にわたり御質問をいただきました。大項

目１の小項目１と２は私から、小項目３は建設水

道部長から、大項目２は産業振興室長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは初めに、大項目１、空き家対策につい

て、小項目１、名寄市における空き家の現状と課

題について、小項目２、特定空家等への対応につ

いて、関連がございますので、一括して申し上げ

ます。本市においては、平成２９年度と３０年度

に空き家等のデータコンテンツを基に、事業所、

工場、集合住宅などを除いた市内全域４４８戸の

現地調査を２年間かけて実施した結果、空き家と

思われる家屋は２４９戸でした。一方で調査して

いる間に居住となったり、除却が行われていたも

のが調査家屋全体の約４４％となりました。調査

結果については、データ化し、空き家対策の参考

としているところですが、結果からは全市的に活

用や除却が活発に進んでいることが分かりました。

一方で市内には２５０戸ほどの空き家があり、大

部分は周辺に影響を及ぼすような状況ではありま

せんでしたが、一部では適正に管理されず、老朽

化などにより周辺環境に影響を及ぼす可能性のあ

る空き家もありました。空き家は個人の財産であ

り、所有者等が自由に使う権利があることから、

適正に管理されていれば問題はありませんが、危

険等を及ぼす空き家が生じていることは安全、安

心なまちづくりを行う上での課題であると認識し

ております。

特定空家に関しましては、市内で特定空家等に

認定した事案は令和２年度の１件となっており、

当該家屋は同年に相続関係者が危険家屋等除却補

助金を活用し、除去を行いました。現時点でほか

に特定空家等と認定している空き家はございませ

ん。

現状の対策と進捗状況、また具体的な取組とし

ましては、広報等を通じた啓発を行うとともに、

市民から苦情をいただいたり、市で危険な状況を

把握した物件を中心に個別の状況に応じた対策を

講じているところです。市民からの苦情などに基

づき連絡を行っている案件のうち、約半数では何

らかの対策を講じていただいているところですが、

相続放棄物件や相続関係者の中に行方不明者がい

るケースなど、売買や解体などの対応が進みづら

い案件があり、建物の老朽化が進んでいることが

大きな課題となっております。

今後におきましても個別の状況に応じた対応を

行うとともに、相続放棄をしても法的に空き家等

の管理責任から免れない場合があるなどの周知や

広報活動にも引き続き力を入れてまいりたいと考

えております。あわせて、個別の状況によっては、

本定例会で議決をいただきました名寄市空家等の

適正管理に関する条例に基づく立入調査や緊急安

全措置の適用などについても検討してまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） それでは、私か

ら大項目１、空き家対策について、小項目３、市

営住宅の空き家についてお答えいたします。
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市営住宅は、公営住宅法の目的に基づいた健康

で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、こ

れを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家

賃で賃貸するもので、本市においてもこの目的に

のっとり、市営住宅の供給管理をしております。

現在の市営住宅の状況でありますが、令和３年８

月末時点の管理戸数は８１１戸あり、５５１戸に

入居されておりますので、空き家総数としては２

６０戸になっているところです。

議員からは、今後の取扱いや在り方について御

質問をいただきましたので、現状の考え方につい

てお答えいたします。市営住宅の方針は、名寄市

公営住宅等長寿命化計画で定めております。計画

では、令和８年度には管理戸数を現在の８１１戸

から７６０戸程度とする目標に即して長寿命化事

業や建て替え事業を実施する中で、空き家も含め

て管理戸数の縮減に取り組んでいるところであり

ます。具体的なところでは２６０戸の空き家の対

応ですが、政策空き家としている住宅として２９

戸と建て替え計画で事業を進めている瑞生団地の

既存棟１００戸を合わせて１２９戸あり、これら

は耐用年数を経過し、老朽化が顕著である住宅で

あるため新たな活用はせず、解体予定としていま

す。

次に、現在施工中の栄町５５団地改修工事の事

業では、入居されている方々に住み替えの御協力

をいただきながら、５棟に点在し居住していた入

居者を３棟に集約し居住することで、入居者のい

ない住棟が２棟３６戸と改修棟の３階の一部１２

戸が今後空き家となります。こちらについては、

市営住宅としての役目を終了し、現時点では将来

的には公営住宅としての用途を廃止する予定とし

ているところです。なお、残りの空き家８３戸に

つきましては修繕などを進め、今後も引き続き市

営住宅として貸与してまいります。

このように市営住宅の空き家の今後の取扱いに

ついては、解体や用途廃止により使用しないと決

めている住宅があります。このうち、用途廃止の

方針としている栄町５５団地の２棟は、別な公共

施設としての可能性について活用方法を探るなど

して、最終的な在り方を決めていきたいというふ

うに考えています。

私からは以上です。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目の

２、コロナ禍における地域経済対策についてお答

えいたします。

初めに、小項目１、名寄市内の経済状況につい

て申し上げます。本市では、新型コロナウイルス

感染症の影響に対する経済対策として、中小企業

の資金繰りを支援する融資制度の創設、市内経済

の回復を図るための消費喚起を目的としたプレミ

アム付き商品券事業への２度にわたる支援を行い

ました。給付事業では、事業継続支援給付金、が

んばる中小企業応援給付金、経営維持支援給付金、

売上減少事業者支援給付金、そして本年８月まで

実施した地元企業サポート給付金と、これまで５

度にわたる給付事業を行ってまいりました。

市内経済状況について本年８月に名寄商工会議

所が公表した景気景況調査報告によりますと、令

和３年４月から６月期の実績は、全業種平均でマ

イナス８．１％と前回調査と比べ５．７ポイント

好転しましたが、令和３年７月から９月期の見通

しはマイナス１４．５％と前回調査と比べ６．４

ポイント悪化と、依然としてコロナからの回復が

見込まれない結果となりました。また、同月に北

星信用金庫が発行した景況レポートによると、新

型コロナウイルス感染症による自社の業績の影響

について既にマイナスの影響がある、今後マイナ

スの影響があると答えた企業が全体の５０％と令

和３年１月の前回調査よりも１２ポイント改善し

たものの、依然厳しい結果となっております。

事業者の実態調査については、本年５月に実施

した本市の給付金受給事業者に対するアンケート

調査によりますと、本市で実施した給付金の有用

性に関する設問では、９４％の事業者が給付金の
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有用性を感じ、経営の維持、感染防止対策の強化、

安心につながったと好意的な意見が多く見られま

した。一方、今後３か月の売上げの予測では、５

３％の事業者が売上げは減少すると回答し、この

調査直後の５月１６日から北海道に対して２回目

の緊急事態宣言が発出されました。新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大、国の緊急事態宣言及び

北海道の営業時間短縮等の要請を受け、売上げが

減少した中小企業の支援策として、北海道の時短

要請に応じた店舗が受け取る協力支援金の給付金

額を考慮して、飲食業、バス、タクシー業、宿泊

業、それ以外の事業者と４つに区分を設けた地元

企業サポート給付金を創設し、３４０事業者に１

億３３２万円を給付いたしました。

８月２７日から始まった北海道に対する３回目

の緊急事態宣言での市内経済への影響につきまし

ては、産官金連携なよろ経済サポートネットワー

クにおいて金融機関と情報交換をするほか、名寄

商工会議所、風連商工会、市の３者協議を実施し、

状況の把握に努めているところでございます。

次に、小項目の２、ウィズコロナ時代を見据え

た地域経済について申し上げます。ウィズコロナ

における経済活動については、感染防止対策を徹

底した上で、地域経済を回すために必要な施策に

取り組むことが重要と考えております。本市では、

これまでコロナ経済対策に係る給付金や補助金の

対象要件に新北海道スタイルの実践を求めている

ほか、名寄地区、風連地区の飲食店が実施した新

北海道スタイルの徹底や消毒液の設置などの感染

予防対策への取組や、風連地区飲食店の新規開発

メニューなどをタクシーで自宅や職場に届ける実

証的事業、風連出前館など、地域自らの創意工夫

で感染予防対策やコロナ禍を乗り越えようとする

取組に支援をしてきております。

また、今年度は、新型コロナウイルス感染防止

対策と経済活動の両立のため、中小企業者等が感

染防止対策事業の導入に係る費用の一部を支援し、

地域経済の持続及び活性化を図ることを目的とし

た感染防止対策ＩＴ化支援事業補助金を創設いた

しました。昨日現在、交付決定件数は１件で、１

事業者が申請をしたほか、複数の相談を受けてお

ります。また、新型コロナウイルスの感染状況を

注視しながら地域経済を回すための対策として、

市内の消費喚起のためのプレミアム付き商品券事

業につきまして、昨日の経済建設常任委員会で御

説明をさせていただきましたが、今定例会会期中

に提案させていただきたいと考えているところで

ございます。中小企業振興条例に基づく補助事業

の支援メニューにつきましても、ウィズコロナ、

アフターコロナを見据えた事業所ニーズに沿った

使い勝手のよい制度となるよう、中小企業審議会

で御審議いただいているところです。

感染防止対策と経済活動を両立し、安全、安心

な経済活動を推進するためには、本市の取組に加

えて市内経済団体、料飲店や旅館業をはじめとす

る業界団体、金融機関など、市内経済活動に関わ

る全ての主体が連携して取り組むことが重要であ

ると考えております。

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 御答弁いただきました。

それでは、順番に再質問させていただきます。

まず、大項目１、空き家対策について、１番と

２番関連ありますので、こちらは一括してお話し

させていただきたいと思います。まず、１点目の

空き家はすごく民間の活用が進んでいるというこ

とで、いい傾向かなというふうに捉えられている

ということでした。また、一部で管理が行き届い

ていない空き家もあるのですよというお話だった

かと思います。こちらちょっと確認させていただ

きたいのですが、現在特定空家等認識されている

件数は、令和２年の１件のものがもう除却されて、

ゼロ件ということでよろしかったのかお聞かせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 特定空家の認定につ
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きましては、まずは空家等対策協議会にお諮りし

まして、それを受けて特定空家と認定する形にな

りますので、現状では認定している空き家はない

ということになります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 分かりました。

今は個人の所有物ですので、どうこう言うとこ

ろではないと思うのですが、市内でも一部規制線

やコーンやポールなどで区切られている空き家と

いいますか、そういったところが見受けられて、

もちろん天井といいますか、そういったところも

落ちているところが、また玄関が倒れている、そ

ういった建物もある中で、そういった建物がこの

特定空家にされていない理由をお伺いできれば教

えていただきたいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 名寄市内におきまし

ては、毎年１００件前後の空き家が所有者によっ

て解体されている状況となっております。空き家

の維持管理ですとか解体に係る部分というのは、

所有者が行うというのが基本であると考えており

ます。また、空家特措法に基づいて先ほど申し上

げましたように対策協議会で特定空家の認定を行

った場合には、その後、助言、指導、勧告、命令、

最後は代執行という形で進んでいくことになるの

ですが、全国的にも代執行を行ってもそのほとん

どが費用回収が困難だという部分ですとか、あと

モラルハザードを予防するという観点からも特定

空家の認定については慎重に対応していく必要が

あると考えています。ただ、一方で歩行者ですと

か交通量の多い通りに面した空き家が先ほど議員

おっしゃったような倒壊の危険にあるような場合

については、特定空家の認定も含め個別に検討し

ていく必要があると考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 特定空家にするにはち

ょっと慎重な体制で、時間がかかりますというか、

何か慎重に審査しなければいけないということだ

ったのだと思います。そういった今、逆に特定空

家になり得るというか、その調査段階の物件とい

いますか、建物というのはどれだけあるか分かれ

ば教えてください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 現在事務方のほうで

危険家屋という部分で認識している家屋は３件と

なっております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 分かりました。それ多

分私の思っている３件かなというふうにも思いま

すので、そういったところで、今まで部長とも何

度も議論させていただいている中で御対応いただ

いているのは、私はもう理解しているつもりだっ

たのですが、その空き家の近隣に住んでいる住民

の方から、ではあそこどうなっているのという、

こういった声いただくのです。それで、何が原因

かなと思ったら、ここの空き家は今どういう対策

をしているのですよという進捗状況が伝わってい

ないのかなというふうに思いました。個人の所有

物であるところで、対応についてホームページで

公開するのが正しいかどうかという、広報に入れ

るのが正しいかどうかという側面もありますが、

こういった何か情報共有とか情報提供についてど

のようにお考えか教えていただきたいです。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） こちらのほうで危険

な状況だと判断した空き家につきましては、まず

所有者に連絡をして、適正な管理をお願いしてい

る状況となっています。ただ、所有者になかなか

連絡が取れなかったり、お返事をいただけないよ

うな場合で、危険な状況にある場合にはトラロー

プを張ったりですとか、緊急安全措置ということ

で応急的な対応を行っておりますが、その１件１

件についてどこまで進捗しているかという部分に

ついては、現状では周知は図っておりません。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 私もほかの自治体のホ
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ームページとか空き家とかで検索させていただい

たところ、ほかの自治体も載っていないのです、

やっぱり。個人の所有物に対しての情報提供とい

うのは市からどの程度できるのかといったら、個

人情報ですか、そういった課題もあるのかなとい

うふうに思うのですが、またそれも理解させてい

ただく一方で、やっぱり近隣の住民の皆様はどう

なっているか知りたい。こういったところに対し

て直接お電話するのが一番解決策として、そうい

った不安のある方々に直接説明していただけるの

か、こちら教えていただきたいです。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） お問合せなどをいた

だいた際には、個人情報に差し障りのない範囲で

お答えさせていただくことは可能だと思っていま

す。また、応急措置で作業を行っている最中も近

隣住民の方が大体出てきて、どういう感じなのと

かというお問合せをいただいたり、見に行った段

階でも御近所の方が集まって、お話をさせていた

だくような状況もございますので、そういった機

会ですとか、電話のお問合せなどに対しても対応

してまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 理解させていただきま

した。やっぱり空き家が近くにあるというのは気

持ちいいものではないと思いますので、慎重にそ

ういった近隣の住民の方々には対応していただき

たいなというふうにお願いしたいところです。

先ほど建物の除却費用、こういったところでも

何かちょっと課題、壁がありますよということで

御答弁をいただいたかなというふうに思うのです

が、一部の金融機関でそういった空き家解体のた

めのローンというのも取り組まれているところも

ありまして、解体業者の方って分割払いというの

は多分受け付けているところってすごく少ないと

思うのですが、そういった金融機関と連携して空

き家解体に対する取組、こういったものについて

は連携今後どんなふうに考えているかあれば教え

ていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 現状では連携という

ところまでは考えておりませんが、大体の銀行の

ほうでは空き家の解体費用の低金利での貸付けと

いうのは行っておりまして、市民の方から御相談

を受けた際にはそういったお話も含めさせていた

だいている状況となっております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） そのようなお話しして

いただけているということであれば安心しました。

ありがとうございます。

次、小項目３、市営住宅の空き家について移ら

せていただきます。空き家の管理については、使

わなくなったら壊して、政策空き家があったり、

適正に管理されているということで今の御答弁あ

ったかなと思います。最後のほうに今後どうなる

かといったところに対して民間活力の活用も検討

して、今後様々な利用方法があれば柔軟に対応し

ていただきたいのですけれども、これはお願いに

なると思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、大項目２に参ります。コロナ禍における

経済対策について様々調査していただいた結果、

どこの調査でもやっぱり厳しい結果が出ていると

いうふうな答弁だったと思います。こちらのアン

ケートを行っていただいた結果９４％の事業者の

皆様が有効だったというふうに答えられていると

思います。私もそう思っていて、なぜかといいま

すと国や道や市の支援で、特に飲食業に視点を当

ててみますと大きい店舗、どこから線引きで大き

い、小さいというのかは分からないのですが、様

々な多店舗経営でしたり、そういった大きい店舗

を経営されている方が苦労している。これってや

っぱり５％ぐらいかなというふうに感じたので、

私もこの結果を見て納得したところであります。

そういった方も融資制度を活用されて、今は助か

っているというふうな声を聞いているところであ

りますが、でもやっぱり借金残ってしまっている
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のだよねと、こういったお話になっているのです。

融資制度、いろんな支援策、もちろんありがたい

のも感じている上で、でもやっぱり借金が残って

しまって、今後に不安があるといった声は聞いて

いるところでありまして、そういった多店舗展開

されている方であったり、大きな店舗、すみませ

ん、ちょっと何て言っていいか分からないのです

けれども、そういった事業者に対していま一歩踏

み込んだ支援等を考えられているかどうかお考え

を聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほども答弁さ

せていただきましたが、様々な支援をさせていた

だいております。また、給付金につきましても公

平性という観点といいましょうか、全ての規模で

すとかの皆様に、その皆様の希望に沿う支援とい

うのはなかなか難しいと我々も考えているところ

でございます。融資につきましても、先ほど産官

金連携の意見交換のお話もさせていただきました

が、そこでも金融機関の皆様も、我々今金利ゼロ

で保証料も全額支援させていただいているものが

国と道は終わってしまったので、私ども市のもの

しか残っていない状況にある中で、やはり融資に

頼っていらっしゃる事業者さんもいらっしゃるの

ですが、それでもうそのまま限度額までいってし

まっていたりとかという苦しい状況もあるよとい

うことも聞いているところです。

そんな状況がありますが、今その状況に対して

新たにどうというところはありませんけれども、

例えば最も近くでやっていた地元企業サポート支

援給付金でありますと、それまでとまた一つ工夫

をして、北海道からの休業支援、これが相当程度

大きくいただけるというところも考えて、そこの

対象事業者さんに対しては少し抑えさせていただ

く一方で、それ以外の事業者さんには給付金の額

を大きくさせていただいたりということで、何と

か苦しい事業者の皆様に事業規模などにも応じな

がら、今回は売上げ減少の規模にも応じての支援

金にさせていただいたので、そこに対応すべく努

力してきたところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 今のところ考えていな

いというところですから、北海道の休業補償のお

話あったと思うのですが、私がお伝えしている名

寄市の事業展開されている中で、下限の売上げを

超える飲食業者さんってほとんどないのです。そ

ういったところで６％の方、こういった方々はや

っぱりちょっと差を設けてといいますか、売上げ

や固定費に即した形での支援が欲しいというふう

に訴えられているところであるのですが、いま一

度ちょっともう一度お考えをお聞かせいただいて

もよろしいですか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） これまでも様々な対

策を講じさせていただいたと。先ほど室長から申

し上げたように、９４％の方については市の事業

に対して好意的な回答をいただいたということで

あります。アンケート結果の中でも事業者の皆さ

んもなかなか先行きが見通せないというお話あり

ますけれども、これ我々も産官金の中でお話をし

てもなかなか先が、出口はどの時期なのだという

のが明確には見えないという状況があります。そ

ういった中で、これまでもそのとき、そのときに

応じて必要なものを講じてきたということであり

ますし、これも先ほど室長のほうからありました

けれども、１回やっているよりは２回目のほうが

内容を充実させる、あるいは実態に合った形で取

組をさせていただいているということであります

ので、今後についてもそういった視点を大切にし

ながら、その時点、その時点で見渡せる範囲で必

要な政策について、対応については検討してまい

りたいと思いますので、三浦議員の言われたこと

についてはその中でまた検討させていただきたい

と思います。ぜひ御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

令和３年９月１５日（水曜日）第３回９月定例会・第２号



－71－

そのように理解させていただきます。

最後になりますが、感染症が広がって、市内飲

食店のみならず様々な業種の皆様、感染対策を徹

底しながら、いろんなアイデアを出しながら、経

営形態などもちょっと変化させながら、いろんな

ふうに努力されているところ皆さんも御承知だと

思います。そういったせっかく雇用であったり、

いろんなものを創出していただいている方々を少

しでも取り残さないような政策をお願いしたいと

思います。

最後に、プレミアム商品券もありますといった

ところで、こちらにはもうすごく期待をしており

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。

以上、質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 山 田 典 幸
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開議 令和３年９月１６日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 富 岡 達 彦 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

中小企業の振興について外２件を、塩田昌彦議

員。

〇１４番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い、質問してまいります。

ここで、通告しておりました大項目の１、中小

企業の振興については、今定例会において名寄市

中小企業振興条例の見直しについて議案の提案が

準備されているため、この場での質問を取りやめ

ることにいたしました。

それでは、大項目の２、新型コロナウイルス感

染症予防対策についてお聞きをいたします。政府

は、８月２５日、新型コロナウイルス感染症対策

本部会議において北海道など８道県を緊急事態宣

言の地域に追加決定をし、８月２７日、北海道に

３回目となる緊急事態宣言が発令され、期間を８

月２７日から９月１２日までといたしました。ま

た、新型コロナウイルスの感染は、全国ほぼ全て

の地域でこれまでに経験のない感染が継続してい

ると指摘をしています。知事は、緊急事態宣言の

発令を受け、札幌圏、旭川での対策が極めて重要

とし、全道的な感染抑制には感染の中心となって

いる地域の対策強化が不可欠であると強調してい

ました。特に特定措置区域に指定している旭川市

は、ふだんから往来する経済圏であり、速やかな

対策強化を打ち出し、市民に対し危機意識を醸成

させる必要があったと思っています。

そこで、小項目の１、緊急事態宣言の発出に伴

う名寄市の対応についてお聞きをいたします。当

市の感染予防対策では、北海道の感染対策に基づ

いて決定するとしており、不要不急の外出や移動

を控えてほしいと注意喚起するとともに、市内公

共施設の利用については８月３０日から９月１２

日まで屋内施設を臨時休館するなど制限すること

を決定をし、市民周知しましたが、週末を避け、

利用制限を８月３０日からと決定することに至っ

たことについてお知らせをいただきたいというふ

うに思います。

小項目の２、学校に携わる教職員及び１２歳か

ら１５歳の小中学生のワクチン接種について。若

い世代での感染拡大が深刻な状況にあり、道内で

も感染力の強い変異株、デルタ株の影響が懸念を

されています。２学期も始まり、８月２４日から

小中学生へのワクチン接種が始まっています。専

門家は、学校に携わる教職員と子供のワクチン接

種を急ぐべきと指摘をしております。ワクチン接

種は、一定の予防効果や重症化リスクを防ぐため

の有効な手段と考えておりますけれども、現在の

接種状況についてお知らせをいただきたいという

ふうに思います。

小項目の３、学校における感染対策について。

道教育長は、学校にウイルス持ち込ませない取組

を徹底をし、子供たちの命と学びを守りたいとし、

対策を強化しています。児童生徒に感染させない

対策や万が一感染した場合の対策についてお知ら

せをいただきたいというふうに思います。また、

部活動における活動制限とその対応についてもお

知らせいただきたいというふうに思います。

続きまして、大項目の３、名寄公園の維持管理

について。名寄公園は、桜、しだれ柳、ハルニレ

の木やミズナラの原生林に囲まれた森として、春



－75－

令和３年９月１６日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

は桜のお花見、秋にはドングリ拾いなど、そして

森の散策や森林浴を楽しむ場所として、多くの市

民や子供たちに親しまれています。しかし、公園

内にはたくさんのアリが生息しており、これから

秋も深まり、幼稚園や保育所の子供たちがドング

リ拾いを楽しむ場所でもあります。小さな子供を

遊ばせる家族や森林浴を楽しむ姿が散見され、公

園で楽しむ人たちからアリが多くてねという声が

聞かれています。

小項目の１、公園内の森の保護を目的としたア

リに関する実態調査についてお聞きをしたいと思

います。特に名寄公園は、ミズナラの群生地であ

り、桜の木も多く、春の桜の花が満開の時期には

多くの市民が花見をする光景が多く見られるなど、

観光の名所でもあります。そのためにも公園内に

生息するアリから原生林に囲まれた森を守る必要

があるというふうに思いますが、お考えをお聞か

せいただきたいというふうに思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） おはようござい

ます。ただいま塩田議員からは大項目で２点にわ

たり御質問をいただきました。大項目２のうち小

項目１及び２は私から、小項目３は教育部長から、

大項目３は建設水道部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目２、新型コロナウイルス感染症

予防対策について、小項目１の緊急事態宣言の発

出に伴う名寄市の対応についてお答えいたします。

北海道では、緊急事態宣言の発出を受けて、８月

２６日午後４時から北海道新型コロナウイルス感

染症対策本部会議が開催され、北海道における緊

急事態措置を決定し、対策することとしておりま

す。本市におきましては、８月２７日午前９時か

ら新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催

し、北海道の対策で市町村立施設は感染状況や施

設の目的を踏まえて、順次休館等を検討するとな

っていることを踏まえて、公共の屋内施設は臨時

休館、屋外施設は市民利用のみなどの利用制限を

設定することといたしました。臨時休館などにつ

きましては、市民への周知期間が必要であるため

８月３０日からとしておりますので、御理解をお

願いいたします。

次に、小項目２の学校に携わる教職員及び１２

歳から１５歳の小中学生へのワクチン接種につい

てお答えいたします。小中学生へのワクチン接種

につきましては、ワクチン接種による副反応など

のデータが少ないことや保護者からのワクチン接

種に関する問合せが寄せられていたことを踏まえ、

名寄市立総合病院と事前協議を行い、小児科のワ

クチン外来において接種することといたしました。

ワクチン接種につきましては、８月２４日から開

始し、９月１４日時点で３４３人の児童生徒が１

回目の接種を終了し、順次２回目の接種を実施し

ています。さらに、１０月上旬までに１５０人の

予約を受け付けており、現在のところ６７．３％

の児童生徒が接種する予定であります。

教職員につきましては、先行接種で７月上旬か

ら８月上旬に希望される方へ２回のワクチン接種

を終了しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目２、

小項目３、学校における感染症対策について申し

上げます。

本市の小中学校につきましては、地域の感染状

況を鑑みて、文部科学省から示されている学校の

新しい生活様式におけるレベルスリーの行動基準

に即して、３密の回避やマスクの適切な着用、手

洗いなど、児童生徒に感染させない対策を講じな

がら教育活動を推進しております。具体的には教

室の小まめな換気や可能な限り間隔を空けた座席

配置、昼食時の黙食の徹底などを行っております。

また、飛沫を飛ばさないよう児童生徒及び教職員

は基本的には常時マスクを着用していますが、熱
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中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判

断した場合にはマスクを外して換気したり、児童

生徒の間に十分な距離を保つなどの配慮をしてお

ります。児童生徒の毎日の健康観察については、

登校前に自宅で検温し、保護者が健康状況をメー

ル等で学校に報告したりするなど、一人一人の健

康状況の把握に努めております。

次に、万が一学校において児童生徒から感染者

が確認された場合や濃厚接触者と判定された場合

は、当該児童生徒について出席停止の措置を取り

ます。その後、同一の学級において複数の児童生

徒等の感染が判明した場合や複数の濃厚接触者が

存在する場合には学級閉鎖を検討します。また、

学年内や学校内で感染が広がっている可能性が高

い場合は、学年閉鎖や学校全体の臨時休業を検討

することになります。あわせて、感染者や濃厚接

触者等とその家族に対する誤解や偏見などによる

差別や誹謗中傷を行われないよう、児童生徒への

指導や保護者への啓発を行っております。

次に、中学校の部活動についてでありますが、

学校での練習においては、近距離で組み合うこと

が主体となる活動や身体接触を伴う活動、大きな

発声や激しい呼気を伴う活動などを一時的に制限

しております。また、不必要に用具等を使い回し

をしないようにしたり、活動の前後で手指消毒を

徹底するなど、学校の新しい生活様式や各団体の

ガイドラインに基づき感染症対策を徹底しながら、

部活動を実施しております。感染が拡大している

地域の学校との練習試合など移動を伴う活動につ

いては、学校長が慎重に判断することとしており

ます。

なお、緊急事態宣言中の部活動については、中

体連等の全道、全国につながる大会などに出場す

る部活動に限り、感染症対策を徹底し、練習を行

っております。

今後も教育委員会といたしましては、学習や各

種行事の計画、部活動の活動内容等を工夫しなが

ら、可能な限り教育活動を継続し、児童生徒の健

やかな学びを保障してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 私からは大項目

３、名寄公園の維持管理について、小項目１、公

園内の森の保護を目的としたアリに関する実態調

査についてお答えいたします。

名寄公園は、多くの木々や池があり、四季折々

の自然を感じることができる歴史ある総合公園と

して、多くの市民の憩いの場として御利用いただ

き、親しんでいただいております。議員の御指摘

にありますように、名寄公園でのアリの発生状況

については、市民から私どもへもアリが多くて気

持ち悪いとの御連絡をいただき、現地の確認もし

てきております。伐採した木の切り株のほか、随

所にアリが巣を作っていることは従来から確認を

してきており、様々な手法を試みましたが、なか

なか有効な手だてがない状況です。このアリを駆

除するためには、殺虫剤を散布することが有効で

あると考えますが、小さなお子様からお年寄り、

ペットの散歩に至るまでの利用がある公園内にお

いて広範囲に殺虫剤を散布することは、その危険

性から実施しておらず、現時点では特に巣が密集

し、アリ塚のような状況になっている箇所におい

て名寄公園の維持管理委託業者によりピンポイン

トで駆除等の対応を行っています。

アリが樹木に及ぼす影響としては、公園内のア

リの多くはいわゆるクロアリであり、シロアリの

ように木を食べることはなく、木を食べるなどし

て直接樹木を枯らすことはありません。また、ア

ブラムシなど餌を求めて木に登ることで毛虫など

の一部の害虫を追い払う効果があると言われてい

るほか、人の手を加えることで自然林の生態系を

崩してしまうことも心配されるため、樹木に殺虫

剤を散布するなどの対策の必要はないと考えてい

るところです。しかし、木の幹や根周りが弱って

腐食をし、柔らかくなった場所に巣を作ることか

ら、木が地中の栄養や水分を十分に吸収できなく
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なり、間接的に弱らせることがないよう、引き続

き状況を確認し、心配になるような状況が散見さ

れれば造園業者等の専門家の御意見をいただきな

がら対応方法を調査研究し、市の文化財であるミ

ズナラの保存を含めまして、公園内の樹木の管理

に努めてまいります。

また、アリが大量にいる状況での不快感を拭い

切るまでの駆除を行うことは難しいですが、引き

続き必要最低限の対応は行い、今後も市民はもと

より多くの方に御利用いただけるような公園の維

持管理に努めてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。確認を含めて、再度質問をしてま

いりたいというふうに思います。

先ほどの御答弁で、対策本部会議で実際８月２

５日には政府がおおむね決定をする旨の報道があ

りました。２６日に北海道が対策本部を開催をし

て、そして今後の対策について協議をされて、そ

れが各市町村、自治体に通知をするというような

形で各自治体でこれは対策を講じていくというふ

うな形になっているということは理解しています。

今回名寄市においては、２７日の対策本部会議だ

ったということで、周知のことを含めて、月曜日

の３０日からそれらの自粛といいましょうか、い

ろんな公共施設の室内、室外に関わってそれなり

の措置ということが実際に行われているというこ

とであります。私の中では、２７日に名寄市の対

策本部会議を開かれて、そこの中で御議論されて

決定をしたのだというふうに思っておりまして、

そうであれば翌日の２８日土曜日からこの対策を

講ずるべきではなかったのかなというふうに思っ

ています。

そこで、お聞きをしたいのですけれども、この

２７日の週に関して言えば名寄市の新規感染者は

７名でした。その前の週も７名ということで、そ

の前の週はたしか４名だったというふうに思いま

す。この部分について、質問の通告をしておりま

せんけれども、市立総合病院の入院、コロナ感染

に関わる入院治療を行っているということだと思

いますが、この時点での、何日に何名入院してい

たとかということではなくて、大まかで結構です

ので、どの程度入院治療をされていたのかお知ら

せいただきたいなというふうに思いますが、でき

ますか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の病院の入院

という部分の御質問でありますけれども、これま

で何度も説明しているとおり、コロナの感染者数

であったり、病院については国、北海道が指定し

ている状況で、市独自として公表は差し控えてい

るということでありますので、御理解をお願いい

たします

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） そういう事情があっ

て公表はできないということで、そのことについ

ては理解します。ただ、この本部会議において今

後の緊急事態宣言に対する対策を講ずるわけです

から、名寄市の状況がどうであるのか、この部分

については当然データ的なものは把握をした中で

進めていらっしゃるのではないかなというふうに

思います。数が分からないので、何とも言えませ

んが、ただ事実としてこの２７日の週には、先ほ

どもお話をしましたけれども、新規感染者が７名

いらっしゃった。その前にも７名いたという状況

で、今の現状は、この直近の週においては一人も

いらっしゃらない、ゼロ人。その前の３０日から

対策を講じた部分でいうと、データ的には３人と

いうふうなことで、新聞でも報道がなされている

ところでありますから、こういうふうな部分で考

えると、名寄市の中でこういう状況にあったとい

うことはこれは事実でありますから、それらをど

のように受け止めて、この３０日からの対策に至

ったのか、このことについて再度御答弁をいただ

きたいと思います。
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〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今御質問で緊急

事態宣言が８月２７日からで、臨時休館等の措置

が３０日になった要因はということでありますけ

れども、５月のときの緊急事態のときも５月１５

日から緊急事態宣言が発令されて、実際臨時休館

等を行ったのは５月１８日からです。このときも

市民周知期間等も設けてということで、そういっ

た同じような設定をしております。５月のときに

おいても、御承知のとおり、市の関係施設も含め

て感染者が名寄市内で出ている状況であります。

詳細の情報というのは、基本的には市にも保健所

からは入ってきません。ただ、市の関係施設とか

がそういった感染者が発生した場合については、

いろんな情報というのは担当から入ってきますの

で状況が分かります。あと、もう一つは、保健所

のほうにそういった出た場合には市内の状況をす

ぐ確認をしております。それが市中感染が広まっ

た感染なのか、それともポイント、ポイントの感

染で止まっているのかという状況の情報を収集し

ながら、それも含めて本部会議の中でいつからそ

ういった措置を講ずるかという判断をしてきてお

ります。いずれの場合においても感染者は７名と

か出ていますけれども、それが家族内でまとまっ

ている状況で、それが市中に広まっているという

状況が確認されていませんので、即刻施設を臨時

休館するとか、そういった措置しなくても感染は

広がらないだろうという状況の中から、それより

も市民に混乱をさせないよう周知期間をしっかり

設けながら対応するということで判断をしてきて

おります。ただ、議員がおっしゃるとおり、これ

は市内の感染状況によっては、場合によっては緊

急事態宣言が出る前に即刻臨時休館するという、

それは当然の判断の中で今後も対応していきたい

というふうに考えておりますので、その時々の状

況を情報得れる部分をできるだけ集約しながら対

応してきているということで御理解をお願いしま

す

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実際にケース・バイ

・ケースといいましょうか、それで対策は、対応

といいますか、変わるのだということで、それは

理解します。今お話をいただいた中で、同じ７人

でも、その状況が細かいところまでお話しはいた

だいていませんけれども、あるのだというふうな

ことであります。確かにそういうふうなことはあ

るのかもしれませんが、私どもにも結構市民の方

からお問合せといいましょうか、あります。実際

には私たちは分からないわけですから、あくまで

も道のほうから発表されたもの、それから名寄市

から出されたもの、そういう情報しか持ち合わせ

ておりませんから、そういうふうなことで御理解

をいただくようお話をさせていただいているとい

うところではあります。

しかしながら、緊急事態宣言という形で出てお

ります。この中に日中も含めた不要不急の外出控

えてくださいというふうな形で出ています。その

中でもこの要請内容の中に、加えて特に週末の外

出を控えるというふうなことで、やはり週末には

人流といいましょうか、人が動くわけです。その

ことによって広まりが、もらったりといういろん

なことが起きるのかなというふうに思います。し

たがって、週末の２８、９を今回の適用の部分に

ついては、その後に発出をしたというふうなこと

で私の中では理解もできませんし、それから実際

にお問合せいただいた方でも、市民の方にいろん

な自粛をお願いをしているという状況からすると、

ちょっと緊張感といいましょうか、この緊急事態

宣言を出すのだと、出すことはどうして出すのか

というふうなことの緊張感といいましょうか、こ

の部分についてちょっと欠けているのではないか

なという御意見もあることも事実です。その他い

ろんな考え方をお持ちの方もいます。特に今回土

日を該当しなかったことに伴ってよかったと言わ

れている方もいます。確かにそうなのです。しか

しながら、やはり緊急事態宣言ということで、こ
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の重みです。このことを考えると、やはり私は２

５日に国でも動きが出て、道では２６日に対策本

部会議が開かれ、名寄は２７日、何回もすみませ

んけれども、であればその前段としてこういうふ

うな形になってくるだろうということについては、

道のほうからも事前に情報はあったのではないか

なというふうに思われるわけですけれども、その

ことを考えると周知にさほど時間を要するような

ことではないのでないかなというふうに思います。

実際に第４波が発生したときの対応がこうだった

というふうにお話もいただきました。しかしなが

ら、第４波と第５波では相当状況が変わっていま

した。そのことも含めて、名寄市がどうのと言っ

ているわけではなくて北海道においてですけれど

も、そういうふうなことを総合的に判断をするな

らば、これは事前に各施設の担当者に、出たらす

ぐこういうふうな形でいきましょうとかいうふう

なことで対策を講ずることができたのではないか

なというふうに思うわけですけれども、そのこと

について、もう一度御答弁をいただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員おっしゃら

れるとおり、事前に北海道から対策について会議

前にこういった素案でいくから意見はということ

で問合せは来ます。５月のときにはそれが北海道

の対策本部やられた後に変更になったのです。５

月のときには、最初は臨時休館というのは求めな

いはずだったのが対策本部会議が終わってから次

の日に来た資料でいうと、夜に報道されたのかな、

休館というふうに変わるという状況があるので、

事前の資料から対策本部会議の中で専門家の意見

も聞きながら、北海道の対策が変わるという状況

がありますので、そこは対策本部終了後にしっか

りとした正式な通知をもってうちも対応すべきと

いうふうに考えているところです。それで、いつ

入ってくるかという状況もありますので、次の日

ということで待っています。当然新聞等にも報道

されていますので、土曜日の２７日の午前中に速

やかに行いながら、報道機関にもお願いしている

という状況でしております。北海道においても確

かに緊急事態宣言が全道に発出されております。

これまでもいろんな対策の中で、北海道、広いエ

リアの中で全て同じ対策が必要かどうかというの

はすごく議論されておりますし、全てストップす

るということでいくと、これは市民生活なり、市

民の健康、経済も含めて、北海道、道内が全てス

トップしてしまうという状況になります。そうい

った中では、リスクはありながらもどこを動かし

て、どこまで制限するかというのは、これまでも

悩んできていますし、これからもその判断という

のはかなり難しい状況があるかというふうに思っ

ています。そういった面では、近隣の状況も確認

しながら進めていますけれども、近隣の感染状況

であったり、できるだけの感染の情報を、この前

も言ったように詳細が市にも入ってこないのです。

そういった面では、市の関係部署では情報はある

程度入ってくるのですが、そういった限られた情

報をきちんと分析しながら、対応を本会議の中で

しっかり検討しながら進めて、市民も混乱しない

ような形で進めていきたいというふうに思ってお

ります。

先ほど申し上げましたとおり、市内の感染状況

であったり、近隣も含めたそういった状況を踏ま

えていけば、緊急事態が出なくてももっと厳しい

独自の判断をして、例えば休館とかという対応も

する場面も出るかというふうに思っていますので、

そこについてはいろいろ議論していきたいという

ふうに思っていますし、議員の皆さんにおかれま

してもそれぞれの地域の方からいろんな御意見、

市のほうにも何ですぐやらないのか、またちょっ

と空いて土日できたらよかったとか、議員がおっ

しゃったとおり、同じような両方の御意見をいた

だいております。そういった意見もきちんと参考

にしながら、議員からのそういった地域の状況も

今後御指摘いただきながら、トータル的な判断の
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中で進めていきたいというふうに思っています。

本当にある程度のリスクは覚悟しながらもやらな

ければならないときもあると思いますし、全面的

にストップするという状況も含めて、今後も慎重

な対応をしていきたいというふうに考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。その時々で強い対応ということを考えていら

っしゃるということで安心をさせていただきまし

た。

実際には今もう第５波が少し終息とは言いませ

んけれども、感染者が減少してきているという状

況でありますが、これから年末を迎えるというこ

とからすれば、第６波も起こり得るのではないか

なというふうに懸念される部分あります。確かに

名寄市としても市民生活といいましょうか、経済

を回していかなければならないというふうな側面

もあるわけですから、大変だなというふうにそれ

は思います。しかしながら、市民の命と健康を守

りるということが一義的に大事な部分だというふ

うに思いますから、それらも含めて今後の万が一

起きたときの対応についてよろしくお願いをした

いというふうに思います。

続いて、学校現場の部分でありますけれども、

先ほども教職員の部分についてのこれは職域接種

の関係で進んだと。それから、１２歳から１５歳

の部分については、８月２４日から接種が第１回

目始まって、その部分でいうと３４３人の１回目

の接種が終わっているというふうに御答弁をいた

だきました。この数そのものが全体的にどれぐら

いなのかというのはちょっと分かりませんけれど

も、６７．３％というお話をしたのはそれかなと

いうふうに思いますが、これは一概に、１００％

が一番いいのでしょうけれども、いろんな状況が

あるので、それはなかなか難しいところというの

は承知をしております。その部分でいうと、教職

員、実際に学校、生徒を預かる側のほうとして、

職域接種が始まってきているわけですけれども、

この部分について、新聞報道によると北海道にお

いては接種している率といいましょうか、接種率、

これについては調べていないというように報道が

ありました。名寄の状況でいうと、仮にお調べに

なっていて、どれくらいの割合で接種が行われた

のか、そこら辺もし分かればお教えいただきたい

と思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 教職員ですよね。

〇１４番（塩田昌彦議員） １２歳から１５歳の

関係については、これはいろいろ実際御家族の方

と御本人と相談をされて、そして申込みをされて、

そして院内ワクチン接種というふうな形で進んで

いると思いますので、この部分については今進ん

でいるという現在進行形でありますから、これに

ついて理解しています。教職員の関係についての

部分で、もしお答えがいただけるのであればお答

えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 教職員の接種率

ということでありますけれども、今本市では年代

別の接種率についての公表をさせていただいてお

ります。ワクチン接種については、あくまでもこ

れは任意であって強制するものでありませんので、

教職員とかそういった個別の接種率を出しますと、

それはまたいろんな問題が起きることも懸念され

ますので、それについては差し控えさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 北海道全体でも、こ

れは報道の部分でありますけれども、調べていら

っしゃらないというふうなこともあります。これ

は、実際に子供たちの学校内での安全、安心を守

る立場からいうと、そういうふうにすると接種に

よって重症化リスクが下がるというようなことも

ありますし、本当に子供たち、若い世代への感染
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が広まっているということですので、非常に危惧

するところでありますけれども、そのことについ

ては理解しました。

次に、学校における対策という部分でいうと、

熱中症対策も含めた中で３密を避ける、マスクの

着用、そして手洗いの励行というふうな部分で、

こういうふうな部分がしっかり徹底をされている

というふうな部分でありますし、万が一の感染者

が出た場合の対策についてもしっかり取っていら

っしゃるというふうなことで、この部分について

は理解しました。

部活動における対応でありますけれども、これ

は各学校でいうと校長先生が全体の責任者という

ことで担っていらっしゃるというふうに思います

けれども、これは名寄市内の学校統一というふう

な考え方でいいのかどうなのか、その辺について

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 部活動について御質

問をいただいたところです。先ほどお話しさせて

もらいました部活動の一部一時的な制限につきま

しても、文科省なり、道からの通知に基づいて行

わせていただいておりますので、これについては

名寄市内全ての中学校において統一して今そうい

った状況であるということでございますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 加えてお聞きをしま

すけれども、緊急事態宣言が１２日から３０日ま

で延長されたというふうなことでありますから、

子供たちの部活動ができないという、いろんな状

況を踏まえて活動できる部分もあるというふうに

はお答えをいただいておりますけれども、実際多

くの子供たちがやはり学校を使えないというふう

なことで、部活動ができないという状況があるの

かなというふうに思います。当然生活リズムが狂

うというか、そういうふうな状況もあるのかなと

いうふうには思うのですけれども、この辺につい

て、これは部活の担当指導者といいましょうか、

の対応になるのか、学校としての対応になるのか

ちょっと分かりませんけれども、そういう部分で

いうと教諭の精神的なサポートといいましょうか、

ケアというふうなことで、どのようにされている

のか最後にお聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 緊急事態宣言が今回

延びてしまったということで、先ほども御答弁さ

せていただいておりますけれども、今部活動がで

きるのが全道大会や全国大会につながる部活のみ

が参加できるということで、今議員おっしゃられ

たように、そういったところでない大半の部活動

に参加されている、所属されている生徒につきま

しては、残念ながら今部活動ができない状況にな

っているということでございます。そういったこ

とから、恐らく残念がっている生徒も多くいらっ

しゃるのかなというふうに思っています。学校に

おきましてそういった部活動ができないことによ

って生活のリズムといいましょうか、そういった

ことが崩れたり、さらには不安だとか、またでき

ないということで無気力になってしまったり、い

ろんな精神的にも悩みがある場合につきましては、

学校においてもすぐに相談してほしいというよう

なお便りといいましょうか、通信といいましょう

か、そういうものを学校から家庭のほうに出して

いただいているところでございますし、これまで

もそうですけれども、そういったことから先生方

これまで以上に一人一人に寄り添った形で、何か

あれば小さなことでも、そういった小さな気づき

にもしっかりと対応してくれるように学校のほう

も考えていただいているということでございます

ので、御理解のほうよろしくお願いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） そういうふうな対応

を取っていらっしゃるというふうなことですから

安心をしましたけれども、やはりこれは精神的な
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ものというふうなことになれば、表に見てとれる

ような状況もないのかも分かりませんから、そこ

ら辺しっかり見守っていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、名寄公園の維持管理に関する部分

として、お答えいただいた中では十分状況を理解

をしていただいて、一部それらの対応もこれまで

も図ってきたというふうなことで御答弁をいただ

いたかなというふうに思います。私もどういうア

リがいて、そのアリがどういう性質といいましょ

うか、その部分がどうなのかというのはちょっと

分かりかねる部分ではありますけれども、やはり

実際原生林が密集して群生しているこの名寄公園

であっても、実際に名寄公園でありますから、観

光というふうなことも、名所であるということも

事実ですし、本当に何度も申し上げますけれども、

春には花見、結構桜の木がたくさんあって、満開

のときには本当にきれいだなと。そこに訪れる市

民の方たちの憩いの場になっているというのも事

実だなというふうに思います。その中で、この中

を散策してみると思った以上に利用されているの

かなというふうに思っています。老夫婦が散策を

したり、それから子供連れの家族が遊んだり、そ

して森林浴を楽しんだりというふうな部分で実際

に使われているというふうな部分でありますから、

やはりそこの中でアリがねというのはよく聞きま

す。したがって、何とかならないものかなという

ところではあります。

実際には維持管理をしているところとひどいと

ころといいましょうか、どういうふうに表現した

らいいのか分かりませんけれども、そこら辺の部

分については何らかの対応をしてもらうというよ

うな形で進めていますというふうな御答弁をいた

だいたかなというふうに思いますが、この部分に

ついて一度専門の業者、最後のお答えでもちょっ

といただきましたが、造園業者といいましょうか、

専門的な知見を有した方にこの辺の実態を見てい

ただいて、どういうふうな対応、方策が考えられ

るのか、殺虫剤というふうなことには当然ならぬ

と思います。殺虫剤を使うことによって別なこと

が起きますから、それはできないものというふう

に思いますが、この辺のことについて再度お聞き

をしたいと思いますけれども、造園業者、専門的

な業者に一度調査をしていただいて、そしてどう

いうふうな対応が望ましいのか把握をする必要が

あるのではないかなというふうに思いますが、そ

の部分についてお答えをいただきたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 再度御質問いた

だきました。私どもも正直アリに対してはさほど

知見があるわけでもなく、従来これまでも歴史的

にもミズナラもアリの被害を受けたという実績も

なかったものですから、またほかの樹木につきま

してもアリで木が枯れるようなことはちょっとな

かったものですけれども、ただ市民の皆様からは、

議員からもおっしゃられるように、アリ気持ち悪

くて何とかしてほしいのですというような要望と

いうか、苦情も私ども正直いただいてございます

ので、その部分含めて、薬でない対応とかができ

るのかどうかにつきましては、一度専門業者さん

というか、造園業者さんのほうには確認というか、

相談のほうはして、何かいい手だてがあれば採用

するような形で今後も進めてまいりたいと思いま

すので、御理解願いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実際に現場行くと、

大きなアリ塚もあります。そういう状況を見て、

私もアリの生息といいましょうか、ネットでちょ

っと見たりしてはみましたけれども、やはり専門

的な知見を有した方にその辺の部分についてはお

願いをするということは必要なのかなというふう

に思いますので、その辺の部分について要望して、

質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田雅彦議員の
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質問を終わります。

企業版ふるさと納税のさらなる活用について外

２件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいります。

企業版ふるさと納税のさらなる活用について。

地域活性化に貢献した企業に税負担を軽くする企

業版ふるさと納税の制度を使い、企業から寄附を

集めようという自治体が増えております。寄附集

めには国の認定が必要で、認定自治体の数は今月

９日時点で１，１９４市町村に上りました。実際

に約１年間で２．８倍と急激に増加しました。昨

年の春からは税の軽減割合を引き上げ、手続も大

幅に簡素化され、効果が出たように思われます。

メリットとしては、寄附額を損金算入でき、法人

住民税、法人税、法人事業税の一部から控除がで

き、企業として社会貢献ができるためイメージア

ップとＰＲ効果につながると言われております。

また、実証実験の候補地となり得る地域資源を生

かした新事業の展開ができる、本社機能の移転設

置の可能性という声も聞かれております。また、

節税効果もあり、企業活動にもプラスになる要素

が多い、寄附額の最高９割まで損金算入や税制控

除を受けられ、実質の寄附額の額面は１割となっ

ております。地方創生応援税制は、当初２０１９

年までの時限措置でしたが、２０２０年４月に大

幅改正され、２０２４年度、令和６年までの５年

間延長が決定されました。自治体側は、厳しい財

政運営の一助にと期待し、企業としてはメリット

が大きく、これから寄附企業も増加し、地域の活

性化を促すことになると思われます。企業版ふる

さと納税への考え方と取組について、理事者の御

見解をお願いいたします。

大きい項目２つ目、移住促進対策についてであ

ります。地方創生推進交付金２０２２年の予算概

要が発表となりました。地方へ移住する世帯に最

大１００万円の支給をする移住支援金は、１８歳

未満の子供がいる場合一定額を上乗せされるなど、

上乗せ制度が拡充される予定であります。２１年

度２１０億円を上回る１，２６３億円が要求額に

なっております。移住支援は、東京２３区に在住、

通勤する人が地元の中小企業に就職し、子供がい

る場合数十万円が加算されるそうであります。２

０１９年、１２３人、２０２０年は５６３人と利

用が伸びましたが、制度拡充に伴い、子育て世帯

の利用増を目指しております。地方のデジタル化

推進では、ＩＴ専門家チームを自治体に派遣する

事業に１億円、地域の脱炭素化推進事業にも１億

円見ているそうであります。人口減少対策に取り

組む自治体向け地方創生推進交付金は、２１年度

より２００億円多い１，２００億円が予定されて

いるそうであります。来年度予算でありますが、

あと７か月もありますが、しかし７か月しかない

とも言えます。そのようなことで３点についてお

尋ねをいたします。

名寄市移住促進協議会の現状と課題と今後の取

組について。

２つ目に、関係人口の創出に向けた今後の取組

の状況について。

３つ目に、名寄市移住支援金の利用促進につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３つ目、自立と社会参加を妨げる物

理的障壁の除去についてであります。障がいを持

つ人が住み慣れた地域において安全に、また快適

に自立生活を送っていく上で重大な妨げになるも

のの一つが市が管理する施設、道路等であります。

障がい者の立場で整備推進することはもちろんで

すが、公共施設に障がい者等が自由に外出し、積

極的に社会参加できるように道路の危険箇所の点

検と改善及び適切な道路勾配の確保を進め、視覚

障がい者の誘導用ブロックの整備等について障が

い者の意見を取り入れながら、安全で快適な歩行

環境の整備を図ることが必要と思われます。福祉

のまちづくりを進めるには、心のバリアフリーと

まちのバリアフリー、ユニバーサルデザインに取
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り組むことが障がい者に優しいまちづくりであり

ます。第２期名寄市地域福祉計画の視覚障がい者

に対してのユニバーサルデザインの考え方と取組

の状況について理事者の御見解をお願い申し上げ、

壇上での質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 高橋議員からは

大項目で３点にわたり御質問いただきました。大

項目１及び大項目２については私から、大項目３

については健康福祉部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、企業版ふるさと納税のさら

なる活用について、小項目１、考え方と取組につ

いて申し上げます。企業版ふるさと納税は、国が

認定した地域再生計画に記載される地方公共団体

の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行

った場合に、法人関係税から税額控除をする仕組

みであります。令和２年度から地方創生のさらな

る充実、強化に向けて、地方への資金の流れを飛

躍的に高める観点から制度が大幅に見直され、税

額控除が最大で寄附額の６割から約９割へ拡大と

なり、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮され

るなど、企業にとってはより使いやすい仕組みと

なりました。また、地域再生計画の認定手続が個

別事業ごとから地方版総合戦略を網羅する包括的

な認定を可能とする簡素化が図られるなど、大幅

な事務の効率化により制度を活用する自治体が増

加しております。

本市におきましても企業と連携した地方創生の

取組を推進するため、総合戦略に基づく地域再生

計画の認定申請を行い、令和２年３月３１日に認

定を受けており、市ホームページ及び内閣府、北

海道のポータルサイトに企業版ふるさと納税活用

に向けた情報を掲載しております。これまで信金

中央金庫様から物流で利活用されている充電式輸

送用保冷機のエネルギーを再生可能エネルギーに

転換する実証実験を行うための寄附をいただくと

ともに、芸者東京株式会社様からジュニア世代の

育成強化を目的に実施しているＮスポーツコミッ

ションによるジュニアアカデミーの取組に対して

寄附をいただいております。

制度改正以降国においては、企業等に対して制

度や事例などの周知に取り組んでおり、企業版ふ

るさと納税の関心、認知度が一層高まることが想

定されることから、企業に対するさらなるトップ

セールスを行うとともに、寄附活用事業における

企業の関連性やメリット、寄附を活用した事業成

果などをホームページやＳＮＳなどで情報発信す

るなど、企業版ふるさと納税のさらなる活用を目

指して取組を進めてまいります。

次に、大項目２、移住促進対策について、小項

目１、名寄市移住促進協議会の現状の課題と今後

の取組について、小項目２、関係人口の創出に向

けた取組状況について、関連がありますので、一

括してお答えいたします。名寄市移住促進協議会

は、名寄市への移住促進及び関係人口創出を官民

連携で推進するため、現在名寄市を含め１３団体、

企業の会員により事業を推進しております。現状

の課題としては、行政主導で進めてきたことによ

り会員である団体、企業と一体となった取組や地

域住民を巻き込んでの事業展開となっていなかっ

たことが挙げられ、会員を含む地域住民と移住検

討者との交流機会の創出や昨年度から実施してお

ります移住体験ツアーのコンテンツに関わってい

ただけるよう内容を構築し、協議会全体及び地域

住民にも関わっていただけるよう見直しを図って

きております。

今後の取組については、感染症の影響から予定

していた市内外でのイベントも含め、対面での接

点が持てない状況ではありますが、移住者を含む

地域住民の御協力もいただきながら、オンライン

を活用した情報発信や移住促進に係るＰＲ動画の

制作を進めていることから、今後の移住施策及び

名寄市の魅力発信につながるよう事業を推進して

まいります。

次に、関係人口の創出に向けた今後の取組状況
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については、今年度は北海道と連携した北海道型

ワーケーションへの参加や個別での受入れを予定

しておりますが、感染症の影響により現在まで受

入れには至っていない状況にあります。こうした

状況下でありますが、ライフスタイルの多様化を

捉え、働く場所にとらわれず仕事ができる層に対

し、本市での自然環境を生かした地域の魅力発信

から足を運んでもらえるようなきっかけづくりな

ど、関係人口の創出に向けて取り組んでまいりま

す。

次に、小項目３、名寄市移住支援金の利用促進

についてお答えいたします。国、道と連携して実

施している名寄市移住支援金につきましては、今

年度新たにテレワーク移住が対象要件に追加とな

り、広報紙やホームページでの周知のほか、移住

相談時に情報提供をしております。あわせて、支

援金の就業要件の一つとして、道が運営するマッ

チングサイトに登録されている企業への就職とな

っていることから、市内法人企業への登録促進に

向け、広報紙などへの掲載や関係機関と連携した

周知を図ってきております。事業開始となった令

和元年度より現在までの問合せは４件あり、その

うち１件については、昨年度市内企業への就業に

より支援金を支給いたしました。その他について

は、対象要件を満たしていないケースや今後移住

を検討している方についてはテレワーク移住につ

いて相談が寄せられているなどの状況となってお

ります。

利用促進について、制度についての周知が重要

と認識しておりますが、市内企業による道のマッ

チングサイトへの登録数が現在３社という状況か

ら、就業先の選択肢を広げられるよう登録件数の

増加も必要と考えております。今後においても移

住者及び移住検討者への制度周知や市内企業に対

してのマッチングサイトへの登録促進となるよう

関係機関と連携した周知を図り、利用促進となる

よう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは大項目

３、自立と社会参加を妨げる障壁の除去について、

小項目１のユニバーサルデザインの考え方と取組

についてお答えいたします。

名寄市地域福祉計画では、障がいがあるなしに

かかわらず、全ての市民が安心して快適に生活で

きるよう建物や道路、移動手段、情報提供などの

バリアフリー化などを図るとともに、不自由なく

利便性を感じられるようユニバーサルデザインの

普及啓発を図ることを目標に掲げ、計画を推進し

てきております。これまでの取組として、視覚障

がいのある方に対しましては、市ホームページで

の音声ガイドや市広報におけるＵＤフォント採用

によるユニバーサル化と点訳による情報提供、本

を朗読したデータを貸し出すサービス、サピエな

ど情報保障を進めてきております。聴覚障がいの

ある方に対しましても手話通訳者や要約筆記者を

養成するための講座の開設や市窓口に手話ができ

る職員を配置し、利用者の利便性向上を図ってお

ります。また、全ての方が利用しやすいよう新築

する公共施設は段差の少ない構造とし、手すりや

多目的トイレ等の設置、既存施設につきましても

トイレ改修やスロープ設置など、施設改善を順次

進めてきているところであります。

道路整備についても平成２４年度に名寄市高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路

の構造に関する基準を定める条例を制定し、道路

の段差や勾配についてバリアフリー新法に即した

新基準で整備を進めてきたところであります。ま

た、歩道空間のバリアフリー化として、平成２０

年度から北海道開発局と北海道及び本市の３者で

協議を行い、名寄駅前から商業施設の多い国道４

０号と名寄市総合福祉センターを結ぶエリアを重

点地区として設定し、整備を進めてきております。

国道４０号においては、歩道整備と併せて視覚障

がい者誘導用ブロックを設置し、道道旭名寄線に

おいては歩道整備と併せて交差点部とバス停留所
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に視覚障がい者誘導用ブロックが設置されました。

本市においても総合福祉センター前の市道南１１

丁目東通の道路整備を実施、駅、商業施設、福祉

施設を結ぶバリアフリー化された歩道網の整備を

進めてまいりました。

名寄市障害者自立支援協議会においては、平成

３０年度に市内の公共施設における多目的トイレ

に関する実態調査を行い、多目的トイレに備わっ

ている機能を紹介する名寄市バリアフリーマップ

を市ホームページに掲載し、障がいのある方が利

用しやすい取組としているところです。今後にお

きましてもバリアフリー化やユニバーサルデザイ

ンの推進を念頭に置きながら、各事業や施設整備

を取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再度質問をさせていただきます。

まず、企業版ふるさと納税の推進ということで

今回質問させていただいております。先ほど部長

が言われたように、損金算入と税制で９割、企業

負担が１割ということで、企業としては本当にす

ばらしい取組の部分だと思います。それで、この

部分で内容が先ほど変わったということで言われ

ていました。地域再生計画、内容も基本目標も基

本的な方向性を適合できる、確認できる程度の記

載でよくなりましたし、事業の記載も不要になっ

たと。そして、認定手続も簡素化されたというこ

とで、本当に役所としてもやりやすいかなという

ふうに思います。そこで、この補助金自体、交付

金自体の内容も若干変わったのです。今まで同時

に利用できた地方創生関係交付金だとか地方財政

措置以外にも今回自然環境整備交付金などの併用

可能な補助金が６７件になりましたし、社会資本

整備交付金などのインセンティブ付与の可能な補

助金が９件増えたということなのですけれども、

このことはお知りでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私のほうでは今

ちょっと存じ上げていなかったのですけれども。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） そのようなことで項

目が増えたというふうになっているみたいですの

で、ぜひ御確認いただいて、この企業版ふるさと

納税しっかりと進めていただきたいなと。

ふるさと納税やるのですけれども、物は返さな

くていい、１０万円以上という流れでやっていま

すので、そしてよそのところではいろんな方法を

やられています。山梨県の南陽市では、コロナ禍

で生活が大変な学生にこのファンドを使いまして、

企業版ふるさと納税を活用した食の支援というこ

とで、南陽産の米、ラーメン、そばセット、南陽

スイーツ、故郷の南陽食を送ることによりこの若

い世代とのつながりをつけておいて、将来南陽市

に戻ってきていただけるような取組をやられてい

るそうです。南陽市に保護者が在住していて、専

門学校に行っている子、短大に行っている子、大

学に行っている子にこの食材をこのファンドを使

って送っているそうであります。地元の食材です

から、地元の活性化にもなりますし、そういうよ

うな取組をやられているそうです。茨城県の境町

では、河岸のまちさかい復興プロジェクトという

ことで、中心市街地の空き家だとか空き店舗再生

活用事業ということで、この空き家、空き店舗の

リフォーム事業の部分のファンドをして、そして

募ったお金で空き家をリフォームした後に移住、

定住の方々にそこに入っていただいているという

部分だそうです。群馬県の下仁田町は、ねぎとこ

んにゃく下仁田奨学金事業ということで、このフ

ァンドを集めたお金で奨学金のほうに、卒業後下

仁田町に戻ってきて、定着した子に対してこの元

金と金利分をそこからお支払いしているという取

組をやられているみたいなのです。逆に私は、先

ほど言った王子の後に物流をつけて、そういうエ

ネルギーの部分をやるのも重要です。そして、Ｎ

スポーツの支援も必要と思いますけれども、やは
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り名寄にそのような子供たちがいて、そして名寄

に戻ってきていただく。これから王子の問題で何

百人もの人が名寄からいなくなる可能性も出てい

る中であり、人口を増やす部分も必要かな、取組

も必要かなと思うのですけれども、この部分の支

援の考え方というか、こういう部分だったら何と

か可能性を感じるのではないかという部分という

のは部長としてはどうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今いろいろ全国

の事例紹介いただきました。我々も取組について

は、優良事例等公表されていますので、情報収集

には努めているところです。今お話しいただいた

部分なのですけれども、地域再生計画、ここがあ

くまでもベースにあるということですので、イコ

ール名寄市で作成している総合戦略、ここの抜粋

版がこの地域再生計画になっていますので、我々

も幅広に構えながら策定していますので、しっか

りと活用できるような事業については参考にさせ

ていただきながら、選定しながらチャレンジして

いきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当に地域再生計画、内容、基本目標、そし

て基本方針の適合を確認するという部分がある程

度、大ざっぱと言ったらおかしいですけれども、

記載がしなくていいような形になりましたので、

ある程度の部分で使っていけるのではないかなと

いうふうに思いますので、しっかりとそういう部

分取組をお願いしたいなと。本当にこの企業版は、

有効な手段かなというふうに考えます。大変な尽

力を使うというふうに思いますが、石橋部長なら

しっかりできると思いますので、ぜひ推進してい

ただきたいなというふうに思いますので、よろし

くお願いします。

次に、名寄市の移住促進の部分で再質問させて

いただきます。先ほど部長が言われたように、地

域住民等の参加がなかなかできなくて、推進が難

しかったという部分がありまして、今年度どれぐ

らいの方がこの移住関係で名寄市に連絡があって、

どういう状況なのかというのがあれば教えていた

だきたいなと。何件ぐらいの方が名寄に興味を持

って移住のお話、または話しに来たのかだとか、

名寄にはこちらにちょっと来れるようなちょこっ

と移住のあれもありますので、そういう関係も含

めてちょっとお話をいただきたいなというふうに

思います。今年度。今年度ゼロですか、コロナ禍

で。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 一応電話等での

問合せについては、申し訳ありません、そこまで

の件数については私今押さえておりませんけれど

も、正式なうちが用意しているメニューで、今年

度移住体験ツアーのほうを活用していただいて、

お子さん小さい方なのですけれども、一家で風連

地区の農業体験ということでお越しいただいた世

帯があります。ここについては、農務課と、それ

からＪＡと連携しながら、そこの事業承継も視野

に入れて、その後新規就農を考えていると、確度

の高い方をお迎え入れして来ていただいたという

ことで、その方の意向としては、道内数か所回ら

れたようですけれども、どうやら名寄が気に入っ

ていただいたようで、今後家族と話し合って地域

おこし協力隊からというような考え方もお持ちい

ただいているような、そんな状況で今進んでいる

ケースもあるということでございます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） すみません。数

字ということで、今お話しした分プラスＰＲ事業

ということで１件いただいているのと、オンライ

ンでのやり取りをさせていただいた部分について

は、令和３年度は８件あったということでござい

ます。

以上です。
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〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。

ＰＲ事業１件、オンライン事業８件ですけれど

も、非常に可能性を感じるお話ができたのかどう

か、ちょっとお聞かせをいただきたいなというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私も見ていた感

じでは、数ある中で名寄市にフォーカスしたとい

うことの方が直接オンラインで対面しているとい

うことですから、可能性はあるのだろうと。あと

は、やはり生活する仕事であったりする環境であ

ったり、どのタイミングで決断をされて来られる

ようなところまで持っていけるのかというのが一

番の鍵になるのかなと思っています。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。

先ほどワーケーション参加がこの事業に入った

という、可能性をすごく感じるのですけれども、

このワーケーション事業で今年１社の方が来られ

るという去年お話をされていたのですけれども、

この状況というのはどうなのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） この間春先の緊

急事態宣言終えて、秋口に調整をしていました。

その秋に緊急事態宣言に入ってしまったというこ

とで、今実現に向けてまだすり合わせをしている

最中でありますので、よろしくお願いしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

この移住支援金、また名寄は入って今進めてい

るということで、１件あったという部分なのです

けれども、先ほど名寄の企業がマッチングサイト

に入れているのが３件という、ちょっと少ないか

なという部分なのですけれども、こういった部分

で商工会議所だとか、あとまたハローワークを含

めてのお話合いというのはしているのか。このマ

ッチングサイトに載っからない限り引っ張ってこ

れないと思うのです。そういう部分の対策という

のはどうされているかちょっと教えていただきた

いなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 議員おっしゃる

ように、我々の力だけではなかなか事業者の皆様

方への協力は浸透し切れないという部分があって、

ここについては会議所、それから商工会の皆さん

の力をお借りしながら、この間取組を進めてきた

結果がまだこのような状況だったということであ

りますので、実際に１件受け入れることができま

したので、そういった成果も含めて、さらにまた

みんなと連携しながら進めていきたいというふう

に考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） この事業、きっと企

業の方もあまり知らないと思うのです、３者しか

いないということは。もうちょっとＰＲかけて、

昨日の同僚議員のお話では名寄は求人倍率１．６

倍というふうに言っていましたので、本当にそう

いう人材が欲しいという企業が多いと思うのです。

その中で、企業にこの移住支援金をいただいて、

人材を呼び込めることができるというふうにしっ

かりとＰＲしたほうがいいのかなと。よそは移住

するためにいろんな施策、移住するために家を建

てるのなら土地をあげますよだとか、移住してき

たら、家を建てたら固定資産税を５年間免除しま

すよだとか、医療費無料にしますよだとか、幼稚

園ただですよだとかといってどんどん、どんどん

移住する方を増やしていますけれども、名寄とし

てのメリットを考えると、こういう補助金を最大

限に利用して、そして人材を呼びよせるというの

が施策かなというふうに思っています。このマッ

チングサイトの企業を増やすための施策というの
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が必要かなと思うのですけれども、どのようなも

のでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 実際にマッチン

グサイトへの掲載企業の数だけは報告させていた

だきましたけれども、実は道への登録申請はされ

ているのですけれども、まだそのマッチングサイ

トまでの掲載には至っていない企業というのが６

社ございます。こういったところが最後の１つの

作業に踏み切っていただけるように後押ししてい

きたいということもありますし、あとは新しく制

度で認められたというリモートワークによる移住、

これはこのマッチングサイト関係ない状況で、実

際に１件今お問合せもいただいている方もおられ

ますので、こういったさらにハードルの低い制度

についてしっかりと周知しながら、移住者、興味

のある方を一人でも多く取り入れていきたいなと

いうふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。このマッチングサイトでぜひ人材を引き寄せ

ていただきたいなというふうに思います。いろん

な部分の政策に使えるのかなというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。

では次に、最後の部分の自立と社会参加を妨げ

る障壁の除去についてということで再度質問させ

ていただきます。名寄市地域福祉計画の部分の全

ての市民が安心して快適に生活できるように建物

だとか道路の整備を行っていくという部分は分か

ります。その中で今回この質問をさせていただい

たのは、１人の視覚障がい者の方に呼ばれて行き

ました。家は横断歩道の角にあって、近いのです。

できれば横断歩道を渡るときに音が出ない、これ

は警察行かなければ駄目なのですけれども、そし

て国道で取付け道路のところに大きな穴があって

落ちましたと。そして、できれば横断歩道に点字

ブロックをつけてほしいのですという要望が出さ

れました。そして、開発の取付け道路の穴のもの

は、開発の士別の所長とお話しさせていただいて、

現場一緒に見て、改善していただくようにはした

のですけれども、問題は横断歩道だと思うのです。

でも、利用するのはきっとその視覚障がいの御婦

人１人かな、横断歩道は誰でも利用するのですけ

れども、町中ではないものですから、その方が主

に利用するのかなというふうに思います。病院の

近くですから、病院関係の方も。そして、その視

覚障がい者用の点字ブロックを設置できないです

かねというお話をいただきました。建設水道部長、

その点字ブロックつける部分で、何か規定だとか

いろんな部分というのはあるのでしょうか。開発

の所長は、バス停があって、バス停まで行く部分

の横断歩道であれば設置は可能なのですけれども、

今のところではバス停は逆にあって、そしてバス

停も遠いのです。だから、開発のほうはちょっと

つけられないのかなと思うのですけれども、名寄

市の道路のほうは病院に行く道路ですから可能な

のかなという部分はあるのですけれども、点字ブ

ロックをつける部分の規定というのがあるのかど

うか教えていただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今高橋議員のほ

うから点字ブロックの設置の規定ということで御

質問を再度いただきました。点字ブロックにつき

ましては、視覚障がい者用誘導ブロックというこ

とで、先ほどお話もありましたとおり、本市も国

の省令と同じように、ちょっと長いですけれども、

名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に係る道路の構造に関する基準を定める条例とい

うことで、視覚障がい者の円滑な移動のために必

要であると認められる箇所に視覚障がい者用誘導

ブロックを設置するものとするという目標がござ

います。

現在国の方針といたしましては、道路のユニバ

ーサルデザイン、バリアフリーを含めたユニバー

サルデザイン化を促進するために、多くの高齢者

や障がい者が通常徒歩で移動する道路を特定道路
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ということで国土交通大臣が指定をし、歩道上の

視覚障がい者誘導ブロックを設置することを義務

づけるというような形になってございます。この

特定道路はどういうものかということになってく

ると思いますけれども、この特定道路につきまし

ては、まず特定旅客施設、駅です、こちら１日平

均利用が当初５，０００人だったのですけれども、

今は３，０００人以上の利用があって、特定旅客

施設と特定路外駐車場、自動車の駐車場なのです

けれども、５００平米以上で、かつ駐車料金を徴

収する駐車場、また主な福祉施設ということで、

特定建築物、これは不特定かつ多数の者が利用を

し、また主として高齢者、障がい者が利用する特

定建築物であって、移動円滑化が特に必要なもの

として政令で認めるものというふうになってござ

います。ちょっと分かりにくいのですけれども、

要はまず国のほうでは全国的に利用の多い部分、

利用者の大変多い部分を優先的にやっていこうと

いうことで枠組み、網かけをして進んでいること

になってございます。これらのことから、先ほど

お話ししましたけれども、名寄市においてはこの

大臣承認を受けている道路、特定道路につきまし

ては、国道４０号の南６丁目から南１１丁目まで

の０．６キロがそこに当たってございます。この

ほかにも開発、北海道と名寄市とで重点整備地区

ということで先ほどもエリアを設定して、一部誘

導ブロックだけではなくて歩道の設置を含めて整

備をしましたということはございました。という

ことになってくると、いつまでたっても名寄市の

ほうではまだ誘導ブロックを整備しないのかいと

いうことにもなってきますので、私どものほうで

もこのバリアフリー新法できる前から視覚障がい

者用誘導ブロックの配置計画というのは実は持っ

てございまして、これにつきましては、御存じの

とおり、名寄駅から例えば南６丁目、市立総合病

院までは整備終わってございますし、そのほか７

路線、また中央通や西２条通などは各交差点の辺

りのところに止めの誘導用ブロックを設置をして

いるという状況になってございます。まだまだそ

もそも歩道等の未整備の路線も多く、そちらも改

修してということも併せてというふうになってき

ますけれども、この部分につきましては今後も高

齢者、障がい者を含めた全ての皆さんのユニバー

サルデザインの社会の実現を目指したような形で

整備のほうを進めていきたいなというふうに考え

ているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。特定

道路でなければ、また駅、駐車場、そして店舗等

でないとなかなか難しいというのが分かりました。

分かるのですけれども、全ての市民が快適に生活

できるというこの福祉計画の下では、一人でもや

っぱり必要ではないかというふうに私は考えてい

ます。ぜひそういう部分で障がい者が安心して、

一般市民と同じくこの名寄市で暮らせる体制を整

えるのが行政の役割かなというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。

その部分で、部長の先ほど駅から市立総合病院

までというふうに、あそこは入っています。見受

けるのですけれども、大変凹凸が激しいというふ

うに私は感じます。市立総合病院側は新しいから

いいです。商店街側の歩道の部分というのは、視

覚障がい者には大変危ないのかなという部分、こ

の視覚障がいの組合のあれを見ると点字ブロック

の上には物を置くなまで言っている状況ですから、

やはり障がい者がほとんどの方が目が見えません

ので、点字ブロックを目指して歩いている中でや

はり凹凸や何かがあるというのは厳しいのかなと

いうふうに思いますし、豊栄通もあそこも点字ブ

ロック入っています。横断歩道等に入っているの

ですけれども、あそこの歩道の点字ブロックもも

う１０センチぐらい下がっているだとかというと

ころが何か所かあります。ぜひ一度この点字ブロ

ック点検していただいたほうがいいのかなと思う

のですけれども、どんなものでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。
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〇建設水道部長（東 聡男君） まず、先ほどの

特定道路の部分で基準がちょっと高いような話し

させていただきましたけれども、そうはいっても

私どももだからといってその基準に達していない

ので、やらないというふうには思ってございませ

んし、いずれにしてもなかなかピンポイントで施

設整備というふうにもならないものですから、あ

くまでもバリアフリー化された道路であるとか、

誘導ブロックについてもある程度ネットワークと

いいますか、もしくは施設と施設を結ぶというよ

うなことの中では今も検討している部分もござい

ますし、例えば本来であれば今でいうところの名

寄駅から市役所までの大通にも実は誘導ブロック

設置されていませんので、早くここの部分も道路

の改修将来的にあったときに併せてやっていきた

いなというようなもくろみでもございますので、

その部分については御理解いただきたいと思いま

す。

また、今ありました６丁目のそもそも誘導ブロ

ックというよりも歩道がたがただよというお話に

つきましても、実は数年前に１度６丁目舗装歩道

ではなくてブロック、点字ブロックではなくて歩

道自体がブロックの歩道でございまして、手をか

けたことはあるのですけれども、やはり経年でま

たそういうようなことが進んできている部分も含

めまして、また郊外の豊栄通などのブロックや何

かの部分が、点字ブロックが下がっているのでは

なくて、そもそもの歩道がもう下がっているとい

うこともあろうかと思いますので、その部分につ

きましては間違いなく私どものほうで一斉点検か

けまして、ひどいところから順次補修はしていく

という対応をしてまいりたいと思いますので、御

理解願いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。目の見えない方には、この点字ブロック本当

に命の絆、命の道なのです。ぜひ一度名寄市内の

点字ブロック点検していただきまして、障がい者

に支障のない体制を整えていただくようお願いし

ます。

また、全ての市民が、全ての障がい者が安心し

て住める名寄市を目指していただくことをお願い

申し上げ、質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時３９分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新型コロナワクチン接種に関わって外２件を、

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、大項目３点について質問いたし

ます。

大項目１、新型コロナワクチン接種に関わって。

９月１４日現在、市のホームページにて記録住民

の７４％が２回目の接種を完了していると承知を

しております。厚生労働省のホームページにより

ますと、全国で２回の接種を終えた方がおよそ６，

３００万人、全国民の５０％、過半数を超えたと

言われております。そこで、以下小項目４点につ

いて伺います。

小項目１、これまでのワクチン接種の進捗状況

と副反応について。８月３０日の市長の定例記者

会見では、本市におけるワクチン接種は９月上旬

をもって接種希望者への接種予約はおおむね完了

するとのことでございます。現時点でのワクチン

の供給体制と進捗状況が計画に沿って順調に推移

しているのかについて伺います。

また、９月１０日に開催されました第６８回厚

生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討

部会の報告によりますと、ワクチン接種医療機関

から報告をされているワクチン接種後の死亡者数

が１，１５５名に上っています。主立った大きな
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副反応者は２万３，４５６人で、そのうち重篤者

数は４，２０１人と報告をされています。それら

を踏まえて、本市、名寄保健所管内の副反応に関

わる報告数と主立った症例について、今日までの

状況についてお知らせください。

小項目２、１２歳から１５歳、１６歳以上の若

者世代へのワクチン接種の考え方について。大人

のワクチン接種率が順調に推移している状況下で、

変異したデルタ株が世界中で感染を拡大していま

す。若年者の感染増加も報道され始めております

が、若年者の重症化率、死亡率は極めて低い状況

であります。その中で、国内で若年者へのワクチ

ン接種後の副反応による重篤症例や死亡例などが

複数報告されている現状にあります。若年者への

ワクチン接種の在り方について、どういった科学

的根拠を提示して接種券を案内されているのかに

ついて伺います。また、若年者接種における副反

応などの有害事象と接種することの効果について

の御見解を伺います。

小項目３、３回目接種と異種ワクチン交差接種

の考え方について。２回の接種から一定期間が過

ぎれば、本来であれば十分な免疫獲得が期待され

ると言われていましたが、今ブレークスルー、接

種後感染が世界各地で広がりを見せています。ま

た、２回目のワクチン接種から半年余りでそのベ

ネフィット、効果が薄れてくるとの査読済み論文

も発表されています。日本政府も９月１０日に３

回目ブースターショット、異なる種類のワクチン

を用いる交差接種について議論に入るという報道

がありました。年内にも実施することを視野に入

れているとのことです。本市において３回目接種

並びに異種ワクチン交差接種についてどのように

捉えているのか、現時点での御見解を伺います。

小項目４、ワクチンハラスメントやワクチン接

種差別の防止について。名寄市広報９月号の４ペ

ージに「ＳＴＯＰ「ワクチン差別」」が掲載され

ました。新型コロナワクチンを接種する、しない

は任意であり、個人個人それぞれの判断に委ねら

れていることは予防接種法でもうたわれています。

接種に関わる強要や差別的な扱いが起こらないよ

うに厚労省のホームページ、あるいは法務省人権

擁護委員連合会からも発せられているところです。

ただ、現在のように国を挙げてワクチン接種を促

進している状況下では、接種について慎重な人た

ち、あるいは様々な諸事情によって接種ができな

い人たちに暗黙の同調圧力が重くのしかかってい

るのも現実であります。ワクチン接種に慎重な人

たち、接種ができない人たちに対して不利益な行

動制限など、権利侵害あるいは人権侵害が起こら

ないようにするためにどのような対策を講じてい

るのかについて伺います。

大項目２、学校教育のＩＣＴ化、ＧＩＧＡスク

ール構想に関わって。国は、Society5.0を提唱し

て、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合

させた未来社会を創造していく方針を打ち出して

います。誰一人取り残すことなく、公正に個別最

適化をされた創造性を育む教育を全国の学校で持

続的に実現を図っていくＧＩＧＡスクール構想を

推進しています。国は、コロナ禍による補正予算

を駆使して計画の前倒しを図っています。本市に

おいても、教育行政執行方針あるいは「教育なよ

ろ」にも学校教育ＩＣＴ化とＧＩＧＡスクール構

想実現に向けた整備を進めると記されております。

今年度当初予算にも学校教育情報化推進事業にお

いて教育用端末に８５６万円、ＩＣＴ支援員配置

に９５０万円、合計１，８０６万円が計上されて

います。以下、３点についてお伺いします。

小項目１、ＧＩＧＡスクール構想実現に向けた

環境整備と端末整備状況について。予算に関わる

ロードマップの実施状況と通信ネットワークの環

境整備状況並びに１人１台端末の配備の進捗状況

について伺います。また、ＩＣＴ支援員の配置状

況、学校教育情報化推進委員会の協議内容につい

て伺います。

小項目２、ＧＩＧＡスクール構想に適したソフ

ト面としての教材やカリキュラムについて。ＩＣ
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Ｔ機器の整備を下に情報活用能力を高める教育に

は、ＧＩＧＡスクール構想に適した教材とそれら

に使うためのカリキュラム、教職員と保護者のＩ

Ｔリテラシーが必要不可欠になります。指導教材

やデジタル教科書、ＡＩドリルなど、本市ではど

のようなソフトを整備していくのかについて考え

方をお示しください。また、カリキュラム構築と

ＩＴリテラシーとモラルの指導の取組についてど

のように進めていくのか御見解をお伺いいたしま

す。

小項目３、ＩＣＴ環境整備による児童生徒への

心身に与える影響について。学校内の大容量無線

通信ネットワークの整備は、多くの電磁波を発生

させます。学習では１人１台端末タブレットの使

用が進められています。学校内で児童生徒が無線

周波数電磁波に被曝することによる心身の健康に

及ぼす影響についてどのような対策を講じている

のかについて伺います。

大項目３、地域公共交通網形成計画と物流拠点

化に関わって。地域公共交通網の維持と改善は、

交通分野の課題解決のみならず、まちづくりビジ

ョンである総合計画をはじめ、各種計画ともリン

クするまちづくりの総合的なグランドデザインを

描いていく上で重要な血管となる部分です。さら

には、保健、福祉、教育、生活環境などにも大き

く関わり、庁内の部署を横断した取組が求められ

るといった市政運営にとって重要な柱に位置づけ

られます。また、道北の中核都市として、モーダ

ルシフトを包含した物流の拠点化事業は、ロジス

ティクス物流システムの最適化、適正化に向けて

経済効果を内包した可能性のある取組でもありま

す。以下、小項目３点について伺います。

名寄市地域公共交通網形成計画中間年に当たっ

て。５か年計画の地域公共交通網形成計画の中間

年を迎えて、これまでの振興計画に沿った取組の

評価、考察と今後の計画改善の見直し、必要性に

ついてどのように進めているのか伺います。

小項目２、名寄版ＭａａＳの導入に向けた可能

性について。昨年の１２月定例会において質問さ

せていただきましたＭａａＳ、モビリティー・ア

ズ・ア・サービスの可能性について、名寄市公共

交通活性化協議会において次期計画を見据えて情

報共有を進めるという御答弁でした。名寄市の目

指す公共交通網の全体像に関わる基本方針をブラ

ッシュアップしていく上で、基本方針を見直しつ

つ、総合計画をはじめ各種計画と整合性を取りな

がら名寄版のＭａａＳを創出させていく可能性に

ついて御見解を伺います。

小項目３、物流拠点化の機能構築とモーダルシ

フトについて。道北圏域ロジスティックス総合研

究協議会をはじめ、官民を挙げた連携による物流

拠点化機能構築に向け、どのような実証実験を重

ね、どのような可能性を見出してきているのかに

ついて伺います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま富岡議

員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は教育部長か

ら、大項目３は総合政策部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、新型コロナワクチン接種に関わって

お答えいたします。初めに、小項目１、これまで

のワクチン接種の進捗状況と副反応についてです

が、本市におけるワクチン接種の進捗状況につい

ては、９月１４日現在、記録住民２万４，３４０

人中１回目の接種を終えた方が２万５６１人で８

４．５％の接種率となっております。現在予約さ

れている方が５４０人おり、８６．７％の接種率

になる予定で、接種を希望される方はおおむね終

了いたします。今後も接種を希望される方が接種

できるよう予約を受付し、３週間ごとに接種を実

施してまいります。

次に、ワクチン接種後の副反応報告につきまし

ては、議員御承知のとおり、ワクチンの接種後に

生じる副反応を疑う症例については、国が医療機
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関に報告を求め、厚生労働省の厚生科学審議会に

おいて専門家による評価が行われております。そ

の評価結果は、厚生労働省のホームページにおい

て速やかに情報開示がされておりますが、都道府

県や市町村別には情報開示がされておりませんの

で、御理解願います。

次に、小項目２の１２歳から１５歳、１６歳以

上の若い世代へのワクチン接種の考え方について

ですが、ワクチン接種につきましては、ワクチン

接種におけるリスクとベネフィットを理解した上

で、あくまでも希望される方が接種をするものと

されております。そのため、接種券を個別に送付

する際には厚生労働省から情報提供がされている

直近の新型コロナワクチン予約接種についての説

明書を同封し、科学的根拠に基づく最新の情報提

供に努めてきております。特に１２歳から１５歳

の方には、４月１３日付でお子様と保護者の方向

けのリーフレットが新たに作成されたため、併せ

て送付をしております。

次に、若年者接種における副反応などに対して

のリスクとベネフィットにつきましては、新型コ

ロナワクチンがほかのワクチンと比べ安全性等に

関するデータが格段に少ない上に、新型コロナウ

イルスの感染力が強いとされる変異株や免疫が働

きにくくなるとされている変異株の報告がされる

など、日々情報が変化しております。そのため若

年者でも症状が重くなる例や嗅覚、味覚障がい、

疲労感などの症状が長期にわたって続く例も報告

されており、本市といたしましては国から提示さ

れる科学的根拠に基づく正しい情報を分かりやす

く提供できるよう、引き続き努力してまいります。

次に、小項目３の３回接種と異種ワクチン交差

接種の考え方についてですが、新型コロナワクチ

ンの接種は、予防接種法の第６条第１項の臨時接

種とみなして実施するものとなっており、実施に

当たっては国から示される予防接種実施要綱や新

型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に

関する手引に基づき、遺漏のないよう適切に対応

することとされております。そのため、本市にお

いても国から配分されるワクチンを用いて、接種

対象者や接種の量、間隔等の規定に従い接種を進

めてまいりました。今後においても国から３回目

の接種や異種ワクチン接種の交差接種について正

式な通知が示された場合には、これまで同様接種

を希望される方ができるだけ早期に円滑な接種が

できるよう全力で取り組んでまいります。

最後に、小項目４のワクチンハラスメントやワ

クチン接種差別の防止についてですが、今までも

お答えしているとおり、ワクチン接種は強制では

なく、様々な事情で接種を受けることができない

方もおります。いわゆるワクチン差別というよう

な差別や偏見、接種の強要や嫌がらせなどは絶対

に許されるものではないとの思いから、広報での

周知を行ったところです。先月から接種を開始し

た１２歳から１５歳の対象者とその保護者向けの

パンフレットには、守ってほしいこととしてワク

チンを受けた、受けていないという理由で周りの

人を悪く言ったり、いじめたりすることは絶対に

あってはなりませんという記載がされ、周知啓発

がされております。このパンフレットにつきまし

ては接種券に同封し、個別に送付をしています。

今後もワクチン接種を受けていない方に対し、差

別的な扱いがされることのないよう様々な機会を

通じて周知啓発に努めてまいります。

また、ワクチン接種を受けた後もマスク着用、

手洗い、手指消毒といった感染予防対策は必要と

なりますので、市民の皆様の理解と協力を得られ

るよう情報発信を続けてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目２、

学校教育のＩＣＴ化、ＧＩＧＡスクール構想に関

わってについて申し上げます。

初めに、小項目１、ＧＩＧＡスクール構想の実

現に向けた環境整備と端末配備の状況についてで

すが、国はSociety5.0時代を生きる子供たちにと
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って、令和時代のスタンダードな学校像として全

国一律のＩＣＴ環境整備が急務とされ、学校教育

の情報化に関する法律が施行し、ＧＩＧＡスクー

ル構想の実現に向けた方針が示されました。さら

に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、学

校の臨時休業等の緊急時においてもＩＣＴ機器の

活用により子供たちの学びの保障ができる環境を

早急に実現するため計画期間を前倒しし、令和２

年度に情報通信機器等の整備が進められました。

本市小中学校においても令和２年度に児童生徒

１人１台端末としてクロームブック１，８８３台

の導入や大型提示装置など必要な備品の整備を行

うとともに、学校内の高速大容量通信ネットワー

ク整備を進め、現在は改築が予定されている智恵

文小学校を除く全ての小中学校で校内ネットワー

ク環境の整備が終了しております。なお、智恵文

地区は、光回線未開通のため、開通までの間モバ

イルＷi―Ｆiで対応しております。本年度につい

ては、教師が授業等で使用する教育用端末１７１

台を８月下旬に各学校に配備するとともに、学校

でのＩＣＴ機器の活用に対するサポートやＩＣＴ

機器の点検、通信障害や故障等の対応などを目的

に、２学期からＩＣＴ支援員５名を配置しており

ます。

また、学校教育情報化推進委員会では、１人１

台端末や高速大容量通信ネットワークの整備に向

け導入する機器や学習用ソフト、その他必要とな

る備品などの選定や小中学校、教育情報セキュリ

ティーガイドラインの改定について協議を行って

きたところです。今後は、名寄市教育改善プロジ

ェクト委員会と連携し、教育の質の向上を図るＩ

ＣＴ機器の効果的な活用に向け、検討を進めてま

いります。

次に、小項目２、ＧＩＧＡスクール構想に適し

たソフト面としての教材やカリキュラムについて

申し上げます。あらゆる活動においてコンピュー

ター等を活用することが求められるこれからの社

会を生きていくためには、全ての児童生徒がコン

ピューターを理解し、上手に活用していく力を身

につけることは極めて重要なことであります。新

学習指導要領では、情報や情報手段を主体的に選

択し、活用するために必要となる情報活用能力が

児童生徒の学習の基盤となる資質、能力として位

置づけられました。このため本市では、さきにも

述べたとおり、全ての児童生徒にクロームブック

を整備し、各教科等の学習内容と関連づけながら、

計画的に活用しているところであります。

ＩＣＴ端末を活用したカリキュラムにつきまし

ては、各学校で既に編成している教育課程の中で、

ＩＣＴ端末を活用することによって学びが効果的、

効率的となる学習場面を指導計画に位置づけたり、

指導方法や教材を工夫したりするなど、ＩＣＴ端

末を活用したカリキュラムの編成、実施、改善に

努めております。現在ＩＣＴ端末を活用した教材

については、全小中学校のＩＣＴ端末に共通して

導入した学習支援クラウド、ロイロノートという

教材を使っております。こうしたＩＣＴ端末を活

用する指導教材は、現在大変多く存在し、本市に

十分適したソフトやアプリを選択することがＧＩ

ＧＡスクール構想を進める上で重要と考えており

ます。デジタル教科書やＡＩドリルをはじめ、こ

れから多くのデジタル媒体による指導教材が開発

されることと思われますが、名寄市教育改善プロ

ジェクト委員会や学校教育情報化推進委員会など

が中心となり、教材の選択や必要な備品の整備、

教員に対する研修等に努めてまいりたいと考えて

おります。

また、現在インターネット上での誹謗中傷など

が深刻な問題となっていることから、学校と家庭、

地域が連携して、児童生徒に情報モラルを育むこ

とが重要であります。具体的には家庭や地域との

連携を図るため、保護者や地域住民の方々に対し

インターネット活用のルール等への理解を深めて

いただくよう、道教委から配信されているパンフ

レットなどを活用した啓発や名寄警察署や名寄市

消費生活センター、民間企業等と連携を図り、情
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報モラルに係る講習会などを実施しております。

教職員のＩＴリテラシーにつきましては、学校

ごとに学校セキュリティーガイドラインを作成し、

電子情報及び電子情報を扱うシステムや個人情報

の保護、校内ネットワークやインターネットの適

正利用等に係る必要事項、使用基準を定め、全教

職員が同じルールの下で情報の管理やＩＣＴ端末

の運営を行っております。

今後教育委員会といたしましては、名寄市教育

改善プロジェクト委員会の教育指導の充実に関す

る研究グループにおいて、教員のＩＣＴ活用指導

力の向上に資する研修会を通じて、主体的、対話

的で深い学びの実現に資する授業改善等を図り、

児童生徒の情報活用能力の育成に努めてまいりま

す。

次に、小項目３、ＩＣＴ環境整備による児童生

徒の心身に与える影響について申し上げます。Ｇ

ＩＧＡスクール構想の実現に向け、各小中学校に

おいては、１人１台端末の導入と高速大容量通信

ネットワーク環境の整備を行いました。お尋ねの

電磁波の影響についてでありますが、国において

はより安全に、より安心して電波を利用するため

に電波防護指針を制度化しており、こうしたネッ

トワーク環境についても安全を考慮した基準であ

るものと考えております。そのため、引き続きＧ

ＩＧＡスクール構想や学校教育のＩＣＴ化に努め

てまいりますが、ＩＣＴ機器の活用による児童生

徒への健康上への配慮には文部科学省の児童生徒

の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイド

ブックを参考に十分に注意しながら進めていくと

ともに、電磁波に対する総務省や文部科学省など

からの新たな情報や見解についてしっかりと注意

しながら取組を進めてまいりますので、御理解願

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

３、地域公共交通網形成計画と物流拠点化に関わ

って申し上げます。

初めに、小項目１、名寄市地域公共交通網形成

計画中間年に当たってについてですが、名寄市地

域公共交通網形成計画については、令和元年度か

ら令和５年度までの５か年を計画期間としており、

今後の人口減少、高齢化社会の進行を見据え、恒

久的な地域の足を守るため策定されました。本計

画では、利用者ニーズを踏まえた持続可能なサー

ビスの提供、ＩＣＴ等の活用による公共交通サー

ビスの拡充と情報の高度化、交通空白地における

地域の足の確保、過度な自動車利用脱却に向けた

安全、安心な移動の実現の４つの基本方針を設定

し、それぞれ対応する施策について本市やバス事

業者などそれぞれの立場で取組を進めているとこ

ろです。

これまでの振興計画に沿った取組の評価、考察

については、令和元年度は振興計画に基づき、主

な取組としては出前講座の実施や高齢者向け冊子

の作成、人口が多い地区における停留所の見直し

議論、バスロケーションシステム導入の検討など

順調に進んでおりましたが、令和２年度以降は新

型コロナウイルス感染症の影響を受ける中におい

ても取組を進めてきたところであります。今後の

計画の改善見直しにつきましては、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に伴う不要不急の外出自

粛やイベントの中止などに伴う外出機会の喪失に

より移動需要が大幅に減少しており、今後も移動

需要が戻るには相当の時間がかかるものと思われ

ます。そのため、次期計画の策定の際には、少な

くなってしまった移動需要に応じた移動手段につ

いて改善や見直しの必要があると考えております。

また、国においては、地方の移動手段をめぐる

現状と今後に向けた基本的考え方の下に法改正を

しておりますので、引き続き国の動向について情

報収集を進めてまいります。

次に、小項目２、名寄版ＭａａＳの導入に向け

た可能性について申し上げます。ＭａａＳについ

ては様々な種類があり、ドイツにて行われている
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鉄道や地下鉄、バスや地下鉄などの経路探索、予

約、決済を行うＭａａＳのほか、フィンランドで

は様々な交通サービスの予約、決済機能にとどま

らず、月定額で様々な交通サービスが乗り放題と

なるエリア内交通サービスの統合サブスクリプシ

ョンを行うＭａａＳが行われております。また、

国土交通省が提唱している日本版ＭａａＳでは、

手元のスマートフォンから経路検索、予約、支払

いまでを一度に行い、利用者の利便性向上やシー

ムレスな移動を実現しようとするものであり、北

海道内では十勝地域における公共交通を用いた旅

行を便利にするため、目的地提案型の北海道十勝

ＭａａＳとして実証実験が行われたところです。

このように国内外において人、物、サービスと移

動が一体的かつ効率的な仕組みがＭａａＳとして

展開されているところです。

議員御質問の名寄版ＭａａＳの創出の可能性に

つきましては、まず地域がどのようなＭａａＳが

望まれており、またどのようなＭａａＳがこの地

域で導入可能なのかを考慮する必要があると考え

ております。さらに、ＭａａＳを展開するに当た

っては、スマートフォン等の利用が前提となるな

ど、本市におけるバス利用者の年齢層などを考慮

すると、現状名寄版ＭａａＳ創出は今後も議論を

深めていかなければならない課題と認識しており

ますし、国、道の動きも注視してまいりたいと考

えております。

次に、小項目３、物流拠点化機能構築とモーダ

ルシフトについて申し上げます。物流に関する取

組は、平成２９年に名寄市と物流事業者で構成す

る名寄地域物流研究の開催から始まり、国におい

ては同年、北海道開発局が主体となり、北海道総

合開発計画に関する取組として北海道型地域構造

生産空間の保持、形成がスタートしました。国で

は道内３か所をモデル地区と定め、その一つに名

寄周辺モデル地域が指定され、圏域自治体と共に

現在まで議論を深めてきているところです。

市内では、昨年７月に道北圏域ロジスティック

ス総合研究協議会が設立され、北海道開発局の取

組と連携しながら、道北圏域の物流に関する課題

調査を実施してきております。実証実験では、北

海道開発局の事業として昨年１０月と１１月に道

の駅を活用した共同輸送の試行が行われ、名寄以

北を中心に農家や特産品の販売業者の方などを対

象にするとともに、サイクリング用の自転車の輸

送も行われ、荷主のコストメリットが確認された

ところです。

今後の方向性についてですが、道北地域を見た

ときに南からの荷物の流れ、道北地域から南へ向

かう荷物の流れがそれぞれの地域へダイレクト輸

送されているものもあり、積載率の低さから輸送

コストへ跳ね返っている状況であります。拠点に

集約することで共同輸送の構築を進め、積載率の

向上により輸送コストを下げる取組が有効である

とともに、ドライバー不足の課題解決にもつなが

る取組でありますので、北海道の玄関口である苫

小牧市から日帰りが可能とされる北限の名寄市の

強みを生かし、持続可能な道北圏域の生活基盤維

持のため官民連携し、取組をさらに進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。時間の許す限り再質問をさせていた

だきたいと思います。

ワクチンの関係についてでございますけれども、

感染症の対策本部をはじめ、市民が一丸となって

これまで感染予防対策のたゆまぬ努力と市役所、

保健、医療、介護現場、そしてワクチン接種現場

で日々奮闘されている方々に対しまして改めて敬

意と感謝を申し上げるところでございます。それ

を含めて、慎重かつ客観的に幾つか質問をさせて

いただきたいというふうに思っております。

全世界がこれまで一斉にこれだけの数のワクチ

ンを接種したことというのは今までに過去に例を

見ないという状況でありまして、我が国において
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も政府、厚生労働省が緊急特例承認としてこのワ

クチン接種が始まった。メッセンジャーＲＮＡワ

クチンという初めての処方であったわけでござい

ますけれども、本市のホームページには感染予防

対策、あるいは接種の予約、接種の状況について

ということは、割と事細かに記されているのです

けれども、残念ながらワクチンの安全性と有効性

についての記述、あるいはそれに対する科学的根

拠を示す公文書、そして副反応リスクに関するデ

ータというのはなかなか上がっていません。先ほ

ど御答弁ありましたとおり、市町村別の副反応に

関しての発表はないというのは承知をしていると

ころでございますけれども、その辺も含めてバラ

ンスの取れた表記というものをホームページ上で

も行うべきなのではないかなというふうに私は考

えているのですけれども、その辺に関していかが

お考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今ありましたホ

ームページ上での公開の部分でありますけれども、

これまでも接種券の送付だったり、機会を見つけ

てそういった情報を提供してきておりますけれど

も、議員おっしゃられるとおり、感染予防対策で

あったり、そういったものが主になっているのは

事実かというふうに思っております。市として、

先ほど申し上げましたように、国においていろん

な情報提供されている部分でありますので、市独

自で提供するものがないという状況でありますの

で、そういったところにリンクすることになるか

というふうに思いますけれども、その辺について

はホームページをもう一回見直して、そういうと

ころは見やすく簡易にいけるような状況になって

いるかどうか確認して、必要であれば対応してい

きたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） （９月２７日 富岡議

員発言により削除）
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未知の世界、ウイルス

の正体すらもいまだに判明していないという状況

の中で、今回のワクチンの特例承認という形での

接種というのは、まだまだ分からないことがたく

さんあるのだろうなというのは理解をするところ

なのですけれども、何回も申し上げてくどいよう

なのですけれども、やっぱりその辺はホームペー

ジあるいは接種券の説明書の中にも両方のことを

きちんとうたわれる必要があるのではないかなと

いうふうに思っておりまして、その辺に関して調

べている自治体とかないのかなと、そういう発表

されている自治体ないのかなと調べておりました

ら、大阪府の泉大津市、こちらの南出市長が政府

機関がちゃんと公表している確実な情報に基づい

た中で、リスクとベネフィットを分かりやすく提

示をした中で市民にワクチン接種のための判断に

ついて独自のメッセージを動画でも配信をされて

いるところです。政府機関から公表されたデータ

に鑑みても、接種による子供たち、あるいは若年

者、あまり重篤化しない、死亡例も少ないという

子供たち、若い人たちに対して、ワクチンが高い

効果を生み出すとは言えないのではないかという

ような問題提起もされているところです。そうい

ったもろもろを提示した上で当事者が納得できる、

きちんと判断ができるような情報を提供するとい

う責任が行政側にもあるのではないかというふう

に私は考えるのですけれども、リスク情報の不提

示といったバランスを欠いた情報発信の状況では、

市民の中には一層不安を覚える方もいらっしゃる

と思います。本当にこのワクチンが打っていいも

のなのか、悪いものなのかと分からない状況にあ

るような方々に対してきちんとした情報を提示す

るというのは、ある意味納得した判断をそれぞれ

の意思に任せるということに対して大きな責任が

あるのだろうなというふうに思うわけですけれど

も、この辺に関しては、加藤市長、どのようにお

考えですか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） なかなか難しい問題とい

うか、あくまでもこの健康に対する知見は国が責

任を持って情報開示をしていくべきだというふう

に思いますし、まだまだその中でも分からない中

で進んでいるというところもありながらの北海道

あるいは市町村もそれに準じてやるべきことをや

っているというようなことでありますので、今後

ともこうした国や、あるいは北海道のそうしたデ

ータ、あるいは知見を注視しながら、自治体とし

てもするべき判断をしていく、やるべきことをや

っていくということに尽きるのではないかという

ふうに考えます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） なかなかこの一自治体

の中で、いろんな動きをしていくというのは非常

に今は難しい状況なのかなというのは大変理解を

するところでありますけれども、とりわけ子供、

若年者への接種に関しては慎重になる必要がある

のではないかなと。というのも中長期的なこれか

らどんな有害事象が起きるかが分からないという

状況にあるものを子供に接種をしていくというの

が果たして将来的に有効なのかどうなのかという

ようなことをやっぱり考える必要があるのかなと。

イギリスの公衆衛生庁は、９月３日、ワクチン

予防接種合同委員会の見解の下に１２歳から１５

歳の子供へのワクチン接種を一部のケースを除い

て一律に推奨することはしないという発表をして

いるところです。これはイギリスの話ですので、
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日本がどう考えていくかというのはそれぞれなの

だろうなというふうには思うところでありますけ

れども、ぜひともその辺に関しては慎重に判断を

していっていただきたいというふうに思います。

ファイザーのワクチンの説明書、非常に字が細

かくて読みづらいねという話も市民の方から伺っ

ております。一応副反応とか予防接種被害の救済

制度とかもろもろ書かれておりますし、これは初

めて打つもので、どんなことになるか分かりませ

んよという話も書かれていますけれども、その辺

も含めてきちんとホームページのほうにもアップ

をしていっていただきたいなというふうに思いま

す。

また、差別の問題に関しては、こんなコロナい

じめゼロ宣言という子供たちがいじめ防止サミッ

トの中で採択をしたものというのもあります。そ

して、分科会の尾身会長も人権擁護の部分で不安

を差別につなげてはいけないということも発信を

されております。そういった流れの中で、接種に

対して慎重な方々、あるいはいろいろな諸事情が

あって接種できない方々、そういった方々に不利

益が生じないような形を取るべきだろうというふ

うに考えるのですけれども、その辺についてもう

一度御答弁をいただけたらありがたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ワクチン接種に

関して差別、誹謗中傷、強要、いじめといった点

でございますけれども、先ほどの答弁で申したと

おりでありますけれども、基本的には強制ではな

くて、それぞれの様々な事情、状況も踏まえて、

打つ、打たないというのは自己判断ということに

なっております。それによって差別や誹謗中傷、

いじめ等を受けるということは、これは絶対に許

すことはできない状況というふうに思っています

ので、それにつきましては今後引き続き、特に子

供たちもそうですので、教育委員会とも連携を取

りながら、全市民がきちんと認識を持って対応し

ていくような情報発信、取組については進めてい

きたいというふうに考えておりますので、御理解

をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひそのようにお願い

をしていきたいなというふうに思います。

続きまして、ＧＩＧＡスクール構想のほうに関

してまた再質問をさせていただきたいと思います

けれども、文部科学省は来年度の政府予算の概算

要求に５兆９，０００億円を計上しております。

小学校の教科担任制で２，０００人に及ぶ教員を

新たに配置する、加配するということとＧＩＧＡ

スクール運営センターを各自治体に整備するとい

うことですが、ＧＩＧＡスクール運営センターの

ことに関して本市ではどのようにこれから進めて

いくのかについてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今富岡議員おっしゃ

られたように、令和４年度の文科省の概算要求の

中にＧＩＧＡスクールの運営センターというもの

が入っているかと思います。私どもも非常に気に

なりまして、上川教育局、そちらのほうに少し問

い合わせてみたところところ、申し訳ございませ

んが、まだその全容が分かりかねているというこ

ともございまして、これからどのように進めてい

くかについてもこれからそういった情報を注視し

ながら、検討させていただきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 承知いたしました。本

市においてもぜひともこの辺情報をきちんと取る

中で、来年度の予算の中に組み込んでいけるよう

な方向に持っていっていただきたいなというふう

に思っているところです。

ＧＩＧＡスクール構想を推進していく上では、

恐らく様々なお話さっき御答弁でありましたけれ

ども、理念がなくて、スキルだけを優先していっ

てしまっても、訓練してもこれはあまり意味がな

いものなのかなと思います。というのも、国が示
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しているSociety5.0の基本理念にのっとってもス

キルの部分だけの訓練ではなくて、これから必要

になってくるのは恐らく自ら情報を取りに行って、

その情報を自分たちで精査をしながらデータを作

って発表するというところまでを含めて、これが

ＩＣＴの情報教育の一番の柱になってくる部分な

のだろうなというふうに思っているのですけれど

も、Society5.0が目指す教育のＩＣＴ化はそうい

うことを目指すためだと思います。ＧＩＧＡスク

ール構想にそれが当てはまってくるのではないか

というふうに思うのですけれども、教育委員会と

してどのようなビジョンを今後描いていくのかに

ついて、教育長、御答弁いただけたらありがたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今後のＩＣＴの本市の

活用に対する方向性というか、ビジョンについて

ということでありますけれども、新型コロナウイ

ルスの感染症による学校の臨時休業など緊急時に

おいてＩＣＴを効果的に活用するということは、

極めて重要なことだと思います。それは、子供た

ちと先生方が円滑にコミュニケーションを取ると

いうことができて、子供たちの学びの保障につな

がっていくという押さえであるからであります。

先般、御承知のように、名寄南小学校におきま

してロイロノートの活用ということで授業公開さ

れました。議員も今度一度各学校で公開しますの

で、見に来ていただければと思うのですが、ただ

その中で子供たちの操作技術がそれぞれでまちま

ちなので、時間的にかなり全員が統一して同じ方

向に進むのには時間がかかるというような課題も

出ております。また、コロナ感染に関わって風連

中学校の１年生で実は遠隔学習を行ったのです。

先生が学校にいて、子供たちは家にいてという、

いわゆる遠隔学習を行ったのですが、ここでも例

えば家庭の通信環境が十分でないでありますだと

か、あと途中で機器が中断されただとか様々な課

題、これが浮き彫りになったところであります。

一応ＩＣＴに関わる教育については、逐次進めて

いるのですけれども、私は基本的に私どもの管轄

は公立学校でございますので、対面指導、これを

基本にしていきたいなと考えておりまして、主体

的、対話的で深い学びを実現するためにはやはり

基本は対面指導であると。このことを基本にして、

それにＧＩＧＡスクール構想で整備された１人１

台端末を学習に効果的に活用していくというよう

な位置づけ、あくまでも基本は対面指導だという

形で今後名寄市のＩＣＴ教育を進めてまいりたい

と、そんなふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

小学校で公開授業をやっているということなので、

ぜひともそこに勉強させていただきたいなという

ふうに思っているところです。

休校時に関して、一斉休校になったときとかオ

ンラインの授業とかで活用していくということは

今後ともあり得るのかなということも思っており

ますし、あるいは不登校児童の学校に行くきっか

けを求めるための一つの入り口にもなるのかなと

いうふうな期待も持っているところです。ただ、

国のほうは安全基準を持ってやっているという話

ですけれども、高速での大容量通信ネットワーク

の整備ということは、私たちの細胞というのは無

線周波数帯の電磁波というのに振動して暴露して

いくということがありますので、とりわけ成長期

の子供たちに対する健康配慮というのは大変大切

なことになるのかなというふうに思っています。

今後デジタル教科書が導入されるなど、一層電磁

波の被曝による健康被害というのが起こり得る、

あるいは電磁波過敏症という方々もいらっしゃい

ますので、その辺の対策も十分に練っていってい

ただきたいなというふうに思っているところです。

ＧＩＧＡスクール構想を前倒しで整備を進めてい

かなくてはならないという状況で、多分すごく大

変な御苦労をされているのかなというふうに思っ

ておりますけれども、ぜひとも子供たちの学習に
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支障のないような、教職員に対しても過度な負担

のないような形で、ぜひともこれを前向きに進め

ていっていただきたいなというふうにお願いをし

たいというふうに思います。

そして、次は公共交通の再質問に入らせていた

だきますけれども、これ１点だけ提案を含めて申

し上げたいなというふうに思っているのが名寄版

のＭａａＳというのはなかなか一朝一夕には簡単

には仕組みとしてつくれないのだろうなというふ

うに思いますし、全国で展開されているＭａａＳ、

世界的にやられているＭａａＳというのは、割と

ＩＣＴを絡めた形での高度なレベルのものになっ

ているのだろうなと思うのですけれども、ただこ

のＭａａＳを研究されている公共交通に詳しい学

者さんたちというのは、最初に実現できるのは実

は都市部ではなくて、公共交通機関がなくなりつ

つある過疎地域であるというふうな発信もされて

いるということもあります。というのは、一足飛

びにデジタル化をさせるのではなくて、アナログ

的なところから入り口を見つけていくというやり

方もあるのだろうなというふうに考えるところな

のですけれども、名寄版のＭａａＳも様々な施策、

計画等々がある状況を鑑みますと、生活版のＭａ

ａＳと観光版のＭａａＳという２本立てで考えて

いくということもあり得るのかなというふうに思

っています。移動がなかなかできない周辺部に住

まわれている方々が外へ出ていくきっかけづくり

になるような、どちらかというとアナログ的な形

で、例えば最近いろいろ考えていたところで思い

ついたことをちょっとお話しさせていただきます

と、「よろーなのろーな定期券」みたいな、紙媒

体でこれはいいと思うのです。紙の定期券として

全部の公共交通機関を一律の定額で乗ることがで

きるようなシステムで、それに対して市のほうで

ある程度の補助を出しながら地域の公共交通網を

支えていくのと、あるいは新たな形での公共交通

網というものをきちんと策定していく上での一つ

のヒントになるのではないかなというふうに思っ

ております。恐らく今の高齢者の方々に関しては、

いきなりデジタル化だとかＩＣＴ化という話をす

ると戸惑うと思いますので、そういった紙券での

定期券とする形で、アナログ版のＭａａＳという

のをちょっと検討してみるのもいいのではないか

なというふうに思っています。

昨日のＪＲ北海道のプレス発表では、名寄高校

に全列車が停車すると、特急以外は。これは快挙

だなと私は思っています。上下２４本の列車が全

部止まるということになれば、名寄高校駅を活性

化させるためにもそれを絡めない手はないだろう

なというふうにも思っておりますので、そういっ

た形で名寄版のＭａａＳというのを検討していく

ために来年度予算に検討予算というものを入れ込

んでいくという、本腰を入れて検討に入るという

ことを御提案したいと思うのですけれども、いか

がでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今提案含めて、

それからＪＲ北海道のプレス発表の件もお話しい

ただきました。公共交通、ＭａａＳについては、

昨年総務部長のほうからも答弁させていただいた

当時運輸連合というワードが北海道のほうから出

ていて、内容的にいうと今おっしゃっていただい

たような支払い等を共通化したいわゆるシームレ

スな乗り物に変えていこうではないかという動き

のお話だったと思います。それから、今その部分

と併せてサブスク的なサービス、定期で、定額で

その部分でいろんな乗り物が乗れるようなＭａａ

Ｓをつくったらどうだろうという提案だったと思

います。今総務文教常任委員会のほうでも大変あ

りがたいことに研究課題として取り組んでいただ

いておりまして、大変私ども担当としても心強く

思っておりますし、１度意見交換する機会をいた

だきまして、その中でざっくばらんにお話をさせ

ていただいたところ、やはり課題としては現状の

青天井となっているそれぞれ毎年度の事業費、こ

れをどう整理していくのかというところと併せて、
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やはり利便性が下がると使われなくなるというこ

の相反するところのバランス、ここの取り方が非

常に難しいなというところで、現場としても非常

に悩んでいるところであります。そういった議会

の皆様方の取組からもいろいろなアイデアいただ

きながら、しっかりと市民生活、環境を維持して

いくために今いただいたお話も含めて、やはり活

性化協議会の中でしっかりと議論を深めて、次期

の網計画改定に向けてそこはしっかり取り組んで

まいりたいと思いますし、提案いただいたことに

ついては担当としてもしっかりすぐもませていた

だきながら可能性について、これは運輸局も含め

ていろいろと情報交換、上部機関を含めて進めて

いきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございまし

た。ぜひとも前向きに進めていっていただく中で、

総務文教常任委員会の中でも取り組まれているこ

とも私も承知しておりますので、その辺も含めて、

今後この地域の公共交通網空白区域をなくしてい

く上でも、ぜひとも前向きな取組をしていってい

ただきたいなというふうに思っております。

最後に一言申し上げたいなと思っているのが今

国家的な施策が日々大きく発動していく中で、こ

のワクチン接種というのを推進されている状況で

あります。そういったときだからこそ私は思うの

ですけれども、冷静かつ客観的に、慎重に物事を

見ていく必要があるのではないかなというふうに

考えています。発動されていることが科学的に、

論理的に正しいかどうか、合理的根拠はあるのか

どうかということをきちんと精査をしながら前へ

進めていくというのが私たちに与えられた責任な

のではないかなというふうに思っています。必ず

しも今の多数趨勢が論理的整合性があるとは言え

ないというふうに感じている部分であります。今

後ブースターショットやワクチンパスポートの発

行というのが入ってくるかもしれませんけれども、

医学的にも疫学的にも正当なエビデンスはないも

のであるわけですから、私たちは健全な社会倫理

と秩序を保つ上でも一層慎重であるべきだという

ことを申し上げて質問を終わります。ありがとう

ございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

コロナ禍における教育環境に関わって外１件を、

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

まず、大項目１、コロナ禍における教育環境に

関わってお尋ねいたします。夏休みが明けて２学

期が始まっています。これまでの新型コロナウイ

ルスとレベルの違うデルタ株は、子供の感染をめ

ぐる状況も大きく変えています。これまで感染し

にくいとされていた子供への感染が顕著に増えて

います。２学期の始まりは、コロナでないときで

も子供たちの心のケアがとても大切な時期と言わ

れています。児童生徒の教育環境についての取組

について伺います。

小項目１、新型コロナウイルス感染拡大への対

応について伺います。登校について登校見合わせ

や分散登校、オンライン授業など柔軟に行われる

ことが求められると思いますが、お考えをお聞か

せください。

教室での感染防止対策、児童生徒のマスク着用

についてもお考えをお聞かせください。

濃厚接触者を狭めず、実態に応じ学級、学年、

全校など広めのＰＣＲ検査を行政検査として行う

ことについてお考えを伺います。

災害時にふさわしい柔軟な教育を願います。例

年どおりの授業時間の確保を基本とすれば詰め込

みとなり、子供たちがストレスをためるのではな

いかと危惧をしています。お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

小項目２、ＧＩＧＡスクール構想の対応につい

て伺います。子供たちの心と体へ深刻な影響が懸
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念されます。中教審答申では、児童生徒の健康面

への影響にも留意する必要があるとするだけで、

その実態把握の手だてや対策は示されていないと

いいます。ネットゲーム依存などの関連なども含

め、子供の生活や健康に対する全体的な影響を明

らかにし、具体的な対策を検討する必要があるの

ではないでしょうか、お考えをお聞かせください。

また、教育格差を一層拡大されるのではありま

せんか。家庭の通信環境などは様々で、パソコン

などを使い慣れている子とそうでない子の格差が

生まれるのではないでしょうか。お考えをお聞か

せください。

次に、教職員の負担増についても伺います。来

年度の国の概算要求では、教員の業務をサポート

する支援員らの派遣に２８０億円、またはデジタ

ル化では学校への情報通信技術支援員の派遣、故

障時対応などを行う支援センターを各地に整備す

るといいます。前の富岡議員への答弁でもありま

したけれども、まだ具体的ではないというお話も

ありましたが、今の時点での教職員の負担増につ

いてのお考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

小項目３つ目、高校受験への支援について伺い

ます。現中学３年生は、昨年と今年の２年間コロ

ナの中で過ごしています。また、新しい高校のス

タート時に受験することになる現中学２年生も中

学入学と同時にコロナ禍で過ごしながらで勉強し、

高校受験を目指し頑張っていることと思います。

心の負担は非常に大きいものがあると思います。

さらに、進学を目指す高校の一つである地元の高

校の統廃合があり、進学先の選択に苦慮している

のではないかと心を痛めます。そこで、受験支援

についてどのように取り組まれているのか。また、

統合推進委員会とも十分に連携し、市内の高校の

未来を考える取組を進めるとしているが、具体的

にはどのように進めているのかお聞かせください。

魅力化検討委員会が行われたようですけれども、

どのようなことが話し合われているのか。中学生

やその保護者にはいつ頃どのようにして伝わるの

か。そして、新しい学校の全容はいつになったら

明らかになるのかお知らせください。

中学生の思いを正確につかむことが大切なので

はないでしょうか。中学生がどんな不安を抱えて

いるのかなどを把握することが一番大切だと考え

ます。この間どのように取り組まれてきたのか伺

います。

大項目２番目、国民健康保険税の負担軽減に関

わって伺います。自営業者や非正規で働く方々な

どが多く加入している国保です。コロナ禍の中で

収入が減少した世帯も多いのではないでしょうか。

軽減の基準が緩和されてきていますけれども、さ

らなる軽減を求める声が多く寄せられているとこ

ろであります。東川町、美瑛町、東神楽町の３町

が加盟している大雪地区広域連合は、２０２１年

度の国保料を１世帯当たり年間１万６，３８０円

引き下げます。さらに、１８歳以下の子供の均等

割を国の制度開始に先駆けて２分の１に減額しま

す。国の軽減策の実施を前に、独自の軽減策の実

施であります。そこで、伺います。

小項目１、子供の均等割の軽減について伺いま

す。国では、２０２２年度から未就学児までが対

象の子供の均等割の軽減策を実施予定ですが、名

寄市の軽減策についてお考えをお聞かせください。

小項目２、新型コロナウイルス等対策減免につ

いて伺います。大雪地区広域連合は、国の基準で

は該当しない世帯を独自の基準に該当する世帯に

拡大して減免を実施しようというものです。名寄

市の軽減策についてお考えをお聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 川村議員からは大項

目２点にわたり御質問いただきました。大項目１

については私から、大項目２については市民部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。
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まず初めに、大項目１、コロナ禍における教育

環境に関わって、小項目１、新型コロナウイルス

感染拡大への対応について申し上げます。本市の

小中学校は、学校の新しい生活様式におけるレベ

ルスリーの行動基準に即して、３密の回避やマス

クの適切な着用、手洗いなど児童生徒に感染させ

ない対策を講じながら、教育活動を推進しており

ます。具体的には教室の入り口を開けておいたり、

２方向の窓を同時に開けたりするなど小まめな換

気を行っております。また、児童生徒の間隔につ

いては、最低１メートル、可能な限り２メートル

程度空けた座席配置となるようにしております。

児童生徒及び教職員は、基本的には常時マスクを

着用しておりますが、熱中症などの健康被害が発

生する可能性が高いと判断した場合などは、マス

クを外して換気したり、児童生徒の間に十分な距

離を保つなどの配慮をしております。

児童生徒の登校については、現在分散登校や時

差登校などの対応は行っておりません。学校の新

しい生活様式を踏まえた登校時における感染症対

策を講じながら、全児童生徒が通常どおりの登校

を行っております。

感染不安等を理由に登校を見合わせた児童生徒

については、本年４月から７月末までに小中学校

合わせて６６名となっており、登校を見合わせた

期間はいずれの児童生徒も１日から２日でした。

学校では、担任等が登校を見合わせた児童生徒の

家庭に電話連絡などを行い、心の不安等の状況を

把握したり、心配していることについて相談を行

うなど、一人一人に応じたきめ細かな心のケアに

努めております。

次に、学校の状況に応じた行政検査としてのＰ

ＣＲ検査の実施についてでありますが、令和３年

６月１７日付文科省の事務連絡において、感染拡

大地域では保健所の業務が逼迫しているため積極

的疫学調査を行うことが困難であるとき、陽性者

が確認された事業者が濃厚接触者等の候補者リス

トを保健所に提示し、保健所が適切と認定した場

合、行政検査として必要な検査を実施することも

可能とされております。したがって、万が一学校

において感染者が発生し、感染拡大の可能性が高

い場合には保健所とよく連携、相談しながら、適

切な対応に努めてまいりたいと考えております。

学校における柔軟な教育活動の実施につきまし

ては、現在本市の各学校ではコロナ禍においても

学習活動を工夫しながら、可能な限り学校行事等

を含めた全ての教育活動を継続し、児童生徒に負

担をかけることなく授業時間を確保できている状

況であります。

なお、学習活動の工夫の一環として、休業中に

風連中学校において１人１台端末を各家庭に持ち

帰り、学校と家庭をオンラインでつないだ学習支

援の取組を試行的に実施したところです。本市の

学校では初めての試みであったことから、今後教

育改善プロジェクト委員会が中心となって今回の

取組の成果や課題等を各校で共有しながら、学習

活動の一層の工夫、改善を図っていきたいと考え

ているところです。

教育委員会といたしましては、今後も感染症対

策を徹底するとともに、学習や各種行事の計画、

指導方法等を工夫しながら可能な限り教育活動を

継続し、児童生徒の健やかな学びを保障してまい

ります。

次に、小項目２、ＧＩＧＡスクールの対応につ

いて申し上げます。令和２年度から小学校、令和

３年度から中学校で全面実施となっている新学習

指導要領では、情報や情報手段を主体的に選択し、

活用するために必要となる情報活用能力が児童生

徒の学習の基盤となる資質、能力として位置づけ

られました。こうした中、本年１月の中教審の答

申、令和の日本型学校教育の構築を目指してでは、

児童生徒がＩＣＴを日常的に活用することにより、

自らの学習を調整しながら学んでいくことができ

るようにするとしながらも、児童生徒の健康面へ

の影響にも留意する必要があると示されています。

このため学校では、ＩＣＴ活用に伴う児童生徒
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の健康面や生活習慣等への影響が出ないよう、児

童生徒への指導や配慮について家庭と連携を図り

ながら取組を進めております。具体的には本市の

学校では、端末を使用する際によい姿勢を保つこ

と、目と端末の画面との距離を３０センチ以上離

すこと、画面の角度や明るさを調整することなど

を児童生徒に指導しております。また、睡眠前に

強い光を浴びると寝つきが悪くなることなどにつ

いて保健だよりや特別活動を通して指導しており

ます。さらに、心身への影響が生じないよう担任

や養護教諭等が中心となって、日常の健康観察や

学校健診等を通して学校医と連携の上、児童生徒

の健康状況の把握にしっかりと努めております。

家庭に対しては、参観日や学校だより等を通じ

て、ゲームやインターネットを含むＩＣＴ機器の

利用や個人情報の扱い等について家庭でルールを

決めるようお願いしたり、道教委が作成したパン

フレットやリーフレットなどを活用して、端末を

使うときの健康面への配慮について保護者への啓

発に努めているところです。

次に、教育格差の拡大に対する御質問ですが、

各学校では教育格差が生じないよう家庭における

コンピューター所有の有無にかかわらず、常に一

人一人のコンピューターに対する知識や操作技術

等の状況を的確に把握し、理解の状況に応じた指

導を行いながら、コンピューターを活用した学習

活動を進めております。

教職員の負担増については、令和２年度から道

教委では小中学校などを対象に補習等のための指

導員等派遣事業に取り組んでおります。市内小中

学校ではこの事業を活用し、学習指導員は小学校

４校に４名、教員業務支援員、スクールサポート

スタッフでございますけれども、こちらは小学校

５校に５名、中学校３校に３名が配置されてきて

おります。このほかにも市では、１人１台端末や

校内大容量通信ネットワークを活用した学習活動

をサポートするため、ＩＣＴ支援員５名を配置し

ております。今後におきましてもＧＩＧＡスクー

ル構想を推進するため、学校と十分に連携しなが

ら、こうした事業を積極的に活用し、取組を進め

てまいりたいと考えております。

次に、小項目３、高校受験への支援について申

し上げます。中学校段階の生徒は、心身両面にわ

たる発達が著しく、自己の生き方について関心が

高まる時期であります。このような発達段階にあ

る生徒が学ぶことと自己の将来とのつながりを見

通しながら、社会的、職業的自立に向けて必要な

基盤となる資質、能力を身につけることが重要で

あります。このため学校では、学校の教育活動全

体を通じて、進路指導主事等を中心に組織的かつ

計画的な進路指導を行っております。具体的には

学級活動の時間において高等学校などの進路に関

する情報や職業に関する情報を基に、自分の将来

設計や生き方を考える学習や地域の職場で職場体

験を行い、働きがいについて体験する活動を行っ

ております。また、生徒が夢や希望を持って主体

的に中学校卒業後の進路選択ができるよう個別の

教育相談や進路説明会、当該生徒及びその保護者

と教員による３者懇談、高等学校の教職員を学校

に招いて、高等学校の特色等の講話を聞く高校説

明会などを行っております。高校受験に関わる学

習の支援につきましては、放課後に生徒が自主的

に学習する学習会を計画的に実施したり、長期休

業中に教員が生徒に教科の学習内容をもう一度教

える講習会などを実施しており、志望校合格に向

けた支援も行っております。

次に、名寄市高等学校魅力化推進委員会につい

てでありますが、魅力化推進委員会は現在統合推

進委員会との合同拡大会議に参加し、スクールポ

リシーにもつながる新設校のコンセプトづくりな

ど、意見交換を行っているところです。合同拡大

会議は、この後年内に数回開催予定であり、その

検討結果や内容を統合委員会でまとめ、道教委へ

報告することになりますが、今後の新設校に関す

る内容など周知できる情報については、中学生や

保護者にも速やかにお知らせいただけるよう道教
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委にもお願いしております。

また、魅力化推進委員会では、市内中学生や高

校生、保護者などに対し、高校教育に関するアン

ケート調査を行うこととしており、その内容につ

いて協議を行っております。中学生や保護者が望

んでいる高校や必要な支援などについても広く意

見を伺いたいと考えております。

以上、私からの答弁させていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは大項目２、

国民健康保険税の負担軽減に関わって、小項目１、

子供の均等割の軽減について申し上げます。

子供の均等割の軽減につきましては、令和４年

４月より未就学児に係る均等割の５割を公費によ

り軽減する予定となっております。本市といたし

ましても国の方針に合わせて実施する方向で考え

ておりますが、市独自の軽減を実施するに当たり

ましては、その財源の確保のために他の国保加入

者に対しまして一定の御負担をお願いすることと

なるほか、基金からの財源補填につきましても現

在その活用が難しい状況となっており、今後の財

政運営における影響は少なくないものと考えてお

ります。つきましては、市独自での軽減策は難し

いものと考えているところではございますが、今

後子育て世帯へのさらなる負担軽減につながるよ

う、対象年齢や軽減割合の拡充などにつきまして

国へ要望を行ってまいります。

次に、小項目２、新型コロナウイルス等対策減

免について申し上げます。新型コロナウイルス感

染症による保険税減免についてですが、国の緊急

経済対策によりまして、感染症の影響で一定程度

の収入が下がった世帯に対しまして国保税の減免

等を行うことが決定されたことから、本市におき

ましても令和２年度より実施しております。減免

内容につきましては、主たる生計維持者が新型コ

ロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷

病を負った世帯につきましては全額免除となり、

また主たる生計維持者の事業収入等の額が前年の

収入から３割以上減額が見込まれる世帯につきま

しては、前年の所得に応じて減額するものとなっ

ております。令和２年度の実績につきましては、

申請件数が１１件、減免金額は約２００万円で、

全て収入減での申請となっております。本年度に

つきましても引き続き実施しておりまして、これ

まで５件の申請状況となっております。

独自の軽減策につきましては、子供の均等割軽

減と同様、財政状況や負担の公平性などを鑑みま

すと難しいものと考えておりますが、今後におき

まして感染症の影響における加入者への財政支援

が万全に行われますよう国へ要望してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いた

だきました。引き続き、質問をさせていただきた

いと思います。

まず、コロナ禍における教育環境に関わってで

あります。新型コロナウイルス感染拡大、これが

毎日のようにニュースで流れている現状にありま

す。９月７日、道教委は、道議会文教委員会で４

月以降９月３日まで道内の小中高校生、高校生も

入っているのですけれども、が新型コロナウイル

スに感染した数が３，０７０人というふうに報告

されていました。感染力が強いデルタ株の流行を

背景に学齢期の感染が増加傾向にある実態である

と。学校での対策も引き続き必要だとの認識を示

されたところであります。先ほど御答弁いただい

た中身お聞きする中で、本当に細かく対応してい

ただいているなというふうに感じさせていただき

ました。そこで、ちょっと気になる点が幾つかあ

ります。再度お伺いしたいと思います。

登校について伺ったところでありますけれども、

通常登校になっていて、しかし中にはコロナ感染

が不安で登校ができない、１日から２日間という

短い期間ではありますけれども、６６名がこうい

った状況にあるということでした。それで、こう

いったお子さんたちが例えば普通の出席数として
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カウントされるのか、欠席としてしまうのか、こ

このところの確認をさせてください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） いわゆる出席停止扱

いになりますので、出席数にはカウントされます。

よろしいでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） コロナに関係する場合、

いわゆる出席停止ということであります。出席停

止というのは忌引等と同じでありますので、休み

にはならないのです。停止であって、だから欠席

にはならないと。出席停止しただけなのです。だ

から、そういうことで御理解いただけたらと。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 分かりました。この

辺のところも国の通知では、同居家族に高齢者や

基礎疾患があるものは欠席扱いにしないというふ

うな、そういうことになっているようですけれど

も、今お聞きをして少し安心をしました。

あと、登校を見合わせる子供たちへ学び、成長

への支援というとこら辺は途絶えさせるわけには

いきませんので、これほかのまちの教員の経験談

だったのですけれども、家族に濃厚接触者が出た

ということで生徒は登校できなくなりました。そ

のときに毎日のように先生がプリントを持ってお

届けして、会うことはできませんから、玄関先に

大きな声で声をかけて、何々ちゃん、ここに置い

ておくよというふうにして置いてきたと。先ほど

の報告にも電話などでというふうなお話も報告さ

れていましたけれども、やっぱりそういう先生方

もみんなが応援しているよと、そういった部分で

子供たちの心も体も成長していく、そういった助

けをしていきたいなというふうに思っていますが、

この点についてもう一度お考えをお聞かせいただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 先ほどお話しさせて

いただきましたとおり、コロナ感染の不安のため

に６６名という児童生徒の皆さんが登校を見合わ

せたという状況でもあります。確かに先ほどの答

弁でも１日、２日と短い期間ではありましたけれ

ども、やはり不安があって休まれたというのが事

実でございますので、そういった心のケアという

ものを各学校の先生方についても一人一人適切に

見ていただきながら、対応していただいているか

というふうに思っています。

また、今議員のほうからも他の自治体の状況な

んかもお話しいただきましたけれども、私どもに

おきましてもそれぞれ子供たちが学びが遅れると

いうか、同じように学習が進んでいけるようにい

ろいろな対応をさせていただいておりますので、

御理解のほうをよろしくお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 名寄市では通常登校

ということでしたので、分散登校する場合、保護

者の御事情によってはずっとおうちで一人でいら

れなくて、やっぱり学校に行かなければならない、

そういった方々への対応も考えていただきたいな

というふうに思っていたのですけれども、今のと

ころ通常登校ということで、少し安心をしている

ところであります。

あと、検査の状況です。濃厚接触者ということ

で、やはり私は学校ばかりではなくて、職場で感

染者が発症したそうした場合に、その職場にいた

方々全員がＰＣＲ検査してほしいなというふうに

思うのです。市民の方々とお話ししていてもやっ

ぱりそう思っていらっしゃる。その方に直接に触

れた、またお話をした方だけが濃厚接触者として

検査をしているわけなのですが、そうではなくて

範囲を広めていただく。さっきもお話ししたよう

に、例えば児童生徒さんが発症したその学級であ

ったり、学年であったりというようなことで、広

く検査を行う。そういったことを求めたいという

ふうに思うのですが、その検査体制も含めてどの

ようにお考え、先ほどは保健所とということでし



－109－

令和３年９月１６日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

たけれども、そこだけでは私はやはり不十分かな

というふうに思っているのですが、いかがでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 新型コロナウイ

ルスの検査体制ということなので、事務局担当し

ている私のほうから答弁をさせていただきたいと

思います。

北海道、それぞれ保健所が感染者出た場合にお

いては調査をして、濃厚接触者の範囲を決めて検

査を行っております。４月段階までは、正直言っ

て濃厚接触者の範囲もちょっと狭い感じは受けて

いました。４月から５月にかけて北海道が感染者

が増加した部分もあったろうし、また感染拡大を

防ぐための感染範囲を検証した結果だと思います

けれども、５月段階ではかなり範囲を広げて対応

することになりました。濃厚接触者の範囲も広が

りましたし、低リスク接触者という位置づけもし

て、その方は検査だけで終わりですが、そういっ

た方も増やして対応してきております。先ほど教

育部長から答弁したとおり、学校においては学校

のクラスの状況であったり、授業等の状況なりも

しっかり保健所に報告して、その中で広い範囲で

検査対象者を今特定して検査をしてくれるという

ふうになっておりますので、今現在は一定程度十

分な検査体制になっているかと思います。今後ま

た範囲を広げるような状況が見受けられれば、ま

た保健所との相談しながら対応してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をお願い

します。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 非常に安心しました。

やはり無症状というか、症状のない方々の陽性者

がどうしても広めてしまうということが非常に春

先には大きな問題になっていたかなというふうに

思います。そういった部分で、この広い範囲での

検査といったところではぜひ進めていただきたい

なというふうに思います。

ちょっと抜けていたかと思うのですが、これを

行政検査として行っていただきたいということな

のです。それで、あともう一つは、網走市では新

型コロナウイルス感染症検査事業というのを実施

をしまして、高齢者施設、それと児童施設の従業

者は無料、市民は、大体検査費用９，０００円か

かるのですけれども、半額と。市民以外は全額負

担なのですけれども、その他市民は半額で４，５

００円で検査できますよということになっていま

す。この辺についてのお考え聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 検査体制の関係

ですが、これまでもずっと答弁をしてきましたけ

れども、なかなかこの市内においてＰＣＲ検査の

体制ができないという状況があって、市立総合病

院においては抗原検査実施しておりますけれども、

それについては発熱とかそういった症状の方の対

応で、そういった一般の方までいきますと検査キ

ットなどの確保も含めて十分に対応できない状況

もなり得るということで、一般の方のそういった

検査体制ができていないという状況もあります。

施設等については、前年度ですけれども、補助金

を出しながら、検査キットの購入だったり、検査

機器の購入の補助金を出して対応していっていま

す。今後もコロナウイルスが長引くようであれば、

施設等の部分については状況を見ながら、そうい

ったことがさらに必要かどうかも検証していきた

いというふうに考えておりますし、感染者が発生

した場合においては、先ほども申し上げましたけ

れども、保健所と連携の中で、これは全て行政検

査でありますので、そういった対応も含めて今後

進めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今抗原検査のキット

の話が出ました。これ学校に配付してもらうとい

うのも必要かなというふうに思っているのですが、

例えば小学校あたりだと先生方が主にしなければ
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ならないかと思うのですけれども、中学生や高校

生になると自分でもできるかなというふうに思う

のですけれども、これに対するお考えはどうでし

ょうか。お聞きかせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） キットについては、

ちょっと数字持ち合わせていないのですが、国か

ら何個か来ているのです。それを各学校に配付す

るような形を今取るようになっています。ちょっ

とその個数まで今覚えていないのですけれども、

そういったことで今それぞれ各学校に少なからず

キットは配付されるということになっていますの

で、御理解のほうよろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） あと、もう一点です、

コロナ対策で。換気のことも先ほどお話がありま

した。二酸化炭素濃度もこれも機械を使って検査

している状況がありますけれども、これから冬に

なって、窓を閉めることも増えてきますので、こ

ういうのも必要かなというふうに思うのですが、

この辺についてのお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） これからやっぱり季

節も変わりまして、窓を開けようと思ってもなか

なか開かない状況とかにも当然なってくるわけで

ございますから、そういったところはこのコロナ

の感染対策含めて、環境整備については学校とも

十分協議しながら進めていきたいというふうに思

っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、引き続き

子供たちのコロナ感染に対する対応をぜひお願い

をして、ＧＩＧＡスクールに移りたいと思います。

ＧＩＧＡスクールなのですが、必要なものだと

いうふうにも私も思っています。全く要らないと

いうふうには思っていないのですが、ただあるこ

れはお父さんでした。うちではまだまだパソコン、

タブレットは早いかなと思っていたけれども、そ

れが、これお父さんの言葉です、あっさり学校で

与えることになってしまったと。休み時間はゲー

ムをしていると言っているし、すごく心配なので

す。ゲーム依存とかがすごく心配だと。先ほど保

護者の皆さんへもいろいろと丁寧な説明というふ

うなお話がありました。そういった部分で、さら

に保護者の皆さんへの対応といいますか、お考え

をお聞かせいただければというふうに思うのです

が、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 先ほどの答弁でもこ

れからの情報社会の中において、これから児童生

徒の皆さんがそういった社会の中を生き抜いてい

くことに対しましてＩＣＴ機器を上手に活用して、

そしてその力を身につけていくという教育という

ことは非常に重要であるということは御理解いた

だけるものなのかなというふうに思っています。

そういった国の施策もございまして、令和２年度

に１人１台端末ということで、名寄市のほうにお

きましてもそれぞれ児童生徒の皆さんには１台ず

つ導入してきたところでございます。確かに児童

生徒によりましては、今恐らく大半の方がスマー

トフォンを持って、いろいろとＳＮＳとかそれぞ

れゲーム等々を行われている状況であるかと思い

ますけれども、そういった中において当然ながら

今議員、さらにはそのお父さんも心配されるよう

に健康的な問題ですとか、いろんな問題というも

のは確かに抱えている問題もあるかというふうに

思っています。繰り返しになりますけれども、こ

こはやっぱり学校のみならず地域とも連携しなが

ら、こういったことに対してはしっかり進めてい

く必要があると思っておりますので、学校からは

通信なり、参観日だとかそういったところを通し

ながら、そういったモラルの教育、さらにはリテ

ラシー含めた活動についてはしっかりしていかな

ければならないなというふうに思っておりますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。
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〇１０番（川村幸栄議員） 先日８月３１日に全

国学力テストの結果が報道されました。その中で、

ＩＣＴ機器について使用頻度についても尋ねてい

らっしゃって、その中に道内は教員の目が届きや

すい地方の小規模校での利用が高いとされていた

というような報道がされていました。この点につ

いて、私はやっぱり使用頻度、名寄市内だとここ

に全部大体がはまるかなというふうに思うのです

が、各学校ごとに格差が生じてくるかなと、ここ

にも格差が生じてくるかなというふうに感じなが

ら読んでいたのですが、この点についていかがお

考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ごめんなさい。ちょ

っとその道内学テの結果について、申し訳ないで

すが、承知していないものですから、明確な回答

というものがちょっとできませんけれども、現在

それぞれ児童生徒がスマートフォンですとか、そ

ういったものをどれぐらい各自が所有しているか

というところは、私どものほうでは調べておりま

せんので、その辺について格差が出ているかどう

かについては、ここでは答弁を控えさせていただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） あと、もう一つお聞

きしたいのですが、自宅への持ち帰りです。先ほ

ど風連中学校でのことが報告されていたところで

ありますけれども、道教委が８月下旬にも小中学

校に持ち帰りを認めるよう通知を出し、環境整備

を急いでいるとの報道がありました。そこで、風

連中学校でそういう実際にオンライン授業をやら

れたということでしたけれども、今後引き続きこ

の自宅への持ち帰りが進んでいくのかどうか確認

をさせてください。それに関してある保護者から

は、やはりいろんな形で使われていくので、そう

した中でチャットでいじめの問題がありました。

持ち帰ってくることで、そういうことになるので

はないかという不安もあるようです。そのことに

ついて併せてお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 現在は、名寄市の校

内無線ＬＡＮ及び１人１台端末等運用ガイドライ

ンにおきましては、基本的には児童生徒に持ち帰

りをさせないことの原則とさせていただいている

ところなのです。ただ、今全国的にも、全道的に

もこうしたオンライン学習というところを実施し

ているところがすごくフォーカスされていて、注

目されているのかなというふうに思います。コロ

ナ禍の中で、なかなか対面で授業ができないとい

うこともあって、そういったところに注目がされ

ていると思うのですけれども、基本的には先ほど

教育長のほうからもありましたとおり、授業の質

ですとか内容というところが非常にここは重要に

なってくるというふうに思っています。文科から

持ち帰りの促進ということが呼びかけられている

ことは重々承知しているのですけれども、私ども

においてはやはり持ち帰ることということになっ

てくると、これ学校から持ち帰るので、教育用の

ツールとして持ち帰ります。そうなってくると、

様々な課題というのが今生まれてきていると思う

のです。そういったところを少しずつでも解決し

ていかないと、簡単には持ち帰らせることができ

ないものかなというふうには考えています。ただ、

少しずつ段階的にはやはりこういった緊急時のと

きのためにもやっておかないとならないというこ

とで、今回風連中学校でそういった土俵というか、

土台が少しできていましたので、先に先行させて

オンライン学習のほうをやらせていただきました。

そういった効果を見ながら、一歩一歩進めさせて

いただきたいなというふうに思っておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今いろいろな持ち帰

った中でのという話の中で、ある保護者の方がも

しうちで壊してしまったらどうしようか、この不

安が大きいです。安くないですから。そういう意
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味では、やっぱりいろいろ検討しながら、急ぎで

はなくて、じっくりと子供たちの様子も見ながら

進めていただくことを強く求めたいと思います。

私もいろいろこのタブレットの優位性のところ

で調べさせていただきました。例えば今、字がう

まく書けない子供たちがいますよね、発達の段階

で。そういった子供たちにタブレットで文字を打

つ。それからあと、不登校の子が先生と対話はで

きないけれども、メールではやり取りできるのだ

よというのがありました。それから、聾唖の子供

たちも写真を撮って、口の動きをネットで伝えて、

それで発声の練習をさせるとか、いろんな形で使

うことができるのだ、だから子供の実態と発達段

階踏まえながら活用していく、ここが非常に重要

なのだなというふうに思いながら、私も改めて勉

強させていただきました。そうした中で、先生方

も大変な状況であります。先ほどの補助員の話が

出されていましたけれども、ぜひ積極的にこうい

った制度を活用していただいて、先生方に負担が

かからないように、それが子供たちにも反映しま

すので、そういった部分で子供の成長、発達をじ

っくりと見守っていける、そういう教育を進めて

いただきたいなというふうに思っていますので、

このことを求めて、次に行かせていただきます。

高校受験への支援についてであります。新しい

学校の全容がいつになったら明らかになるのか、

なかなか見えてきません。昨日の質問の中でもあ

りましたけれども、今の名農キャンパスの施設は

使わないというのだけははっきり分かりました。

しかし、もう１年と半もありません。先ほどあり

ました魅力化検討委員会、統合推進委員会、８月

に行われて、年内数回開催して道教委に報告をす

る。そして、その後生徒や保護者に説明がされる

のだと思うのですけれども、本当にこの短い時間

の中で生徒たちが不安なく受験に取り組むことが

できるのかどうか。本当に心が痛いです。この辺

について再度お考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 確かに前回の議会の

中でもお話しさせていただいておりますとおり、

統合されて、新設校ができるまでの時間というの

は限りある時間で非常に短いものなのかもしれま

せんが、先ほどから答弁の中でもお話しさせてい

ただいていますとおり、両高校の先生方で組織さ

れている統合推進委員会のほうが中心となって、

新しい高校に向けてのそれぞれの本当にたくさん

決めなければならないことを少しずつ、かつ急ぎ、

急ぎというか、丁寧にしながら、それぞれ進めて

いただいていると思います。ただ、そこの新しい

学校をこれからつくっていく上で、やはりどのこ

とに関してもコンセプトというのが一貫していな

ければならないというところもございますので、

そのコンセプトづくりに対して統合委員会と、さ

らには魅力化委員会と、さらにそこの高校生が交

じりながら、今話をスタートさせているところで

ございます。中学生や保護者の方々が御心配され

ているというのは十分理解していますし、できる

限り分かり得る情報については、早急に分かった

段階でお知らせしてほしいということで北海道教

育委員会のほうにもお願いしておりますので、御

理解のほどをよろしくお願いしたいというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） この問題で冒頭に御

答弁いただいたように、中学生という年齢、自己

の発達に関心がある時期であり、進路の問題、ま

た生き方を考える時期であり、大人になる一歩を

踏み出す時期でもある。こういったときの子供た

ちにこんな不安な思いをさせていいのかというふ

うに私は思っています。３年、５年後にこんなふ

うになるのであれば、それまでにいろんなことを

情報を集めて取り組んでいくことができるかもし

れませんけれども、本当に短い時間です。この時

間に将来を決めていかなければならないというと

ころに私は怒りを感じるぐらいであります。短期

間でもありますし、そしてコロナ禍でもあります。
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いろんなことが今大きく受験生、これから受験を

控える子供たちには大きなものが覆いかぶさって

いる状況であります。

地元新聞によると、先日１４日に名寄高校でオ

ープンスクールが開かれたというふうにありまし

たけれども、名寄高校のところですから、どうい

うふうな説明をされて、授業の在り方など新聞報

道では出されていましたけれども、今後学校の様

子はどのように変わるのかというのが御説明があ

ったのかどうかちょっと詳しく分かりませんけれ

ども、もし分かればお知らせをいただきたいと思

うのですが、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 大変申し訳ございま

せん。名寄高校でやっている事業のオープンキャ

ンパスでございますので、私どもはその内容につ

いては承知しておりませんので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほどもお話があり

ましたように、アンケート調査も行ったというこ

とでありました。しっかり見ていただいて、その

こととそういった情報をいち早くやはり受験生な

り、生徒なり、また保護者の皆さん方に詳しい情

報をいち早く届けられるように、道教委に確認と

いうふうにお話ししていましたけれども、強く求

めていただきたいということをお願いして終わり

たいと思います。

次に、国保に行きたいと思います。よろしくお

願いします。国保ですけれども、大雪地区広域連

合、３町が加わった広域連合なのですが、今回の

この引下げ、３町の町長から要望があって、それ

で実施がかなったというふうに言われています。

広域連合の議会で提案されて、条例の改正案が全

会一致で可決されたというふうにお聞きをしてい

ます。いろんな条件があって、私たちとはちょっ

と違うのかなというふうには理解しながらも、や

はりこのコロナ禍で困っている、大変だ、そうい

った方々にどうやって支援の手を届けたらいいの

かということを検討されたのだというふうに私は

受け止めているところであります。

そこで、ちょっと通告していないのですが、名

寄市の状況として、コロナ禍で全国的には医療費

が減ったというふうな報道もされていました。名

寄市の状況ではどうなのか。また、国保の加入者

が増えているのかどうか、この辺分かればお知ら

せいただきたいと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 名寄市の国保の医療

費につきましては、数字のほうは今手持ちはござ

いませんけれども、コロナ禍の影響を受けており

まして、減っている状況となっております。

また、すみません、もう一点が……

〇議長（東 千春議員） 加入者。

〇市民部長（宮本和代君） 申し訳ありません。

加入者の数につきましては、毎年高齢化などで後

期高齢者医療のほうに移行しているということで、

２００人近く減少している状況となっております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 国保の加入者のとこ

ろは、その後期高齢者に移行ではなくて、コロナ

禍で例えば仕事がなくなって国保に移行したとい

うような方がいたのかどうかお聞きをしたかった

のですが、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 毎年国民健康保険と

社会保険、出たり入ったりという状況がございま

すけれども、例年の状況で比較しますと、社会保

険から国保に入った方、また国保から社会保険に

入った方というのはほぼ同じ動きをしておりまし

て、コロナ禍の影響で特に社会保険から国保に加

入された方が増えたといった状況はございません。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほどの御答弁で、

子供の均等割の軽減のところなのですが、国が来

年度から未就学児までの均等割の軽減策を実施予



－114－

令和３年９月１６日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

定ということで、先ほど部長の御答弁の中では年

齢を、先ほど言った広域連合は１８歳以下ですか

ら、未就学児ではなくて、もう少し年齢を上げる

だとか、それから割合等についても国へ要望した

いというふうにおっしゃったかなというふうに思

っているのですか、私はこれを聞いてすごくうれ

しく思ったところであります。ぜひ強く求めてい

ただきたいなというふうに思っているところであ

ります。

また、コロナでいろいろ仕事が少なくなって大

変だという方々への申請も、今年もこれまで５件

があったというふうな御報告でした。やはりいろ

んな形で、たくさんではないにしても影響が出て

いるということを私は感じているところです。広

域連合の方々の財源については、基金があそこは

たくさんあって、この基金を使ったということだ

とか、また北海道への納付金が減ったということ

もあったというふうに聞いています。こういった

ことをしながら、また新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金もこれも使ったというふ

うなことで引き下げたというふうに聞いています。

基金の活用ですから、１年ごとに実施を判断する

のだというふうなお話でありました。本当は毎年

してもらいたいのだけれども、やっぱりこのコロ

ナの中で、経済的な影響が大きい中で実施をして

きたのだといった中では住民の皆さん大変喜ばれ

ていらっしゃるところであります。こういったこ

とが住民の皆さんへその思いが伝わっていくのか

なというふうに思っているのですが、この点につ

いてのお考えお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 都道府県単位化後に

おきましては、先ほど議員のほうからもお話がご

ざいましたように、自治体ごとの国保の財政状況

という部分につきましては資金が潤沢にあるかど

うかですとか、今までの税率と納付金の支払いの

額がどのようになっているかという部分ですとか、

名寄市があります前期高齢者交付金の精算金の支

払いがあるかないかですとか、そういった部分で

かなり自治体ごとに財政状況の差が出てきている

と考えております。そういった意味では、個々の

財政状況が比較的安定しているところでは独自の

軽減措置という部分は可能だと考えておりますけ

れども、現状の名寄市でいきますと納付金を納め

るために必要な税収が不足しておりまして、その

部分については基金を毎年繰り入れて、何とか財

政運営を行っている状況となっておりますので、

独自の軽減を行うとなった場合にはそこの部分に

ついてはほかの加入者が賄っていくという、今の

国保の仕組みではどうしてもそういうふうな形に

なってしまいます。私どものほうとしては、今都

道府県単位化の流れの中で、減免基準につきまし

ても北海道全体で標準化していくという動きがご

ざいますので、本市としましてもその動きに合わ

せながら、先ほど申し上げました国ですとかに要

望を上げてまいりたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほど御紹介した新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、

これも国保の中で減免実施した場合は地方負担分

に使えるのだよというようなことが分かりました。

私ここを見ていて、住民の皆さんに周知の問題だ

とか、それから申請受付のことだとか、すごく細

かに丁寧にこのＱ＆Ａが出ていて、書かれていま

した。それで、ふっと思い出しました。広報の中

で、国保のこと、後期高齢者、介護保険料のこと

が詳しく９月号には書かれていたかなというふう

に思います。それで、分かりにくいです。本当に

非常に国保の問題でも。分かりにくいのですが、

以前には滞納することはということがどっと出て

いて、どうなのでしょうかと言った記憶があるの

ですが、今年のもそうですし、昨年のもそうなの

ですが、非常に分かりやすく、そして納期内の納

税に御協力をくださいと、早めに御相談ください

というふうに優しく分かりやすく説明していただ
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いているなというふうに思いながら広報を見させ

ていただきました。やっぱりそういった部分での

ことも、一方的に滞納はしては、もちろん滞納は

してはいけないのですけれども、強制するような

ことではなくて、何とか頑張って払おうというふ

うになるような書き方というのは大事だなと思い

ながら広報を見せていただきました。そのことを

申し上げて終わります。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

農業に関わってを、今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告に従い、発言をさせていた

だきます。

大項目１、農業に関わって、小項目３点にわた

り農業への話を集中してお伺いをいたします。本

市農業を振り返りますと、３月に気温が上昇した

ことで雪解けが進み、順調な開墾となりましたが、

植付け時期である５月には降雨が続き、６月から

は記録的な高温とともに強い干ばつにさらされま

した。播種作業の遅れと干ばつの影響を受け、大

豆や小麦、ビートといった畑作物の異常な成長亢

進やスイートコーンの受粉不良、牧草、デントコ

ーンの乾物重量の低下など被害が発生しているほ

か、水稲においても豊作基調ではありますが、８

月中から下旬にかけての取水制限が実施をされた

ことにより圃場の乾燥が強く進んだことで玄米品

質の低下が懸念をされております。ありとあらゆ

る農作物が影響を受けた年であったと考えており

ます。

従来より一層の強固な経営基盤を求めて、本市

農業の在り方についてお話をさせていただいてお

りますし、本市の手厚い施策を受けながらも改め

て自然相手の産業である厳しさを実感していると

ころであります。しかしながら、本年においても

成功事例は幾つか存在しており、大豆畦間播種で

の秋小麦栽培ですとか、遅霜の可能性を考慮しな

がらも意図的な早期播種を行った大豆、いち早く

イリゲーションを敢行したタマネギあるいはスイ

ートコーンなど、従来の常識にとらわれない柔軟

な技術感覚を持った農業者も少なくありません。

本年がまだ全ての農作業が終了し、考察や反省が

済んだわけではありませんが、十分に来年以降の

経営あるいは栽培体系に参考となる事例がこうい

う厳しい年だからこそ多く存在すると考えており

ます。本年こそ本市農業の推進に資する名寄市農

業振興センターの役割は非常に大きく、過去の経

験から反省を踏まえ、本年度以降の営農技術指導

を行う中核機関としてその機能をさらに強化し、

本市農業の経営基盤へさらに厚みを持たせるべく

質問を行うものであります。

小項目１、本市農業の課題解決に向けた取組に

ついてお伺いいたします。さきに述べたとおり、

本年は過去経験のない状況となっております。影

響を最小限に抑え、本市農業が永続的に安定する

強固な基盤を確保するためには、栽培体系や経営

形態を常に見直す必要があると考えております。

具体的には大きく２種類、既存の作物栽培方法を

根本的に見直すこと、そして全く新たな作物の栽

培に挑戦することの２点が考えられると思ってお

ります。名寄市農業・農村振興計画における名寄

市農業振興センター事業では、新たな栽培技術や

農作物の導入に向けた試験研究により、さらなる

農業所得の向上、作業効率化に向けた技術普及に

取り組むとありますが、特に新たな農産物の導入

に向けた試験研究の取組状況についてお知らせく

ださい。

続いて、小項目２点目、新規就農者への対応に

ついてお伺いいたします。名寄市農業・農村振興

計画では、主な経営形態を想定した試算が行われ
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ており、新規参入の場合や就農年齢延長タイプの

就農者が取り組む経営形態として、自己資金の調

達が難しいことなどの側面から、小面積での高収

益作物の栽培を推奨すべきとしており、施設園芸

作物としてトマトが推奨されております。しかし、

消費動向の変化や選果施設利用料の増大などを受

け、既存の生産者が撤退や縮小するなどの動向が

見受けられます。推奨すべき作物との位置づけは

検証が必要かと考えますが、今後のお考えをお知

らせください。

最後、小項目３、名寄市農業・農村振興計画の

中間的な総括についてお伺いをいたします。本計

画は、名寄市農業・農村振興条例を根拠として、

平成２８年度に策定をされた名寄市農業と農村の

発展に寄与する重要な計画であります。策定後、

国による水稲生産目標への数量配分がなくなった

ことや農業共済制度から収入保険制度への移行、

コロナ禍による外国人研修生の受入れ中止と消費

動向の変化、急速なＩＣＴ技術の普及など、この

５年間で農業を取り巻く環境は非常に大きく変化

をいたしました。このことを踏まえると、中間的

な総括あるいは見直しを行うことは必要不可欠で

あろうかと思っておりますが、スケジュールやそ

の手法についてお考えをお伺いいたします。

前段で述べたとおり、昨今の農業情勢は大きく

変化をしております。過去の経験はもとより、柔

軟な対応が求められる場面も多く、より一層の技

術革新が、今後の安定的な農業経営に求められる

と考えております。今年の反省を踏まえ、来年、

再来年と未来に続く農業、農村地域の在り方を前

向きに捉えられるよう期待をして、この場からの

質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま今村議員か

らは大項目、農業に関わって、小項目で３点にわ

たり御質問いただきました。私のほうから順に答

弁をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

初めに、小項目の１、名寄市農業の課題解決に

向けた取組について申し上げます。農業振興セン

ターは、本市農業の特色である多様な作物作りを

支えるため、ＪＡと共同で栽培技術や営農技術な

どを提供する拠点施設として位置づけ、運営して

おり、実証展示圃における試験栽培、土壌診断と

施肥設計及びそれに基づく指導のほか、組織培養

設備を活用した優良種苗の提供などに取り組んで

ございます。このうち試験栽培につきましては、

ＪＡや各生産部会などから聞き取った要望や課題

を基に関係機関、団体、生産者から成る運営委員

会におきまして試験品目や内容を決定してござい

ます。

御質問のありました新たな農産物の導入に向け

た試験研究につきましては、振興作物であります

アスパラガスの新品種や栽培法の試験、国内需要

が高まるカノコソウなど薬用作物の栽培法試験や

冬期間の収入確保を目指す寒締めホウレンソウな

ど、冬季野菜の品目や栽培法の試験に取り組んで

おります。また、その試験結果につきましては、

生産部会などを通じた情報提供や農業者への技術

指導に生かしているところでございます。新たな

農産物の導入に向けましては、今後も本市の自然

特性やＪＡにおける販売戦略、農業労働力の確保

など、地域の実情や将来性を考慮しながら、地域

農業の持続的な発展と収益性の向上につながる品

目の選定や栽培方法の確立に向けまして、試験研

究に取り組んでまいります。

次に、小項目の２、新規就農者の対応について

申し上げます。第２次名寄市農業・農村振興計画

では、御質問をいただきましたとおり、新規参入

者が経営を開始するに当たり初期投資を抑え、早

期の経営安定を図るため、小面積で高収益が出る

トマトを中心とした施設園芸を主な経営モデルと

して掲げてございます。実際にこれまでも反収が

高く、技術的にも取り組みやすいという観点から、

ミニトマトを栽培している新規参入者の事例が多

くございます。新規就農希望者は、研修の受入れ
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農家から技術や経営を学び、また農業振興センタ

ーや農業改良普及センターにおいても指導を受け

ながら、希望する作物や所得目標など自分が目指

す経営に向け研修を行っていただいております。

トマトはあくまでもモデルケースであり、経営を

開始する際には本人が希望する作物が技術、資金、

労働力など営農計画として成り立つかなど受入れ

農家や関係機関、団体などが必要な相談や助言を

行っているところでございます。

今後におきましては、新規参入者の就農形態も

多様化すると想定されますことから、個人が目指

す経営を尊重しつつ、関係機関、団体との情報共

有や連携を図り、早期安定に向けた経営支援に取

り組んでまいります。

次に、小項目の３、第２次名寄市農業・農村振

興計画の中間的な総括について申し上げます。第

２次名寄市農業・農村振興計画につきましては、

本市における農業、農村の現状や役割を踏まえ、

情勢の変化や課題に対応し、持続的な発展に向け

て振興施策を計画的に進めるため策定をしており

ます。計画の概要は、将来の方向性や考え方を示

す基本計画と基本計画に基づき具体的な事業など

を示す実施計画で構成しており、基本計画は平成

２９年度から令和８年度までの１０年間、実施計

画につきましては令和４年までの６年間を前期、

令和５年度からの４年間を後期とし、総合計画の

計画期間と整合を図っております。

これまでの取組や現時点での課題といたしまし

て、収益性の高い農業経営の確立では、国や道の

補助事業を活用した圃場整備や哺育育成センター

などの設置によりまして、生産基盤の強化が図ら

れているところでございます。

多様で持続可能な農業経営の促進では、労働力

不足が課題となる中で短期的な雇用労働力確保対

策やＩＣＴを活用したスマート農業の導入が進ん

でおりますが、課題解消とまでは言えず、引き続

き対策の検討が必要と考えているところでござい

ます。

農業の担い手の育成と確保に向けては、地域お

こし協力隊制度を活用し、就農希望者の確保に努

めておりますが、実績としては少ない状況となっ

ております。しかしながら、一方で農家子弟の就

農は好調であるほか、人・農地プランにおける地

域協議を通じた第三者への経営移譲希望者の掘り

起こし、農業体験実習を通じた名寄の農業に関心

を持つ方とのマッチングや法人への雇用就農など

新たな取組にも着手しており、さらに進めてまい

りたいと考えてございます。

人と自然に優しい農業の推進では、安全、安心

な農畜産物の生産に取り組むとともに、国からみ

どりの食料システム戦略として、農業生産におけ

る環境負荷の軽減に向けた将来目標が示されるな

ど新たな動きもありますことから、生産性との両

立を図りながら進めていく必要があると考えてご

ざいます。

計画の見直しにつきましては、現在の実施計画

の期限が令和４年度でありますことから、次年度

に検討を行い、令和５年度を初年度とする後期計

画の策定を予定してございます。また、検討に当

たりましては、関係機関、団体や大学、農業者、

消費者などによる検討委員会を組織し、基本計画

の中間総括を行うとともに、国が示す食料・農業

・農村基本計画や北海道の第６期北海道農業・農

村振興推進計画において示される方針、さらには

地域農業の課題や農業者の要望などを踏まえ、検

討を進めていく必要があると考えてございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） それでは、それぞれ再

質問させていただきます。

まず、農業の課題解決に向けた取組ということ

で、ちょっと幅は広いのですけれども、まず振興

センターの中で新規の作物に向けた取組というこ

とで、アスパラ、カノコソウ、冬季のホウレンソ

ウということで研究をされたということでありま

す。これは、それぞれこの名寄市を代表する作物
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の一角として十分言っていいのではないかなとい

うような実績があるものと私は考えております。

ですが、なかなかこのカノコソウですとか冬季の

ホウレンソウというのは、一般の農業者もすぐに

参加できるかといえばそうではないと思います。

ある程度専門的な技術、装置が必要になる部分で

もありますので、今後特にこの水田地域では麦と

大豆の作付というのが非常に多くされております。

これについての研究等、またその位置づけについ

てのお考え等あればお伺いをいたしたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、水田地帯においては転作作物として古くか

ら麦や大豆が栽培をされていて、その面積につい

てもかなりの面積があるということであります。

振興センターにおいても、これは北海道の委託事

業になりますけれども、麦の優良品種の決定等に

ついての協力をさせていただいたり、あるいは施

肥方法の比較試験をさせていただいたりしており

ますし、また大豆等につきましてもこの地域によ

り適した品種の選定等についても今農業振興セン

ターにおいて試験をさせていただいている状況で

ございますので、いずれにしてもこの２品目につ

いては、今後ともある意味では転作作物、それ以

外の畑作物としても主力となっていく品目ではな

いかというふうに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 主力ということで、確

かに現状の面積を考えると主力と十分言えるとは

思うのですけれども、なかなか麦、大豆といった

作物で水田と同じ規模の単位当たりの収入を確保

できるかというと、ちょっとそうではないという

事情があります。計算の仕方ですとか状況につい

て様々に差がありますので、ここで今一概に言え

ることではありませんけれども、麦、大豆を作る

となかなか水田よりもうかるということができな

い、水田よりは収入が減ってしまうという状況必

ず見受けられます。見受けられるのに作らなけれ

ばならないのは、やっぱり水田を続けるのに必要

な管理を麦を作った後にやると。また、大豆を作

るというのもその後が秋小麦の播種が水田地帯で

は非常に難しいということですので、それの前作

という扱いで作るというパターンが最近増えてき

ているのかなと考えております。この中で、麦、

大豆がもうからないのに作らなければならないと

いうところは、非常に大きな問題であると思いま

すので、これは現在試験をされているということ

でありますが、増収に向けてある程度の具体的な

目標といいましょうか、収入ベースである程度の

位置を、例えば反で６万円以上を確保したいとか、

そういうような目標というのはあるのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 水田における麦、大

豆、転作のところ、今村議員が言われるように水

稲と比べるとどうなのかと言われると、これはど

うしても価格が、手取りがというのでしょうか、

所得が下がるのはこれはやむを得ないのだと思い

ますけれども、ここは今は国のほうも生産する目

標の掲示ということで、ある意味地域が生産調整

を自らしているということだというふうに思いま

すが、これに対して国が一定のメリット措置をし

ているというところもありますので、そういった

意味では安定して所得を上げられる作物であるこ

とは間違いないのかなというふうに思っています。

具体的にでは大豆、麦の中でどの程度の所得とい

うところまではまだいっておりませんけれども、

より生産コストあるいは労働時間がかからない栽

培方法はどうなのかということであったり、ある

いは品種によって当然この地域により適したもの

で、かつ多収であるものなどを含めて、そういっ

た観点からよりいい品種、あるいは栽培方法につ

いて今試験を重ねているということで御理解をい

ただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） そのとおりなのかなと
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私も考えておりました。

ただ、風連、名寄含めてですけれども、水田農

家の麦、大豆であっても非常に優秀な生産をされ

る方という実績が過去見られております。そうい

う方の例えば情報、あるいは栽培技術といった情

報を共有できるような仕組みについて構築される

のかお考えがあればお聞かせいただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まさに言われるとお

り、優れた農業者の技術を広く生産者に広げると

いうことは、これは非常に有効な方法だと思いま

す。さきに農業振興センターのほうでも非常に作

物の出来が悪いというのを踏まえて、その中でも

優良な事例があったということで、それらの取組

の優良事例を紹介したところもありますし、作物

は限定されていましたけれども、今現在の土壌に

含まれる、堆積される例えば窒素がどうなってい

るのだとかという土壌の診断結果などについても

生産者皆さんのほうに提供させていただいており

ますので、振興センターで蓄積されたデータにつ

いては、できるだけ速やかに生産者の皆さんに周

知をさせていただき、よりよい農産物を作ってい

ただくように提供してまいりたいと考えてござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 特に振興センターは、

ＪＡとの共同の運営という部分もありますので、

例えばその収穫量のデータ、品質のデータという

のは恐らく融通がつく部分なのかなと思います。

そういうデータしっかりと使いながら、そういう

経営上の収益が望みづらい作物というのをどんど

ん昇格させていって、一つの柱に今度迎えていく

というのはまたさらに必要になると思いますので、

そこは気を緩めないで続けていただきたいと思い

ます。

次の再質問でありますが、新規な栽培技術、農

作物、新規な農作物といいますと、先ほどあった

ようにカノコソウですとかアスパラという点があ

るのかと思います。過去、風連町の時代で申し訳

ないのですけれども、サンダーソニアという花で

すとか、あるいはトルコキキョウといった花に対

してかなり意欲的に取り組んでいたという時期も

あります。現状農業者それぞれが面積かなり広が

っておりますので、今から取り組むということに

はちょっとハードルも高い部分あるかもしれませ

んが、そういう完全に新しい品目という部分につ

いてのお考えについてもう一度お聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） これまでも、先ほど

申し上げたように、例えば寒締めホウレンソウな

どもやらせてもらっていますし、先ほど申し上げ

ておりませんでしたけれども、冬野菜としてはコ

マツナですとかチンゲンサイの栽培についても試

験などをさせていただいて、栽培そのものは可能

だというところありましたけれども、天候等によ

って収穫時期が前倒しになってしまうと。すると、

有利な販売時期とうまく合致しない部分もあるの

で、そこでなかなか今のところまだ普及が進んで

いないというところがありますけれども、そうい

った研究はさせていただいているということであ

ります。

ただし、小面積で取り組むものについては、比

較的そういう形で臨機応変に、柔軟に対応してい

くことができるのですけれども、どうしても地域

として、先ほど申し上げた主力として進めるに当

たっては、様々な条件、リスク回避が必要なのだ

ろうなというふうに思っています。例えば１つは、

当然でありますけれども、この地域の自然条件に

合うのかというのがあります。いわゆる生産面、

技術の面で、この地域に合うのかというのがあり

ます。もう一点は、その作物の需給の関係があっ

たり、販売の関係がありますので、そこがしっか

りと確保できるのかという、いわゆる販売面とい

うのでしょうか、そこがあると思います。３つ目
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については、当然所得を上げなければいけません

から、今、今村議員が気にされているように売上

げをしっかり確保できるのかと、それに対するコ

ストがどうなるのか、いわゆる経営面であります。

それと、それぞれの農家において複数の作物を作

っておりますので、労働力がしっかりとその中で

回っていくのかと、確保できるのかなど、さらに

は集荷体制が取れているのかというのも含めて、

様々な要件があると思います。今すぐということ

では恐らく今村議員もないのかなというふうに思

いますので、今後将来に備えてというところで、

ここはＪＡともしっかりと協議をしてまいりたい

と思っております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ＪＡとしっかりと協議

をするという点で、非常に重要な部分だと思って

おります。確かに新しい作物を作ってみたはいい

のだけれども、売れなかった、結局廃棄をしてし

まったというパターンが実は多々ありまして、そ

の同じ轍を踏んでしまうと非常に問題があると思

っております。

ですが、最近子実トウモロコシ、子実コーンと

といいまして、トウモロコシの乾燥した実を使う

という作物が全道各地で今、試験栽培の段階です

けれども、広がっているという状況が見受けられ

ます。まだ名寄市内では取り組まれている方はい

ないのかなと思っておりますが、現状士別市ぐら

いまでは試験で取り組まれている方がいるという

ふうに聞いております。そのトウモロコシについ

ては、作物的に幅の広い需要が見込まれる。例え

ば牛の餌ですとか飼料になるよ、あるいはすり潰

してでん粉の原料でしょうか、そういうものに使

えるよといったある意味需要のほうから押し迫っ

た作物であると思いますが、特にこの名寄市では、

先ほど壇上でも申し上げましたが、現在乾物重が

少なくなった、この干ばつにおいて牛の餌がちょ

っと少なくなってきているという現状もあったこ

とから、水田地帯をメインとした飼料作物の研究

について取り組んではいかがかと考えております

が、その点のお考えについてお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今国のほうでも粗飼

料の国産化というところを非常に目指していると

ころでありまして、今、今村議員が言われたよう

に、１つはコーンを使って自給率、国内産の率を

高めようというのもありますし、もう一つは飼料

用米、お米を使ってというところもあります。今

国が進めているところでありますし、地域の中で

も水田、畑作、そして酪農、畜産もあるわけです

から、非常に興味のあるところというふうに思っ

ておりますが、ただ導入するに当たってはやっぱ

り様々なリスクもあるというふうに思っています。

それらがクリアできるかどうかというのが検証が

されなければ、なかなか機関として推奨するのは

難しいのかなと思っています。すぐ実証というこ

とはどうなのかはちょっと別として、少しデータ

収集などをして、この地域に適性があるのか、な

いのかについてまず調査をさせていただきたいと

思いますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） まず、この地域の有効

な作物としてどうなのかという点の研究するとい

うのは、これは非常に重要なことであると考えて

おります。例えば北海道ではあまり作られており

ませんけれども、菜種ですとか、菜種、油を搾る

ための菜の花といいましょうか、そういうものが

あったり、もちろんひまわり、大豆についても油

を取るという目標の専用品種があります。また、

暖かい地域にいけば、といっても北海道内ですけ

れども、ビートやタマネギといった作物の直播、

苗を立てないで直接畑に種をまくという手法につ

いても研究されている地域多々ありますし、もう

生産ベースで取り組んでいる産地というのもある

わけです。そういうところがこの名寄で取り組め

るのかどうかというのは、誰もやったことがない
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から今は分からないと思うのです。ただ、それを

我々農業者が取り組むにしては非常にリスクがあ

りますので、そういうリスクを加味しながらも取

り組みたいものがあるというのは、やはりこの振

興センターの役割の一つなのではないかなという

ふうに考えているのですけれども、そういうほか

の自治体、あるいは地域の実例を模したと言って

しまったら変な言い方ですけれども、参考としな

がら今後取り組むようなお考えといいましょうか、

その意気込みというのを聞かせていただければあ

りがたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今の今村議員が言わ

れたように、生産者がリスクを冒さずに技術を構

築できる、まさに振興センターがそういう役割を

担っていくべきなのだと思います。そのことによ

って、農業者はリスクを冒さずにある程度確立さ

れた、あるいは有効性をある程度実証されたもの

を栽培することができるということだと思います

ので、そういったものにも取り組んでいきたいと

いうふうに思いますが、先ほど言ったように様々

なリスクがあるわけですから、振興センターでい

きなり実証となりませんし、御存じのとおり、振

興センターの圃場も限られておりますので、あの

中でなかなか土地利用型の作物を広く実証すると

いうのも限界がありますので、まずは先ほど申し

上げたようにデータ等を集めながら調査研究をし

てまいりたいと思いますし、当然農作物について

は販売という面が伴うわけでありますので、ここ

はまさにＪＡの役割かなというふうに思いますの

で、先ほど申し上げましたけれども、ＪＡと協議

しながら、さらには先ほど申し上げたように振興

センター運営委員会の中で試験内容を決定させて

いただいていますので、そこには生産者の皆さん、

あるいは生産都会の皆さんもおられますので、そ

ういった皆さんの声を聞きながら、試験する内容

について決定していきたいと思いますので、御理

解いただければ思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひそのように取り組

んでいただきたいと思います。

今のお話にもありましたが、なかなか限られた

圃場の中で栽培試験を取り組むのは難しいという

こと、これは十分承知でありますが、ぜひ今の名

農キャンパス、農地も備えておりますし、農業関

係の研究に資する施設、設備十分にまだ残ってい

るのかなと考えております。もしも今後、北海道

からのお話になりますので、すぐお答えできない

かも分かりませんけれども、例えばそういうよう

な名農キャンパスのような施設を利用して、振興

センターの機能をさらに補完するようなお考えが

あればお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここはまだ道の所管

の敷地でありますし、我々も今のところ総合計画

にそういったものも網羅しておりませんので、あ

えてコメントについては控えさせていただきたい

というふうに思いますが、先ほど振興センターの

圃場が限られているというお話もしましたけれど

も、試験圃場を外に委託するということもこれは

できないわけではありませんし、あるいは実際に

そういった作付を試験的に試みている農業者さん

もおられるというのは私どもも存じておりますの

で、そういった方からデータを頂くということも

方法としてはあると思いますので、様々な方法で

柔軟に研究してまいりたいと思いますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 分かりました。ぜひ前

向きに考えていただきたいと思います。

今のお答えにもありましたが、各農業者が個人

で取り組んでいる先進的な事例について、現在協

力をしているといいましょうか、無償でそのデー

タを例えば供与しますよとか、圃場一部ここポー

ル立てておきますので、自由に生育調査してくだ

さいよといったようなやり取りかと思いますけれ
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ども、ぜひそれは進めていただきたいと思います。

各農業者が嫌だなと思わないで、いいですよ、分

かりますよと言ってくれるような取組進めてほし

いなと思いますので、これは要望させていただき

たいと思います。

続いて、新規就農者の対応ということでありま

すが、現状トマトが推奨されているということで、

これについてはあくまで一例であり、モデルケー

スであるというお話でありました。壇上で申し上

げたとおり、かなり面積少ない状態で自立ができ

るというのは、非常に珍しいケースしかないのか

なと逆に思っております。その成功の事例といい

ましょうか、新規就農者が今成功している事例と

言ったらちょっとおかしいのですけれども、ある

程度その想定されているケースというのが第三者

経営継承を併用した新規就農というパターンのほ

うが将来的な安定も含めて有利ではないかなと考

えているのですが、その点お答えあればよろしく

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 新規就農者、これま

でに複数の方を迎え入れているわけであります。

それぞれにやはり思いがあったり、あるいはそれ

ぞれの皆さんが手に入れた環境などによって、皆

さんそれぞれ営農形態は温度差がある、温度差と

いうか、形に違いはあるということでありますけ

れども、新規就農者の中で多くの方はミニトマト

を最初から作りたいという意向を持って来られる

ということです。やはり食卓や何かにもトマトは

よく並びますし、直接口に入ると言ったら変です

けれども、形のまま食卓に上がって食べられるも

のあたりにやはり身近に感じて来られているのか

なという気はしますけれども、それも取り入れな

がら、単作ということでは当然ありませんけれど

も、ミニトマトあるいは生食用トマトを取り入れ

ながら頑張っている新規就農者もおられますし、

あるいはそれと併せて土地利用型にも手を伸ばそ

うとしている方もおられます。経営が安定し、資

金力がついてくれば、そういった方向にも向くの

だろうというふうに思っています。

また、第三者経営継承の関係ですけれども、市

内でも酪農で１件、成功事例というか、ございま

すし、今後新規就農者を受ける一つの形として優

位性があるのではないかと我々思っています。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに新規就農を希望

する者がどういう農業をやりたいのかというのは

非常に重要な問題でありますが、その経営形態を

ずっと続けていて本当に生活ができるのかと考え

ると、別な問題なのかなというふうに考えており

ます。例えばサラリーマン等を定年された後に余

生を過ごしたいというような感じの農業を営みた

いと考えている方をこの新規就農として迎えるの

がいいのかというのは、またそれは考え方が違う

とは思うのですけれども、私はこの新規就農者と

いうのはなるべく若い方に来ていただきたいとい

う気持ちが強いほうでありますから、ここは今た

またまトマトがという話でありましたけれども、

面積をある程度最初から作れるような環境であれ

ば、トマトも作れますよ、面積が必要な作物も同

時に作れますよといった状況をちゃんと取ってあ

げるということがその地に定着する農業者が今度

増えていくのではないかなというふうに考えてお

ります。現在風連の日進地区にある農家さんでそ

ういうとても近い取組をされている方がいらっし

ゃいますし、その方は地域の青年活動についても

非常に積極的に参加をされている方で、その人的

な面からもどういう方であるのかというのももち

ろん大切になってくるわけなのですけれども、こ

の第三者経営継承をまず私はこれから押していく

べきではないかと。現状の新規参入として、少な

い面積で高収益作物を取り組むという考えはもち

ろん大事ではありますが、もっとこの地域、人口

が減ってくる、農業者が減ってくる地域の中で必

要とされているのは、即戦力になるような農業者

ではないのかなと。そのためには第三者経営継承



－123－

令和３年９月１６日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

を行い、もう最初から経営基盤、あるいは経営技

術というのをその地域に即したものをしっかりと

引き継げるような方のほうが５年後経営補助金が

終了した後も自立ができるというふうに考えてお

ります。その点何かお答えあればお聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） それぞれ新規就農者

の皆さんは、夢あるいは目標を持ってこの地に来

て、就農いただくわけでありますから、その人た

ちの気持ちは尊重していかなければいけないと思

います。我々とすると、決して一つの形で受け入

れるのがベストだというふうには思っておりませ

ん。これまでの形の地域おこし協力隊を活用しな

がら就農していく方も当然おられていいと思いま

すし、今、今村議員が言われたように第三者経営

継承という形で地域に定着してもらうのも方法だ

と思いますし、幅広い形で受入れ態勢を取ってい

きたいと思いますし、若い方が長い間この地でし

っかりと農業に汗していただく、これ大切なこと

でありますけれども、ある意味では第二の人生と

して、この地で農業を楽しみながら名寄で暮らし

ていただくのもこれもまたいいことだと思います

ので、様々な形で柔軟に受入れを進めていきたい

と思います。御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひそういう誰でも農

業に参入することができる、農業と言っていいの

か、あるいは余生と言っていいのかというところ

はあるかもしれませんけれども、そういうような

環境というのはぜひこれからもつくっていただけ

るようにお願いしたいと思います。

先日行われました人・農地プランの意見聴取と

いいましょうか、各地域での話合いが行われて、

それの報告というのが常任委員会であったわけで

すけれども、これについても離農を希望するとい

いましょうか、今後経営を続ける意思がないと判

断された農業者も多数おられるわけです。その中

にはこの第三者経営継承を望みたいという方々も

非常に多くいるように私は感じておりますし、実

際経営継承したいのだけれども、どうしたらいい

のだろうかというような要望でしょうか、そうい

うのも聞いております。この第三者経営継承を行

うのに当たって現状の問題点というのがあれば教

えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人・農地プランをま

とめたときに１つ大きな成果だなと思ったのは、

これまで農地の流動は、受け手の方があの方はそ

ろそろリタイアされるかなという何となく個人的

な思いはあったと思いますけれども、プランとし

て５年以内の中で離農するという意思を明確に表

明し、プランの中にのってきたということは、私

は大きな前進ではないのかなと思っています。そ

のことによって、新たに農地を集積しようとする

方が計画を立てられると、資金調達も含めてでき

るということですので、あるいは地域全体でもっ

と土地を集積できないのかという、そういうとこ

ろにも貢献ができるというふうに思っております

ので、そういった意味では人・農地プラン大きな

成果があったのではないかなというところであり

ます。

第三者経営継承についてということであります

ので、そういった方が明らかになったということ

で、第三者経営継承についても一歩進めやすくな

ったというか、一歩踏み込めるなというふうに思

っています。我々もそういった方を対象に、向こ

う何年間の間に離農を考えているのだという方を

対象にそういった第三者経営継承という手法があ

りますよということについてお知らせをさせてい

ただいているところでありますし、そこに応じて

いただけた方についてはリストアップをさせてい

ただいています。

それと、もう一つは、北海道農業公社がありま

すけれども、こちらのほうが新規就農者などの北

海道の大きな窓口となってございます。そこでも
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ホームページで第三者経営継承の受皿として土地

を提供しますよというのを載せるようなホームペ

ージのサイトがあります。今現在そこには１件と

いうことでありますけれども、今相談中も複数ご

ざいます。実際に登録した１件については、複数

の方から相談が寄せられておりますので、こうい

った手法を通じながら、第三者経営継承を進めさ

せていただければと思いますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 第三者経営継承といい

ましょうか、農業を始めたいという希望される方

がそれなりにいるという状況と、先ほどの一般質

問でもありましたけれども、名寄市に向かって移

住をしたいというような方々もいらっしゃるとい

うことでありますので、ここは恐らくですけれど

も、土地を出し手とする農業者についてもしっか

りと意識をこの第三者経営継承に向けて進めてい

かなければならないと思います。その地域の中に

全くの新人がぽんと入ってくると周りは見てしま

うかもしれませんが、そこは例えば娘さんが嫁い

でいた先の旦那さんが帰ってきたのだみたいな感

じで、恐らく温かく受け入れてくださるような気

もしますので、そこは第三種経営継承については

住民の理解も含めて、これからどんどん進めてい

っていただきたいというようにお願いをしたいと

思います。

次の小項目３点目、名寄市農業・農村振興計画

の中間的な総括ということで、令和５年度からの

計画をスタートしたいというようなお話だったか

なというふうに思っております。ちょうどと言っ

てしまえばおかしいのですけれども、当市にある

ＪＡ道北なよろ農協が計画をしております第５次

中期経営計画の開始も実はこの令和５年度になる

のかなと考えておりますので、そことの連携です

とか関わりということについて教えていただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今、今村議員が言わ

れるように、名寄市の農業・農村振興計画とＪＡ

の中期経営計画、ちょうど年を同じにして次期計

画がスタートするということであります。検討も

来年、次年度において一緒に並行しながら進める

ということであります。御存じのとおり、一市一

ＪＡの強みがありますので、しっかりと役割分担

しながら、連携するところはしっかりと連携しな

がら、同じ方向をしっかりと向いて、農業、農村

の発展に資する計画にしていきたいと、そのよう

に考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 先ほどの農業振興セン

ターの関係でもお話をしましたが、このＪＡとの

共同というのは、本当に一市一ＪＡという形は非

常にこれは理想的な形の基盤であると。ほかには

なかなかない状況がこの名寄市に実はあったのだ

よということは広く認識をしていかなければなら

ないなというふうに考えております。これについ

ては、ＪＡとのしっかりと経営計画を反映しなが

ら進めていっていただきたいと思っています。

この中間的な総括ということでありまして、先

ほど前段で御説明をいただきました。振興計画の

中の実施計画でありますけれども、例えば農業振

興地域整備計画ですとか、酪農・肉用牛生産近代

化計画といった計画があるわけなのですけれども、

これについても同時に見直しがされるのかどうか

ちょっと教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今２つの計画の見直

しのところについての御質問でした。１つは、農

業地域振興計画の関係について、これは農地の面

からしっかりと優良農地を守っていこうという、

そういう計画であります。平成２３年からおおむ

ね１０年前後を見通した計画となっておりまして、

実を言うと北海道の協議ですとか計画期間もあり

まして、本年度中に見直し作業をさせていただき

たいというふうに考えているところであります。
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もう一つの計画の酪肉近計画と通称言わせても

らっていますけれども、この計画については酪農

及び肉用牛の近代化を目指す計画ということで、

飼養頭数ですとか、酪農でいえば生乳の生産量な

どを目標を立てて進めていく部分であります。こ

れについても既に北海道の計画が見直されている

ということがありますので、農業・農村振興計画

よりは先行しての見直しを進めざるを得ないとい

うところでありますけれども、いずれにいたしま

しても次年度計画の見直しをしますので、しっか

りとそこの計画を意識しながら、農業・農村振興

計画への反映も含めて考えていきたいというふう

に思っていますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 分かりました。

私もちょっと下がってみれば一人の農業者では

ありますけれども、正直営農を行う中で例えば名

寄市農業・農村振興計画の中ではこうだからこう

しようということの考え方って実はないのです。

正直あまり気にしないまま農業を営んでいたとい

うのが実情であります。今回この中間的な総括を

行って、令和５年度からこの計画をスタートさせ

たいということでありましたので、これは提案で

ありますが、地産地消をはじめとした市民との関

係を強化していただきたいというふうに考えてお

ります。これについては、この計画の中で行うの

ではなく、もっと包括して行うべきだろうと思い

ますので、ぜひ同じく名寄市農業・農村振興条例、

条例についてある程度検討してはいかがかなとい

うふうに考えておりますが、この点をお考えあれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今現在条例あるいは

農業・農村振興計画の根拠というのでしょうか、

立てつけについて申し上げますと、農業・農村振

興条例があって、それを具現化する計画として農

業・農村振興計画があるということであります。

どのような体系がいいのかについての御意見だと

思いますけれども、次年度農業・農村振興計画の

見直しの検討を行いますので、その中で今言われ

たところも含めて検討させていただければと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 今期定例会で提案をさ

れております中小企業の関係の条例もありますの

で、ぜひ市民と農業との関わりといったような点

についてまたどこかで検討していただきたいとい

うようにお願いをしたいと思います。お願いをす

るのですけれども、せっかくなので、振興条例を

見直す場合の具体的な流れといいましょうか、そ

ういうのがあれば教えていただいて、質問を終わ

りたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 流れということです

けれども、まだ条例化に向かってということでは

ありませんので、ちょっと申し上げづらい部分も

ありますけれども、いずれにしても次年度の中で

農業・農村振興計画を検討することになりますの

で、その中でどういった立てつけがいいのかも含

めて検討させていただきたいと思います。その結

果によってどういうスケジュールになるかについ

ては、その先にまた改めて検討させていただくと

いうことで御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時０６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

令和３年９月１６日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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る。

議 長 東 千 春

署名議員 富 岡 達 彦

署名議員 塩 田 昌 彦

令和３年９月１６日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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開議 令和３年９月１７日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第１号 令和２年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第２号 令和２年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第１号 令和２年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第２号 令和２年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和３年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

教育宣言都市名寄の目指す後期中等教育につい

て外１件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

通告順に従い、大項目で２点にわたり質問させて

いただきます。

最初に、大項目１、教育宣言都市名寄の目指す

後期中等教育についてお伺いいたします。前期中

等教育に当たる中学校教育と後期中等教育に当た

る高等学校教育は、名寄市と北海道がそれぞれの

設置者としてその特質に応じた教育を適切に進め

てきています。その上で、一人の人間の自己実現

を推し進めるためにさらなる連携が必要不可欠で

あると考えているところです。本市においては、

市内２高等学校が令和５年４月、新設校１校とし

て再スタートをすることが決まっており、後期中

等教育のさらなる充実に期待されているところで

あります。

そこで、小項目１、魅力ある高校創造を目指し

た取組についてお伺いいたします。昨日までの一

般質問でもやり取りがありましたが、魅力化推進

委員会や統合推進委員会が設置され、進んでいる

取組について、市の教育行政との連携による現況

と目指すべき姿について改めてお伺いいたします。

次に、小項目２、学校運営協議会とコミュニテ

ィ・スクールについてお伺いいたします。新設校

に描かれるコミュニティ・スクールはどのような

姿でしょうか。また、いつ頃どのような形で見え

る化が実現し、必要な情報を必要とする生徒や保

護者にお届けできるのでしょうか。お伺いいたし

ます。

小項目３は、新設校を地域全体で応援する取組

についてお伺いいたします。道教委により示され

た再編統合計画では、普通科４学級、情報技術科

１学級の合計５学級とされており、さらに両学科

に単位制が導入されていることも示されています。

生徒の多様な興味、関心や進路希望に対して地域

全体での応援体制をどのように構築していくのか

お伺いいたします。

小項目４、現有の職業科がなくなることへの対

応についてお伺いいたします。現名寄産業高校の

各科がなくなることについての受け止めと今後受

皿としての何らかの対応策が講じられていくのか

についてお伺いいたします。

次に、大項目２、安全で安心できる環境整備に

ついてお伺いいたします。安全・安心都市宣言に

ある安全、安心のまち名寄を日常生活の中で市民

一人一人が実感できるように次の点についてお伺

いいたします。

小項目１、熱中症予防に対応した公共施設の整

備についてお伺いいたします。全国的に猛暑が続

いた今年の夏でしたが、本市においても７月から

８月にかけて最高気温が３０度を超えた日が連続

で１７日間続き、７月２８日には最高の３６．４

度を記録しました。特に昨年から続くコロナウイ

ルス感染症予防のためマスク着用が日常化する中

では、熱中症予防への対応も必要となり、公共施

設利用者からは暑さ対策を求める声が多く聞かれ

た夏でもありました。そこで、市内各公共施設の

エアコン設置状況についてお伺いいたします。ま

た、来年以降も暑い夏が予想されることから、今

後の導入計画についてもお伺いいたします。



－129－

令和３年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

小項目２、有害鳥獣対策についてお伺いいたし

ます。本年、札幌市東区にヒグマが出現したニュ

ースには大きな衝撃が走りました。本市において

も今年度に入ってからのヒグマ目撃等の情報が現

在までに６３件と不安が大きいことから、パトロ

ール等の強化対策が求められているところです。

対応についてお伺いいたします。また、望湖台自

然公園は、ヒグマの目撃情報により本年度中の閉

鎖措置が取られています。しかし、これは今年に

限ったことではないため、市民共有の財産として

の安全で安心な施設利用については抜本的な改革

が必要であると考えます。今後の対応についてお

伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） おはようございます。

山崎議員からは、大項目２点にわたり御質問いた

だきました。大項目１については私から、大項目

２の小項目１については総務部長から、小項目２

については経済部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは初めに、大項目１、教育宣言都市名寄

の目指す後期中等教育について、小項目１、魅力

ある高校創造を目指した取組について申し上げま

す。現在令和５年度に北海道が設置する新設校の

教育課程など学校運営に関わる様々な事項につい

て名寄高校と名寄産業高校の先生方で構成される

統合推進委員会にて検討を行っております。本市

においてもこの間市内高校の今後の在り方につい

て在り方検討会議の中で十分に協議、検討いただ

き、現在は名寄市内高等学校魅力化推進委員会に

て市内高校のより一層の魅力化向上を目指す取組

を行ってきているところです。また、こうした本

市の取組や新設校づくりを進めていく上で学校と

地域の連携、協働が必要であるため、統合推進委

員会において両校の生徒及び魅力化推進委員会と

の合同拡大会議が企画され、先月第１回目の会議

が開催されました。今後も引き続き魅力化推進委

員会と統合推進委員会とが十分な連携を図り、取

組を進めていくことが生徒にとって多様な選択肢

を提供できるより望ましい新設校の実現につなが

っていくものと考えられます。

次に、小項目２、学校運営協議会とコミュニテ

ィ・スクールについて申し上げます。議員御承知

のとおり、コミュニティ・スクールとは学校運営

協議会を設置した学校であり、本市では令和元年

６月に全ての学校がコミュニティ・スクールとな

りました。また、令和２年６月には全ての学校運

営協議会に地域学校協働活動を推進していく地域

学校協働本部を位置づけ、各地域学校協働本部に

は地域の窓口となり、地域学校協働活動を効果的、

効率的に展開する役割を担う地域コーディネータ

ーを任命しております。こうした学校運営協議会

や地域学校協働本部の活動を通じ、学校と地域住

民等が一緒になって地域と共にある学校づくりを

目指していくことがこれからの地域づくり、まち

づくりにもつながっていくものと考えております。

次に、新設校に係る情報の提供についてであり

ますが、中学生や保護者へ速やかに周知を行うこ

とが非常に重要だと認識しております。現在統合

推進委員会において様々な事項について検討され

ているところであり、周知できる情報については

速やかにお知らせいただけるよう道教委にもお願

いしておりますので、御理解願います。

次に、小項目３、新設校を地域全体で応援する

取組について申し上げます。道教委により示され

た公立高等学校配置計画において、新設校の学科

は普通科４学級と情報技術科１学級の合計５学級

とするとともに、両学科へ単位制を導入すること

とされております。両学科への単位制導入は、生

徒の多様な興味、関心や進路希望等に応じた主体

的な学習が可能となることと考えられるため、現

在の多様化している中学生の進路選択においても

有意義なものであると捉えております。また、例

えば総合探求の時間において地域を教材とした授

業の展開や地域人材を先生にした取組なども想定
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されるところです。さらに、新設校においてはコ

ミュニティ・スクールの積極的な導入を図ってい

ただくよう道教委に対し要望しております。コミ

ュニティ・スクールは、これまで培われてきた学

校と地域社会との関係を生かし地域の産業界や名

寄市立大学はもとより、広く地域の皆さんの参画

や協力を促すことができることから、地域全体で

の応援体制の構築につながるものと考えておりま

す。

次に、小項目４、現有の職業科がなくなること

への対応について申し上げます。先ほども述べた

とおり、再編統合後の新設校の学科については普

通科と情報技術科になるため、現在の産業高校の

酪農科学科、機械・建築システム科、生活文化科

はなくなります。この間現在の学科についても人

口減少や少子化の影響を受け、統廃合を行いなが

らそれぞれの目的や役割をもって道北地域の中等

教育を担ってきたものと認識しており、現有する

学科がなくなることについて本市においても非常

に重たい内容であるものと受け止めているところ

です。そのため、新設校で導入される単位制の中

において農業、工業、生活文化等の専門の基礎を

学べるカリキュラムの設定などに取り組んでいた

だけるよう要望しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２、

安全で安心できる環境整備について、小項目１、

熱中症予防に対応した公共施設の整備について申

し上げます。

初めに、市内各公共施設のエアコンの設置状況

についてですが、平成２５年度に実施したエアコ

ン設置状況調査において小中学校を除く市民が利

用する施設４１施設中１９施設にエアコンを設置

している状況を把握しております。ただし、エア

コンの設置がある施設の中には調理室やサーバー

室にしか設置されていない施設も含まれているた

め、その後の整備については利用者にとっての環

境改善を優先し、必要性の高い施設に順次整備を

進めることとしてきました。平成２５年度の設置

状況調査以降のエアコン設置状況については、昨

年設置した両庁舎をはじめ名風聖苑、保育所の保

育室、介護施設の居室など１４施設に新設、また

は増設を行ってきたところです。今後の導入計画

についてですが、特に本年は議員おっしゃるとお

り新型コロナウイルス感染予防のためにマスク着

用が必要であったり、近年まれに見る猛暑であっ

たことから、本年度の総合計画ローリングにおい

て複数の施設所管課などからエアコン設置の要望

が上がっております。この状況を踏まえ、限りあ

る財源の中で計画的にエアコン設置を進められる

よう再度エアコンの設置状況や設置要望について

調査することといたしました。現在各担当課に調

査を行っているところであり、その結果を踏まえ

た上で優先順位などを判断しながら新年度予算編

成において協議していくことになるものと考えて

いるところです。今後とも引き続き市民の皆さん

が安心して利用できる環境整備に努めてまいりま

すので、御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の２、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度のヒグマの出没情報につきましては、昨

日の９月１６日夕刻現在で６３件となっており、

過去５年間の年間平均４８．２件を上回る状況と

なっております。出没情報の内訳につきましては

目撃が３２件で、平成２６年度以降一番多くなっ

ておりまして、次いで足跡などの痕跡が２４件、

スイートコーンなどの食害が７件となってござい

ます。市のヒグマ対策といたしましては、ヒグマ

による人身事故や農業被害の防止啓発や出没情報

などを広報やホームページにより市民周知し、注

意喚起を図っており、今年度は市内外の出没状況

を踏まえまして回数を増やして取り組んでいると

ころであります。出没情報が寄せられた際には、
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駆除隊員と市担当者によりまして現場を確認し、

注意看板の設置と関係町内会へ連絡するとともに、

出没の状況に応じましてヒグマ駆除隊員による昼

間の巡回や市担当職員による追い払いを基本とし

た夜間、早朝のパトロールを実施してございます。

また、ヒグマの出没が何度も繰り返される際には

わなを設置するなどの対応を取り、安全の確保を

図ってございます。中でも市街地における出没の

際には住宅や学校などの公共施設も多いことから、

警察を含めた協議を行い、追い払いを基本に対応

することとなりますが、住民への情報伝達が急務

となりますことから、環境生活課や地域住民課に

よる広報車での注意喚起と小中学校や高校、保育

所などへは学校教育課やこども未来課から周知を

することとなってございます。なお、ヒグマを含

めた有害鳥獣対策につきましては、全道的な広域

の取組が効果的かつ不可欠であると考えていると

ころでありまして、今年度北海道において有識者

による北海道ヒグマ管理計画の見直しを行ってい

ますことから、その動向を注視するとともに、本

市としても新たな北海道ヒグマ管理計画に沿った

対応を目指してまいりたいと考えてございます。

次に、望湖台自然公園についてでありますが、

今年７月１７日に利用者からオートキャンプ場敷

地内でヒグマの目撃情報が寄せられ、その後もヒ

グマ出没の痕跡が複数発見されましたことから、

７月２７日まで施設の利用を一時休止とし、猟友

会の協力をいただきながら昼夜の巡回を強化いた

しました。しかしながら、状況が改善されなかっ

たことから、施設利用者の安全を第一に検討した

結果、今年度の営業を休止せざるを得ないとの判

断に至りました。コロナ禍のキャンプ需要の増加

を受け、今年度は多くの方に御利用され、予約も

好調でありましたが、利用者の皆様に大変な御迷

惑をおかけし、市といたしましても残念な結果と

なったところであります。今年度は利用休止では

ございますが、ヒグマの定着防止、追い払いを目

的とし、引き続き施設管理委託業者により日中の

巡回を継続しているところであります。次年度以

降望湖台自然公園を安心して御利用いただけるよ

う猟友会など専門家の御意見を伺いながら効果的

な対策を検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、時間の許す限り再度質問させ

ていただきます。

まず、大項目１に関わって質問させていただき

ます。魅力化推進委員会や統合推進委員会、そし

て高校生を交えた合同会議等の情報も伝えられて

きているところですが、主には新聞等の報道で内

容を知るということになっています。市民がさら

に詳しく知る方法は、何かありますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 合同拡大会議につき

ましては、企画していただいているところが統合

推進委員会がまず企画していただいております。

そこで、我々も魅力化推進委員会も地域としての

意見をその中で少しこれからの新設校づくりのた

めに反映していきたいということで参加させてい

ただいているということでございますので、合同

拡大会議の内容について今後市民の方々が地元新

聞等を通して周知していただくものなのかなとい

うふうに理解していますし、名寄高校のホームペ

ージに合同拡大会議の後に内容についてもそこの

ほうで記載されておりますので、御覧いただけれ

ばというふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ主催団体、

主催委員会のことについて今御答弁いただきまし

たが、この点に関わりまして、名寄市の教育行政

としての関わりはどのようになっておりますでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

令和３年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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〇教育部長（木村 睦君） 魅力化推進委員会の

事務局を名寄市の教育委員会が担っておりますの

で、事務局としての参画をさせていただいている

かというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それは、事務的なこ

とだけ取り扱うということでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） もちろんあくまでも

その中でいろいろな御意見が出てくるかと思いま

す。そうした中において、もちろんその中で、ま

だ１回しかやっていませんけれども、この後議論

を通じていろんな内容が皆さんの中で協議され、

その結果が統合委員会のほうでまとめられ、北海

道のほうへ報告するということは、この間の中で

もお話しさせていただいています。その中の会議

の中で出てきた意見、またはその中でこうしたこ

とが市としても施策として何かできることがある

となれば、魅力化推進委員会を通じてまた議論を

して、考えていく必要があるものというふうには

認識しております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 第２回定例会のとき

にも質問させていただきまして、この間大きな関

心事でありますので、できるだけ情報収集をした

いと思って、今まで過ごさせていただいているの

ですが、どうしても魅力化推進委員会、統合推進

委員会中心に進んでいただいているところの取組

についてありがたいと思って理解もするところで

はありますが、名寄市の教育行政としてどのよう

な筋道をつけていくのか。ただ事務的な扱いとい

うことだけでは足りないのではないかという思い

もあるところであります。ただ報告を受けて、そ

の点について道教委からの連絡待ちというスタイ

ルだけでは、少し時間の足りない中ではさらに進

めていただきたいという市民の思いに応えていた

だいている、十分であるというふうに思えないと

ころも気持ちの中に残っているのですが、その点

について教育長、お願いします。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今いろいろ御質問いた

だきました。それで、在り方検討会は今終了した

という段階で、その後に魅力化推進委員会が発足

して、対応しているということになりますので、

それで例えば在り方検討会議でありますとか魅力

化推進委員会、それと教育委員会、それと道教委、

それぞれの役割があって、立ち位置があります。

そのことを常に尊重しながら、非常に微妙な問題

です。教育委員会、市教委としては口挟めないこ

ともたくさんあります。何でかといいますと、高

校の統廃合というのは、高校の管理運営事項なの

です。ですから、下手にということないですけれ

ども、何でもかんでも口挟むと業務妨害になって

しまいますから、この辺がやはりそういう距離感

を持って慎重に対応していくということが大事か

なと、そんなふうに私なりに思っているところで

す。

それで、在り方検討会議についてちょっとどう

いう立ち位置にあったかということについてお話

をしたいと思いますが、在り方検討会議は御承知

のように、前の議会のときにもお話しいたしまし

たが、平成２７年に名寄高校と名寄産業高校の定

員割れの問題、それと魅力ある学科の在り方、そ

れと地域にとって必要な人材の確保などについて

検討するために立ち上げました。これは、道教委

のほうも今後いろいろな課題が高校に関わって出

てくるので、全道各地にいろんな検討会議だとか

在り方会議だとかと設置して進めているのですが、

そんな組織を設置して検討したらどうですかとい

うような話をいただきまして、これまで名寄の経

過、これまでの高校の在り方で検討してきた経過

を踏まえて、産業界の代表などを中心に、あと同

窓会、それの方々を中心にして在り方検討会を立

ち上げました。その検討会議では、今言ったよう

な目的を持って進めてまいりましたので、そこの

中で委員長が中心になって取りまとめて、意見書
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というのを作るのです。その意見書を教育委員会

である事務局が取りまとめて、それをきちっと精

査して、あと市長名でその意見書を要望書という

要望書に替えて道教委に伝えると。その結果、今

回道教委が統廃合に関わっては普通科４間口の情

報技術科１間口、単位制と。高校は、名寄高校に

置くという決定がなされたところであります。在

り方検討会というのは、そういう立ち位置にあり

ます。教育委員会なのですが、基本的には事務局

でありますから、ただいろんな調整のマネジメン

トを行うことになっております。その辺は、先ほ

どもお話ししましたように、道教委の管理運営事

項に関わることについては慎重に対応させていた

だいているところでございます。

今回は一応基本的な骨子ができましたので、こ

れができないとなかなか統合推進委員会でいろん

な話ができないのです。ただ、今回はその骨子が

決まりましたので、そこで初めて統合推進委員会

と。これは、両方の高校の校長先生を中心に教務

部だとか生徒指導部だとか集まりまして、部会を

つくって、その中で我々が、我々といいますか、

検討委員会で出した要望事項を中心に検討してい

っていただけると。そこに今度魅力化推進委員会

が今入ってきているのですが、魅力化推進委員会

は一応在り方検討会議の役割を終えたと。それに、

あとより市民目線を取り入れていこうということ

で、大学関係者でありますとかＰＴＡですとか、

学識経験者等を組織員とした魅力化推進委員会を

立ち上げているところであります。あくまでもた

だ統合推進委員会が中心なものですから、そこと

連携しながら取組を進めると。先ほどもちょっと

お話ししましたけれども、魅力化推進委員会のほ

うでは要望書に出しました、要望書の中は御存じ

でしょうか。一応要望書の中でこんな、先ほど基

本的な事項については道教委で発表しましたけれ

ども、それ以外により上級学校進学への希望をか

なえる特進クラスであるとか、それから農業、工

業、商業、生活文化等の専門の基礎を学べる科目

を設置していただきたいという、これは今手元に

要望書持っていますけれども、そのことと、あと

コミュニティ・スクールに関わって、再編に至る

段階で学校運営協議会の前身となるような組織、

これを設置して、積極的なコミュニティ・スクー

ルを積極的に導入してほしいと。この学校運営協

議会の前身となるような組織というのがあります

が、これがイメージ的には魅力化推進委員会もそ

の役割を担っているという、そういう御理解をい

ただければと思っております。

それとあと、単独的にこれはなるのですが、市

単独的な活動になるのですけれども、それ以外に

も給食提供が可能となる設備の整備でありますと

か、子供たちの興味、関心が高い部活動の指導者

の配置など等、特色ある取組になるような取組も

この魅力化推進委員会の中で対応していっていた

だいていると、そういう状況にあります。魅力化

推進委員会と統合推進委員会の間に立って教育委

員会は注視しながら、いろいろマネジメントしな

がら、調整しながら動いていると、そういう御理

解をいただければなと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 大変詳しく御説明い

ただきましたので、それぞれの道教委、それから

市教委の立ち位置の話も含めて、そこについては

確認をさせていただきました。

改めてなのですけれども、確かに統合推進委員

会ではそれぞれ両校の先生方が今後の新設校につ

いての具体的なところを御検討いただいている。

そして、魅力化推進委員会のほうではそれぞれの

魅力について市民の声も高校生の声も拾い上げる

活動をしていただいているということであります

ので、今後にはもちろん大きく期待するものであ

りますが、道教委が設置する高校ということに市

教委がなかなか口を挟むことができないというお

話もありましたが、そこに向かっていく中学生は

名寄市が設置者であります。名寄市の中学校に通
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っている生徒に今の現状を分かりやすく説明でき

るところまで順次説明していただけることが子供

たちも保護者も見通しを持てることにつながるの

ではないかと思っていますが、この点については

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） そのとおりだと思っ

ています。昨日の川村議員から御質問いただきま

したけれども、やはり中学生や保護者の方も新設

校の情報をいち早く頂きたい、欲しいというよう

なことは私どももそういうふうに認識しておりま

す。改めて分かり得る情報については分かった段

階において北海道教育委員会に速やかにこちらの

ほうにも教えていただけるようにお願いしており

ますし、そういったことが分かり得る範囲の中で

我々も速やかに学校のほうに周知させていただき

たいというふうに思っておりますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それに関わりまして、

先ほど教育長から市単独の給食の提供ができない

かですとか、それから部活の指導者についての措

置ですとか、そういうお話がございましたが、コ

ミュニティ・スクールと関係してくる部分もある

のかと思いますが、この点については非常に大き

な関心事であると思います。特に中学生にとって

は自分が高校に入ってどんなことができる３年間

であるのか、これは大変大きくて、もちろん勉学

をするために高校進学を志すのですが、そこで部

活動についても自分のスキルアップがどれぐらい

できるのか。生徒の中には部活動、今までやって

きたスポーツを主にして高校進学を考える生徒も

複数います。ですから、今の教育長の御発言につ

いては大変興味深いところでありますので、もう

少し詳しくお聞かせいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 合同拡大会議の中で、

先ほどお話しさせていただいたように、高校の先

生と、それと高校生、さらに魅力化推進委員会が

入って、本当に様々なこれから新しい学校に向け

て決めていくことを今やっています。それが、先

ほど議員おっしゃられたように、それってすごく

多岐にわたることであって、ただ一つのやっぱり

コンセプトが一貫していないと、どういう高校を

目指していくかということはできません。それが

いわゆるスクールポリシーというところにつなが

っていくものだというふうに確認しています。そ

こが確定してきたりした中で、今度はでは目指す

姿の中で部活動という在り方も出てくると思いま

すので、そうした話の中で部活動の在り方につい

てもこれからいろんなところでお話が出てきて、

何かしら市の施策として実施ができるものがあれ

ば、それは取り組んでいきたいなというふうにも

考えておりますが、今の段階でまだそういう話が

そこまで進んでいないというのは事実、現実です。

先ほどの給食についてもやっぱりハード的な問題

もありますので、我々はお願いをしているけれど

も、最終的な設置者は北海道教育委員会でござい

ますから、そういったところとの調整はもちろん

出てくるかなというふうにも思っています。ただ、

あくまでも何かしら市として、市の施策として支

援、応援できることがあれば、そこについては検

討していく必要があるというふうに教育委員会と

いうか、市としても認識しているところでござい

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市としての認識を聞

かせていただきましたので、これについてもぜひ

と期待するところであります。市長の施策の中に

も冬季スポーツによるまちづくりというのもござ

いますし、道教委が進めている地域運動部活動と

いう取組も具体的に予算化もされています。多岐

にわたっての検討を短期間の中ですることは難し

いと思いますけれども、やはり総合的な面から検

討をして、とにかくこの地域で高校生、人生に大

きく関わるこの３年間をしっかり充実して過ごし
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ていただける、その仕組みをつくるということで

は、逆に大きな期待の広がる３年間をつくり上げ

ようとしていると思いますので、ぜひともそこに

ついては名寄市としての施策としての取組を市長

にはお願いしたいと思っております。

それから、少し突っ込んだ話になりますので、

道教委でないと答えられないとおっしゃるかもし

れませんが、単位制の導入についてどのように受

け止めればいいのか分かる範囲でお答えください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） どのように受け止め

ればいいのかというのがちょっと……すみません。

質問の意思がちょっと分からないですけれども、

単位制についてはそれぞれ選択の幅が広がります

ので、決して進路の状況に合わせながら子供たち

が自分の目指すべき姿の学科を選んでいって、選

択するような仕組みになるかと思いますので、そ

れは我々というか、先ほど教育長のほうからもあ

りましたとおり、今後の進路選択の幅を少しとい

うか、広めに取れるような制度なのではないのか

なというふうに思っているところです。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 特進コースの設置で

すとか単位制で子供たちが例えば受験科目に合わ

せた教科を選ぶことができるということにつなが

っていくのかなと思いますが、学校の中では教職

員数の定数も限られているところであります。こ

の点について、極端な話ですけれども、市費を投

じてでも外部講師をしっかり、外部講師に来てい

ただいて、多様な子供たちの学びを確保していく。

上級の大学に進学していくときに今まで少し手の

届かなかった大学の受験にも安定した学力を確保

することができるところまでの見通しを持つこと

ができるのかどうか確認させてください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私どもの中でも特進

クラスの要望もさせていただいております。先ほ

ど山崎議員のほうから単位制の話も出ましたけれ

ども、単位制になると、先ほど少しお話漏れてし

まいましたけれども、科目が増えるので、先生が

増えます。ですので、そういった面からも幅広い

科目、授業の選択ができるということから、それ

はやっぱり単位制、そういうところで進路の幅を

狭めていかないものなのかなというふうに今考え

ているところでございます。

市費を投じながら新たな先生の確保を目指すべ

きではないかといった御質問かと思いますけれど

も、そこについてはやはりまずもって道教委のほ

うでこれから単位制の学科のカリキュラム等検討

していかれますから、そこをまずはしっかり確認

させていただかなければ、我々のほうもまだ全然

そういったところが見えていませんので、何とも

この場ではお返事することはできませんので、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） なかなか早く知りた

い情報がすぐにというわけにいかないというとこ

ろについては、それは致し方のない部分もあると

思います。しかし、昨日の川村議員の話にもあり

ましたが、今の中学２年生が新設校の１期生にな

ります。今中学２年生の後期を迎え、ほぼ進路選

択についても学校でも指導をより具体的なところ

にされている時期を迎えます。３年生になったと

きには選んだものに向かってどれだけスキルアッ

プをしていくかという時期に入りますので、それ

については釈迦に説法で、教育長、学校現場をよ

く御存じの教育長でありますので、言う必要はな

いところではありますが、やはり少し情報的には

急がれるものは急がれる状況にあります。そこは、

本当に心して進んでいただきたいなというふうに

思っています。よろしくお願いしたいと思います。

最後に、現有の産業高校の各科がなくなること

に関わって、今名寄市で予算措置をしていただい

ております酪農科学科の受験に関わる費用、それ

から資格取得に関わる費用、これについてはひょ

っとしたら資格取得も数が減ってくるのではない
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かなというふうに思っています。今までのこの予

算を有効に生かされるということについての見通

し、お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 繰り返しになるので

すけれども、合同拡大会議の中で今スクールポリ

シーを固めていって、これからどのような支援が

できるかというところもそういった話合いを通じ

て我々も考えていかなければならないというふう

に今思っている段階です。ですから、今の支援、

補助金を出させてもらった２つの事業ももちろん

これまでもいろんな議論積み重ねて補助させてい

ただいていましたので、今後につきましてもやは

りそういった支援が、どういう支援がいいかとい

うところももちろんそういった議論を通じながら

我々も考えていかなければならないというふうに

思っておりますし、予算の中についてはそれはも

ちろん予算協議というものもありますから、その

辺が今の予算確保できるかできないかというのは

また別な話でありますので、今の段階ではお答え

することができないと。よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 令和３年度の「教育

なよろ」、いただいているところですが、この中

にも記されている高校生に対しての名寄市として

の支援の状況、やはりもっともっと膨らませてい

かなければいけないというふうに思っています。

今までやはり道教委設置ということでの踏み込め

ない部分というのを何となくみんなが感じながら

議論をさせていただいてきているようなところも

ありますので、分かってきたときにというのは当

然の話であります。予算にも明るい教育部長であ

りますので、その点については具体的に名寄市の

子供たちがしっかりとこのまちで育って、そして

このまちと何らかの関わりを持って生きていって

くれる、帰ってきていただければもちろんありが

たいことですが、名寄の未来を担っている子供た

ちでありますので、そこはしっかり腹をくくって

取り組んでいただきたいと思います。

大項目２に移らせていただきます。先ほどエア

コン設置についてはこの後予算の中で順次検討し

ていくというお話でありましたので、１件いただ

いている声を紹介したいと思いますが、自分の住

んでいる風連のことで恐縮ですが、実は一昨年、

コロナが始まる前ですが、風連ではずっと夏に都

会っ子交流をやっております。受け入れたときに

交流センターの４階、和室のあるところで、畳の

あるところで寝させるのですけれども、とても暑

くて、そこから熱中症の症状を訴える子供が出た

のです。当然医療受診をさせるということで動き

出したのですが、その後も子供たち、一回寝させ

た後、荷物を持たせてエアコンのある、近くの病

院の隣にある健康センターのほうに移っていただ

いたということも、担当者の苦労も、それから子

供たちの健康を守るというところでの苦労も伺っ

ております。子供、それから子供でも幼児、高齢

の方、ほとんど高齢者の方の活動は交流センター

４階で行われていますので、ぜひそのときの優先

順位として御配慮いただければなというふうに思

っているのは、今年７月２８日、ちょっとお願い

して調べていただきました。４階のロビーと第１

和室が３６．３度、そして第２和室が３７．２度

です。これ午後３時ですから、午前中はもう少し

過ごせる状況もあったかと思いますが、この状況、

それから各施設、智恵文であれば智恵文の支所で

すとか、そういうところの地域の拠点となる公共

施設についてはやはり設置が望まれるものと思っ

ておりますので、ぜひその辺の考慮をお願いした

いと思いますが、その点について声は届いており

ますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今議員のほうから今

年本当に暑かったということで、一昨年の都会っ

子交流の部分も含めまして御提言いただいたもの

と思います。先ほども申し上げましたけれども、
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今ローリングなんかも踏まえまして、全体的に施

設の調査をしているところでございます。そこの

中では今設置しているところがあるかだとか、設

置希望があるかだとか、どれぐらいの頻度がある

かだとか、そういう部分も含めて調査することと

しておりますので、恐らくその中で出てくるもの

と思います。優先度につきましても、今議員お話

あったとおり、子供たちですとかお年寄りが使う

だとか、使用頻度が高い施設だとか、よく頻繁に

使う会議室だとか、執務室についても労働安全衛

生上かなり室温が高くなっている執務室もありま

すので、そのような様々な部分を考慮に入れなが

ら判断していきたいと思いますし、ここで個別の

施設の話はちょっと言えないのですけれども、限

りある財源の中ではだと思いますけれども、そう

いう形で進めていきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれの施設の状

況をよく聞き取りをしていただければありがたい

と思いますので、その点については計画ができて

いるということでありますので、そのまま進んで

いただけると思いますけれども、よろしくお願い

したいと思います。

小項目２の有害鳥獣のほうでありますけれども、

先ほど臼田部長からも状況について説明していた

だきました。そして、特に望湖台のほうの閉鎖は

しているけれども、巡回はしているという話につ

いて少し安心したところであります。すぐそばに

民家もありますので、ヒグマが人が来ないところ

に、閉鎖をして人が来なくなったことで余計に行

動範囲を広げるのではないかと素人は勝手なこと

を考えて、とても不安になっておりました。その

ため、先ほどの部長からの答弁の市民周知のこと

ですとか巡回について、市民周知は毎日ホームペ

ージを見せていただくようにしておりますので、

できるだけそれを周りの方にも伝えるようにして

おりますが、少し安心したところであります。こ

のパトロールですとか巡回についての人は、十分

に足りているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 望湖台に限らずとい

うことでお話をさせていただければと思いますが、

基本的には目撃情報等があった際に巡回等させて

いただいているということであります。巡回につ

いても施設管理者のほうで巡回をしていただく場

合もありますし、有害鳥獣のヒグマ担当のほうの

耕地林務課の職員、あるいは猟友会に頼んで巡回

をしていただくということもありますので、その

状況に応じてリスクの高さに応じた巡回、あるい

はさらに先の対応も含めてやらせていただいてい

るということで御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 巡回者についての説

明もいただきましたが、ここに猟友会の皆さんは

加われておりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 望湖台に限って……

ではなくて全体ですね。

（「全体で」と呼ぶ者あり）

〇経済部長（臼田 進君） 分かりました。まず、

目撃情報があれば、先ほど申し上げたように、速

やかに猟友会のほう連絡させていただいておりま

す。そして、猟友会と我々の林務担当のほうで現

地に向かわさせていただきまして、そこでその後

の対応について協議をさせていただくということ

でありますので、その協議結果によって猟友会の

皆さんにも巡回をいただくということであります。

また、猟友会の皆さんは我々の連絡がなくても自

主的に巡回等もいただいている分もありますので、

そこも併せてお知らせをさせていただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ対応はしっ

かりしていただいているということで受け止めた

いと思います。
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猟友会の話が出てきましたので、昨年の第４回

定例会のときに猟友会の担い手について一般質問

させていただきました。高齢化が顕著になってき

ているという、そういう声もある中で新規に資格

を持つ、そういう動きをぜひ進めていただきたい

ということでお話をさせていただきましたが、具

体的に令和３年度、どのようになっておりますで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 猟友会の皆さんの高

齢化という問題が現実的にあります。ただ、幸い

にと言ったら言葉語弊あるかもしれませんけれど

も、全道的、あるいは全国的な駆除に当たる人の

平均年齢からするとまだ名寄市においては比較的

若いということが言えると思いますので、若干全

国よりはいいという状況はまず御理解をいただけ

ればと思います。今山崎議員が言われたように、

昨年の第４回定例会で下川町と美深町の例を挙げ、

担い手、新規に狩猟免許取る方たちを育成してい

くべきだろうという視点から提言をいただいたと

ころであります。その提言も受けまして、我々も

担い手対策は喫緊の課題だという捉え方をしてお

りますので、今年度予算から有害鳥獣の協議会ご

ざいますけれども、そちらのほうに５０万円ほど

予算をアップさせていただきまして、協議会の中

で検討いただきまして、新たに銃の所持、あるい

は狩猟免許の取得に係る経費に対して一定の支援

策を講じてございますので、これらを通じて新た

な担い手の確保に努めたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 協議会に５０万円の

予算措置をしていただいたということであります。

何人ぐらいの新規担い手を養成できる額という見

通しでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここについては何人

という言葉ではなかなか申し上げられませんけれ

ども、一人でも多くの方に資格を取っていただき、

かつ有害駆除の業務に従事をいただければと思い

ます。また、協議会の中、総体予算でいきますと

かなり大きな額になりますので、協議会全体の予

算の中の流用という言い方はどうか分かりません

けれども、効率的な協議会の会計の運用なんかも

あると思いますので、その中で柔軟に対応させて

いただければと思いますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） １人でも２人でも年

齢に関係なく御協力いただける方がこの地域の中

に生まれてくることを切に願っているところであ

ります。新規取得を希望された方の中で、やはり

一朝一夕に技術を身につけることができません。

先ほど部長のお話にありました北海道のほうが計

画を見直すという話の中にもありましたが、技術

を継承していく、それからスキルアップしていく、

この取組の中で名寄市としては協議会と連携しな

がらということになると思いますが、どのような

取組をされているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 協議会の事務局につ

いては名寄市も入っていますので、積極的に協議

会と連携をしながら取組をさせていただいている

ところであります。具体的な取組といたしまして

は、言われるとおり、免許を取ったからといって

すぐ駆除ができるわけでありませんので、どうい

ったところに出てくるのか、あるいはどのように

して駆除するのかという様々な知識や経験が必要

です。それで、今現在の取組としましては、ヒグ

マについては２月から４月にかけてベテランハン

ターと若手というのでしょうか、まだスキルを磨

かなければいけない人、ペアとなっていただいて、

実際に指導いただきながら駆除、巡回をするとい

う方法を取らせていただいているのが一つと、こ

れはエゾシカのほうでありますけれども、同様に

ベテランの方と経験の浅い人が一緒に巡回をし、

あるいは駆除に当たるという方法を取りながら駆
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除の技術というのでしょうか、それのスキルアッ

プに努めているということでありますし、協議会

としてはそれに対しての財政的な支援等行ってい

るということで御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれの立場で活

動していただいていて、しかも命を守るところに

御協力をいただいている危険な部分もあると思っ

ておりますので、それについては本当に大きな御

協力をいただいていると思いますが、昨日も災害

の話の中で例えば、一昨日ですか、自衛隊のＯＢ

の方ですとか、そういう方に災害のときに御協力

いただくというような言葉も出ておりましたが、

この巡回パトロールについても自衛隊ですとか警

察ですとか消防ですとか、そういうところでスキ

ルを持って仕事をしてこられた地域のＯＢの方に

御協力をいただく。そして、その組織をつくると

ころで、もちろん一定の年間の報酬は消防団のよ

うにお支払いをする必要があると思いますが、少

しパトロールのところで猟友会のサポート的な組

織をつくり上げることはできないでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今も現役の警察の皆

さんについても生活安全という観点からヒグマ等

のパトロールについては実施をしていただいてい

るところがあります。また、猟友会の中にも現役

の自衛隊の方が入っていただいたりしている部分

はございます。今の御提言についてはＯＢの方の

活用ということでありました。先ほど来のやり取

りの中でもありますけれども、短期間でなかなか

技術を身につけられないところありますので、そ

ういったところが一つの方策として考えられると

思いますけれども、例えば防災でいくと地域防災

マネージャーですか、そういう制度がありますけ

れども、これやはり総務省が認定するというとこ

ろもありますので、現在の中でいくと有害鳥獣で

まだそのスキームがないということでありますの

で、そういった制度ができればぜひ活用させてい

ただきたいというふうに思いますし、また地域の

中でそういった技術を持った方がおられれば我々

も広く呼びかけて、一人でも多くの方に参画をい

ただきたいと思いますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

令和４年度予算編成に関わって外２件を、佐藤

靖議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、通告順に

従い、順次質問をさせていただきます。

最初に、令和４年度の予算編成に関わってであ

ります。例年１１月１日に新年度予算編成作業に

関わる市長訓令及び総務部長事務連絡が示されま

す。従前は、国の動向を示しながら名寄市にあっ

ても財政の逼迫状況を強調し、緊縮編成を求めて

きたのではないでしょうか。前年度においても市

民生活向上よりも財政の健全化に主眼が置かれた

中でウィズコロナ、新しい日常に向けた事業、総

合計画、総合戦略の具現化、一般財源収入の減少

を十分に認識し、事業の選択と集中の徹底、将来

にわたって持続可能で健全な財政運営の維持を求

めています。コロナ禍も２年が過ぎようとしてい

る今、市内では様々な分野における状況は厳しさ

の局限にあると言っても過言ではありません。さ

らなる市独自のカンフル剤の投入も必要と考えま

すが、コロナ３年目となる新年度予算編成に関わ

る市長訓令及び総務部長事務連絡で大きな変化が

あるのかを含め、基本的な考えをお伺いします。

最初に、来春の市長選との関わりについてであ

ります。御承知のとおり、来春は任期満了に伴う

市長選挙が執行されます。当然ながら骨格編成と

なるのが通例であることは承知もしております。

実際前回の選挙年であった平成３０年度予算編成

に際しては、全体事業量を把握する必要があるた

め通年ベースの予算要求を訓令で求めていました

が、このときは全体事業量の把握を目的とした通

年ベースでありました。来年の市長選挙を前にし
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た対応及び終息の見えないコロナ禍でも市民の夢

と希望を与える新年度予算編成の基本的な考え方

をお伺いします。

また、市長選の年にあっては選挙後に政策予算

を計上するのも通例であります。令和４年度予算

編成に当たって、この政策予算に対する基本的な

考え方をお示しいただきたい。加えて、コロナ禍

に対応するため従来の骨格予算編成を見直し、本

格予算編成とすることも必要と考えますが、見解

をお示しください。

次に、各種補助金等の対応についてお伺いしま

す。今年８月に示された平成２９年度から令和４

年度までの第２次名寄市行財政改革推進基本計画

前期実施計画によると、推進項目、補助金の適正

化の中でおおむね５年ごとに専門部会を設置し、

見直しを検討しますとしています。コロナ禍にあ

って事業が取り組めない状況下で、どういう対応

となるのか。令和２年度においては、通常年にお

いては行政評価による外部の意見を反映した見通

しと予算編成の過程の中で適正かどうかについて

検討を行ったとしているが、この通常年に３年度

は該当するのか見解をお示しください。

地域コミュニティーに関わってお伺いします。

まず、昨年の新型コロナウイルス発生以降、市内

でも感染防止の観点から３密防止、徹底した感染

防止対策が求められ続けています。このため、市

内町内会では各種事業が中止され続けている現状

にありますが、所管部では現状をどう捉え、分析

しているのかお伺いします。

また、町内会全体、あるいは構成部単位の事業

が感染防止上から実施できないため町内会費など

の返還を求める声が大都市部を中心に出始め、名

寄市内にも波及していますが、担当部ではこの現

状をどう把握し、分析しているのかお伺いします。

一方、急速に進む高齢社会化にあって、市民周

知については全戸配布の広報、ホームページ、地

元紙、ラインと多様化している現状にありますが、

周知方法は十分とお考えなのか、現状と分析につ

いてお伺いします。

私は高齢者に対して情報をしっかり伝えるツー

ルの一つとして各町内会に掲示板の設置も必要と

考えます。また、加入率の低下などから町内会会

計もさらに厳しくなることが予想されることから、

今後の町内会活動を支える手法として印刷機やコ

ピー機などを格安で利用できる活動支援センター

を遊休施設、例えば風連庁舎３階などに開設する

必要性があるのではないかとも考えますが、見解

をお伺いします。

さらに、過疎化、町内会の加入率などを勘案す

ると、近い将来町内会の運営がままならない地域

が出てくることが懸念されます。コミュニティー

の核である町内会の現状についてどう把握し、当

然再編する場合は該当する町内会の意向が優先さ

れるべきと考えますが、地域コミュニティーを推

進している行政として再編の基準についての見解

をお示しいただきたいと思います。

最後に、名寄市立総合病院についてお伺いしま

す。今年３月１日から会計時の混雑解消を目的に

２台の会計番号発券機、３台の医療自動精算機を

導入しましたが、導入後の効果についてまずお伺

いします。

また、機械導入により新型コロナウイルス感染

防止の徹底が求められ、外来待合場所の椅子は１

席空ける、会計待合場所では椅子にクリアパネル

を設置するなどの感染対策をされていますが、特

に精算待合スペースを大きく変化させたことによ

る現状についてもお示しをください。

さらに、連休前や休日明けともなると時間によ

っては外来前精算、スペースと空き席がなく、立

ったままという場合も多く見られます。依然とし

てプレハブによる診療が続く発熱外来を含め新た

な場所の確保が必要と考えますが、見解をお伺い

し、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ただいま佐藤議員か

らは大項目３点にわたり御質問いただきました。
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大項目１は私から、大項目２は総合政策部長から、

大項目３は病院事務部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、令和４年度予算編成に関わ

って、小項目１、市長訓令及び総務部長事務連絡

の基本的考え方について申し上げます。御案内の

とおり、来年４月に任期満了に伴う名寄市長選挙

が執行される予定となっております。この場合の

予算編成ですが、法律上の定めはないものの、地

方公共団体の長の選挙を間近に控えている場合、

公約等を反映した予算を選挙後に編成するため、

当初予算としては政策的経費の計上を差し控える

いわゆる骨格予算を編成することが一般的になっ

ており、本市においてもこれまで市長選挙前の予

算編成は骨格予算として編成してきたところです。

令和４年度の当初予算をどのような予算編成とす

るかまだ判断しておりませんが、いずれの予算編

成になるにしても厳しい財政状況の中、新型コロ

ナウイルス感染症対策を含めて継続事業が主なも

のになると考えております。

次に、コロナ禍における編成の在り方について

ですが、これまでも国の臨時交付金や様々な財源

を活用しながら安全、安心面の対策として公共施

設や各種イベントなどにおける感染症対策、また

地域経済の状況を踏まえた様々な経済対策を実施

してまいりました。コロナ禍による影響が長期化

する現状にあって、これら新型コロナウイルス感

染症対策に関わる予算につきましては、市長選挙

の結果に関係なく措置しなければならないものと

考えており、新年度予算編成におきましても継続

して感染症対策、さらには熱中症対策などの環境

整備も含めて予算協議が必要であるものと考えて

おります。また、経済対策については当初予算、

補正予算にかかわらずその時々の地域経済に及ぼ

す影響に応じて随時施策を検討していくこととし

ておりますので、御理解願います。

次に、選挙後の政策予算の考え方ですが、公約

等を反映した政策的予算は必要なものと考えてお

りますので、選挙後に各部局とのヒアリングを行

う中で施策を決定し、補正予算を計上していくこ

とになるものと考えております。いずれにいたし

ましても、令和４年度の予算編成に当たっては厳

しい財政状況の中ではありますが、新型コロナウ

イルス感染症の状況、さらには国や道の動向、加

えて市民の皆様のニーズをしっかりと踏まえて予

算を編成してまいります。

次に、小項目２、補助金等の対応について申し

上げます。各種団体において新型コロナウイルス

感染症の影響により予定していた事業が実施でき

ず、補助金の執行残が生じている団体があること

は承知しております。昨年の第３回定例会でもお

答えしましたが、これまでも各団体が活動してい

く中で多額の繰越金が生じている場合は市からの

補助金の見直しを協議させていただいております。

これは、一律に幾ら繰越金が生じたから見直すと

いうものではなく、その団体の事業内容、予算規

模、財政状況などによって検討させていただいて

おります。コロナ禍におきましてもこの方針は変

更せず、その事業内容、実施団体の財政状況に応

じて適正に補助金を執行していく考えでございま

すので、御理解願います。

また、第２次名寄市行財政改革推進前期実施計

画及び取組状況に記載の内容についてですが、実

施計画では補助金についておおむね５年ごとに専

門部会を設置し見直しを検討することとしており、

見直しの検討する年度以外を通常年と表現してお

ります。通常年においては、外部委員の意見を含

む行政評価の結果と予算査定時の財政課との協議

の中でその団体の事業内容、財政状況、繰越し金

額などから補助金の見直しを図る必要があると思

われる団体があった場合、該当する補助金の見直

しを検討しているということでございます。なお、

令和３年度におきましては前回の見直し検討から

８年が経過することから、見直しの検討を行うこ

ととしております。本市が支出する負担金や補助

金、交付金に関して公益性、有効性等について整
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理し、行政が負担、支援することが妥当かどうか

改めて確認し、議論することとしており、現在調

書等の作成、取りまとめ作業を行っているところ

でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、地域コミュニティーに関わって申し上げま

す。

初めに、小項目１、町内会活動とコロナ感染予

防の取組についての現状と分析について申し上げ

ます。令和２年１月に国内で１例目の新型コロナ

ウイルス感染者が確認されて以降全国的に感染が

広がり、現在に至ってもなお終息の見通しが立た

ない状況にあります。日常生活に制限を受ける状

況が長く続いている中、市民の皆様には日頃から

感染予防に対する御協力をいただいておりますこ

とにこの場を借りて改めて感謝申し上げます。新

型コロナウイルス感染症の感染拡大については、

市民生活のみならず、町内会活動にも大きな影響

を与えているところであり、感染拡大防止のため

各種事業の中止、または規模を縮小しての開催を

余儀なくされ、地域住民が集まり、顔を合わせて

交流する機会が減少し、町内会の持続的な活動に

支障を来すことを危惧しているところであります。

しかしながら、コロナ禍にあっても感染防止対策

を講じながら現状においてできる範囲の中で知恵

を出し合い、工夫をして、各種事業に取り組まれ

ている町内会の事例も伺っているところであり、

今後も町内会が持続的に活動していくためにこう

した取組を積み重ねていくことが必要と考えてお

ります。

次に、小項目２、町内会費等の還元の取組の現

状と分析について申し上げます。新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により町内会の各種事業が実

施できなかったために町内会会計に余剰金が生じ

ている状況につきましては、町内会から提出いた

だいた会計決算資料などにより掌握しているとこ

ろであります。町内会費等の返還を求める声につ

いては、直接市民の方から伺ってはおりませんが、

一部の町内会において前年度の繰越額が多かった

ことから、令和３年度の町内会費の徴収を取りや

めたり、会員に会費の一部相当分を返還するケー

スがあることは伺っております。町内会は任意の

団体であり、その運営や会計処理などについて町

内会役員会などにおいて意思決定されております。

行政としましては、市民や町内会からそのような

問合せや御相談があった際には、事例の紹介や状

況に応じた助言に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目３、高齢社会化における市民周知

の在り方について申し上げます。市民周知につき

ましては、広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活

用した情報提供、周知を図ってきております。昨

年度においては、スマートフォンの普及など社会

全体のデジタル化を踏まえ、名寄市公式ラインア

カウントの開設を、今年度においては民放テレビ

の地デジ広報サービスの利用を開始し、市民自ら

情報を取得できる環境を広げ、情報伝達手段の多

様化に取り組んできております。市民周知は原則

全戸配布となっている広報紙が基本であると認識

しておりますが、デジタルによる情報発信の有効

性からもデジタルによる情報取得の浸透及び利便

性の向上を図るため活用の支援についての必要性

を感じております。総務省によるデジタル活用支

援令和３年度事業実施計画では、携帯キャリアが

スマートフォンの操作についての講習会を開催し

ていくなど示されており、デジタル格差解消に向

けた取組が進められております。このような情勢

から本市においても少しずつではありますが、情

報伝達の多様化からデジタルによる情報取得の浸

透に向け取り組めるよう高齢者に対して出前トー

クの機会を活用し、ラインなどのデジタル活用に

よる情報取得について支援してまいりたいと考え

ております。

次に、小項目４、掲示板設置、活動支援センタ
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ーの必要性について申し上げます。これまで市民

の皆様に対しての情報提供としては広報紙の配付

や町内会回覧板、ホームページやＳＮＳ等の多様

な手法により行ってきております。さらに、本年

度中には市内全域に光ファイバーが敷設されるこ

とから、ＳＮＳ等の活用は今後さらに発展するも

のと考えております。町内会の掲示板につきまし

ては、過去に町内会の区域内において設置されて

いましたが、時代の流れや社会の変化に伴いホー

ムページや地デジ広報、ＳＮＳ等様々な情報取得

手段が進展したことや経年劣化による撤去などに

より設置数は減少していると認識しているところ

であります。しかしながら、自治基本条例におい

て最も大切にしなければならない基本原則の一つ

に位置づけられている情報共有は、市民と行政の

協働のまちづくりを推進する上で欠かせないもの

であり、各世代に対応した最適な情報共有の手段

として改善を図る必要があるものについては、町

内会と協議をしながら対応してまいりたいと考え

ておりますので、御理解くださいますようお願い

申し上げます。

今後の町内会活動を支える手法として活動支援

センターの設置について御提案をいただきました。

町内会は本市のまちづくりを推進するための重要

な担い手と認識しておりますし、協働のまちづく

りの理念の下、一部公的な役割を担っていただい

ております。また、市には町内会の活動を守り育

てる役割があることから、町内会連合会や風連地

区町内会連絡会の事務局を行政が担い、各町内会

からの相談に対応しております。遊休施設等にお

ける活動支援センターの設置につきましては、そ

の役割や機能を鑑み、現段階では設置の考えはご

ざいませんが、今後の町内会を支える手法として

町内会からのニーズが増えてきた場合には町内会

連合会とも相談しながら検討してまいりたいと考

えておりますので、御理解くださいますようお願

いいたします。

次に、小項目５、町内会の再編についての考え

方について申し上げます。昨年度実施しました町

内会運営に関するアンケート調査において、町内

会における様々な課題が明らかになりました。主

な課題としましては、役員の担い手不足や高齢化

のほか、未加入世帯の増加などが挙げられていた

ところであり、加えて昨今の少子高齢化が進展し

ている状況からも町内会の運営が今後さらに難し

くなることが懸念されるところです。また、アン

ケート調査による今後の町内会運営の在り方を検

討する上での町内会の統合、再編についてどのよ

うにお考えですかとの設問には、統合、再編は必

要ないが５３％、今後統合、再編が必要が３１．

９％、今すぐ統合、再編が必要が３％の回答であ

りました。その他と回答された町内会からは、統

合等は必要であるが、単純には進められない。地

域それぞれの歴史や伝統があり、考えが異なるこ

とが多く、断念したことがあるなどの御意見が出

されていたところであり、統合や再編については

慎重な議論が必要と考えられていると推察してお

ります。本市としましては、町内会の自主自立し

た地域に根づいた活動や長年培ってきた歴史や伝

統を尊重することが必要と考えておりますことか

ら、小学校区を基本に組織され、地域課題の解決

に向けた取組を行う地域連絡協議会やコミュニテ

ィ・スクールの取組を通じて将来にわたって町内

会が持続的に活動できるよう支援を継続してまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、名寄市立総合病院に関わってにつ

いてお答えいたします。

初めに、小項目１、医療費自動精算機等の現状

についてでございますが、市立総合病院では新型

コロナ対応の一環として外来患者の滞留時間を少

しでも短縮することを目的として、本年３月１日

より自動精算機の運用を開始しました。これに併

せて御要望の多かったクレジットカードへの対応
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と、さらには道内では先進となる後払いシステム

も導入し、一般的な入院、外来の精算については

自動精算機で取扱い、現金やカードでの分割払い

などについては窓口での精算とさせていただいて

おります。自動精算機の利用実績は１日当たりの

平均で現金取扱いが５０４件、クレジットカード

利用が４２件、窓口での現金取扱いが７６件、ク

レジットカード利用が４件、診療費後払いについ

ては３件となっています。そのほか振込の件数も

合わせますと全体で６５９件の取扱いを行ってい

ます。従前は会計窓口だけで同等の件数に対応し

ておりましたので、自動精算機としてからの処理

能力は大きく向上しています。また、会計番号を

自動アナウンスすることで個人のお名前を呼ぶこ

とがなくなり、エントランスホールで待たなくて

も会計の受付が済めば支払いについてはどの時間

帯でも対応できますので、少し混雑を避けること

もできております。外来診療の特性上、午前９時

３０分から正午までの時間帯は混雑しております

が、処理時間は短縮されていますので、滞留時間

を短縮する目的はある程度達成できていると捉え

ています。稼働後まだ６か月ですので、初めての

方への利用案内も継続しており、今後は回数を重

ねていただくことでより効果が得られるものと考

えております。

次に、小項目２、待合スペースの現状と対応に

ついてですが、待合スペースと座席に関しまして

各診療科の外来前については御不便をおかけして

おりますが、待ち時間が長くなることから、ソー

シャルディスタンスと座席での動きやすさなども

考慮して、１席空けての運用とさせていただいて

おります。会計待合の座席については受付用が２

脚、精算用が１４脚として４４名分を用意し、少

しでも多くの方が座れるようにパーティションつ

きの椅子を導入したところです。また、新館の憩

いの広場に会計番号モニターを設置し、混雑の分

散化を図れるようにもしました。自動精算機とは

離れていますが、混雑を敬遠される方にはこちら

も御利用いただいております。

次に、小項目３、新たな待合スペースの確保に

ついてでございますが、平成４年の本館改築から

３０年近く経過し、外来診療科数や機能、役割、

周辺の医療事情などについて当初の想定から大き

く変化をしてきています。平成２６年の新館開設

においては、眼科や精神科などの外来を新館に移

動することで新たなスペースを確保しましたが、

その後も内科系の診療科が充実したことで現状の

とおりとなっております。さらには、新型コロナ

感染拡大防止のためソーシャルディスタンスを保

つことになり、より一層待合スペースの確保が難

しい状況となり、御不便をおかけしております。

待合について新たなスペースを確保すべきとの御

意見かと思いますが、外来精算に係るスペースを

増築して確保するには空いている敷地も僅かしか

なく、工事を行うには面積が不足しております。

外来については新型コロナ対応が終息した場合に

スペースの回復が見込めることと精算については

クレジットカードや後払いシステムの利用である

程度混雑が解消されると考えていますので、スマ

ートフォンとクレジットカードをお持ちの方には

積極的な御活用をお願いしていきたいと思います。

また、発熱外来の今後の在り方については、国か

らの指針なども考慮しながら手術室の改修工事に

併せまして院内で協議を進めていくこととしてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、御答弁を

それぞれいただきました。御承知のとおり、今定

例会は合併以来初めてとなると思いますけれども、

聞き取りを方式を変えたということなので、理事

者の意向がなかなか把握できないまま今日臨むと

いうことで、これから再質問についてはある意味

では真剣勝負でやりたいというふうに思いますけ

れども、ちょっと順番を入れ替えさせていただき

ます。
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まず、確認ですけれども、先ほど渡辺部長は山

崎議員の一般質問で施設改善に関わってローリン

グの優先順位で子供とお年寄りと発言されたのは、

これはこれでいいのですよね。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 優先順位の考え方の

一つの部分として子供たちですとかお年寄りが使

う施設ですとか、あと妊婦さんが使う施設、いろ

んなことが考えられて、それを総合的に勘案して

優先順位を決めていきたいということで答弁させ

ていただきました。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、廣嶋室長

にお伺いしますけれども、名寄市の高齢化率とい

うのは現状どのぐらいで、今後の見通しというの

はどういうふうに推移していくという判断をされ

ていますか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 現在

の高齢化率については、約３３％近くにいってお

ります。今後後期高齢者の割合が上がってきます

ので、全体的には人口が少なくなってきますけれ

ども、高齢者の割合は少しずつ上がっていくかな

というふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今お答えいただいた

ように、約３人に１人が６５歳以上と。高齢者に

なると。これから人口減っても比率はどんどん高

まっていくということになると、やっぱり高齢者

にしっかり対応したまちづくりをしていかなけれ

ばいけないというのが一方にはあると。

そこで、岡村部長にお伺いしますけれども、１

日当たりの外来の患者数というのはどの程度にな

っていますか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 正確な

数字というところは今資料持ち合わせておりませ

んが、大体６００から９００の間で毎日推移して

います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今定例会で令和２年

度の病院決算書が出されているのですけれども、

それによると外来の患者数は２年度で２０万９，

３８８人と。診療日数が２４３日ということであ

りますので、１日当たり８６１．６人の患者さん

が訪れると。先ほど廣嶋室長からお伺いしたよう

に、高齢者が３３％にかかっていると、中には付

添いをして病院に通っているという方がやっぱり

いらっしゃると。それを勘案すると、正直やっぱ

り１日１，０００人ほどが病院に出入りするとい

うことになるというふうに思います。そこで、こ

れは設置者として市長、あるいは副市長にお伺い

しますけれども、３月からの自動精算機設置以降

現地を視察されましたか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 拝見しております。見て

います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） どのぐらいの状況で

したか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 何回か拝見している状況

もありますし、曜日によって、時間帯によっても

様々なのかなというふうにも思いますが、例えば

金曜日あたりだとかなり混雑はしているなという

ような状況だとか、そんなに落ち着いているなと

いう状況も見受けられたのかなと。その時々だと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 岡村部長や何かも御

存じだと思いますけれども、病院に行くと患者さ

んは受付から帰宅までどのぐらいの工程をしなけ

ればいけないかといったら軽く見ても１２工程動

くのです。受付をして、診療券を自動受付機に入
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れて、さらに受付票と診察券を受付外来に持って

いくと。この後診察科によっては身長、体重、血

圧測定の提出、診療科によっては採血のための中

央採血室、あるいは採血や検尿を終えた後診療科

に戻ってくると。名前を呼ばれて受診をすると。

その後会計票や処方箋を受け取って、今度は会計

番号発券機に診察券を入れる。すると、番号が刻

印された会計受付票を受け取る。手にした番号が

表示されたら外来基本票や保険証を提出して、処

方箋があれば考慮されたのが出て、調剤薬局を指

定して、ファクスを送る。その後やっと会計表示

板に案内が、手元にある番号が表示されたら自動

精算機に診察券を入れると。それで機械精算。そ

の後指定した調剤薬局で処方箋を受け取り、手渡

された番号で表示されたら、薬を受け取って帰宅

する。このほかに例えばレントゲン、あるいはＭ

ＲＩだとか心電図など検査しなさいとなればさら

に工程が増える。これをお年寄りが全部短時間で

動かなければいけない。そのときにやっと診察が

終わって、受付機に行ったときに例えばあの３台

の精算機の中で一台でも一人で戸惑っていると長

蛇の列ができるのです。それは、今の段階ではま

だ夏の間ですので、そんなにないですが、これか

ら冬期間になって混乱すると、あの列が入り口近

くまでいってしまうと。そうすると、あそこに改

善ができないのかという声が市民の皆さんからや

っぱり聞こえてくると。幸いにあの場所を見ると、

部長はスペースがないと言っていましたけれども、

東側の入り口と外来病棟の間に自転車置場が一定

程度スペースがあると。あのスペースを有効に使

えないかという声は市民の皆さんも聞こえてくる

のです。あるいは、それのさらに北側に食堂があ

る間にもちっちゃいスペースがありますけれども、

それも有効に活用できないかと。とてもではない

けれども、あそこで座る場所もなくて、ずっと立

っていて、しかもこれだけの高齢者がいるとやっ

ぱり改善をしないとならないのではないかという

声がある。健康なと言うと失礼ですけれども、健

常者が行くとこういうふうになって便利になった

と思うけれども、病気を負って一日も早く治療し

たい、治したい、あるいはいろんなハンデを持っ

ている方々があそこで立って待っているとか座る

場所もない、あるいは精算機に行こうとすると例

えば稼働が止まっていたり、確かに職員の人が１

人いて、世話はしておりますけれども、そうする

といち早く、先ほどの渡辺部長の話ではないです

けれども、やっぱりローリングの中では高齢者と

いうのは、命を守る現場というのはしっかり守っ

ていかないと、これは私は病院の役割ではなくて、

設置者の役割だというふうに思いますけれども、

改めて市長か副市長に御答弁をいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの岡村部長の答弁

でもあったとおり、稼働後自動精算機もまだ６か

月ということでありまして、まだまだやはり慣れ

ないでという患者さんもいらっしゃる中でそうし

た事案も起きてきているのかなというふうに思い

ますけれども、一方でしっかりと人的に配置もし

ながらサポートしつつ、そうしたことにも慣れて

いただくということで、まずはそこしっかりやっ

ていくということが肝要なのかなというふうに思

っています。やはり施設整備をするということに

なるとかなり大きな事案になりますので、そこは

全体的な今後の施設整備等も併せて議論できると

ころあればということにはなろうと思いますけれ

ども、まずはしっかりと入れたシステムを稼働さ

せていって、慣れていただくということが重要な

のかなというふうに思っています。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 病院は精算だけに限

らずプレハブでの発熱外来をやっていますけれど

も、あの前に身障者用の駐車スペースがあるので

す。ところが、今回最近あの入り口の反対側に指

定駐車場という表示がされたのです。これ何だと

聞いたら、発熱外来用の駐車スペースだと。そう
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すると、そこで発熱をしてかかりたいという人は

玄関を横切って、そしてそこのプレハブに行くと

いう環境になっているのです。それがこのコロナ

禍で、あるいはいまだ新たにデルタ株ではなくて

違う株が出てきている状況の中で本当に今のまん

まのプレハブで発熱外来を受け付けていいのか、

あるいは最低でも今の身障者用の駐車スペースと

指定スペースを入れ替えるなりの対応を早急にす

べきというふうに思います。そういう意味では、

命を守る病院についてやっぱり設置者はしっかり

とした見識を持たなければいけない。市長は日曜

日、「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ」という番組、ドラマ

があったのですけれども、東京都で命を守るため

の車があったのですが、あのときに東京都知事役

と厚労省の大臣役と最後に一致したのは、私たち

政治家は命を守るために頑張らなければいけない

のだということが最終回の締めだったのです。私

はそのとおりだと。政治の舞台に立つのはどれだ

け市民の皆さんの命を守るため頑張れるかという

ことだと思いますので、これは政治判断としてや

っぱり早急に検討していただきたいと思いますが、

改めて市長の見解を伺います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの待合室の問題等

については、いわゆるクレジットカードや後払い

システム等の利用ということもあって、今後ある

程度混雑が解消されるというふうに期待していま

すけれども、今お話しのとおり、先ほども答弁し

ましたけれども、発熱外来につきましては国から

の指針も示されているところもありますので、今

の動線の問題等も御指摘いただきました。現在手

術室の改修工事ということも院内で協議をしてい

るということでありますので、その中で発熱外来

の今後の在り方についても議論されていくという

ふうに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今回一般質問の通告

をさせていただいて、新聞紙上で質問をすると、

市立総合病院に関わってという質問項目を上げた

ら、こういう封書が１枚うちに届いたのです。こ

れには連綿といろんな経緯が書いてある封書なの

ですけれども、今回の通告とは関係ないので、通

告外になるので、またの機会というふうにします

けれども、多くの市民の皆さんはやっぱり市立総

合病院に非常に注目されて、市立総合病院の動向

に非常に気を遣われていると。その中でこれを読

んでいくと、やっぱり患者さん、家族、あるいは

病院スタッフ、全てにおいてストレスというか、

ちょっとしたことが大きなトラブルに発展してい

るのかなというニュアンスを感じ取れるのです。

だから、少しでも、これは病院側に求めるよりも

設置者としてもしそういうストレスを解消できる

ことが一つでもあるのなら、それは私は早急に取

り組んで、やっぱり一日も早く市民の皆さんが治

癒をしていただきたい、健康な体を取り戻してい

ただきたいということに、うちは名寄のみならず

地方センター病院でありますので、地域全体のや

っぱり人たちの命を守るキーステーションがうち

の市立総合病院ですので、ぜひそのことも市長の

頭の片隅ではなくて、なるべく大きめに一応して

いただければということをお願いをしたいと思い

ます。

次に、町内会の活動関係でありますけれども、

私部長おっしゃるのは分かる。それはそうなので

す。だけれども、先ほど言うように、高齢者は対

応できるのかということを考えると、小川部長に

少しお伺いしたいのですけれども、今回ワクチン

ということでワクチン接種の申込みをネット、あ

るいはライン、あるいはコールセンターで対応さ

れてきましたけれども、現状的にはどういう状況

と押さえていらっしゃいますか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回のワクチン

接種の予約についての現状ということは、高齢者

の部分だというふうに思いますけれども、あのと

きはお話をしていますけれども、５月接種開始に
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向けてなかなか国のワクチンの供給が定まらない

中で、予約受付開始時についても全員が受入れで

きる予約枠を出すことはできなかった。そういっ

たことでは……それと高齢者の方はやっぱり特に

電話での予約が多いということで、殺到したとい

うことで、かなり混乱をしたというふうに考えて

おります。先ほど言いました何回も予約枠を出し

ていかなければならないという状況では、大変な

状況になったなというふうに思っています。一方、

６４歳以下についてはワクチンの供給は出ていま

したから、大体予想される接種人数の予約枠を確

保して予約できたこととライン等での予約が多か

ったということで、それはさほど混乱なく進んだ

という状況にあります。そういった意味では大変

御迷惑をおかけいたしましたけれども、一方では

議会なり常任委員会で御指摘されましたけれども、

高齢者皆さんにきちんと情報行き渡ったのかとい

うところが一つ課題としてあったのかなと思いま

す。そういった面では、広報等も通じながら何回

も周知させていただきましたし、地デジのデータ

の活用、これは高齢者使えないと言われたらそれ

までですけれども、あるいは高齢者の方もいろん

な手段でやっぱり情報得るという努力というか、

先ほど総合政策部長も言っていましたけれども、

町内会に出向いて、こういった形で情報取得でき

るという、そういった講座等も行っていますので、

そういったこともしながらいろんな情報を得ると

いう、高齢者の方もそういった対応していただき

たいと思うし、私たちとしてもまた新たな情報提

供の部分を今後も見つけながら対応していきたい

というふうに考えています。ワクチン接種につい

ては今後まだありますので、今回のことについて

は検証しながらもっとスムーズにいくような形で

今後も取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今回一番最初やった

６５歳以上高齢者を対象にしたワクチンの申込み、

多分この議場にいる１８人の議員の多くがやっぱ

りいろんな方からおい、どうすればいいのだと、

どうやってやるのよということ問合せを受けて、

実際にやってやったという人も、あるいは手伝っ

てあげたという人も私は多いと思う。あるいは、

どうしたらいいのだろうと悩みを打ち明けられて、

次の申込みまた外れたらどうしようという不安が

やっぱり皆さん受け取った。それは分かるのです。

ラインは楽だよと。パソコンは楽だよと。電話も

こうやって本当市役所で受けてくれるよというま

では、やっぱりそれが一つの違うツールを一つつ

くっておかないとなかなか難しい。だから、私は

一つ、例えば回覧板といっても加入していなかっ

たら回覧板回らないのですから、広報は回ります

けれども、回覧板は町内会に加入しない限り回さ

ないのですから、やっぱりそうすると回覧板は一

つの役割はないだろう。ところが、石橋部長も覚

えていると思うのです、自分の住んでいた高見区

を。江端商店の前を行ったら看板があったではな

いですか。あそこにいろんな行事が貼ってあった

ではないですか、町内会で。その後お風呂場の跡

のほうに移設しましたけれども、やっぱりああい

うのが意外にあると。そして、それはなぜかとい

うと、うちの西町３区のアパートの前にあるので

す。それはアパートの人たちへの掲示板ですけれ

ども、それを散歩する市民の人たちはやっぱりじ

っくりこうやって見ているのです。やっぱり目か

ら訴えるというのも一つ方式だろうなと。そこで、

全戸に、全町内会につけれなんていうのは、そん

なことは言いませんけれども、これは一つ姫路市

の例でいえば、姫路市は町内掲示板設置助成事業

補助金というのを設置しています。これは、コミ

ュニティー活動を行っていく上で重要な情報提供

設備ということを掲示板に位置づけて、大きさ、

タイプの違う８種類の掲示板を設置して、上限８

万４，０００円から１３万３，０００円を助成す

ると。要するに希望を受けて、助成をしてあげる
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と、設置について。また、東京の国分寺市でも地

域の伝達及び公共の用に供する、市民の公共福祉

の増進に寄与するということを目的に掲示板の新

設に費用の３分の２以内、上限６万円をはじめ新

設、建て替え、修繕、移設ごとに２万円から６万

円の上限を定めてということで助成をしていると。

やはりこういうふうにいろんなツールを使ってい

かないと、今高齢者に携帯を見ろとかパソコンを

見ろとかラインをしているからいいだろう、広報

見ろといったって、私どももそうですけれども、

だんだん目が見えなくなってくると、あのちっち

ゃい広報の字ではとてもではないけれども、読み

切るのは難しいと。そうすると、名寄で意外に多

いのは散歩している市民の高齢者が非常に多いの

で、その人らが目に受けたり、あるいは町内会に

よって設置場所を考えればそこに人が集まるよう

な新たなコミュニティーをつくり出すことができ

る、あるいはそれは団体もいろんな行事や何かも

町内会長の理解を得て貼り出すことができるとい

うことを含めて私は検討すべきこと、新たなツー

ルですけれども、検討すべきことだと思います。

何回も言います。全町内会に設置しろとは言いま

せん。それは、町内会によって要らないというと

ころもいるわけですから。要るところにやっぱり

助成してあげるような取組ができないかと。これ

は、部長に言っても世話ないので、副市長、財政

に一番厳しい副市長にやっぱり見解をお伺いして

おきたい。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今御提言いただきまし

た。前段のお話の中では、高齢化率の高い名寄市

においてどういうような情報発信ツールが望まし

いのかという議論からのことだと思います。部長

の答弁の中では決して掲示板そのものを否定する

わけではないと。ただ、今の流れの中ではＳＮＳ

など、そういったもの使うツールのほうもやはり

バランスを取りながらということだと思います。

この掲示板設置のアイデアに関しまして、様々な

検討は加えるべきだと私自身思っております。議

員御提示のとおり、これがきっかけになって地域

コミュニティーがまた違う形で発展する可能性が

ある、あるいは立地適正化居住誘導区域の中でど

ういうような役割を果たすのか、様々なことがあ

るかと思います。補助金の支出目的も含めて中で

様々な情報も集めて、少し仕事は進めさせていた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 一方、市民活動セン

ターもそうなのです。町内会、先ほど言ったよう

に、なかなか活動はできないけれども、刷り物を

含めてやっぱりやっていかなければいけない。あ

るところもあるでしょう。だけれども、意外にや

っぱり刷り物、あるいはいろんな活動に対して経

費がかかるということで、例えば我が豊栄区町内

会なんかそうですけれども、今年までは全戸に町

内会の総会議案、配布をしていましたけれども、

来年からやめようと。やっぱり回覧で回すのと総

会に来る人にやろうと。変化をさせないと、それ

だけやっぱり相当な経費が印刷代にかかるので、

とてもそこまではやる必要はないだろう。あれは、

もし本当に市民活動センター、これ京都府の城陽

市というところでは市民活動センターを地域課題

解決に向けて活動する団体、ＮＰＯ、市民、企業、

行政など交流、協働するための拠点というふうに

位置づけて、印刷機、１枚１円、カラー１０円、

作業用パソコン、プリンター、ミーティングテー

ブル、大型文具などの利用可能というふうにして

いる。福岡県の那珂川市にも同じようにセンター

を開設して、これは複写機、白黒で１枚１０円、

カラーで５０円、印刷機は用紙持込み無料と。紙

折り機無料と。裁断機無料と。パソコン、プリン

ター云々かんぬんというふうにやっぱり設置をし

ているのです。これもやっぱりどういうふうにや

っているかといったら、遊休施設や何かを使って

やっている。あるいは、これまでも私どもも総務

文教なり会派で市民活動センターって見に行きま



－150－

令和３年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

したけれども、当時からやっぱり市民の集まる拠

点になっていると。町内会としても活動にいいと

いうことで、ただ言っているように、やっぱり機

械があるものだから、常用の職員がいると。そう

いう意味では、今ある風連庁舎も３階というのは

一番いいのかな。あそこまでやっぱり車で行って

印刷するというのは、町内会としては多分やると

ころはやるでしょう。やっぱりコミュニティーを

どう活用していくかと。コミュニティーをどう醸

成していくかということを考えると、やっぱりい

ろんな機会を与えてあげることが今必要ではない

かというふうに思いますけれども、市長はどうい

うふうにお考えですか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 活動支援センターの趣旨

でありますとか、全国的にそうした事例もあると

いうことは承知をし、提言も受け止めたいと思い

ます。当然あったらあったで便利でしょうし、そ

れはその機能を果たされると思いますけれども、

一方でそれが本当にそれぞれの町内会の皆さんや

地域の皆さんのニーズに合致するものなのか、あ

るいは場所なのか、あるいは機能なのかというこ

とはやっぱり名寄市としてどういう役割を果たす

べきなのかというのは十分検討、議論を加えるべ

きなのだろうというふうに思います。改めて議員

からも御提言をいただきましたので、また町内会

の連合会の役員の皆さんや、あるいは町内会長さ

ん等の集まる機会等、こうした提言があって、こ

うした中身について皆さんと議論を深めていきた

いというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） そういいながらもや

っぱり先ほどの渡辺部長の答弁ではないですけれ

ども、財政が厳しいのでというけれども、私は本

当に財政が厳しいかどうか分からないのです。例

えば名寄市の新年度予算は、基金を取り崩して編

成されています。平成３１年度においても１１億

９，４７１万８，０００円を取り崩して編成をし

ていますが、決算においては形式で３億８，０２

４万８，０００円の黒字、実質でも３億７，１６

７万６，０００円の黒字、結果平成２２年度末で

４６億４，４００万円だった基金残高は今令和元

年度末では８４億４，３００万円というふうに膨

れ上がってきている。加えて、北海道市町村備荒

資金組合に納付金として普通納付金が約２億円で

す。それに、単独災害復旧対策費で約３億円、合

併算定替え等財政危機対策として約３億円、庁舎

などの老朽化した公共施設対策で約８億円、合計

約１４億円を超過納付としているのが現状で、こ

の備荒資金組合には総額１６億２，８０９万５，

０００円を積み立てて、そうすると基金残高は約

１００億円です、名寄市の持っている基金残高は。

これが本当に財政が苦しいという表現、これは当

初予算、予算編成のときも申し上げたとおり、厳

しい財政、厳しい財政ということでやって、結果

的に最終的には決算では黒字になって、積み立て

ていっているけれども、本当にこの基金残、将来

のそれは財政負担ありますけれども、今コロナ禍

なり、高齢化なり、いろんな命を守ることなりに

使って、市民の人、文句言いますか。そこを優先

すべきで、それからどうするかという対応を考え

るべきで、今幾ら上限、積み立てて、積み立てて、

積めるだけ積み立てるかというような状況には市

内はないと。今こそためたお金を有効活用する新

年度予算編成にしていかないと、振り返ったら市

民、企業を含めてだんだんやっぱり名寄を離れて

いくという状況になる。特に来年度はマテリアさ

んがやっぱりいなくなるということを含めると、

経済的打撃というのは相当市内にいろんなところ

に波及をしていくということを考えると、今こそ

この１００億円という基金をやはり有効に活用す

ると。全額使えとは言いません。それは、将来の

公債費負担を軽減させるということもありますか

ら。やはりそこは大胆に財政規律を維持する。財

政規律を大幅に上回っておりますので、この財政

規律を維持するという基本ラインは揺るがないも
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のとしながらも、有効に基金を活用する時代では

ないかなと思いますけれども、副市長の見解を伺

います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今いろいろお話しいた

だきました。まず、基金のお話でありますが、実

績としてそういう形になっているということであ

ります。これから令和２年度の決算委員会、その

中でいろんな質疑交わされることと思いますけれ

ども、正直言いますと令和２年度予算編成は終わ

って、それから予算の審査委員会のそのところで

コロナがだんだん出てきたということであります

から、振り返ってみるとその時点では財政含めて

これはどうなることだろうかということで、危機

意識はかなり持っておりました。結果については

決算委員会の中で出てくると思いますけれども、

やはり異常時期ではあります、間違いなく。この

コロナというのは誰も予想していなかったことで

すし、これに併せて王子の問題含めて非常に大変

な時期を迎えているのはこれは間違いありません。

この基金自体は、いろんな目的があります。特に

財政規律の中でも災害に備えて、不測の事態に備

えて財政調整基金ということもきちんとうたって

おりますので、基金の中身のいろんなやりくりは

ありますけれども、１１月１日、市長訓令という

ことでありますので、まだ時間はありますけれど

も、どういう形が一番望ましいのか。やはり求め

られているところに的確に事業を行って、財政を

投資していく。場合によっては基金も崩していく。

令和２年度、それから令和３年度はまだ執行途中

でありますけれども、何回となく経済対策やらせ

ていただきましたし、基金はためるだけではなく

て、やはり使うべきところには使うというのはこ

れは間違いないことでありますので、改めて今後

市長訓令までの間に少し先も見据えながら、当然

国とかの補正予算、あるいはどういう形になるか、

さらに財政がどうなるかという情報も得ながらそ

こは慎重にかつ大胆に判断させていただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） ここのところコロナ

で苦しむ市内の事業所関係を含めてあるという一

方で、私どもの年の同級生たちがやっぱり名寄を

離れると。それは娘のところ行く、息子のところ

行くというのもあるでしょうし、だからそういう

状況が非常にやっぱり悲しいのです。このまちで

は住めないということですから、年取ったら。だ

けれども、やっぱりこのまちでもしっかり頑張れ

るのだということをしっかり指し示してあげるの

が私は行政の大きな役割だし、それが施策だとい

うふうに思います。市の職員のＯＢだってやっぱ

り名寄を離れていく。市役所にいる間は一生懸命

まちづくり、まちづくりと言っていたのに、退職

されてしばらくすると、では名寄離れます、バイ

バイというのは、これは寂しい限りです。だから、

本当にこのコロナ禍で市民の発想なり国民の発想

なりいろんな発想が変わったように、やっぱり市

町村財政、あるいは市町村施策も発想を変えて、

とにかく今いる名寄市民の人たちを守り、育てる

ということを私は優先すべきだというふうに思い

ますし、そのために市長がどういうふうに時期を

判断されるかということがあると思いますけれど

も、ぜひそういう、それは名高駅も大切。子供の

遊び場も大切。だけれども、３３％に達したお年

寄りたちが喜んで名寄に住めるようなまちをつく

っていくというための施策のしっかりやっぱり対

応されること、特にその初年度として来年度が活

用されるように期待を込めて、終わりたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。

公共施設の整備と方向性について外２件を、高

野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それでは、通告順

に従い、質問いたします。

大項目１、公共施設の整備と方向性についてお

聞きいたします。名寄市の急激な人口減少、高齢

化や今なお終息が見えないコロナウイルス感染症、

今まで経験したことのない今年の猛暑、国や北海

道の動き、交付金の行方など近年の環境の変化を

鑑みるとき、今後の名寄市のまちづくりに向けた

最適な公共施設の在り方をどのように考えている

のかお伺いいたします。

小項目１、教育施設についてお聞きいたします。

近年の急激な児童生徒数の減少、また耐震に対す

る考え方、老朽化が著しい施設、今年の夏の暑さ

の対策を踏まえた中で、これからの校舎の在り方

についてお伺いいたします。

小項目２、公営住宅についてお聞きいたします。

町中に高齢者公営住宅を希望する声を多くお聞き

します。高齢化することにより買物に行けないい

わゆる買物難民、その上医療施設に通われている

方が多く、少しでも医療機関に近いところ、介護

や認知症対応、交通機関の利便性などを踏まえて、

その考え方についてお伺いいたします。空き家、

空き部屋などに対する考え方、またこれからの公

営住宅の果たすべき役割と整備についてどのよう

に考えているのかお伺いいたします。

小項目３、庁舎の考え方についてお聞きいたし

ます。耐震に対する考え方、また災害時に対策拠

点本部になり得るのか、老朽化、暑さ対策などの

環境整備、デジタル化の考え、とりわけ来庁者の

利便性を踏まえた庁舎整備についての考えをお伺

いいたします。

小項目４、公共施設等再配置計画についてお聞

きいたします。計画に盛り込む具体的な施設の内

容と今後の計画策定に向けたスケジュールについ

てお伺いいたします。

大項目２、名寄市の観光振興についてお聞きい

たします。来年度からの次期観光振興計画策定に

向け様々な検討がされていることが行政報告でな

されています。コロナ感染症は次々と新株が現れ、

今までとは違った観光計画になるのではないかと

思われます。名寄市が持つ様々な既存の観光資源

を活用した振興方策について伺います。

小項目１、名寄市観光振興計画の達成度と今後

の課題についてお聞きいたします。今年度末まで

の計画となっています。昨年、今年と事業が持て

ない中でこれまでの実績を踏まえ、現在までの達

成度について、また課題についてお伺いいたしま

す。

小項目２、新型コロナウイルス感染症対策の中

での観光の在り方についてお聞きいたします。今

までの状況、ウィズコロナ、アフターコロナを見

据えた中での今後の観光の在り方についてお伺い

いたします。

大項目３、社会教育についてお聞きいたします。

社会教育の重要性については、周知の事実でござ

います。特に近年は高齢化社会を迎え、人生１０

０年時代と言われるようになってきました。生涯

学習の重要性と在り方が名寄の未来を変えると言

っても過言ではありません。地域、町内会などで

様々な学びがあり、学ぶことにより様々な気づき

や生きる喜びや力になり、地域への愛着や誇りを

持ち、次世代につないでいくことができ、市民の

活力や地元愛が望まれ、期待されるところです。

また、ひきこもりや高齢者のフレイル予防の観点

からも今後ますます社会教育が重要であると考え

ます。その取組についてお伺いいたします。

小項目１、事業の取組についてお聞きいたしま

す。青少年、社会人、高齢者、家庭教育、文化振

興、また体育振興についてこれまでの成果と名寄

市としての特色についてお伺いいたします。

小項目２、新型コロナウイルス感染症対策に対

応した事業推進についてお聞きいたします。事業

の縮小だけではなく、小中学校と同じように学ぶ
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機会を確保していくお考えについてお伺いいたし

ます。

小項目３、生涯学習の在り方についてお聞きい

たします。今後本市に求められる生涯学習の在り

方についてどのように考えているのかお伺いいた

します。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ただいま高野議員か

らは大項目３点にわたり御質問いただきました。

大項目１は私から、大項目２は産業振興室長から、

大項目３は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、公共施設の整備と方向性に

ついて、小項目１、教育施設についてお答えしま

す。学校施設は児童生徒が学習、生活の場として

充実した教育活動を送るとともに、豊かな人間性

を育む教育環境として重要であります。そのため、

学校施設の老朽化対策と耐震化を推進するため名

寄市立小中学校施設整備計画を策定し、小学校の

統廃合に併せた改築や東小学校の大規模改修、風

連中央小学校の改築、智恵文小学校の改築に併せ

義務教育学校設置に向けた取組を進めるなど、財

政状況を勘案しながら進めているところです。現

状の課題といたしましては、学校施設整備を進め

ている一方で名寄市街地区の名寄中学校、名寄東

中学校は旧耐震構造であり、早急な施設整備が必

要となっていることや耐震化されている学校施設

でも２０年以上経過している施設もあることから、

適切な維持補修や大規模改修など長寿命化を視野

に入れた整備が必要となっております。お尋ねの

今後の学校施設整備の方向性についてですが、旧

耐震構造の名寄中学校と名寄東中学校は、整備の

方向性を検討する上で外観調査だけでは不十分な

ことから、今年度耐力度調査を実施しており、そ

の結果を基に改築や耐震補強等の具体的な整備方

針を検討いたします。また、その他の学校施設整

備については、個別施設計画として本年３月に策

定した名寄市学校施設長寿命化計画を基本に従来

のような事後保全的な手法から予防保全的な手法

である長寿命化改修へ転換し、計画的な機能回復

や暑さ対策など時代のニーズに応じた機能向上を

図ってまいります。

次に、小項目２、公営住宅についてお答えいた

します。市営住宅は、公営住宅法の目的に基づい

た健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備

し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低

廉な家賃で賃貸するもので、本市においてもこの

目的にのっとり市営住宅の供給、管理を行ってお

ります。市営住宅の空き家の状況でありますが、

令和３年８月末時点で市営住宅の管理戸数は８１

１戸、そのうち５５１戸に入居しており、政策空

き家としているものを除き供給可能な一般空き家

は８３戸になります。初めに、既存の市営住宅の

空き家対策については、応募倍率の状況や入居希

望の問合せなどの需要に応じて修繕を行い、現在

は公募する住宅を増やしながら空き家の解消に努

めております。また、今後空き家となる現在施工

中の栄町５５団地の２棟については、市営住宅の

役目を終え、現時点では将来的に廃止する考えで

おります。

次に、高齢者や介護が必要な方などのための買

物や医療施設に近く、利便性の高い町中への高齢

者公営住宅の必要性につきましては、まず維持管

理や整備方針を定めた名寄市公営住宅等長寿命化

計画では令和８年度に管理戸数を現在の８１１戸

から７６０戸程度とする目標を掲げています。こ

のため、計画に基づき長寿命化事業や建て替え事

業を実施する中で戸数の縮減に取り組んでいるた

め、新規に町中公営住宅を整備する予定は持ち合

わせておりません。また、高齢者や介護が必要な

方など特定の方の入居を目的とした公営住宅の整

備も今のところ計画の予定はありませんので、御

理解願います。なお、町中への対応例としまして

は、瑞生団地の建て替え事業に当たり建て替え場

所の検討に現地か移転かという候補を選択する際
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にまちなか居住を推進する施策などと連携し、利

便性が高まる区域となる立地適正化計画の居住誘

導区域内での移転を決め、整備を進めているとこ

ろです。また、高齢者対応につきましては現在管

理中の市営住宅の中で高齢化に対応したバリアフ

リー住宅や生活相談などの見守り支援があるシル

バーハウジング住宅といった高齢者が自活して生

活できるための整備が整う住宅を供給しており、

引き続き管理を行ってまいります。

最後に、市営住宅の今後の方向性につきまして

は人口減少社会、少子高齢化といった状況下にお

いて、とりわけ高齢者の住まいについては家族構

成や生活環境の変化といった居住ニーズの高度化

と高齢による心身の具合や程度による多様化が求

められています。これに応えるためには行政が運

営する賃貸住宅である公営住宅だけでは対応が難

しく、民間市場によるサービス付高齢者専用住宅

や有料老人ホームなどでの対応も効果的であると

考えます。このようなことから、民間市場が適切

に機能するためにも公営住宅の果たすべき役割と

しましては公営住宅法の目的に基づいた住宅に困

窮されている低額所得者への住宅を提供すること

を第一に住宅供給を今後も継続する考えでおりま

す。

次に、小項目３、庁舎の考え方についてお答え

します。本市の庁舎は名寄庁舎が昭和４３年、風

連庁舎が昭和５５年に建設され、ともに昭和５６

年の新耐震基準導入前の構造となっています。そ

れぞれ平成１４年と平成２２年に耐震診断を実施

し、耐震改修工事の実施について検討を行った経

緯がありますが、当面は災害時における業務継続

方法や施設利用者の安全確保などについて検討を

進めることとし、耐震化は見送ってきているとこ

ろであります。大規模災害時における災害対策本

部設置の考え方については、名寄市業務継続計画

において名寄庁舎が被災し、使用できなくなった

場合を想定し、優先的に実施すべき業務を特定す

るとともに、業務の執行体制や対応手順などを定

めているところですが、その際災害対策本部は風

連庁舎、または駅前交流プラザよろーなを代替施

設として設置することとしています。本年３月策

定しました名寄市公共施設個別施設計画において

は、劣化状況の評価を行い、老朽化と耐震性が課

題であるとした上で、当面は利用者に支障が出な

いよう必要に応じた機能維持と長寿命化を図るこ

ととしているところです。今後の庁舎の在り方に

ついては、重要な課題の一つであることから、時

間をかけた慎重な議論が必要と認識しており、さ

らに有利な財源措置もない状況の中では名寄市総

合計画（第２次）における庁舎建て替えは難しい

ものと考えているところです。また、議員がおっ

しゃるとおり、気温上昇による暑さ対策やデジタ

ル化の対応が求められている状況です。暑さ対策

については、山崎議員にも答弁させていただきま

したとおり、市内公共施設のエアコンの設置状況

を調査するとともに、今後設置が必要な施設につ

いて協議を進めてまいります。庁舎のデジタル化

につきましては、新型コロナウイルス感染症対策

によりオンライン会議が急増している状況にあり、

各会議室へ無線回線設置が急務となっています。

これらの新たな課題にも対応できるよう新年度予

算において庁舎の環境整備に向けた協議を進めて

まいりたいと考えています。

次に、小項目４、公共施設等再配置計画につい

てお答えします。本市では、平成２８年に公共施

設の具体的な縮減目標を掲げた名寄市公共施設等

総合管理計画を策定するとともに、令和２年には

コンパクトシティーを目指して都市機能誘導区域

と居住誘導区域を定めた名寄市立地適正化計画を

策定しております。さらに、昨年度末には各公共

施設のカルテ、データベースとなり得る名寄市公

共施設個別施設計画を策定しました。今回策定す

る名寄市公共施設等再配置計画につきましては、

将来的な人口減少や社会変化に対応した公共施設

の機能、規模、統廃合、複合化などの方策や次期

配置を具体的に示すことでこれまでの計画をさら
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に推進していくためのロードマップとして市民の

皆様がまちの将来像をイメージできるような計画

を策定します。計画の期間につきましては、社会

情勢の大きな変化や建物の寿命、機能の見直し、

世代の入れ替わりなどを一くくりと考え、３０年

とし、３０年の期間を短期、中期、長期の３つの

フェーズに分け、検討します。短期については具

体的な立地や機能などを検討することとし、中期

以降については人口減少の推移や時代背景に合わ

せ柔軟に対応できる計画とします。計画の短期で

検討する対象施設につきましては、老朽化が著し

く、今後の方向性が急がれる市立図書館、児童セ

ンターに加え、大学学生寮、生活支援ハウス、ワ

ーケーション施設などを想定しております。配置

場所につきましては、立地適正化計画で定めた都

市機能誘導区域内の公有地のみならず、民有地や

遊休地の利活用含めてコンサルの知見をお借りす

るとともに、これまで各種団体などからいただい

た提言なども参考にしながら計画に反映していき

たいと考えております。また、計画策定に当たっ

ては立地適正化計画策定時にアドバイザーとして

御指導いただき、本市の状況を把握していただい

ている専門家、有識者として北海道大学の森教授

にも今回もアドバイザーに御就任いただきました。

森教授には、計画策定全般にわたり御指導いただ

くとともに、必要に応じて市民の皆様などに向け

た御講演、御説明などをお願いしたいと考えてお

ります。現在各施設担当者や関係団体などへのヒ

アリングを終えており、今後利用者分析や今後の

人口減少、動態なども鑑み、様々な角度から検証

し、庁内の名寄市公共施設等再配置検討委員会で

の議論を経て、年度内の策定へ向けて進めてまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目の

２、名寄市の観光振興についてお答えいたします。

初めに、小項目の１、名寄市観光振興計画の達

成度と今後の課題について申し上げます。本市の

観光振興計画は平成２８年度に見直し、令和３年

度に１０年間の計画期間の最終年度を迎えます。

計画の目標値として総合計画のＫＰＩでもある観

光入り込み客数６１万６，２００人、外国人宿泊

延べ数１，６３５人泊を掲げ、これまでの推移と

しては観光入り込み客数は増減を繰り返しながら

平成２８年度４８万５，０００人からは減少傾向

にある一方で、外国人宿泊延べ数は台湾との交流

や平成２８年度に観光庁から認定された広域観光

周遊ルート、日本のてっぺん。きた北海道ルート。

の取組などの効果もあり、目標値を超え、平成２

８年度以降着実に増加し、令和元年度には過去最

高の２，１６０人泊を記録したものの、令和２年

度は新型コロナウイルス感染症の影響により大幅

な減少となっております。

本市の観光の課題としては、日本一をうたう雪

質や天塩川など本市の強みである良質な自然環境

を生かしたアウトドア観光を担うガイドなどの人

材の不足、大都市とのアクセス、知名度の低さや

情報発信力の弱さなどのほか、通過型観光が多い

ことなどがあり、特にコロナ禍における観光の在

り方について検討していかなければならないと考

えております。

次に、小項目の２、新型コロナウイルス感染症

の中での観光の在り方について申し上げます。令

和２年２月からの新型コロナウイルス感染症の拡

大は本市の観光にも甚大な影響を与え、国のＧｏ

Ｔｏ トラベル事業や北海道のどうみん割事業

などにより一時的に回復するものの、その後の緊

急事態宣言や蔓延防止等重点措置によりさらなる

打撃を受け、特に外国人観光客の入り込みは激減

しています。こうした状況の中、新型コロナウイ

ルス感染症の終息の度合いに応じて、例えばウィ

ズコロナ期には地元や近隣を旅するマイクロツー

リズムを推進し、アフターコロナ、ポストコロナ

と段階を踏まえて道内、道外、海外と徐々に対象

を広げながら本市の強みである豊かな自然環境を
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生かした取組などを進めていくことが重要であり、

回復するまでの間は入り込み体制などの準備など

を進める期間でもあると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目３、

社会教育について、小項目１、事業の取組につい

て申し上げます。

本市の社会教育事業につきましては、毎年度策

定する名寄市社会教育推進計画に基づき実施して

おります。生涯学習社会の形成では、市民が生涯

にわたって主体的に学習し、心豊かな人生を送る

ことができるよう市民講座や公民館講座の実施、

ピヤシリ大学や瑞生大学、友朋学級の高齢者大学

等の開設運営、より身近な学習の場となる公民館

分館事業の支援などを実施しているほか、昨年か

らは市内７つの学校運営協議会に設置された地域

学校協働本部において地域と学校が連携する活動

を支援しております。家庭教育の推進では、家庭

における教育力の向上を図るため幼稚園と連携し

た２つの家庭教育学級の開設や家庭教育学級合同

研修会などを行っております。青少年の健全育成

では、未来を担う青少年が心身ともに健やかに成

長し、社会の一員として人間性や社会性を身につ

けることができるようわくわく！体験交流会の実

施や野外体験学習事業へっちゃＬＡＮＤ、東京都

杉並区児童との都会っ子交流事業などを行ってき

ております。地域文化の継承と創造では、市民が

感動や生きる喜びを感じ、創造力にあふれる豊か

な人生を送ることができるよう市民文化センター

ＥＮ―ＲＡＹホールやふうれん地域交流センター

を拠点とした舞台芸術公演の実施や文化芸術バス

ツアーなどを行ってきております。生涯スポーツ

の振興では、スポーツによる市民の健康づくりの

ため体育協会や総合型スポーツクラブの支援によ

りスポーツ教室の開催、Ｎスポーツコミッション

との連携による街なかウォーキングや街なか運動

会などを行っているところです。本市の社会教育

の特色として名寄、智恵文、風連、それぞれの地

区に公民館があることから、市民のニーズにより

身近な講座の開催や高齢者大学、学級もそれぞれ

の地区で実施しております。また、各公民館や高

齢者大学等では市内の社会教育施設と連携した取

組の実施や地域の歴史、文化を題材とした取組な

ども行っており、それぞれが特色の一つであると

考えております。

次に、小項目２、新型コロナウイルス感染症に

対応した事業推進について申し上げます。新型コ

ロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言がこ

れまで３度発出され、本市においてはその都度公

共施設の臨時休館を行い、感染拡大の防止に努め

てまいりました。臨時休館が明けた後は国、北海

道のガイドラインや本市新型コロナウイルス感染

症対策本部の対応方針、公民館における新型コロ

ナウイルス感染予防ガイドライン、劇場、音楽堂

等における新型コロナウイルス感染予防ガイドラ

インなどに沿った感染防止の取組を行い、事業を

実施してきたところです。今後においてもその時

々の感染状況により規模縮小や中止が避けられな

い場合もありますが、感染防止対策を徹底しなが

ら最大限でき得る方法を検討し、事業に取り組ん

でまいりたいと考えております。また、今年度か

らは一部の事業でオンラインによる動画配信の取

組を始めました。このことにより感染不安がなく、

自宅から気軽に参加することができると好評いた

だいております。こうしたオンラインによる事業

の実施とともに、これまで同様感染防止対策の徹

底を図りながら対面での事業実施により市民の生

涯学習機会の確保に努めてまいります。

次に、小項目３、生涯学習の在り方について申

し上げます。御承知のように、生涯学習の実現を

図るためには学校教育、家庭教育、そして社会教

育がそれぞれの目的と役割をしっかりと果たすこ

とが重要であります。とりわけ今後生涯にわたる

学びを行うためには、社会教育の果たす役割は極

めて重要になると考えております。生涯学習では
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集まり、学び、つなぐという３つの視点が重視さ

れております。市民講座などの機会に市民が集ま

り、そこで学び、参加者同士や講師などとつなが

ることにより今までと違った視点や発想により新

しい取組が生まれる可能性があります。本市では、

昨年度から７つの学校運営協議会で地域学校協働

活動の取組を始めたところです。学校と地域をつ

なぐ、児童生徒と市民をつなぐ地域学校協働活動

は、今後の生涯学習の推進において重要な取組に

なるものと考えております。市民の皆さんが生涯

にわたって主体的に学習し、充実した人生を送る

ことができるよう引き続き生涯学習の推進に努め

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 御答弁いただきま

したので、順次再質問させていただきます。

教育施設についてでございますけれども、ただ

いま名寄中学校、名寄東中学校施設整備事業とい

うことで今耐力度調査業務委託をしている最中で、

１０月１２日ということで、これが明けましてか

らの結果待ちということになるということをお知

らせいただいたところですけれども、近年本当に

急激な出生数というのですか、去年の出生数が１

６０人台とお聞きいたしました。また、コロナの

影響もあるのかなというふうには思うのですけれ

ども、今後王子マテリアの撤退など子供の数が減

少するということが危惧されております。一方、

校舎は計画に上がって改修するのか、修繕するの

か、そこら辺ちょっと分からないのですけれども、

校舎を４０年ぐらい、四十何年と今持っていると

ころなのですけれども、そこを踏まえた上で１校

になる可能性もあるのではないかということで市

民の方から問合せもあるところなのですけれども、

そこら辺の考え方についてお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 教育施設の考え方と

いうことで再質問いただいたかというふうに思っ

ております。議員のほうからも出生数が１６０人

台と減少している状況から今後の児童生徒の人数

についても非常に気になるところだというような

ことだというふうに思っているところでございま

す。ただ、学校配置というところを考える上で重

要な点といたしましては、１つ目といたしまして

学校というのはすごく地域社会にとって身近な公

共施設でございますので、様々な地域活動にも利

用されているところでございます。さらに、２つ

目につきましては、郊外農村地域にとっては地域

コミュニティーですとか、あと地域と学校との関

係が非常に密接でございますので、それぞれ地域

の実情に応じまして学校配置については当然検討

していく必要があると考えているところでござい

ます。お話しさせてもらったとおり、学校という

のはすごく地域と密接でありますので、これまで

も学校の配置を考える上では地域の皆様方からの

御意見伺いながら統廃合がある場合は進めてきて

おりますので、御理解していただければと思って

いるところでございます。単純に児童生徒数が減

少したからといって、それだけの理由だけで進め

るということではなくて、地域と十分に意見交換

をしながら考えていく必要があるものというふう

にこちらのほうでは認識しているところでござい

ます。ただ、いずれにしても先ほど議員のほうか

らもお話ありました出生数の数から児童生徒数が

少なくなるというのは現実でございますので、そ

ういったところはやはりこれからの校舎を考える

上での一つの指標といいますか、指針といいまし

ょうか、そういうことにはどうしてもつながって

くるものだとも考えています。そういったところ

も考えながら我々のほうも検討のほうはさせてい

ただきたいなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 後からの社会教育

とか地域コミュニティーでも再度質問させていた
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だきたいというふうに思いますけれども、そこの

学校がなくなることによって地域コミュニティー

の衰退ということを前回教育長もおっしゃってい

たように思いますので、地域の方たちと十分な話

合いをする中で、名寄市にとって中学校の在り方

がどのような形が一番いいのか、やはり十分に話

し合って進めていっていただきたいというふうに

考えております。

公営住宅については、高齢者公営住宅というこ

とで質問させていただいたのですけれども、考え

はないということで、たくさんあるので、縮小の

方向に進んでいるのかなというような御答弁だっ

たというふうに思います。また、ほかの民間だと

か高齢者施設を利用する考え方も示されたところ

でございますけれども、空きがあるということで、

１５日の三浦議員の答弁の中で市営住宅は管理戸

数８１１戸で、このうち２６０戸は空き家と。そ

して、集約を含めた改修、解体、用途廃止など縮

減に取り組んでいるほか、別な公共施設としての

活用も検討する予定というふうに答弁なされたか

というふうに思うのですけれども、別な公共施設

としての活用というのはどういうことを指すのか

教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 過日三浦議員の

質問のときに回答させていただいた部分なのです

けれども、今公営住宅の空き家、直しながら使っ

ているということなのですけれども、それ以外に

栄町５５団地というところは５棟ある住戸を今３

棟に住み替えなど進めさせていただきながら整備

をしているところなのですけれども、２棟まるっ

と空いてくるというような形になるものですから、

そこの部分については公営住宅としての用途とし

ては将来的に用途廃止をしてしまうと公営住宅と

いう財産から今度一般財産というふうにもなって

きますので、私どもとしては一義的には公営住宅

でないのであれば解体ということも検討しますけ

れども、そこはやはり全庁的に少し考え方、利活

用を含めて検討する余地は残っているのではない

かなということで、そのような答弁とさせていた

だいた次第です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 分かりました。

８１１戸で２６０の空き家、今使用できる８８

戸が募集中ということで、やはり住んでいる方か

らよくお声を聞くのですけれども、空いているけ

れども、もったいないねと、収入になるのだよね

と、名寄市、財政大変なのだよねということをよ

く言われるところなのです。空いているので、誰

か大学生に入ってもらったらいいのではないのと

か移住された方とか高齢者が冬の間だけでも入れ

るとか、そういうこともよく言われるところなの

ですけれども、先ほど言われた公営住宅法の目的

外使用ということで、随分厳しいのかなというふ

うに思っているのですけれども、札幌市とかでも

何か公営住宅で大学生が入居したというの、ちょ

っと古い情報になるのですけれども、あると思う

のですけれども、公営住宅法の目的外使用につい

て教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） それでは、続き

まして公営住宅の空き家対策としての目的外使用

という視点でちょっとお答えをしていきたいと思

います。

この間も議会において春にも目的外使用の関係、

札幌ではそのような形で大学生を入居させて、地

域のコミュニティーですとかに参加するだとか除

雪をするということで、目的外ということで進め

られている部分もあるというふうに聞き及んでは

ございます。まず、公営住宅、本来の入居対象者

の入居を阻害しないということが私どもも第一義

的に考えてございます。適正かつ合理的な管理に

支障のない範囲で公営住宅法で規定する公営住宅

の使用に関するもののほか、ここが目的外になる

のですけれども、大臣承認を得た上で目的外使用

することができるというふうにはなってございま
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す。では、その中身なのですけれども、法令や国

の通知でも目的外の場合につきましては対象者を

具体的に明示してございます。例えば社会福祉法

人などで行うグループホーム事業ですとか高齢者

向け優良賃貸住宅、外国人留学生のほかＤＶの被

害者、犯罪被害者など緊急に住居を確保する必要

がある低額所得者、ここ公営住宅と一緒なのです

けれども、については弾力的な運用を行うよう国

が認めているものでございます。また、このほか

にも一時入居を認めるものといたしましては、火

災などで災害により住宅を焼失した方も受入れが

可能というふうになってございます。このほかに

も若年の単身世帯、Ｕターンなど地域対応活用に

より居住の安定が必要な者に対する場合も可能で

あるというふうにはなってございますけれども、

実施目的など活用計画を策定をして、大臣の承認

を得るというふうに、よって住宅を活用すること

が可能となるということなので、その辺りの条件

が整えば目的外も対応できるものと考えてはおり

ます。このため、目的外使用する場合におきまし

ても私ども住宅管理者といたしましては公営住宅

の応募状況ですとか空き家の戸数などを勘案しな

がら、目的外使用をしても本来の入居者の対象者

を阻害することのないような形を一番最初に考え

るわけなのですけれども、対応可能な住宅とその

数を選定しながら進めていかなければならないと

いうことでございます。また、私ども住宅を管理

している部署以外で住宅困窮者などの住まいの施

策などの方針というのが具体的に出てこなければ

適用することは難しいのではないかなというふう

に考えているところです。これまでも議会でお答

えしていますように、この目的外という選択肢、

あるというふうな部分で検討はしているのですけ

れども、現段階では本来の公営住宅としての目的

を基本に住宅に困窮されている低額所得者への提

供を第一に考えて取り組んでまいりたいというふ

うに考えていますので、御理解願いたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） なかなか難しいと

ころがあるのだなというのは理解したのですけれ

ども、何とかそこでももう少し勉強して、使える

ようにならないかということで、また次回に譲り

たいというふうに思います。

庁舎の関係なのですけれども、今回名寄市も本

庁舎整備に係る起債制度創設を要望する会に加盟

されておりますけれども、その活動内容について

お知らせしていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 本庁舎整備に係る起

債制度創設を要望する会についての御質問だとい

うことでございます。この会につきまして、本年

４月に設立されたばかりの会でありまして、市民

の安全、安心を守るための防災拠点であります本

庁舎、庁舎の建て替えについて新たな起債制度の

創設を期することを目的としている会でございま

す。会員は道内９市で構成されておりまして、い

ずれの市も庁舎が新耐震基準を満たしていない状

況であります。会長と事務局を兼ねております江

別市が声かけ人となって本年２月にオンラインで

設立準備会が開催され、本市としても趣旨に賛同

して加盟したというものでございます。活動につ

きまして、本年度総務大臣をはじめ国会議員に要

望活動を実施したというところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本庁舎に対しては

有利な起債があれば何とかしたいという気持ちが

あるのかなというふうに受け取ったのですけれど

も、非常に高額になりますし、基金も先ほど佐藤

議員のほうから積んでいるところだということな

のですけれども、やはりいろいろな面で考えたと

きに今回の総合計画（第２次）には上がってきて

いないということなのですけれども、今後どのぐ

らいのスパンで考えていくのか今からやっぱり考

えていく、在り方については議論していかなけれ
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ばならないというふうに思いますけれども、そこ

ら辺についてのお考え、お知らせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 公共施設につきまし

て様々な老朽化している施設がありまして、優先

順位といいますか、近いうちにやらなければなら

ないという部分も今出てきているところでありま

す。本年３月ですか、策定した公共施設の個別施

設計画の中で今後の施設方針ということで、基本

的な方針としては両庁舎とも維持補修と。具体的

な内容としては、現状利用者に支障が出ないよう

日常的に点検を実施し、必要に応じた修繕により

施設で機能維持、長寿命化を図るということとし

ておりますので、当面はこの基本的方針で整備を

進めてまいりたいと考えておりますので、御理解

よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） やはり長寿命化と

いうことで大変努力なさっているというふうには

思うのですけれども、庁舎も風連と名寄と２つあ

りますし、今後１つにするのかという市民の声も

ありますけれども、そこら辺の考えについてお聞

かせいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 両庁舎の部分で御質

問ございました。今現状においてその部分につい

て特別な議論しておりませんので、お答えちょっ

とできない部分、御理解いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 加藤市長はどのよ

うに考えているかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 立地適正化計画の中でも

庁舎の今後の在り方については少し触れられてい

るところでありまして、今後もし建て替えるとい

うことであれば都市機能誘導区域に立地すること

が望ましいであろうということは書かれていると

いうことであります。２つの庁舎をどうしていく

かということ等はまだまだこれから議論の余地が

あろうと思いますけれども、当然老朽化している

施設でありますので、いずれは何らかの形で手を

加えていかなければならない施設だというふうに

思います。今後とも市民の皆さんと議論を継続し

ていく中で庁舎の在り方については議論を深めて

まいりたいというふうに考えているところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ市民の方の意

見を聞きながら進めていっていただきたいという

ふうに考えております。

４番目の公共施設等再配置計画でございますけ

れども、市立図書館、児童センター、大学寮、生

活支援ハウス、ワーケーションスペースというこ

とで出てきているわけでございますけれども、こ

れいつ頃までにどのような形って、先ほど説明し

ていただいたのですけれども、もう少し詳しく教

えていただきたいなというふうに思うのですけれ

ども。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） どうぞ。

〇１２番（高野美枝子議員） 各施設がいつ頃ど

のような形で出来上がるのかということお聞きし

たいのですけれども。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回明示してい

る施設については、老朽化が激しい、答弁したと

おりなのですけれども、生活支援ハウスや学生寮

については昨年のローリング結果ということでま

とめた資料で新規事業として提示させていただい

ていた事業、建物が今回再配置計画の中で具体的

に落としていくということになりますが、それぞ

れの施設がいつまでにという具体的なものは全く

持ち合わせていなくて、これからつくっていくと

いうことで、当然都市機能誘導区域の中には公有

地というのが、南広場がメインなのですけれども、
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それ以外なかなかないような状況でありますので、

ある意味民有地も視野に入れながらこのエリアを

どうしていくのかといったものを森先生の力も借

りながらしっかりとつくっていきますよというこ

とになっておりますので、個別にどうしていくか

というものは今持ち合わせていないということで

すので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 先ほど御答弁いた

だいたとおりの答弁、ありがとうございます。そ

ういうことで非常に期待をしているところなので

すけれども、まだそこまでの状況だということは

理解いたしました。

次に、公共施設等総合管理計画については令和

３年度で国のほうから一回見直しの時期だという

こと、橋本副市長が３月の定例会でおっしゃって

いたように思うのですけれども、公共施設の総合

管理計画見直しになるのかどうかお聞きしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 国のほうからお答えし

たとおり、令和３年度見直しというところで一区

切りのスパンということで恐らく来ているという

ことでありますが、結構私どもの公共施設につい

て再配置検討委員の中でのもの、それから義務教

育施設のもの、ちょっとふくそうしてきておりま

すので、順序としてはしっかりと立地適正化計画

の中での公共施設の再配置を、まずこれをつくり

上げること、並行して今年度の後半ぐらいからそ

この部分がどういう形でやれるか、そういうよう

な工程を考えております。ただ、いずれにせよ非

常に大きな課題です、この老朽化施設をどうして

いくかについては。ですので、ちょっと立地適正

化の中での公共施設再配置のところをまずしっか

りと組み立てて、それに並行しながら総合管理計

画、あるいは義務教の関係、場合によってはその

ほか施設もあるかと思います。今後何年かかけて

収れんしていきますけれども、中間では必ずこう

いう状況ですということで御報告させていただく

とともに、いろんな議論もさせていただければと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） コロナの影響とか

人口減少だとか高齢化だとか、本当にいろいろな

問題を抱えながらの公共施設等総合管理計画だと

いうふうに思いますので、しっかりと取り組んで

いただくことをお願いしたいと思います。

次に、名寄市の観光振興についてお尋ねいたし

ます。市政報告の中でこれまでアンケート調査を

実施し、８月１９日に会議を持ったとの市長から

の報告がございました。その内容についてお聞か

せいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 市民アンケート

について御質問いただきました。この市民アンケ

ートは、次期計画の策定委員会、これ市民、有識

者、庁内関係者で組織されておりますが、この中

でお諮りをして、内容を検討してまいりました。

７月の広報でお知らせをしまして、スマートフォ

ンでも、あるいはアンケート用紙に直接記入して

でもお答えいただけるように工夫をさせていただ

きまして、７月１日から２６日までを期間として

おりましたが、統計的に有意な回答数を得るため

に８月５日まで延長させていただきました。約５

００件の回答をいただいたところです。この市民

アンケート含めましてさらに幾つかの調査を実施、

あるいはこれからする予定としております。それ

は、本市の観光振興にふさわしい計画となるよう

に新たな指標ですとか目標値を定めたいと思って

おって、調査、分析なども専門の業者に委託しま

して、策定委員会に諮りながら調査をするのです

けれども、この複数の調査の結果を総合的に評価

をして、この計画を策定するということにしてい

ることから、調査がまとまった段階でその内容に

ついてはお知らせをしたいと考えておりますので、

御理解いただければと思います。
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なお、調査の結果は全ての調査の結果を計画の

最後に資料編といったような形でまとめてお知ら

せはすることにはしておりますので、併せて御理

解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） これからの計画で、

来年３月ということで、そのような状況であると

いうのは理解いたしました。観光資源として望湖

台とか、北海道の連携による観光事業だとか、先

ほどおっしゃっていました雪だとか、今木星が見

えています天文台の活用とか、やはり通過型では

なくて、滞在型の市民に寄り添った、そんな観光

計画であるというふうにあればいいかなというふ

うに思いますし、またこの地域、釣りが、川釣り

も海釣りも非常に場所もいいところだというふう

に評価もされているともお聞きしています。農産

物も非常においしいので、やはり泊まっていただ

いて、経済を活性化するような、そんな計画を立

てていただきたいなというふうに思います。

次、社会教育についてお尋ねいたします。今後

開催される予定の事業についてお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 社会教育についての

再度の質問ということで、今後開催される予定の

事業についてというような御質問だったかと思い

ます。例えば青少年の健全育成であればこれから

フットサル大会なんかも予定していますし、地域

文化の継承と創造のところでは名寄市民文化祭が

１１月３日に、風連の文化祭については１１月２

日、３日に開催を今予定しているところでござい

ます。さらに、生涯スポーツの振興といたしまし

ては、Ｎスポとの連携によりまして様々なスポー

ツイベントのほうも予定されております。また、

生涯学習社会の形成のところでいきますと、今年

度様々な分野におきまして名寄を体験するまるご

と体験！エンレイ・カレッジとして開催を今考え

ている最中でございます。それぞれ地域の歴史で

すとか文化を知ることができるような講座のほう

を今開催していきたいというふうにして担当のほ

うも準備進めておりますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） コロナ禍の中で感

染対策をして、いろいろな事業に取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思います。私も機会

あるごとに各種講座に参加させていただいており

ます。地域の歴史や流れを知ることができ、その

時代を生きた人生の先輩にお会いすることもあり

ます。誰もが生きがいと居場所があり、学ぶこと

ができる、そして仲間を誘い、地域につなげる、

そんな姿も見てきました。すばらしいキャリアを

お持ちの方もいらっしゃいますし、その豊富な経

験を地域や子供たちに還元する人材バンク、また

はアドバイザーとして教えることによって生きが

いにつながり、地域文化の継承、御本人はいつま

でも元気で長生きができるという、そういう生涯

学習、社会教育であればいいなというふうに思っ

ております。前回教育長の熱い思いをお聞きしま

した。生涯学習は今町内会の担い手不足だとか、

やっぱり地域コミュニティーの衰退だとか、学校

を中心としていたコミュニティーがなかなか醸成

されていっていない、受け継がれていっていない。

智恵文では地域学校ということで道教委から指導

されまして、いろんな取組を元気に行っていると

ころですが、なかなかコロナ禍で進んでいかない

というところで、じぐじたる思いをしているとこ

ろなのですけれども、やはりこの地域を元気にす

る、高齢者から、子供から、お母さんから、お父

さんから。その意味で社会教育、生涯学習が非常

に重要であるというふうに思うのですけれども、

加藤市長におかれましては生涯学習、社会教育に

ついてはどのようにお考えになるかお聞きしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ありがとうございます。

まちづくりの主役は市民であり、そこに住む市民
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が、人がやはり活性化するというか、活力を持っ

て、この地域に愛着を持って主体的に活動してい

くということがこの地域のエネルギーとなってい

くのでありましょう。そのためには今議員がおっ

しゃられる生涯学習、あるいは社会教育というの

は極めて重要でありまして、そうした皆さんをさ

らに意識を醸成していくために、まちづくりのま

さに肝になるのではないかというふうに思います。

先ほど木村部長からもお話がありましたけれども、

その中でも今いわゆるコミュニティ・スクール、

地域学校協働活動がこれから大きな核となり、ま

た私も期待をしているところであります。人とい

うのは突き詰めていくとやっぱり子供たちであっ

て、子供たちがこの名寄に誇りを持って、愛着を

持って主体的に活動する。そうした子供たちが育

まれるということが持続可能なまちづくりにつな

がっていくし、そのことが地域の大人たちたくさ

ん関わっていくということに地域の皆さんもやり

がいを持っていくでしょうし、一緒に学んでいく

ということで、また新たな気づきや政策やまちづ

くりの施策も生まれていくのではないかというふ

うに思います。そうした意味では今それぞれの学

校協働活動がスタートして、コーディネーターが

配置をされたということでありますけれども、こ

のコーディネーター機能も極めて重要、強化をし

ていかなければならないというふうにも思います

し、コミュニティーの話が出てきまして、町内会

がなかなか今厳しいと言っている中で、町内会の

果たす役割は絶対あるのだけれども、しかし学校

協働活動、学校単位の地域にそうした町内会がで

きないものの受皿になっていくという可能性もあ

るのではないかというふうにも思っています。た

だ、大事なことはこれはやはり押しつけになって

はいけないのであって、地域の中で自発的にそう

した動きをしていこうという中で１つでも２つで

も学校協働活動の中で新しい息吹が、活動が生ま

れてくればいいのかなというふうに思っていまし

て、そうした活動をぜひ、教育委員会もそうです

けれども、市長部局も一緒になってバックアップ

をしていきたいというふうに考えているところで

ございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 世界中がというの

ですか、本当に閉塞感で、行き場のない怒りとか

苦しみとか悩みとか、そういう中でやはりできる

ことからやっていく、そして社会教育に希望を持

って、この名寄の地の皆さんが生き生きと自分の

居場所がある、出番がある、そんな地域をつくっ

ていただきたいというふうに思いますし、いろい

ろ本当にたくさんの計画をつくっていただいて、

そのことを大事にしながら皆さん、市民の声を聞

きながら進めていっていただきたいと思います。

そして、この間市立総合病院をはじめ市役所の

皆さん、職員の皆さん、理事者の皆様、コロナワ

クチン対応に本当に一生懸命関わっていただきま

して、ありがとうございました。

これで質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 報告第１号

令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について、報告第２号 令和２年度決算に基づく

資金不足比率の報告について、以上２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 令和２年度

決算に基づく健全化判断比率の報告について及び

報告第２号 令和２年度決算に基づく資金不足比

率の報告について、一括して御報告を申し上げま

す。

報告第１号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第２号については同法第２２条第１項の規定に
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基づき令和２年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率を御報告申し上げるもので、細部

につきましては総務部長から説明をさせますので、

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を渡辺総務部

長。

〇総務部長（渡辺博史君） それでは、私から報

告第１号 令和２年度決算に基づく健全化判断比

率の報告について及び報告第２号 令和２年度決

算に基づく資金不足比率の報告について一括して

追加説明させていただきます。

配付いたしました資料の１ページをお開きくだ

さい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状況

（令和２年度決算）についてでありますが、実質

赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字が

発生していないことから、なし、バー表示、実質

公債費比率については前年度より０．５ポイント

増の９．７％、将来負担比率については７．０ポ

イント減の１９．３％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況（令和２年度決算）につ

いてであります。初めに、表の左上の欄は一般会

計等の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内訳

を記載しております。一般会計の実質収支は３億

８，０２０万３，０００円の黒字、市立大学特別

会計の実質収支はゼロ円となっており、分母であ

る標準財政規模に対する割合はマイナス２．９６

％で、実質的な赤字が発生していないことになり

ます。次に、表の右下を御覧ください。一般会計

等に加え、特別会計、企業会計など全ての会計を

対象とした連結実質赤字比率については、全ての

会計の実質収支を合計すると２０億１，３１７万

２，０００円の黒字となりました。この額が標準

財政規模に占める割合はマイナス１５．６７％に

なり、特別会計、企業会計を合わせた全ての会計

においても実質的な赤字が発生していないことに

なります。

３ページをお開きください。総括表③、実質公

債費比率の状況（令和２年度決算）についてであ

ります。実質公債費比率とは、一般会計の公債費

に加え特別会計や企業会計、一部事務組合などへ

の公債費に準じた繰出金や負担金などの合計額が

標準財政規模に占める割合をいい、直近の決算の

３か年平均を用います。令和２年度単年度では前

年度より１．４ポイント増の１１．０％、平成３

０年度から令和２年度の３か年平均では０．５ポ

イント増の９．７％になりました。主な要因とし

ましては、平成２８年度に借入れした大学図書館

整備事業や広域ごみ処理施設整備事業、名寄東小

学校校舎改修事業などの大型事業の地方債償還開

始により元利償還金の額が増加したことによるも

のです。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況（令和２年度決算）についてであり

ます。将来負担比率とは、地方債残高など一般会

計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政規

模に占める割合をいいます。令和２年度決算では、

前年度より７．０ポイント減の１９．３％となり

ました。上段の将来負担額は、地方債の現在高、

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等

繰入れ見込額、職員の退職手当負担見込額など将

来にわたって負担すべき金額を記載しています。

また、中段の充当可能財源等は、充当可能な基金

や公営住宅使用料等の特定歳入、将来にわたって

地方交付税で措置される基準財政需要額算入見込

額などを記載しています。将来負担比率が減少し

た主な要因は、各会計の地方債現在高の減少、職

員の年齢構成の変化による退職手当負担見込額の

減少が挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況を表しております。企

業会計である病院事業会計及び水道事業会計並び

に下水道事業会計の歳出相当の額は貸借対照表に

おける流動負債から翌年度償還の企業債等の額を

令和３年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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控除した金額を、また歳入相当の額については流

動資産の額をそれぞれ記載しており、その差額が

資金不足額となります。各会計とも歳入相当額が

歳出相当額を上回っているため資金不足額はマイ

ナスとなっており、資金不足比率はありません。

また、食肉センター事業特別会計についても歳

出歳入の決算額を記載しており、こちらも資金不

足は生じておりません。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） これより、報告第１号

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号外１件を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１８日から９月２

６日までの９日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１８日から９月２６日までの

９日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 三 浦 勝 秀

令和３年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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令 和 ３ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和３年９月２７日（月曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１１号 令和２年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１２号 令和２年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１３号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１４号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和２年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和２年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和２年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第１８号 令和２年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第１９号 令和２年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２１号 名寄市中小企業振興条

例の制定について

日程第４ 議案第２２号 財産の取得について

日程第５ 議案第２３号 財産の取得について

日程第６ 議案第２４号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第７ 議案第２５号 名寄市議会議員定数条

例の一部改正について

議案第２６号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第２７号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の一部改正

について

議案第２８号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第８ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 コロナ禍による厳し

い財政状況に対処し地方税財源の充実

を求める意見書

意見書案第３号 豪雪地帯対策特別措

置法の改正等に関する意見書

意見書案第４号 防災拠点となるべき

庁舎整備のための起債制度創設を求め

る意見書

意見書案第５号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

日程第９ 報告第３号 例月出納検査報告につい

て

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１１号 令和２年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

令和３年９月２７日（月曜日）第３回９月定例会・第５号
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別委員長報告）

議案第１２号 令和２年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１３号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１４号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和２年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和２年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和２年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第１８号 令和２年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第１９号 令和２年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２１号 名寄市中小企業振興条

例の制定について

日程第４ 議案第２２号 財産の取得について

日程第５ 議案第２３号 財産の取得について

日程第６ 議案第２４号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第７ 議案第２５号 名寄市議会議員定数条

例の一部改正について

議案第２６号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第２７号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の一部改正

について

議案第２８号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第８ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 コロナ禍による厳し

い財政状況に対処し地方税財源の充実

を求める意見書

意見書案第３号 豪雪地帯対策特別措

置法の改正等に関する意見書

意見書案第４号 防災拠点となるべき

庁舎整備のための起債制度創設を求め

る意見書

意見書案第５号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

日程第９ 報告第３号 例月出納検査報告につい

て

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員



－169－

令和３年９月２７日（月曜日）第３回９月定例会・第５号

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） ここで、富岡議員から

発言を求められておりますが、これを許可してよ

ろしいですか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

発言を許可いたします。

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 私が９月１６日に行い

ました一般質問において、大項目１、新型コロナ

ワクチン接種に関わっての再質問の中で誤解を招

きかねない発言がありました。つきましては、議

長において発言の内容を精査した上で会議録から

削除または訂正をいただきますようお願いを申し

上げます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） ただいま富岡議員から

の申出のとおり、会議規則第６５条の規定に基づ

き一般質問の発言内容について議長において精査

の上、削除または訂正したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、発言内容について精査の上、会議録か

ら削除または訂正をすることといたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 議案第１１

号 令和２年度名寄市一般会計決算の認定につい

て、議案第１２号 令和２年度名寄市国民健康保

険特別会計決算の認定について、議案第１３号

令和２年度名寄市介護保険特別会計決算の認定に

ついて、議案第１４号 令和２年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計決算の認定について、議案第

１５号 令和２年度名寄市後期高齢者医療特別会

計決算の認定について、議案第１６号 令和２年

度名寄市立大学特別会計決算の認定について、議

案第１７号 令和２年度名寄市病院事業会計決算

の認定について、議案第１８号 令和２年度名寄

市水道事業会計決算の認定について、議案第１９

号 令和２年度名寄市下水道事業会計決算の認定

について、以上９件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、山崎真由美委員長。

〇決算審査特別委員長（山崎真由美議員） 議長

より御指名をいただきましたので、今定例会で決

算審査特別委員会に付託されました議案第１１号

令和２年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１２号から議案第１６号までの各特別会計

決算の認定について、議案第１７号から議案第１

９号までの各事業会計決算の認定について、決算

審査特別委員会の審査経過と結果の御報告を申し

上げます。

第１回委員会は、８月３１日に開会し、直ちに

正副委員長の互選が行われ、委員長には私山崎真

由美が、副委員長には今村芳彦委員が選任される

とともに、審査日程を９月２１日、２２日、２４

日、２７日の４日間と定めました。

審査期間中は、市長をはじめ関係する職員の出

席を求めるとともに、必要な資料の要求などをし

た上で、各会派の代表による総括質疑並びに委員

の皆様による質疑を行い、慎重に審査を行いまし

た。

審査経過につきましては、本委員会は全議員を

もって構成された特別委員会でありますので、詳
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細な報告は省略させていただき、審査の結果のみ

を御報告申し上げますので、御了解願います。

本委員会に付託されました会計決算中、一般会

計及び国民健康保険特別会計については起立多数

により、その他の４特別会計、病院事業会計、水

道事業会計、下水道事業会計についてはいずれも

全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定い

たしました。

したがって、本委員会に付託されました各会計

決算につきましてはいずれも予算の執行が適正で

あったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

本委員会の開催中、運営に終始御協力をいただ

きました今村副委員長、丁寧な答弁をしていただ

きました理事者の皆様並びに連日慎重かつ熱心に

審査を尽くしていただきました委員の皆様にお礼

を申し上げますとともに、日程どおり予定を終え

ることができましたことに感謝申し上げ、報告を

終わります。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告がありました議案第１１号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会で審査をしておりますので、この際

質疑を省略し、直ちに採決を行います。

お諮りいたします。議案第１１号 令和２年度

名寄市一般会計決算の認定について委員長報告の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第１１号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１２号 令和２年度

名寄市国民健康保険特別会計決算の認定について

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第１２号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１３号 令和２年度

名寄市介護保険特別会計決算の認定についてから

議案第１９号 令和２年度名寄市下水道事業会計

決算の認定についてまでの７件について委員長報

告のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号から議案第１９号までの

７件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 議案第２１

号 名寄市中小企業振興条例の制定についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 名寄市中

小企業振興条例の制定について、提案の理由を申

し上げます。

本市は、これまで名寄市中小企業振興条例を制

定し、市内経済の発展と雇用環境の充実を図るた

めに同条例施行規則に基づき助成等の支援を行っ

てまいりました。近年経済のグローバル化、少子

高齢化の進行や人口減少社会の到来など中小企業

を取り巻く社会的、経済的環境が大きく変化をし、

本市においても経営者の高齢化、後継者不足など

中小企業の活力の低下が懸念をされております。

このような状況を乗り越えるためには、中小企業

が育つ社会環境が重要であり、未来を担う中小企

業の振興が本市の発展に欠かせないという認識を

皆が共有し、共に発展をし、意識を醸成をするこ

とが必要であることから、商工業振興に係る基本

的な理念や各機関、団体、市民等の責務や役割等

について規定をするために本条例を全部改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

令和３年９月２７日（月曜日）第３回９月定例会・第５号
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げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第２１号は、経済建設常任委員会に付託い

たします。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第２２

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、公共施設照明ＬＥＤ化事業に伴うＬＥ

Ｄ照明器具の賃貸借を行うものであり、公募型プ

ロポーザル方式により受託候補者を決定をし、現

地調査を行った結果、三井住友ファイナンス＆リ

ース株式会社から１億４，５０７万８，８００円

で提案を受け、これに消費税及び地方消費税１，

４５０万７，８８０円を加え１億５，９５８万６，

６８０円で契約を締結しようとするものでござい

ます。ＬＥＤ照明器具は、リース期間満了後本市

に所有権が移転されることになります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２３

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市立大学のコンピューター室で使

用しているシンクライアントシステムが令和３年

度をもって５年が経過をするため、経年劣化及び

遠隔授業への対応のため更新しようとするもので

あり、本年８月１７日に委託等業務審議委員会の

審議を経て、９月１４日に指名競争入札を実施を

し、４，２７０万円で東日本電信電話株式会社北

海道事業部に決定をいたしました。これに消費税

及び地方消費税４２７万円を加え４，６９７万円

で契約を締結しようとするものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第２４

号 令和３年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２４号 令和３年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策

に係る経費を補正しようとするものでありまして、

歳入歳出それぞれ１億８０５万４，０００円を追

加をし、予算総額を２２２億３０２万７，０００

円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。７款商工

費におきまして消費拡大支援事業補助金１億７４

５万円の追加は、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けている地域経済の活性化を図るため市内

店舗で利用できるプレミアム付商品券の発行事業

に対しまして補助しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして修学旅行・宿泊研修

バス等補助金６０万４，０００円の追加は、緊急

事態宣言が９月３０日まで延長され、今月下旬に

予定をしておりました市内小学校の修学旅行を延

期することとなったことから、延期によって発生

するキャンセル料を補助しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１７款道支

出金におきましてプレミアム付商品券発行支援事

業費補助金４，０００万円を計上したほか、１２

款地方交付税におきまして収支不足の６，８０５

万４，０００円を計上し、収支の調整を実施しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第２５

号 名寄市議会議員定数条例の一部改正について、

議案第２６号 名寄市議会委員会条例の一部改正

について、議案第２７号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の一部改正について、

議案第２８号 名寄市議会会議規則の一部改正に

ついて、以上４件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

塩田昌彦議員。

（１０番 川村 幸栄議員退席）

〇１４番（塩田昌彦議員） 議案第２５号 名寄

市議会議員定数条例の一部改正について、議案第

２６号 名寄市議会委員会条例の一部改正につい

て、議案第２７号 名寄市議会議員の議員報酬等

の特例に関する条例の一部改正について、議案第

２８号 名寄市議会会議規則の一部改正について、

一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、議会運営委員会において議会改革の協

議を進める中で優先検討項目の一つとしていた議

員定数の検討を終えたため、関係条例などの一部
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を改正しようとするものです。

改正の主な内容を説明いたします。まず、議案

第２５号 名寄市議会議員定数条例の一部改正に

ついてですが、名寄市議会は平成１８年３月の合

併当初在任特例を適用し、旧名寄市の議員２２人、

旧風連町の議員１４人、計３６人の議員でスター

トしました。合併後最初に行った平成１９年４月

の一般選挙から議員定数を２６人に、平成２３年

４月の一般選挙からは２０人に、そして平成２７

年４月の一般選挙からは１８人とし、現在に至っ

ているところですが、前任期も本市議会では議会

改革調査特別委員会で議員定数の見直しについて

協議が行われてきたことは御承知のとおりです。

その後今任期に入り、議長から議会運営委員会に

対し次期改選期に向けて議員定数の在り方などに

ついて諮問があり、議会運営委員会では議会基本

条例に基づき慎重に議論を行うとともに、市民の

皆様の御意見を参考にするため、昨年１０月に名

寄市議会に関する市民アンケートを実施し、その

調査結果も踏まえ議員定数を２人削減するという

方向性を出しました。また、今年７月に名寄地区

及び風連地区の各１会場で行った議会と市民との

意見交換会では、議員定数の削減により市民の皆

様の声が市政に反映されにくくなることなどを懸

念する声もありましたが、引き続き真摯に議論を

重ねた結果、今後議員一人一人が日々の研さん、

資質の向上に努めるとともに、議会活動などに注

力することでより効率的な議会運営と市民意見の

反映を目指し、公布の日以後に執行となる一般選

挙から議員定数を１６人にすることを本委員会の

結論と決定しましたので、本条例の一部を改正し

ようとするものです。

次に、議案第２６号 名寄市議会委員会条例の

一部改正については、議員定数を次の市議会議員

一般選挙から１６人とすることに伴い、市民福祉

常任委員会及び経済建設常任委員会の定数を６人

から５人に、議会運営委員会の定数を８人から７

人に改めるとともに、議長はその職責を勘案し、

議会の同意を得て常任委員会の委員を辞退するこ

とができるようにするため、本条例の一部を改正

しようとするものです。

次に、議案第２７号 名寄市議会議員の議員報

酬等の特例に関する条例の一部改正については、

議会活動ができない期間に応じ議員報酬を減額し

て支給する場合の計算方法などの規定について見

直し、文言整理を行うため、本条例の一部を改正

しようとするものです。

議案第２８号 名寄市議会会議規則の一部改正

については、本年５月１日から会議録検索システ

ムの運用を開始したことに伴い会議録の配付先を

変更したため、会議規則の一部を改正しようとす

るものです。

以上、４件の提案理由とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第２５号外３件は、質疑、委員会付託を省

略し、直ちに採決することに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

（１０番 川村 幸栄議員着席）

〇議長（東 千春議員） 議案第２７号は原案の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 意見書案第

１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書、意見書案第２号

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書、意見書案第３号 豪雪

地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書、意

見書案第４号 防災拠点となるべき庁舎整備のた

めの起債制度創設を求める意見書、意見書案第５

号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する

意見書、以上５件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外４件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 報告第３号

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件につきましては、報告書がお手元に配付さ

れておりますので、これをもって御了承をお願い

いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２７分

再開 午後 １時２８分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第１０ 閉会中継続審査（調査）の申し出

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和３年第３回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時２８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠

署名議員 今 村 芳 彦

令和３年９月２７日（月曜日）第３回９月定例会・第５号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和３年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐久間 誠 １ 総合計画（第２次）中期基本計画の達成度と今後の展開について

（Ｐ ２６） (1) ＫＰＩ指標における特徴と事業費について

(2) コロナの影響等による総合計画見直しの方向性について

２ 高校の魅力化推進に関わる地域構想の現状について

(1) 魅力化推進委員会と統合推進委員会の議論状況について

(2) 既存周辺施設（名農キャンパス・圃場、緑丘遊水地）を生かした

環境整備について

(3) 名寄高校キャンパスの今後の増改築計画について

３ 脱炭素社会を目指す本市の姿勢について

(1) 国の動き、北海道の動きと本市としての考え方について

(2) 再生可能エネルギーへの転換をどの様に構築するか

２ 東 川 孝 義 １ 持続的なまちづくりに向けて

（Ｐ ３６） (1) 市民主体のまちづくりに向けて

(2) 市民と行政のパートナーシップ構築に向けて

(3) 自主的な市民活動の拡充に向けて

２ 王子マテリア（株）名寄工場跡地活用について

(1) 名寄工場生産品集約による地域への影響について

(2) 関連会社を含めた従業員の動向について

(3) 跡地利用に関する考え方について

３ 遠 藤 隆 男 １ 安全安心なまちづくりについて

（Ｐ ４８） (1) 防災対策の充実について

(2) 名寄市防災マップの改定について

(3) 介護老人福祉施設等における災害対策について

２ 高齢者福祉の充実について

(1) 在宅生活を継続するための支援・サービスについて

令 和 ３ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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４ 清 水 一 夫 １ 防災について

（Ｐ ５６） (1) 令和３年度名寄市防災訓練について

(2) 無名川の改修について

５ 三 浦 勝 秀 １ 空き家対策について

（Ｐ ６３） (1) 名寄市における空き家の現状と課題について

(2) 特定空家等への対応について

(3) 市営住宅の空き家について

２ コロナ禍における地域経済対策について

(1) 名寄市内の経済状況について

(2) ウィズコロナ時代を見据えた地域経済について

６ 塩 田 昌 彦 １ 中小企業の振興について

（Ｐ ７４） (1) 名寄市中小企業振興条例の見直しにかかわって

(2) 名寄市はばたく中小企業基本計画（案）の条例化に併せた、施行

規則等の見直しについて

(3) 名寄市中小企業振興審議会から答申を受けた、名寄市はばたく中

小企業基本計画（案）の取り扱いについて

２ 新型コロナウイルス感染症予防対策について

(1) 緊急事態宣言の発出に伴う名寄市の対応について

(2) 学校に携わる教職員及び１２歳から１５歳の小中学生へのワクチ

ン接種について

(3) 学校における感染対策について

３ 名寄公園の維持管理について

(1) 公園内の森の保護を目的としたアリに関する実態調査について

７ 高 橋 伸 典 １ 企業版ふるさと納税のさらなる活用について

（Ｐ ８３） (1) 考え方と取り組みについて

２ 移住促進対策について

(1) 名寄市移住促進協議会の現状の課題と今後の取り組みについて

(2) 関係人口の創出に向けた今後の取り組み状況について

(3) 名寄市移住支援金の利用促進について

３ 自立と社会参加を妨げる障壁の除去について

(1) ユニバーサルデザインの考え方と取り組みについて
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８ 富 岡 達 彦 １ 新型コロナワクチン接種にかかわって

（Ｐ ９１） (1) これまでのワクチン接種の進捗状況と副反応について

(2) １２歳から１５歳、１６歳以上の若者世代へのワクチン接種の考

え方について

(3) ３回目接種と異種ワクチン交差接種の考え方について

(4) ワクチンハラスメントやワクチン差別の防止について

２ 学校教育のＩＣＴ化、ＧＩＧＡスクール構想にかかわって

(1) ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた環境整備と端末配備状況に

ついて

(2) ＧＩＧＡスクール構想に適したソフト面としての教材やカリキュ

ラムについて

(3) ＩＣＴ環境整備による児童・生徒の心身に与える影響について

３ 地域公共交通網形成計画と物流拠点化にかかわって

(1) 名寄市地域公共交通網形成計画の中間年に当たって

(2) 名寄版ＭａａＳの導入に向けた可能性について

(3) 物流拠点化の機能構築とモーダルシフトについて

９ 川 村 幸 栄 １ コロナ禍における教育環境にかかわって

（Ｐ１０３） (1) 新型コロナウイルス感染拡大への対応について

(2) ＧＩＧＡスクール構想の対応について

(3) 高校受験への支援について

２ 国民健康保険税の負担軽減にかかわって

(1) 子どもの均等割の軽減について

(2) 新型コロナウイルス等対策減免について

１０ 今 村 芳 彦 １ 農業にかかわって

（Ｐ１１５） (1) 名寄市農業の課題解決に向けた取り組みについて

(2) 新規就農者の対応について

(3) 第２次名寄市農業・農村振興計画の中間的な総括について

１１ 山 崎 真由美 １ 教育宣言都市なよろの目指す後期中等教育について

（Ｐ１２８） (1) 魅力ある高校創造を目指した取り組みについて

(2) 学校運営協議会とコミュニティスクールについて

(3) 新設校を地域全体で応援する取り組みについて

(4) 現有の職業科がなくなることへの対応について

２ 安全で安心できる環境整備について
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(1) 熱中症予防に対応した公共施設の整備について

(2) 有害鳥獣対策について

１２ 佐 藤 靖 １ 令和４年度予算編成にかかわって

（Ｐ１３９） (1) 市長訓令及び総務部長事務連絡の基本的考え方

(2) 補助金等への対応

２ 地域コミュニティにかかわって

(1) 町内会活動とコロナ感染予防の取り組みについての現状と分析に

ついて

(2) 町内会費等の還元取り組みの現状と分析について

(3) 高齢社会下における市民周知のあり方

(4) 掲示板設置、活動支援センターの必要性

(5) 町内会の再編についての考え方

３ 名寄市立総合病院にかかわって

(1) 医療費自動精算機等の現状について

(2) 待合スペースの現状と対応について

(3) 新たな待合スペース等の確保について

１３ 高 野 美枝子 １ 公共施設の整備と方向性について

（Ｐ１５２） (1) 教育施設について

(2) 公営住宅について

(3) 庁舎の考え方について

(4) 公共施設等再配置計画について

２ 名寄市の観光振興について

(1) 名寄市観光振興計画の達成度と今後の課題について

(2) 新型コロナウイルス感染症の中での観光のあり方について

３ 社会教育について

(1) 事業の取り組みについて

(2) 新型コロナウイルス感染症に対応した事業推進について

(3) 生涯学習のあり方について
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令和３年第３回名寄市議会定例会議決結果表

令和３年８月３１日～令和３年９月２７日 ２８日間

本会議時間数 １３時間４５分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令 和 3 年 第 2 回 3. 6. 2 3. 7. 7 3. 8.31
名寄市空家等の適正管理に関する条例の制定

定例会 市 民 福 祉 常 任 可 決 す べ き 原 案 可 決
について

付 託 議 案 第 1 号

デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を ― ― 3. 8.31

図るための関係法律の整備に関する法律の施 ― ― 原 案 可 決
第 １ 号

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について

名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保 ― ― 3. 8.31

第 ２ 号 育事業の運営に関する基準を定める条例の一 ― ― 原 案 可 決

部改正について

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 ― ― 3. 8.31
第 ３ 号

する基準を定める条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部 ― ― 3. 8.31
第 ４ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市過疎地域持続的発展市町村計画につい ― ― 3. 8.31
第 ５ 号

て ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 3. 8.31
第 ６ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市国民健康保険特別会計補正 ― ― 3. 8.31
第 ７ 号

予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 3. 8.31
第 ８ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市食肉センター事業特別会計 ― ― 3. 8.31
第 ９ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市病院事業会計補正予算（第 ― ― 3. 8.31
第 １ ０ 号

１号） ― ― 原 案 可 決

令和２年度名寄市一般会計決算の認定につい 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ １ 号

て 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市国民健康保険特別会計決算 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ２ 号

の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和２年度名寄市介護保険特別会計決算の認 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ３ 号

定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市食肉センター事業特別会計 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ４ 号

決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市後期高齢者医療特別会計決 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ５ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市立大学特別会計決算の認定 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ６ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市病院事業会計決算の認定に 3. 8.31 3. 9.27 3. 9.27
第 １ ７ 号

ついて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市水道事業会計決算の認定に 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ８ 号

ついて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和２年度名寄市下水道事業会計決算の認定 3. 8.31 3. 9.24 3. 9.27
第 １ ９ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

特別職の職員の給与の特例に関する条例の制 ― ― 3. 8.31
第 ２ ０ 号

定について ― ― 原 案 可 決

3. 9.27 ― 3. 9.27
第 ２ １ 号 名寄市中小企業振興条例の制定について

経 済 建 設 常 任 ― 閉 会 中 審 査 決 定

― ― 3. 9.27
第 ２ ２ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 3. 9.27
第 ２ ３ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 3. 9.27
第 ２ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決

― ― 3. 9.27
第 ２ ５ 号 名寄市議会議員定数条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 3. 9.27
第 ２ ６ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する ― ― 3. 9.27
第 ２ ７ 号

条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 3. 9.27
第 ２ ８ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の ― ― 3. 9.27

第 １ 号 充実・強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方 ― ― 3. 9.27

第 ２ 号 税財源の充実を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意 ― ― 3. 9.27

第 ３ 号 見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 防災拠点となるべき庁舎整備のための起債制 ― ― 3. 9.27

第 ４ 号 度創設を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する ― ― 3. 9.27

第 ５ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

報 告 令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報 ― ― 3. 9.17

第 １ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告 ― ― 3. 9.17

第 ２ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 9.27
例月出納検査報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

― ― 3. 9.27
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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